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１ 議 事 日 程（初日） 

   〔平成16年太宰府市議会第３回（９月）定例会〕 

                                    平成16年９月２日 

                                    午 前 1 0時 開 議 

                                    於 議 事 室 

 日程第１       会議録署名議員の指名 

 日程第２       会期の決定 

 日程第３       諸般の報告 

 日程第４ 認定第１号 平成15年度太宰府市一般会計歳入歳出決算認定について 

 日程第５ 認定第２号 平成15年度太宰府市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定につい 

            て 

 日程第６ 認定第３号 平成15年度太宰府市老人保健特別会計歳入歳出決算認定について 

 日程第７ 認定第４号 平成15年度太宰府市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について 

 日程第８ 認定第５号 平成15年度太宰府市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算認定 

            について 

 日程第９ 認定第６号 平成15年度太宰府市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算認定に 

            ついて 

 日程第10 認定第７号 平成15年度太宰府市水道事業会計決算認定について 

 日程第11 認定第８号 平成15年度太宰府市下水道事業会計決算認定について 

 日程第12 議案第44号 専決処分の承認を求めることについて（平成16年度太宰府市下水道事業 

            会計補正予算：専決第１号） 

 日程第13 議案第45号 市道路線の廃止について 

 日程第14 議案第46号 市道路線の認定について 

 日程第15 議案第47号 住居表示を実施すべき市街地の区域及び方法について 

 日程第16 議案第48号 太宰府市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例に 

            ついて 

 日程第17 議案第49号 太宰府市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

 日程第18 議案第50号 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部 

            を改正する条例について 

 日程第19 議案第51号 太宰府市地域活性化複合施設条例の一部を改正する条例について 

 日程第20 議案第52号 太宰府市附属機関設置に関する条例の一部を改正する条例について 

 日程第21 議案第53号 平成16年度太宰府市一般会計補正予算（第２号）について 

 日程第22 議案第54号 平成16年度太宰府市老人保健特別会計補正予算（第１号）について 

 日程第23 議案第55号 平成16年度太宰府市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）について 

 日程第24 議案第56号 平成16年度太宰府市水道事業会計補正予算（第１号）について 
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 日程第25       請願第１号「精神障害者の小規模作業所に対する公有地の貸与を求める 

            請願書」の取下げ申し出について 

２ 出席議員は次のとおりである（２０名） 

  １番  片 井 智鶴枝 議員         ２番  力 丸 義 行 議員 

  ３番  後 藤  晴 議員         ４番  橋 本   健 議員 

  ５番  中 林 宗 樹 議員         ６番  門 田 直 樹 議員 

  ７番  不 老 光 幸 議員         ８番  渡  美 穂 議員 

  ９番  大 田 勝 義 議員         10番  安 部 啓 治 議員 

  11番  山 路 一 惠 議員         12番  小  道 枝 議員 

  13番  清 水 章 一 議員         14番  佐 伯   修 議員 

  15番  安 部   陽 議員         16番  田 川 武 茂 議員 

  17番  福  和 美 議員         18番  岡 部 茂 夫 議員 

  19番  武 藤 哲 志 議員         20番  村 山 弘 行 議員 

３ 欠席議員は次のとおりである 

   な   し 

４ 会議録署名議員 

  ３番  後 藤  晴 議員         ４番  橋 本   健 議員 

５ 地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名（２２名） 

  市    長  佐 藤 善 郎        助    役  井 上 保 廣 

  収  入  役  松 島 幹 彦        教  育  長  關   敏 治 

  総 務 部 長  平 島 鉄 信        地域振興部長  石 橋 正 直 

  市民生活部長  関 岡   勉        健康福祉部長  古 川 泰 博 

  建 設 部 長  富 田   譲        上下水道部長  永 田 克 人 

  教 育 部 長  松 永 栄 人        監査委員事務局長  花 田 勝 彦 

  総務部次長        松 田 幸 夫        地域振興部次長  三 笠 哲 生 

  健康福祉部次長  村 尾 昭 子        総 務 課 長  松 島 健 二 

  財 政 課 長  井 上 義 昭        地域振興課長  大 藪 勝 一 

  市 民 課 長  藤   幸二郎        建 設 課 長  武 藤 三 郎 

  上下水道課長  宮 原 勝 美        教 務 課 長        井 上 和 雄 

６ 職務のため議事室に出席した事務局職員の職氏名（５名） 

  議会事務局長  白 石 純 一 

  議 事 課 長        木 村   洋 

  書    記  伊 藤   剛 

  書    記  満 崎 哲 也 

  書    記  高 田 政 樹 
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              開会 午前10時00分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（村山弘行議員） 皆さん、おはようございます。 

 ただいまの出席議員数は20名です。 

 定足数に達しておりますので、平成16年太宰府市議会第３回定例会を開催します。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 議事日程はお手元に配付しておるとおりです。 

 議事に入ります。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（村山弘行議員） 日程第１、「会議録署名議員の指名」を行います。 

 今回の会議録署名議員は、会議規則第80条の規定によって、 

    ３番、後藤晴議員 

    ４番、橋本 健議員 

   を指名します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第２ 会期の決定 

○議長（村山弘行議員） 日程第２、「会期の決定」を議題とします。 

 お諮りします。 

 本定例会の会期は、本日から９月28日までの27日間にしたいと思います。これにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山弘行議員） 異議なしと認めます。 

 したがって、会期は本日から９月28日までの27日間に決定しました。 

 なお、会期内日程については、お手元に配付しております会期内日程表によって運営を進め

たいと思います。また、本会議、委員会とも改めて通知を差し上げませんので、よろしくご協

力をお願いします。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第３ 諸般の報告 

○議長（村山弘行議員） 日程第３、「諸般の報告」を行います。 

 お手元に報告事項の一覧表を配付しております。監査関係、議長会関係及び行政視察関係の

資料につきましては、事務局に保管しておりますので、必要な方はご覧いただきたいと思いま

す。 

 これで諸般の報告を終わります。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 
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  日程第４から日程第１１まで一括上程 

○議長（村山弘行議員） お諮りします。 

 日程第４、認定第１号「平成15年度太宰府市一般会計歳入歳出決算認定について」から日程

第11、認定第８号「平成15年度太宰府市下水道事業会計決算認定について」までを一括議題に

したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山弘行議員） 異議なしと認めます。 

 したがって、日程第４から日程第11までを一括議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 市長。 

              〔市長 佐藤善郎 登壇〕 

○市長（佐藤善郎） 皆さん、おはようございます。 

 本日ここに、平成16年第３回太宰府市議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位にお

かれましては、公私とも大変ご多用の中ご参集いただきまして、厚く御礼を申し上げます。 

 本日、定例議会の開会に当たり、一言ごあいさつを申し上げます。 

 最初に、防災対策についてでございます。 

 本市では、昨年７月19日未明に局地的な集中豪雨に見舞われ、とうとい人命が失われたのを

はじめ、家屋の全・半壊など市民の皆様の財産等に大きな被害を受けました。早くも１年を経

過いたしましたが、災害発生当日に合わせて三条原川の被災地現場におきまして、地元関係者

及び議員各位のご出席のもと追悼献花式を挙行いたしました。今後もこの豪雨災害を過去のも

のとして風化させることなく、さらなる教訓として生かしながら、「安全で安心して暮らせる

災害に強いまちづくり」を推し進めてまいります。 

 また、昨日は、筑紫野市と合同で防災関係機関及び地域住民の参加のもと総合的な防災訓練

を実施し、連絡協調体制の確立及び防災技術の向上並びに災害応急対策の迅速化、的確化を図

りました。さらに、本年は北陸及び四国地方において豪雨災害が発生いたしました。被害に遭

われました皆様に心からお見舞いを申し上げますとともに、一日も早い復興をご祈念申し上げ

ます。本市といたしましても、昨年の災害時に全国各地から温かいご支援をいただきましたこ

とを踏まえ、市内にも各公共施設に募金箱を設置しまして、市民の皆さんのご支援をお願いい

たしております。この募金が被災地の復興のお役に立つことを願っているところでございま

す。 

 次に、地域活性化複合施設「太宰府館」についてでございます。 

 本施設は、太宰府市全体の産業・観光の活性化と「太宰府市まるごと博物館基本計画」の中

核施設として、「市民と観光客の交流プラザ」の理念のもと昨年８月18日に着工し、建設を進

めておりましたが、このたび建設工事が完了し、いよいよ10月１日から開館という運びになり

ました。今後は、この「太宰府館」を市内周遊の情報基地として、地域文化の創造に向けた取
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り組みを積極的に展開してまいります。 

 次に、「第19回国民文化祭・ふくおか2004」の開催についてでございます。 

 福岡県内の各地で様々な事業が行われ、本市におきましても、11月６日には野村萬斎氏を祭

主とした大規模総合舞台事業「古今東西まんさい大狂言祭」が大宰府政庁跡で開催されるのを

はじめ、多種多様のイベントが計画されております。また、全国から集う人々を市民の皆様と

ともに「もてなしの心」でお迎えするために、国民文化祭の開催期間中、会場及びその周辺の

幹線道路等にプランターを設置するなど、市内各所で花いっぱい運動を展開してまいります。 

 さて、本日ご提案申し上げます案件は、平成15年度分の一般会計、各特別会計及び公営企業

会計の決算認定８件、平成16年度予算分の専決処分の承認を求めるもの１件、市道路線の廃止

１件、市道路線の認定１件、条例の一部改正５件、補正予算４件、その他１件、合わせて21件

でございます。 

 また、このたびの定例議会は、例年11月にご審議をお願いをしておりました公営企業会計を

除く一般会計等の決算認定につきましては、新年度予算に最大限に反映させるべく、今年度よ

りご審議をお願い申し上げるものでございます。私どもは、議決いただきました予算の適正な

執行について、遺漏のないように最善を図っているところでございますが、今回の決算審査を

通じまして議員各位のさらなるご指導を賜りますようお願い申し上げますとともに、ご意見や

ご要望につきましては、新年度予算に反映させるべく努力していきたいと考えております。 

 それでは、早速提案理由の説明を申し上げます。 

 認定第１号から認定第８号までを一括してご説明申し上げます。 

 最初に、認定第１号「平成15年度太宰府市一般会計歳入歳出決算認定について」ご説明申し

上げます。 

 平成15年度一般会計決算額は、歳入総額が223億7,921万3,333円、歳出総額は214億4,479万

9,407円となりました。これを前年度に比較いたしますと、歳入は1億8,427万5,720円、0.8％

の増加、歳出は8,780万1,158円、0.4％の減少をいたしております。 

 歳入から歳出を差し引いた形式収支は、9億3,441万3,926円、繰越明許及び事故繰り越しに

よります翌年度に繰り越すべき財源5億2,795万2,292円を差し引いた実質収支は、4億646万

1,634円の黒字決算とすることができました。 

 平成15年度は、７月19日の豪雨災害による災害復旧に全力を投入した年でありました。その

結果、災害復旧事業費約20億円のうち8億6,000万円の事業を実施し、残額を16年度事業として

繰り越しを行っております。 

 平成15年度は、市税収入の減少や地方交付税が大幅に削減される中、災害復旧事業の実施な

どにより大幅な財源不足を生じ、基金の取り崩しにより歳入不足を補てんするといった極めて

厳しい財政状況にありましたが、財源の確保に努めるとともに、経費の節減、事業の見直しな

どを積極的に行い、総合計画に掲げる各種施策、事業の計画的推進に努めたところでございま

す。その結果、一定の成果を上げることができたものと確信いたしております。 
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 これもひとえに議員の皆様をはじめ、市民各位のご理解とご協力のたまものと深く感謝を申

し上げる次第であります。今後とも行財政の効率化、財政体質の健全化をより一層進め、本市

が抱える諸問題、課題に職員一丸となって取り組んでまいる所存であります。どうか議員の皆

様をはじめ、市民各位のなお一層のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 次に、認定第２号「平成15年度太宰府市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て」ご説明申し上げます。 

 平成15年度は、歳入総額47億6,717万7,615円、歳出総額46億8,400万7,454円で、対前年度比

では、歳入6.4％、2億9,000万円の増、歳出では8.6％、3億7,122万円の増となっており、歳入

歳出差し引きでは8,317万161円の繰り越しとなっております。 

 しかしながら、平成15年度国民健康保険事業収支は黒字とはいえ、前年度の実質収支額1億

6,431万円を差し引いた単年度収支では8,114万円の赤字と、３年間の連続の赤字となってお

り、国保財政状況は医療費の増嵩、不況による税収の伸び悩み等から依然として厳しい状況に

あります。 

 また、歳出の根幹をなす保険給付費は、平成14年10月から老人保健への加入対象年齢が75歳

に引き上げられたことにより、74歳までの方は国民健康保険で給付を行いますことから、前年

度比17.7％、約4億5,500万円増の30億2,786万2,930円となっております。 

 なお、保険給付費の不足金に充用するための基金への積立金は、運用利息の7万98円の積み

立てを行いまして、基金の残高は1億8,444万6,033円となっております。 

 国民健康保険は、医療保険制度の中核として医療の確保と保健の向上に大きな役割を果たし

ており、今後の高齢社会においては、その役割はなお一層大きくなるものでありますが、他の

医療保険制度に比べ、高齢者や低所得者を多く抱えているため財政基盤が脆弱であり、国等関

係機関に対しまして、国民健康保険制度の抜本的改革について強く要望を行っておるところで

ございます。 

 次に、認定第３号「平成15年度太宰府市老人保健特別会計歳入歳出決算認定について」ご説

明申し上げます。 

 平成15年度は、歳入総額55億1,488万5,615円、対前年度比では3.0％、1億7,026万5,218円の

減に対しまして、歳出総額55億6,441万3,031円で、対前年度比では1.2％、6,682万8,694円の

減となっております。歳入歳出差し引きでは4,952万7,416円の赤字決算となっております。 

 これは、国、県支払基金の年度内の交付額が基準額を下回ったものであり、翌年度精算が行

われますことから、平成16年度歳入から繰上充用を行っております。 

 医療受給者数の年間の平均は、7,349人から7,185人、2.2％に当たる164人の減となっており

ます。 

 年間１人当たりの医療費支給額は、75万6,766円から76万4,473円と7,707円、1.0％と増加い

たしております。 

 今後も医療受給者に対しましては、制度の周知徹底、適正な受診、健康意識の高揚に向けた
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啓発や保健事業の推進など、老人保健財政の安定化を図るために引き続き努力してまいりま

す。 

 次に、認定第４号「平成15年度太宰府市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について」

ご説明申し上げます。 

 平成15年度は、歳入総額29億3,257万381円、歳出総額29億3,257万381円で、対前年度比、歳

入9.2％、歳出9.4％の増となっております。 

 平成15年度につきましては、一般会計から271万9,300円を一時的に繰り入れ、歳入歳出の調

整を行いましたが、この分につきましては、平成16年度に介護給付費繰入金精算返還金として

一般会計に返還することになります。 

 歳出の主な内容といたしましては、保険給付費27億4,240万9,107円で、支出総額の93.5％を

占めております。 

 年々、利用者の増加に伴い、今後ますます保険給付費の伸びが予想されるため、介護給付費

の適正化を図り、健全な財政運営に努めてまいります。 

 次に、認定第５号「平成15年度太宰府市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算認定

について」ご説明申し上げます。 

 平成15年度の住宅新築資金等貸付事業特別会計につきましては、歳入が2,679万5,456円で、

歳出が2,581万8,709円となっておりまして、歳入歳出差し引き97万6,747円の繰り越しとなっ

ております。 

 対前年度比では、歳入で7.9％、歳出では5.4％と、いずれも減額となっております。これ

は、平成14年度に繰上償還があったことによるものでございます。 

 次に、認定第６号「平成15年度太宰府市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついて」ご説明申し上げます。 

 公共用地先行取得事業特別会計につきましては、平成15年12月議会において条例の制定の議

決をいただいたところでございますが、平成15年度の決算額は、歳入総額、歳出総額それぞれ

3億1,598万2,995円となっておりまして、高雄公園用地の取得を行いました。 

 財源といたしましては、3億1,590万円の市債の借り入れを行っております。 

 次に、認定第７号「平成15年度太宰府市水道事業会計決算認定について」ご説明申し上げま

す。 

 まず、水源確保につきましては、平成15年度は鳴淵ダムの本格的供給開始に伴い、日量

1,800を受水し、安定供給に努めることができました。 

 年度末における給水人口は5万541人で、行政人口に対する普及率は76.5％となっておりま

す。年間総給水量は461万3,030で、前年度より2.0％、9万2,091の増となっております。 

 建設改良工事は、配水管の新設工事10件、下水道工事等に伴う配水管布設替工事３件、大佐

野浄水場改良工事及び松川貯水池災害復旧工事等８件を実施いたしました。 

 次に、経理面でありますが、総収益10億6,733万9,912円に対しまして、総費用10億3,831万
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864円で、差し引き2,902万9,048円の純利益を生じております。 

 資本的収支につきましては、収入総額3億8,427万5,114円に対しまして、支出総額12億

1,442万6,557円で、差し引き8億3,015万1,443円が不足いたしましたが、この不足分につきま

しては、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、及び過年度分損益勘定留保資金で

補てんをいたしております。 

 以上が平成15年度の水道事業会計の決算概要であります。 

 次に、認定第８号「平成15年度太宰府市下水道事業会計決算認定について」ご説明申し上げ

ます。 

 平成15年度は、総額3億1,199万9,743円を投じまして、汚水管渠及び雨水管渠の整備に努め

たところであります。 

 その結果、水洗化人口は前年度比1.2％増、6万2,015人となり、行政人口に対します水洗化

人口普及率は93.8％となっております。また、年間有収水量は前年度比0.6％増の562万

2,970となっております。 

 工事の概要といたしましては、汚水管渠1,581.49ｍを築造し、面積8.1haを整備いたしまし

た。平成15年度末整備面積累計では1,251.3haとなり、全体計画区域面積1,453haの約86.1％が

終了いたしたことになります。 

 また、雨水管渠につきましては210.80ｍの築造を行いました。 

 次に、経理面でありますが、収益的収支では、総収益19億6,140万6,337円で、総費用16億

8,027万8,312円で、差し引き2億8,112万8,025円の純利益を生じております。 

 資本的収支につきましては、収入総額5億2,765万1,650円に対しまして、支出総額14億

1,475万8,647円で、差し引き8億8,710万6,997円が不足いたしましたが、この不足分につきま

しては、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金及び当

年度分損益勘定留保資金で補てんいたしております。 

 以上が平成15年度の下水道事業会計の決算概要であります。よろしく認定賜りますようお願

い申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（村山弘行議員） 説明は終わりました。 

 お諮りします。 

 日程第４から日程第11までの平成15年度各決算認定につきましては、議員全員で構成する決

算特別委員会を設置し、これに付託したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山弘行議員） 異議なしと認めます。 

 したがって、日程第４から日程第11までは、議員全員をもって構成する決算特別委員会を設

置し、これに付託することに決定しました。 

 お諮りします。 
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 正・副委員長を慣例によって決定したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山弘行議員） 異議なしと認めます。 

 したがって、決算特別委員会の委員長は総務文教常任委員長の武藤哲志議員、副委員長は各

常任委員会副委員長の輪番制で、今回は建設経済常任委員会副委員長の不老光幸議員とするこ

とに決定しました。 

 ここで決算特別委員会日程について、委員長の説明を求めます。 

 決算特別委員長 武藤哲志議員。 

              〔19番 武藤哲志議員 登壇〕 

○１９番（武藤哲志議員） 今回の決算特別委員会の委員長に私、副委員長に不老光幸議員が選任

されました。特別委員会が効率よく運営されるよう努めてまいりますので、議員各位のご協力

をよろしくお願いいたします。 

 日程について説明します。 

 本日の本会議散会後、１日目の決算特別委員会を開催し、まず総務部長及び各所管部長から

それぞれの決算状況の概要説明を受けたいと思います。２日目からの決算特別委員会の日程に

ついては、９月17日及び９月21日の午前10時から、決算書及び各資料に基づき具体的項目につ

いての内容審査を行います。なお、予備日として９月22日を予定しておりますので、各議員及

び説明者の出席をよろしくお願いします。 

 また、資料要求は配付されております資料要求書に基づき、９月３日、明日の金曜日午後４

時までに議会事務局に提出してください。資料の要求につきましては、内容を十分に精査さ

れ、必要な資料の要求をしてください。 

 以上で説明を終わります。 

○議長（村山弘行議員） 説明は終わりました。 

 自席へどうぞ。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１２ 議案第４４号 専決処分の承認を求めることについて（平成１６年度太宰府市下 

               水道事業会計補正予算：専決第１号） 

○議長（村山弘行議員） 日程第12、議案第44号「専決処分の承認を求めることについて（平成

16年度太宰府市下水道事業会計補正予算：専決第１号）」を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 市長。 

              〔市長 佐藤善郎 登壇〕 

○市長（佐藤善郎） 議案第44号専決処分の「平成16年度太宰府市下水道事業会計補正予算（専決

第１号）」についてご説明申し上げます。 

 今回の補正予算は、下水道高資本費対策借換債の県からの枠配分による補正であります。 
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 借り換えの対象となる企業債は、年利7.0％以上の公営企業金融公庫債で、本市におきまし

ては、昭和56年度から昭和59年度までに借り入れました下水道事業債５件が対象となっており

ます。 

 内容といたしましては、年利7.4％及び7.2％の公共下水道事業債３件で、未償還残高合計

2億1,445万7,127円のうち借換額2億1,430万円、年利7.2％の流域下水道事業債が２件で、未償

還残高合計575万2,054円のうち借換額560万円、合計借換額2億1,990万円を年利2.3％及び

2.4％で借りかえたものであります。これにより、支払利息の総額が約4,456万円軽減されたこ

とになります。 

 専決処分とした理由につきましては、借換日が平成16年７月30日と指定されたことから、地

方自治法第179条第１項の規定により行ったものであります。 

 今回の補正内容でありますが、収益的収支につきましては、支払利息が662万1千円の減で、

支出総額は17億726万円となります。 

 次に、資本的収支につきましては、収入で企業債2億1,990万円の増により、総額10億

7,513万4千円となり、支出では繰上償還額2億1,990万円及び借り換えに伴う償還金131万7千円

の追加により、15億5,843万9千円となります。よろしくご承認賜りますようお願い申し上げま

す。 

○議長（村山弘行議員） 説明は終わりました。 

 お諮りします。 

 本案は委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山弘行議員） 異議なしと認めます。 

 したがって、委員会付託を省略します。 

 直ちに、質疑、討論、採決を行います。 

 質疑はありませんか。 

 19番武藤哲志議員。 

○１９番（武藤哲志議員） ただいま市長から提案理由の説明がありましたが、決算認定の下水道

決算書をお持ちだと思うんですが、下水道事業決算書の最後の23ページ、ただいま市長が昭和

56年から昭和59年、利率7.4％から7.2％、こういうふうに説明がありまして、これの借り換え

となります。そうすると、ここで見ますと、昭和56年５月22日から昭和59年７月25日という６

件が対象になるわけですが、そのうちこの7.1％は該当しませんので、まず7.50％、償還終期

が平成23年３月25日から平成25年３月25日までと、こういうふうになるかと思います。そうす

っと、ここで2,521万1,508円からここの7.3％の1億5,482万3,628円、この総数でいきますと、

まずこれが該当すると思うんですが、先ほど借り換えによって662万1千円の減額になったと説

明がありましたが、この総数を足すと2億1,990万円にはなりませんが、どの部分が借り換えの

対象になったのかを詳細な説明を受けたいと思います。 

－10－ 



 以上です。 

○議長（村山弘行議員） 上下水道部長。 

○上下水道部長（永田克人） 今回、対象になります起債の分につきましては、８件の対象物件が

ございまして、８件を要望いたしましたけど、最終的には県の枠配ということで５件の許可を

いただいております。 

 まず、５件分につきましては、流域下水道の分で昭和55年４月に借り入れました7.25％の分

でございます。それから、公共下水道の分の昭和57年５月20日借り入れの分で、7.4％のもの

が残高838万8,872円の分を要望額で830万円の既採択をいただいております。それから、同じ

く公共下水道分の昭和59年５月21日借り入れ分7.2％、これは残高が1億9,245万6,626円でござ

いまして、この要望額が1億9,240万円で許可をいただいております。同じく公共下水道分で昭

和60年５月20日借り入れ分、7.2％の分、残額として1,361万1,629円を1,360万円で借り換えと

いうことでございまして、ここに決算書に載せておりますすべての対象物件が許可にはなって

ないということでございます。 

 それから、議員おっしゃいました最終的に減額になる数字、たしか600万円ほどと言われま

したけど、最終的には4,456万7,509円マイナスになるということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（村山弘行議員） よろしゅうございますね。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山弘行議員） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山弘行議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第44号を承認することに賛成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（村山弘行議員） 全員起立であります。 

 したがって、議案第44号は承認されました。 

              〈承認 賛成19名、反対０名 午前10時34分〉 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１３と日程第１４を一括上程 

○議長（村山弘行議員） お諮りします。 

 日程第13、議案第45号「市道路線の廃止について」及び日程第14、議案第46号「市道路線の

認定について」を一括議題にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（村山弘行議員） 異議なしと認めます。 

 したがって、日程第13及び日程第14を一括議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 市長。 

              〔市長 佐藤善郎 登壇〕 

○市長（佐藤善郎） 議案第45号及び議案第46号を一括してご説明申し上げます。 

 最初に、議案第45号「市道路線の廃止について」ご説明申し上げます。 

 今回、廃止を提案しております「大佐野・脇道線」のほか５路線につきましては、区画整理

事業による路線が完成いたしましたことから、暫定的に供用しておりました６路線を道路法第

10条第１項の規定に基づき廃止するに当たり、同条第３項の規定により市議会の議決を求める

ものであります。 

 なお、完成後の路線につきましては、議案第46号で認定を提案いたしております。 

 議案第46号「市道路線の認定について」ご説明申し上げます。 

 今回、認定を提案いたしております「長浦４号線」のほか４路線につきましては、開発によ

り帰属を受けた路線であります。 

 「日焼３号線」につきましては、大宰府西中学校の進入路確保のため道路を新設したもので

あります。 

 「佐野土地区画整理事業16号線」ほか16路線につきましては、土地区画整理法第106条第２

項の規定に基づき、管理を引き継いだ路線であります。 

 以上、23路線につきましては、道路法第８条第１項の規定に基づき認定するに当たり、同条

第２項の規定により市議会の議決を求めるものであります。よろしくご審議賜りますようお願

い申し上げます。 

○議長（村山弘行議員） 説明は終わりました。 

 質疑は９月６日の本会議で行います。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１５ 議案第４７号 住居表示を実施すべき市街地の区域及び方法について 

○議長（村山弘行議員） 日程第15、議案第47号「住居表示を実施すべき市街地の区域及び方法に

ついて」を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 市長。 

              〔市長 佐藤善郎 登壇〕 

○市長（佐藤善郎） 議案第47号「住居表示を実施すべき市街地の区域及び方法について」ご説明

申し上げます。 

 住居表示を実施するためには、その手続の第一段階として、住居表示に関する法律第３条第

１項において「市町村は、住居表示の実施のため、議会の議決を経て、市街地につき区域を定
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め、当該区域における住居表示の方法を定めなければならない」と規定されております。 

 今回の実施地区は、行政区で申し上げますと、吉松区、向佐野区、大佐野区の各一部と大佐

野台区、つつじケ丘区、ひまわり台区のすべてであります。面積で約150ha、対象世帯数は約

2,250世帯であります。 

 実施方法につきましては、住居表示基準要綱第２条の規定に基づき、従来とおりの「街区方

式」とするものであります。実施区域を決めるに当たりましては、恒久的な道路、河川等で区

分いたします。 

 本件実施区域と方法を住居表示審議会に諮問いたしました結果、原案どおり実施すべきとの

答申を得ましたので、ご提案するものであります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上

げます。 

○議長（村山弘行議員） 説明は終わりました。 

 質疑は９月６日の本会議で行います。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１６から日程第２０まで一括上程 

○議長（村山弘行議員） お諮りします。 

 日程第16、議案第48号「太宰府市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条

例について」から日程第20、議案第52号「太宰府市附属機関設置に関する条例の一部を改正す

る条例について」までを一括議題にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山弘行議員） 異議なしと認めます。 

 したがって、日程第16から日程第20までを一括議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 市長。 

              〔市長 佐藤善郎 登壇〕 

○市長（佐藤善郎） 議案第48号から議案第52号までを一括してご説明申し上げます。 

 最初に、議案第48号「太宰府市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

について」から議案第50号「単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例

の一部を改正する条例について」までは改正内容が同一でございますので、一括してご説明申

し上げます。 

 今回の改正は、地方独立行政法人法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第41条の規

定において、「地方公営企業労働関係法」の法律名が「地方公営企業等の労働関係に関する法

律」に改められたことに伴いまして、同法を引用している関係条例について所要の改正を行う

ものであります。 

 次に、議案第51号「太宰府市地域活性化複合施設条例の一部を改正する条例について」ご説

明申し上げます。 
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 今回の改正は、複合施設のまほろばホール及び展示・物産コーナーの使用料の一部見直しと

附属設備等の使用料を新たに定めましたので、条例の一部を改正するものであります。 

 次に、議案第52号「太宰府市附属機関設置に関する条例の一部を改正する条例について」ご

説明申し上げます。 

 今回の改正は、太宰府市景観まちづくり懇話会の設置を行うものであります。景観まちづく

り懇話会は、太宰府市の景観まちづくりに向けて、まちづくりの主体者として市民の立場か

ら、また土地利用、建築、景観工学、緑地、まちづくりのアドバイザーなどの各分野の専門家

の見地から、太宰府市における景観まちづくりの制度に関して幅広く意見を聞く場として設置

するものであります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（村山弘行議員） 説明は終わりました。 

 質疑は９月６日の本会議で行います。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第２１から日程第２４まで一括上程 

○議長（村山弘行議員） お諮りします。 

 日程第21、議案第53号「平成16年度太宰府市一般会計補正予算（第２号）について」から日

程第24、議案第56号「平成16年度太宰府市水道事業会計補正予算（第１号）について」までを

一括議題にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山弘行議員） 異議なしと認めます。 

 したがって、日程第21から日程第24までを一括議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 市長。 

              〔市長 佐藤善郎 登壇〕 

○市長（佐藤善郎） 議案第53号から議案第56号までを一括してご説明申し上げます。 

 最初に、議案第53号「平成16年度太宰府市一般会計補正予算（第２号）について」ご説明申

し上げます。 

 今回の補正予算は、既決予算では対応できないもの、国、県補助金に伴うものなど、緊急や

むを得ないものについて計上させていただいております。 

 主な内容といたしましては、児童手当の支給対象が小学校第３学年終了前まで引き上げられ

たことに伴います追加予算や、10月実施を予定しております筑紫地区小児救急医療に対する事

業費補助金、通古賀地区整備事業に伴う設計業務委託料及び用地購入費、中学校給食に関する

アンケートの調査委託料、また災害復旧関連では、河川災害復旧費の追加計上をいたしており

ます。 

 この結果、今回の補正予算では、歳入歳出それぞれ4億6,307万7千円を追加させていただき

まして、予算総額は233億2,002万6千円といたしております。 
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 次に、議案第54号「平成16年度太宰府市老人保健特別会計補正予算（第１号）について」ご

説明申し上げます。 

 今回は、平成15年度の審査支払事務手数料の返還を行うため及び老人医療費適正化推進費補

助金の歳入科目更正の補正をさせていただいております。 

 歳出といたしましては、支払基金精算返還金43万1千円の増額、歳入といたしましては、老

人医療費適正化推進費補助金118万円の歳入科目を一般会計に移行いたしましたので、収支の

均衡を図るため一般会計繰入金を161万1千円増額いたしております。 

 この結果、歳入歳出それぞれ43万1千円を追加し、予算総額を56億946万8千円といたしてお

ります。 

 次に、議案第55号「平成16年度太宰府市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）につい

て」ご説明申し上げます。 

 今回の補正は、歳入歳出それぞれ571万3千円を追加し、予算総額を30億1,066万円にお願い

するものであります。 

 歳入歳出の主な内容といたしましては、平成15年度分介護給付費が確定いたしましたことか

ら、追加交付金256万1千円、返還金563万4千円を計上いたしております。 

 次に、議案第56号「平成16年度太宰府市水道事業会計補正予算（第１号）について」ご説明

申し上げます。 

 今回の補正は、資本的収支におきまして収入を900万円増額し、総額2億8,733万円とし、収

支を2,338万3千円増額し、総額10億2,133万9千円とするものであります。 

 補正の主な内容といたしましては、資本的収入におきまして、散策路整備事業に伴う一般会

計からの配水管布設替工事負担金を900万円増額するものであります。 

 資本的支出におきましては、さきにご説明申し上げました散策路整備事業に伴う配水管布設

替工事に係る委託料を200万円、工事請負費を700万円増額し、また福岡県河川課施工による落

合橋かけかえに伴います配水管及び導水管の仮設工事として、工事請負費を1,438万3千円増額

するものであります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（村山弘行議員） 説明は終わりました。 

 質疑は９月６日の本会議で行います。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第２５ 請願第１号「精神障害者の小規模作業所に対する公有地の貸与を求める請願書」 

        の取下げ申し出について 

○議長（村山弘行議員） 日程第25、『請願第１号「精神障害者の小規模作業所に対する公有地 

の貸与を求める請願書」の取下げ申し出について』を議題とします。 

 お諮りします。 

 請願第１号については、請願者から取り下げしたいとの申し出がありましたので、これを許

可することにご異議ありませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山弘行議員） 異議なしと認めます。 

 したがって、請願第１号の取り下げは許可することに決定いたしました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（村山弘行議員） 以上で本日の議事日程はすべて終了しました。 

 次の本会議は９月６日午前10時から再開します。 

 本日はこれをもちまして散会します。 

              散会 午前10時47分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 
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１ 議 事 日 程（２日目） 

   〔平成16年太宰府市議会第３回（９月）定例会〕 

                                    平成16年９月６日 

                                    午 前 1 0時 開 議 

                                    於 議 事 室 

 日程第１ 議案第45号 市道路線の廃止について 

 日程第２ 議案第46号 市道路線の認定について 

 日程第３ 議案第47号 住居表示を実施すべき市街地の区域及び方法について 

 日程第４ 議案第48号 太宰府市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例に 

            ついて 

 日程第５ 議案第49号 太宰府市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

 日程第６ 議案第50号 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部 

            を改正する条例について 

 日程第７ 議案第51号 太宰府市地域活性化複合施設条例の一部を改正する条例について 

 日程第８ 議案第52号 太宰府市附属機関設置に関する条例の一部を改正する条例について 

 日程第９ 議案第53号 平成16年度太宰府市一般会計補正予算（第２号）について 

 日程第10 議案第54号 平成16年度太宰府市老人保健特別会計補正予算（第１号）について 

 日程第11 議案第55号 平成16年度太宰府市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）について 

 日程第12 議案第56号 平成16年度太宰府市水道事業会計補正予算（第１号）について 

 日程第13 請願第９号 太宰府市は、坪30万円で取得した公有地を業者に、坪16万円で払い下げ 

            を行い７階建高層マンション建設を計画中であり、私たち住民の居住権 

            保障のため払い下げ中止を求める請願 

 日程第14 請願第10号 義務教育費国庫負担制度の堅持を求める請願書 

 日程第15 意見書第５号 地方財政の充実・強化を求める意見書 

２ 出席議員は次のとおりである（２０名） 

  １番  片 井 智鶴枝 議員         ２番  力 丸 義 行 議員 

  ３番  後 藤  晴 議員         ４番  橋 本   健 議員 

  ５番  中 林 宗 樹 議員         ６番  門 田 直 樹 議員 

  ７番  不 老 光 幸 議員         ８番  渡  美 穂 議員 

  ９番  大 田 勝 義 議員         10番  安 部 啓 治 議員 

  11番  山 路 一 惠 議員         12番  小  道 枝 議員 

  13番  清 水 章 一 議員         14番  佐 伯   修 議員 

  15番  安 部   陽 議員         16番  田 川 武 茂 議員 

  17番  福  和 美 議員         18番  岡 部 茂 夫 議員 

  19番  武 藤 哲 志 議員         20番  村 山 弘 行 議員 
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３ 欠席議員は次のとおりである 

   な   し 

４ 地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名（２２名） 

  市    長  佐 藤 善 郎        助    役  井 上 保 廣 

  収  入  役  松 島 幹 彦        教  育  長  關   敏 治 

  総 務 部 長  平 島 鉄 信        地域振興部長  石 橋 正 直 

  市民生活部長  関 岡   勉        健康福祉部長  古 川 泰 博 

  建 設 部 長  富 田   譲        上下水道部長  永 田 克 人 

  教 育 部 長  松 永 栄 人        監査委員事務局長  花 田 勝 彦 

  総務部次長  松 田 幸 夫        地域振興部次長  三 笠 哲 生 

  健康福祉部次長  村 尾 昭 子        総 務 課 長  松 島 健 二 

  行政経営課長  宮 原   仁        財 政 課 長  井 上 義 昭 
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              再開 午前10時00分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（村山弘行議員） 皆さん、おはようございます。 

 定刻になり、出席議員も定足数に達しておりますので、ただいまから休会中の第３回定例会

を再開します。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 議事日程はお手元に配付しておるとおりです。 

 議事に入ります。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１ 議案第４５号 市道路線の廃止について 

○議長（村山弘行議員） 日程第１、議案第45号「市道路線の廃止について」を議題とします。 

 これから質疑を行いますが、ただいまのところ質疑の通告がありませんので、質疑なしと認

めます。 

 議案第45号は建設経済常任委員会に付託します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第２ 議案第４６号 市道路線の認定について 

○議長（村山弘行議員） 日程第２、議案第46号「市道路線の認定について」を議題とします。 

 これから質疑を行いますが、ただいまのところ質疑の通告がありませんので、質疑なしと認

めます。 

 議案第46号は建設経済常任委員会に付託します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第３ 議案第４７号 住居表示を実施すべき市街地の区域及び方法について 

○議長（村山弘行議員） 日程第３、議案第47号「住居表示を実施すべき市街地の区域及び方法に

ついて」を議題とします。 

 これから質疑を行いますが、ただいまのところ質疑の通告がありませんので、質疑なしと認

めます。 

 議案第47号は環境厚生常任委員会に付託します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第４ 議案第４８号 太宰府市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条 

              例について 

○議長（村山弘行議員） 日程第４、議案第48号「太宰府市職員の勤務時間、休暇等に関する条例

の一部を改正する条例について」を議題とします。 

 お諮りします。 

 本案は委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（村山弘行議員） 異議なしと認めます。 

 これから質疑を行いますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めま

す。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山弘行議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第48号を原案可決することに賛成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（村山弘行議員） 全員起立です。 

 したがって、議案第48号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成19名、反対０名 午前10時02分〉 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第５ 議案第４９号 太宰府市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

○議長（村山弘行議員） 日程第５、議案第49号「太宰府市職員の給与に関する条例の一部を改正

する条例について」を議題とします。 

 お諮りします。 

 本案は委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山弘行議員） 異議なしと認めます。 

 これから質疑を行いますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めま

す。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山弘行議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第49号を原案可決することに賛成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（村山弘行議員） 全員起立です。 

 したがって、議案第49号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成19名、反対０名 午前10時02分〉 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第６ 議案第５０号 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の 
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              一部を改正する条例について 

○議長（村山弘行議員） 日程第６、議案第50号「単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び

基準に関する条例の一部を改正する条例について」を議題とします。 

 お諮りします。 

 本案は委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山弘行議員） 異議なしと認めます。 

 これから質疑を行いますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めま

す。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山弘行議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第50号を原案可決することに賛成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（村山弘行議員） 全員起立です。 

 したがって、議案第50号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成19名、反対０名 午前10時04分〉 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第７ 議案第５１号 太宰府市地域活性化複合施設条例の一部を改正する条例について 

○議長（村山弘行議員） 日程第７、議案第51号「太宰府市地域活性化複合施設条例の一部を改正

する条例について」を議題とします。 

 これから質疑を行います。 

 質疑の通告がありますので、発言を許可します。 

 19番武藤哲志議員。 

○１９番（武藤哲志議員） まず、条例の新旧対照表というのが議会で配付をされました。落成式

も近く、またこの開館もなるわけですが、まずこの部分について、消費税はまず内税にすべき

でなかったのかという問題です。この使用料について、これは外税になっておりますが、法律

改正が内税になっておりますが、こういう太宰府市の条例で、まだここでは外税になっておる

ということが１点です。 

 それから、この問題について担当部と協議の結果わかったことなんですが、別表第３の第６

条関係、附属施設等使用料で、音響設備。当然公共施設をつくれば音響装置は必要なんです

が、これを見ますと、ダイナミックマイクが１本100円とか、ワイヤレスマイク100円、ブーム

スタンドが50円と、こういうふうな状況になっております。こういう状況について、ブームス
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タンドに50円だとか、ダイナミックマイクが100円だとか、こうなってるのは、当然公共施設

の音響ではもう附属施設として、取るべきではないんじゃないかと考えておりましたら、この

ダイナミックマイクは特殊なマイクであるということで、またワイヤレスマイクについてはよ

くわかりませんが、こういう音響設備の当然附属的なものについては、やはり利用料の中に含

めるべきじゃないかと。私ども商工会館をお借りしたり、また筑紫野市の生涯学習センターを

お借りするわけですが、こういういろんな器具を借りても利用料の中に含まれてるわけです

が、こういう状況がありますので、今の段階では条例化してますが、将来はどうするのか。 

 それから、やはり持ち込みのところ、その他ですが、お茶の関係で、こういう持ち込んだと

きには大変高い500円だとか、それからポットなんかを持ち込んでも、ほかはよくわかりませ

んが、こういう利用料も取るという問題ですが、こういうものも将来見直すべきじゃないかと

いうふうに考えております。 

 つくったもののその都度使用料が要るという問題については、ある一定検討する余地がある

んじゃないかと思いますので、地域振興部の方はどういうふうにお考えになっているのかを伺

っておきたいということです。 

○議長（村山弘行議員） 地域振興部長。 

○地域振興部長（石橋正直） 別表第３、附属設備等使用料に係ります消費税の取り扱いについて

でございますけども、中央公民館、それからいきいき情報センター等の使用料に倣いまして、

施設使用と同様に各備品に係る使用料の額は消費税を含まない額で定めております。備考欄で

消費税相当額の100分の105を乗じることといたしております。また、周知していきます料金一

覧表におきましては、消費税相当額を含めた額で表示することといたしておりますので、ご理

解いただきたいと思います。 

 それから、附属設備等の使用料についてでございますけども、常時備えつけております各施

設内の備品、例えばテーブル、いす、スタンドマイク等につきましては、使用料をいただかな

いでサービスをしていくこととしておりますので、あわせてご理解いただきますようにお願い

いたします。 

 以上です。 

○議長（村山弘行議員） これで質疑を終わります。 

 議案第51号は建設経済常任委員会に付託します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第８ 議案第５２号 太宰府市附属機関設置に関する条例の一部を改正する条例について 

○議長（村山弘行議員） 日程第８、議案第52号｢太宰府市附属機関設置に関する条例の一部を改

正する条例について」を議題とします。 

 これから質疑を行いますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めま

す。 

 議案第52号は建設経済常任委員会に付託します。 
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            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第９ 議案第５３号 平成１６年度太宰府市一般会計補正予算（第２号）について 

○議長（村山弘行議員） 日程第９、議案第53号「平成16年度太宰府市一般会計補正予算（第２

号）について」を議題とします。 

 これから質疑を行います。 

 質疑の通告がありますので、発言を許可します。 

 11番山路一惠議員。 

○１１番（山路一惠議員） 10款教育費の中学校給食に関するアンケート調査委託料について質問

をいたします。 

 まず、１点目に実施の対象と調査方法について、それから２点目に配布、回収から結果公表

までのスケジュールについてご説明をお願いいたします。 

○議長（村山弘行議員） 教育部長。 

○教育部長（松永栄人） 中学校給食に関するアンケート調査委託料についてご答弁申し上げま

す。 

 アンケートの対象者といたしましては、小学校の５、６年生約1,200人、中学校１、２年生

約1,100人及びそれらの保護者、それから中学校教師約120人、さらに一般市民の意向、考えな

どを知るために、住民基本台帳から無作為に抽出しました20歳以上の男女2,000人の総計約

6,600人を対象としたアンケート調査を考えております。 

 それから、２点目のスケジュールにつきましては、予定といたしまして、11月中の二、三週

間程度をかけアンケート調査を実施し、その後集計作業や分析作業を行い、今年度内の早い時

期に報告書の作成を完了する計画でございます。 

 以上でございます。 

○議長（村山弘行議員） 11番山路一惠議員。 

○１１番（山路一惠議員） 今の説明の中で、小学校５、６年生1,200人、中学校１、２年生

1,100人とそれらの保護者というご説明でしたけれども、小学校５、６年生の保護者について

も実施をされるのかどうかの確認が１つ。それから、今回のアンケート調査を行うに至った経

緯の中で、中学校給食を実施する方向性があるということで今回調査を実施されるのかどう

か、その意向についてお伺いします。 

○議長（村山弘行議員） 教育部長。 

○教育部長（松永栄人） １点目の小学校５、６年生、中学校１、２年生の保護者についてはどう

かということでございますが、児童・生徒の保護者で重複されるといいますか、そういう方に

ついてはどちらかということで考えております。 

 それから、経緯の中での中学校給食の意向ということでございますが、今後の中学校給食の

あり方について、関係者の意向調査をすることを目的として調査をしたいというふうに考えて

おります。 
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 以上でございます。 

○議長（村山弘行議員） 11番山路一惠議員。 

○１１番（山路一惠議員） 済いません、ちょっと私質問を間違えておりました。小学校５、６年

生も実施するのかどうかについて再度お伺いします。 

○議長（村山弘行議員） 教育部長。 

○教育部長（松永栄人） 小学校の５、６年生約1,200人も対象として考えております。 

 以上でございます。 

○議長（村山弘行議員） これで質疑を終わります。 

 議案第53号は各常任委員会に分割付託します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１０と日程第１１を一括上程 

○議長（村山弘行議員） お諮りします。 

 日程第10、議案第54号｢平成16年度太宰府市老人保健特別会計補正予算（第１号）につい

て」及び日程第11、議案第55号｢平成16年度太宰府市介護保険事業特別会計補正予算（第１

号）について」を一括議題にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山弘行議員） 異議なしと認めます。 

 したがって、日程第10及び日程第11を一括議題とします。 

 これから質疑を行いますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めま

す。 

 議案第54号及び議案第55号は環境厚生常任委員会に付託します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１２ 議案第５６号 平成１６年度太宰府市水道事業会計補正予算（第１号）について 

○議長（村山弘行議員） 日程第12、議案第56号｢平成16年度太宰府市水道事業会計補正予算（第

１号）について」を議題とします。 

 これから質疑を行いますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めま

す。 

 議案第56号は建設経済常任委員会に付託します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１３ 請願第９号 太宰府市は、坪３０万円で取得した公有地を業者に、坪１６万円で 

              払い下げを行い７階建高層マンション建設を計画中であり、私たち 

              住民の居住権保障のため払い下げ中止を求める請願 

○議長（村山弘行議員） 日程第13、請願第９号「太宰府市は、坪30万円で取得した公有地を業者

に、坪16万円で払い下げを行い７階建高層マンション建設を計画中であり、私たち住民の居住

権保障のため払い下げ中止を求める請願」を議題とします。 
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 紹介議員の説明を求めます。 

 19番武藤哲志議員。 

              〔19番 武藤哲志議員 登壇〕 

○１９番（武藤哲志議員） ただいま議長から請願の部分についてありましたが、この部分につい

て少し、ちょっと経過を報告させていただきたいと思います。 

 皆さんのところに陳情第３号というのが配付をされておりますが、ここには関係者が地図を

つけていただいておりますし、この日にちを見ていただくとわかると思いますが、市当局、そ

れから議会には平成16年６月23日に陳情がなされております。こういう状況について、今年の

６月の時点で、こういう公有地がマンション建設のために払い下げがなされると、こういう問

題が起こりまして、市や議会の方に公有地の払い下げをしないでいただきたいという地元の陳

情活動が行われ、その間に担当部や行政への陳情、要望を繰り返しておりました。私どもに、

これは私どもの機関から、「地元の方がこういうマンション問題で困ってるので、ぜひ話を聞

いていただきたい」という連絡がありました。そして、電話を差し上げたところ、「大変困っ

ておられる、ぜひ話を聞いていただきたい」と。ちょうど参議院選挙もあっておりましたが、

選挙期間中に地元の方がお見えになりまして、話を聞かせていただいたところであります。 

 そういう状況の中で、地元の皆さんと庁議室をお借りして、市にどういう状況かという形

で、私も市の話し合いの中に入らせていただきました。そのときに出てきたのが、30万円で取

得した土地を鑑定価格が16万円と出たので、これを払い下げをしたい。地元の方の皆さんには

ご理解をと。この時点ではまだ契約はできておりませんでした。私も長い議員活動の中で、坪

30万円するものを16万円で払い下げるというのは、議員としてちょっと納得がいかないという

発言をした経過があります。それで、少しこの30万円と、坪16万円についての少し内容の違い

がありますので、所管委員会でも調べていただき、またこの請願の趣旨の中に関係地元住民の

方も呼んでいただいて、ぜひ審議をしていただきたい。 

 それから、法律上ですが、もう８月18日に処分をしてるからもう終わったものというふうに

解釈するというのは、地方自治法上に問題が出てきてます。こういう問題がありますので、そ

の点を含めて今から説明をします。 

 今、陳情書にお配りしてる字図ですが、２筆ありまして、地番は2681－６、469㎡、それか

らもう一筆は2681－５の455㎡であります。合計、実測の結果、925.07㎡、こういうふうにな

りますが、これを購入したのは平成６年３月24日であります。農地で太宰府市が取得をいたし

ております。また、この問題については、14日の一般質問でも行いたいと思っておりますが、

その当時、10年前ですが、㎡当たり10万6,000円で太宰府市が農地を取得いたしております。

坪に直しますと35万円です。２筆とも同じ評価農地を㎡当たり10万6,000円で取得しておりま

すので、取得価格については9,794万4,000円です。大変大きな金額であります。それから、平

成６年度の決算を調べてみましたら、その当時の試掘料、それから鑑定料がこれ以外に含まれ

ておりますが、現実なところ、今日の段階では取得費が9,794万4,000円、それを平成16年８月
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18日に特定の不動産業者と地元の方々が払い下げをしないでいただきたい、防災公園にしてい

ただきたい、環境問題を守っていただきたいなど再三にわたる要望が行われて、話し合いの途

中ですが、4,477万3,388円で払い下げをされました。ところが、地方自治法で一番大きな問題

というのは、こういう公有財産を議会に承認を求めて、そしてその都度公有地の残高、そして

処分高を決算時には必ず議会が承認をしなければならないという地方自治法があります。そし

てまた、この公有財産を払い下げるときには、私も長い議会活動の中で、こんな問題が初めて

明らかになりました。私としても反省をしています。やはり処分をするときには適正に処分を

されたのかという監督義務を私自身が怠っていたという反省をいたしているところでありま

す。 

 地方自治法の234条第２項により、この土地、9,794万4,000円も価値があったものを、しか

も鑑定した結果、4,477万3,388円を随意契約、随意契約というのは地方自治法でできる金額は

30万円であります。それがどういう理由でなされたのかも含めて地方自治法の１項、２項、３

項、４項、５項、６項と、いろんな規定があるわけですが、委員会でもこの随意契約の基準を

もとに審査をしていただければ地方自治法違反というのが出てくるわけであります。ぜひ、私

こういう地元の皆さんの切実な願いでありますこの請願書、市は土地を処分してるからという

ことですが、当然やはりこういう半値以下で処分をしたことに対して、やはり議会としても審

査をする、それから法律上に問題はなかったか、またこの問題が九州全域に、西日本新聞の１

面に大きく報道をされておりまして、議会が本当に住民の立場に立って審査をする必要がある

と思っております。 

 また、請願の要旨については、１項、具体的に書かれておりますが、表題としての金額の訂

正を本日させていただきたいと思います。 

 また、理由として、本当に高層化されれば、この周辺の方々に対する日照被害の問題、それ

から大変狭い道路であります。離合ができないという交通障害の陳情が出されております。そ

れから、当然横に西鉄太宰府線が通っておりまして、この西鉄の太宰府線が道路よりも高くな

っておりまして、大変大雨時にはこういう水害がその都度発生をしてるという問題、それから

やはりプライバシーをどう守っていくかという問題、それからその近くの方々がマンションが

建つために、建ったことによって大変、過去の問題で騒音、振動に悩まされたという問題、そ

れに新たに６項では居住権や財産権、健康問題が出されております。ぜひこういう請願、市は

土地はもう売ってしまったが、もうそれはしようがないというんじゃなくて、私ども議員とし

て認めた財産の取得、そしてこれが処分されるまでの責任、監督権を考えていただきたい。で

きればこの土地、やはり瑕疵があったという立場に立つならば契約を破棄をしていただいて、

そして防災公園や、そういう住民のために役立つような施策を講じるように所管委員会でも審

査をしていただきたいということで、紹介議員としての説明を終わらせていただきます。 

 以上です。 

○議長（村山弘行議員） 説明は終わりました。 
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 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山弘行議員） これで質疑を終わります。 

 自席へどうぞ。 

 請願第９号は建設経済常任委員会に付託します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１４ 請願第１０号 義務教育費国庫負担制度の堅持を求める請願書 

○議長（村山弘行議員） 日程第14、請願第10号「義務教育費国庫負担制度の堅持を求める請願

書」を議題とします。 

 紹介議員の説明を求めます。 

 ８番渡美穂議員。 

              〔８番 渡美穂議員 登壇〕 

○８番（渡美穂議員） 請願、義務教育費国庫負担制度の堅持を求める請願につきまして趣旨説

明をさせていただきます。 

 紹介議員は、山路一惠議員、私、渡美穂です。 

 請願者は、福岡県教職員組合筑紫支部、支部長船越達夫氏です。 

 政府は、この秋にも義務教育費国庫負担制度を廃止あるいは縮小する方針を打ち出していま

す。しかし、政府部内で所管の文部科学省は、この制度の廃止は義務教育の機会均等を脅かす

可能性のあるものとして、財政面だけでの議論では済まないということを明言しています。 

 本制度は、昭和25年一たん廃止され、その結果、義務教育水準の地方格差の拡大及び実学級

数当たりの教員数の減少などが起こり、３年後に再度制定されたという経緯をたどっていま

す。 

 お手元にお配りした資料にあるように、もし全額税源移譲された場合、住民税で試算する

と、大都市である東京都は現在よりも増加し、当福岡県においてはマイナス8.2％、約40億円

の減額になる可能性があります。一般財源化され、県が各市町村にこれまでの給与の国庫負担

分を要求した場合、太宰府市では新たに15億3,680万円が必要になります。実際県は全額では

ないにしろ各自治体に対して一部負担できないかということを打診してきています。現在、太

宰府市をはじめとする多くの市町村は財源不足に悩んでおり、新たな財源確保は非常に困難な

状況であるということは議員の皆さんご承知のとおりです。そうすると、自治体間での教員数

などの格差が生まれ、本来守られなければならない日本国内においての義務教育の機会均等が

壊れることにつながります。 

 子どもたちの平等な教育を受ける権利を守るためにも、またこれ以上自治体への負担を増や

さないためにも、義務教育費国庫負担について堅持するよう政府に対して要求するものです。 

 本市議会では、過去におきまして議論をいただき、昨年も全会一致で請願をご採択いただき
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ました。ぜひ趣旨をご理解いただき、ご採択いただきますようお願いをいたしまして説明を終

わらせていただきます。 

○議長（村山弘行議員） 説明は終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山弘行議員） これで質疑を終わります。 

 自席へどうぞ。 

 請願第10号は総務文教常任委員会に付託します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１５ 意見書第５号 地方財政の充実・強化を求める意見書 

○議長（村山弘行議員） 日程第15、意見書第５号「地方財政の充実・強化を求める意見書」を議

題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 ２番力丸義行議員。 

              〔２番 力丸義行議員 登壇〕 

○２番（力丸義行議員） 「地方財政の充実・強化を求める意見書」、提出者は私力丸義行、賛成

者は小道枝議員です。 

 なお、提出先は内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣です。 

 案文の朗読をもって趣旨説明にかえさせていただきます。 

 地方財政の充実・強化を求める意見書。 

 昨年度の「三位一体改革」は、具体的な中身が年末に唐突に決定されたが、その内容が国庫

補助負担金の削減に対して税源移譲が少額にとどまったことや、これを補うべき地方交付税に

ついても大幅削減されたことから、自治体予算編成に大混乱をきたしたことは誠に遺憾であ

る。 

 政府は、今年６月４日、経済財政諮問会議が提示した「経済財政運営と構造改革に関する基

本方針2004」を閣議決定した。この中で、注目された「三位一体改革」では、税源移譲につい

ては「2006年度までにおおむね３兆円規模を目指す」とされているが、同時に地方６団体に対

して補助金改革の具体案づくりを要請した。また、地方交付税についても「抑制する」と明記

されている。 

 国庫補助負担金改革については、地方６団体が取りまとめた具体案に基づいて補助金改革が

進められ、新年度予算もこれを受けて作成が開始されることとなる。「三位一体改革」は効率

性や財政コスト削減という観点だけで論議されているが、地域住民が安心して暮らすのに欠か

せない事業の確保や公共サービスの持つセーフティネット機能が担保されることが前提でなけ

ればならない。したがって、新年度予算編成の基調が、国の赤字の地方への押しつけとなるよ
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うなことは許されない。 

 このような立場から、国の関係機関に対し、地方財政の充実・強化をめざして次のことを強

く求める。 

 記。 

 １、2004年度予算における大幅な交付税削減が、自治体の予算編成に混乱を生じた結果をふ

まえ、2005年度予算案は、地方の意見を十分に聞いた上で対応し、地方への税財源移譲を実施

するとともに、地方の自立が確保されるものとすること。 

 ２、国庫補助負担金の削減は、単なる数値合わせでなく、国の関与を廃止・縮小し、地方の

裁量や自由度を拡大する視点から削減項目を選択すること。また、国庫補助負担金削減額に見

合う税財源移譲を確実に実施すること。 

 ３、税財源移譲を進めたとしても自治体間の財政力格差は存在するため、地方交付税制度の

財源保障と財政調整の機能を堅持し、地方交付税の「総額」を絶対に確保すること。 

 以上、慎重審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（村山弘行議員） 説明は終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山弘行議員） これで質疑を終わります。 

 自席へどうぞ。 

 意見書第５号は総務文教常任委員会に付託します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（村山弘行議員） 以上で本日の議事日程はすべて終了しました。 

 次の本会議は９月14日午前10時から再開します。 

 本日はこれをもちまして散会します。 

              散会 午前10時35分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 

－29－ 



１ 議 事 日 程（３日目） 

   〔平成16年太宰府市議会第３回（９月）定例会〕 

                                    平成16年９月14日 

                                    午 前 1 0時 開 議 

                                    於 議 事 室 

 日程第１ 一般質問 

一般質問者及び質問項目一覧表 
 

順位 
質 問 者 氏 名 

( 議 席 番 号 ) 
     質     問     項     目 

１ 
安 部   陽 

（15） 

元気な高齢者の健康対策について 

 （１） 産・学・官による共同研究、協調体制ができないか。 

 （２） 食生活改善推進委員、健康推進員の地域への取り組みにつ

    いて。 

 （３） プールやマシンを利用した筋力トレーニングなどの採用に

    ついて。 

２ 
武 藤 哲 志 

（19） 

1. 家庭用水道料金の引き下げについて 

 （１） 基本料金や使用料を家庭用、事業用と区分する見直しを行

    い、一般家庭の負担軽減を。 

 （２） 水道料金見直しのための審議会の予定は。 

2. 融資制度の創設と充実について 

 （１） 納税者、市民を対象に50万円までの緊急貸付制度創設の条

    例を。 

 （２） 市内中小企業融資制度の拡充と利用促進啓発を。 

3. 公有地払い下げについて 

 （１） 払い下げの基準、単価等。 

 （２） 関係住民の住環境対策としての合意形成を公共団体が行う

    必要は。 

３ 
福  和 美 

（17） 

1. 障害者対策について 

2. 交通対策について 

 

 

 

４ 

 

 

 

清 水 章 一 

（13） 

1. ＪＲ都府楼南駅前駐輪場について 

  ＪＲ都府楼南駅前駐輪場は、朝は駐輪場整備の委託がなされてい

 るが、それ以外の時間帯は自転車が市道にはみ出ているため、極め

 て危険である。いつまでも放置しておくわけにはいかないが、安全

 対策をどのように講じようとしているのか、伺う。 

2. ＩＳＯ9001の認証取得について 

  厳しい財政状況の中、限られた財源をいかに効率よく使うかが求

 められており、サービスが同じであればより安く、経費が同じであ
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 ればより質の高い行政サービスを提供するのが行政の責務である。

 その一手段として「ＩＳＯ9001」を認証取得することに意義がある

 と考えるが、市長の見解を伺う。 

５ 
不 老 光 幸 

（７） 

1. 太宰府小学校北門入口通学路について 

 （１） 安全確保に関する要望とその処理について。 

 （２） 浦の城橋から北門までの道路の改善は。 

2. 信号機の設置について 

 （１） 当市の信号機設置申請の現状について。 

 （２） 三条台入口の信号機設置について。 

 （３） 宝満道入口の信号機変更について。 

２ 出席議員は次のとおりである（２０名） 

  １番  片 井 智鶴枝 議員         ２番  力 丸 義 行 議員 

  ３番  後 藤  晴 議員         ４番  橋 本   健 議員 

  ５番  中 林 宗 樹 議員         ６番  門 田 直 樹 議員 

  ７番  不 老 光 幸 議員         ８番  渡  美 穂 議員 

  ９番  大 田 勝 義 議員         10番  安 部 啓 治 議員 

  11番  山 路 一 惠 議員         12番  小  道 枝 議員 

  13番  清 水 章 一 議員         14番  佐 伯   修 議員 

  15番  安 部   陽 議員         16番  田 川 武 茂 議員 

  17番  福  和 美 議員         18番  岡 部 茂 夫 議員 

  19番  武 藤 哲 志 議員         20番  村 山 弘 行 議員 

３ 欠席議員は次のとおりである 

   な   し 

４ 地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名（３１名） 

  市    長  佐 藤 善 郎        助    役  井 上 保 廣 

  収  入  役  松 島 幹 彦        教  育  長  關   敏 治 

  総 務 部 長  平 島 鉄 信        地域振興部長  石 橋 正 直 

  市民生活部長  関 岡   勉        健康福祉部長  古 川 泰 博 

  建 設 部 長  富 田   譲        上下水道部長  永 田 克 人 

  教 育 部 長  松 永 栄 人        監査委員事務局長  花 田 勝 彦 

  総務部次長  松 田 幸 夫        地域振興部次長  三 笠 哲 生 

  健康福祉部次長  村 尾 昭 子        総 務 課 長  松 島 健 二 

  行政経営課長  宮 原   仁        財 政 課 長  井 上 義 昭 

  税 務 課 長  古 野 洋 敏        地域振興課長  大 藪 勝 一 

  まちづくり企画課長  清 本 保 正        産業・交通課長  松 田 満 男 
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  市 民 課 長  藤   幸二郎        環 境 課 長  蜷 川 二三雄 

  福 祉 課 長  新 納 照 文        すこやか長寿課長  有 岡 輝 二 

  用 地 課 長  陶 山   清                大江田   洋 まちづくり技術
開 発 課 長 

  上下水道課長  宮 原 勝 美        教 務 課 長  井 上 和 雄 

  学校教育課長  花 田 正 信 

５ 職務のため議事室に出席した事務局職員の職氏名（５名） 

  議会事務局長  白 石 純 一 

  議 事 課 長  木 村   洋 

  書    記  伊 藤   剛 

  書    記  満 崎 哲 也 

  書    記  高 田 政 樹 

 

－33－ 



              再開 午前10時00分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（村山弘行議員） 皆さん、おはようございます。 

 定刻になり、出席議員も定足数に達しておりますので、ただいまから休会中の第３回定例会

を再開します。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 議事日程はお手元に配付しておるとおりです。 

 議事に入ります。 

 本定例会での一般質問通告書は12名から提出されております。そこで、一般質問の日程はさ

きの議会運営委員会におきまして２日間で行うことを決定していますことから、本日14日は５

名、明日15日は７名の割り振りで行いますので、よろしくお願いします。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１ 一般質問 

○議長（村山弘行議員） 日程第１、「一般質問」を行います。 

 15番安部陽議員の一般質問を許可します。 

 安部陽議員から質問に関連しての資料持ち込みの申し出がありましたので、許可をしており

ますのでお知らせします。 

              〔15番 安部陽議員 登壇〕 

○１５番（安部 陽議員） 皆さん、おはようございます。 

 ただいま一般質問の許可を得ましたので、通告に従い質問をいたします。 

 21世紀の高齢社会は、だれでもが健やかで心豊かに生活できる活力ある社会とするために

は、心身ともに健康であることが極めて重要であり、従来にも増して健康増進が必要とされて

おります。 

 本市においても健やかで安心して暮らせるまちづくりを目指して、鋭意努力をされているこ

とは十分理解をしているわけでありますが、毎年増え続けております国民健康保険、介護保

険、老人保健の医療費を見るたびに、果たしてこのままで市民の方は健やかな生活ができてい

るのか、疑問を感じるものの一人でもあります。 

 私はこのたび、皆様もご存じのしいのみ学園園長、昇地先生と中国に同行する機会を得まし

た。先生は99歳の高齢にもかかわらず階段を５階まで登られ、二百三高地や万里の長城などに

も、かごも使わずに元気に登られました。また、２年前には中国に行かれ、その後ＮＨＫのラ

ジオ講座を聞くなどして独学で中国語を勉強され、このたび長春大学では２時間にわたり、立

ったまま中国語で講演をされました。このように元気な姿に、健康の秘訣は何ですかと尋ねま

したら、夢、目的があるからと言われました。今回の中国訪問は、第２のしいのみ学園を長春

に開校する準備で参りました。このように、常に前向きの姿勢が元気の源だなあと実感いたし

ました。 
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 また、この健康はどのように維持されているのかを尋ねますと、１つは冷水摩擦。２つ目は

自分で考案した棒体操10分間。なお、この自分で考案された棒がこの棒でございます。これを

足でこう、足を上げたり、肩をこう回したりして、日ごろ使わない筋肉を使うということでご

ざいます。３番目が30回よくかむこと。４番目は常に何かを学び続ける。５番目は夢、目的を

社会に持ち続ける。この５点を挙げられ、これらの継続にあると言われました。また、昇地先

生は、この色紙にありますように、「一人の子救われるならば、一人の教師死して可なり」と

言われ、現在も実践してあります。このように、99歳になられても元気な字でございます。ま

た、バランスよくとれております。普通であれば字が斜めになったり、いろいろすると思いま

すけれども、まだまだこのように元気な字を書いてあります。 

 このたび、この元気な姿をいろいろな角度から検査が行われ、先生の瞬時の判断能力は30歳

代と出ております。このことは９月18日土曜日の夜９時15分から１時間にわたり、ＮＨＫスペ

シャル「老化に挑む」で全国放映されますので、元気になりたい方は参考までにご覧になられ

たらいかがかと思います。 

 私はこの元気な姿を目の当たりに体験し、元気な市民、元気な高齢者を築くため、敬老の日

を迎えるに当たり、健康づくりについて質問をいたします。 

 私は、予算、決算のたびに心が痛みます。それは、毎年毎年国民健康保険、老人保健、介護

保険の医療費の伸びであります。健康な都市であれば、高齢者が増加しても医療費はそんなに

伸びないのではないかと思われます。私は、この医療費の伸びを考えた際に、高齢者の方が元

気に毎日楽しく暮らせてあるのか疑問を感じるわけであります。 

 平成15年度の国民健康保険一般分では、入院2,391件に対し、通院6万1,645件、これに要す

る費用は、入院38万7,207円、通院1万3,861円で、入院の場合約30倍の費用がかかっておりま

す。 

 また、老人保健では、通院１件当たりの医療給付費約1万5,000円に対し、入院は１件当たり

約41万円で、通院の27倍の費用がかかっております。 

 介護保険の状況はといいますと、高齢者人口約1万1,500人に対して、介護保険の認定を受け

られた方が約2,000人で、そのうち介護保険のサービスを利用された方が約1,400人です。介護

の施設サービス4,818件に対し、居宅サービスは3万3,556件で、施設サービス費用は18億

3,798万6,593円に対し、居宅サービスは12億3,428万4,782円となり、施設利用者が７分の１に

もかかわらず６億円からの支出増であります。このように、居宅サービスは１件当たり3万

6,782円に対し、施設サービスは38万1,483円と約10倍となり、寝たきりや施設サービス等がい

かに医療費を増加させているかがわかると思います。 

 私は、この寝たきりや入院以前の健康な人たちへの対策がなければ、医療費の削減はもちろ

んのこと、健康な明るい生活は生まれてこないと思量いたします。私は、ここで強調したいの

は、この寝たきりや入院以前の健康な人への対策をしなければ、医療費は増加の一途をたど

り、明るい生活はないということであります。 
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 そこで、私は現在の保健センター事業にプラスアルファの事業を興すことにより、現在の医

療費や介護費の減少となり、元気な高齢者づくりになるのじゃないかと思います。現在でも一

生懸命市民の健康につきましては、出産前から高齢者まで活動をしてあることはよく存じてお

ります。しかしながら、この医療費の増加に歯どめをかけなければ財政圧迫となります。その

ためには、現在の施設の利用の見直し、例えばプール、空き教室の利用あるいはマシンでの筋

力トレーニングを使った運動などを取り入れた、産・学・官による健康づくりの共同研究ある

いは協調体制は必要ではないかと思いますが、その見解を伺います。 

 厚生労働省でも、介護施設の利用者負担の増加など、保険財政の改善や介護サービスの向上

に直結する緊急策を2006年４月に先行実施する方針です。制度改革では、まず、介護保険給付

の削減など財政悪化の歯どめをかけるための緊急策を実施。ついで、筋力トレーニングや栄養

改善指導で重い要介護状態になるのを防ぐ新予防給付など、介護サービスの再編を進める。こ

のように2006年度から制度改革が行われます。このように、現状を見詰めながら対策が刻々と

変わっております。本市も、健全財政のためにも現在の施策を見直すべきと思いますが、その

見解を伺います。 

 次に、私は健康維持のためには、食に対する教育を図るべきだと思います。高齢ともなれば

単純な食生活になりがちです。したがいまして、食のとり方によって健康にも病気がちにもな

ります。この方たちを健康に導くのは、食生活改善推進委員、健康推進委員を中心とした地域

密着型の食事指導の取り組みが考えられるわけであります。行政区ごとに食の大切さを、特に

ビタミンＣをはじめ、ミネラル等をどのように摂取すればがんや痴呆になりにくいかなど、積

極的な食育をすべきと思います。 

 現在の健康推進等のシステムでは、余り機能していないように思われます。したがいまし

て、退職者で保健師や看護師の経験のある方たちの協力を得ながら、各行政区などへの巡回な

ど機能を強化すべきと考えます。したがいまして、行政区での催しの際、巡回指導が参画でき

るようなシステムと情報が流れるように、各組織との連携が必要じゃないかと思います。いか

がな考えか伺います。 

 前段で一部触れましたが、プールの使用はひざや腰に余り負担をかけずに筋力アップが可能

な運動で、転倒防止にもなり、かつまた多くの友達ができることにより、心身の健康づくりに

も役立ちます。また、筋力マシントレーニングの導入は、高齢者に無理なく足腰を鍛えること

により、階段も上れるようになり、転倒による骨折等が少なくなります。このため、寝たきり

防止となり、施設や病院への入院がなくなり、介護保険をはじめ、国民健康保険、老人保健の

医療費の削減に寄与し、自立生活にも役立ち、高齢社会を楽しく過ごせる社会が築けるものと

考えられます。したがいまして、市民プール、マシンでの筋力トレーニングによる運動採用は

ぜひ進めるべきと考えますが、いかがなものか伺います。 

 あとは自席にて再質問をいたします。 

○議長（村山弘行議員） 健康福祉部次長。 
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○健康福祉部次長（村尾昭子） 元気な高齢者の健康対策について回答申し上げます。 

 本件につきましては、これまでも同様のご提言があり、その必要性を痛感しているところで

ございます。 

 まず１点目でございますが、全国的に見ますとご指摘のような体制での取り組み例がありま

すし、本県の私立大学でも似たようなシステムでの実践例もございます。いずれにいたしまし

ても、相当な費用負担を伴うようでございます。そこで、国で検討されております介護予防事

業等の推移も見ながら、高齢者のために実施中の生活管理指導員派遣事業や生きがい活動支援

通所事業等を基本に、本市におきましては、市内３か所の法人における在宅介護支援センター

を核にして、元気な高齢者施策の充実を図るため、リハビリやマシンによる筋力トレーニング

を活用できる体制を関係者と協議中でございます。 

 次に、２点目についてでございますが、食生活改善推進員は、定期的に食生活改善学習会で

学んだ健康づくりについての知識を広めるため、また健康推進員は、毎月疾病予防の大切さを

学習して、地域の健康づくりのリーダーとしてともに連携しながら、保健センターと市民のパ

イプ役として積極的に活動がされております。これら推進員を中心に、さらに市民の健康意識

の高揚を図るべく、その陣容等を含め、地域保健活動の推進に努めてまいります。 

 続きまして３点目でございますが、プールを使っての水中運動やマシンによる筋力トレーニ

ングのいろんな効果については同感でございます。本市の市民プールの高齢者の利用状況を見

ますと、平成15年度は月平均で約600人の利用があり、これらの利用者をはじめ多くの高齢者

が今の元気を持続できるように、そのための取り組みが必要であると考えます。市民プールや

他の施設についても、水中運動やマシン利用の可能性について協議していきたいと思います。 

 いずれの問題についても、ご指摘のご意見や先進市町村等の状況も参考にしながら、元気な

高齢者対策の可能性について、費用等の問題も含めまして検討し、すこやか長寿課、保健セン

ター、国保年金課、社会教育課の横のつながりをさらに密にし、相互協力のもと、可能なもの

から実施できるよう努力していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（村山弘行議員） 15番安部陽議員。 

○１５番（安部 陽議員） この問題につきましては、一昨年、やはり高齢者の問題で取り上げた

わけでございますが、いまだになかなか進展しないというのが現状でございまして、これ以上

医療費の伸びを許すことはできないんじゃなかろうかということで、いろいろと病院等にも行

きまして協力の願いをいたしましたところ、前向きに、その病院では考えてあるというような

ことも言われておりますので、太宰府にはキャンパスネットワークというものがありますの

で、そういうものを利用して、この費用の負担を軽減するというようなことで、もう少し詰め

ていただきたいと思っております。したがいまして、この産・官・学の問題は、筑紫医師会等

もあると思いますので、そういうところの協力も得ながらできるんじゃなかろうかと。筑紫医

師会ができないということになれば、すぐそばに福大病院もありますので、今朝ちょうど出勤
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前に見ましたところ、インターンというか学生さんが過疎地に行って、そこの住民の方といろ

いろとこういう医療の問題だとか病気の問題を研究してあります。学生さんでもそういうふう

で、過疎地ですから医者がおらないということで、大変地元の方も歓迎してあって、そういう

場面が出ておりましたけど、そういう医学生の学生さんもこういうふうで、積極的に進めれ

ば、私はある程度喜んでしていただけるんじゃなかろうかと思っておりますので、現在、来年

度予算に取りかかろうとされますので、ぜひともこれは組んでいただきたいと思っておりま

す。後ほど助役の方にもその真意を聞きたいと思います。 

 それから、２番目の食事の問題でございますけれども、やはり今サプリメント、大変はやっ

ております。年をとると、それからひとり暮らしということになると、なかなか食事をつくる

というのがおっくうになってきてあります。それで単純な、極端に言やあ、昔の人だから梅干

しとお漬物があればいいというような感じ、それがまた骨折だとか転倒あるいは何ですか、ビ

タミン類の不足というもので痴呆症になったりいろいろされておると思います。私も大変、健

康推進員とそれから食生活改善員の方、本当一生懸命やってあります。しかしながら、それが

地域の公民館だとか、そういうところにまだまだそこで発表されるというか、学習はしてある

けれども、そこでいろんな会合のときに発表する機会がない、あるいは教える機会がないと、

それを言っているわけでございまして、もう現在は恐らく看護師あるいはいろんな食育で働い

てあった方が退職されておられるだろうと思いますので、そういう方も掘り起こされて、そう

いう方の経験を通して、食生活だとか健康のあり方について、地元で語っていただけるような

掘り起こしをしていただいたらどうかと思います。ちょっとその点、掘り起こしができるかど

うか。 

○議長（村山弘行議員） 健康福祉部次長。 

○健康福祉部次長（村尾昭子） いろんな経験を持っていらっしゃいます、特に保健師さんあるい

は調理師さん、栄養士さん、看護師さん、そういった方々の協力を得ながらということでござ

いますので、まさに地域福祉、地域健康問題を進めていくに当たりましては、多くの方々の協

力を得ながらということでございますので、そういう方々の情報等確保しまして、保健センタ

ーとのそれぞれの事業の中にご協力いただけるように努力してまいります。 

○議長（村山弘行議員） 15番安部陽議員。 

○１５番（安部 陽議員） これにつけ加えておきます。 

 現在地域振興ですかね、そこでまほろばネットワークかなんかで今調査中でございますの

で、そういうのにも目を通していただければ、ある程度の情報が入ってくるんじゃなかろうか

と思いますので、ひとつ極力お願いしたいと思います。 

 一番大事なことは、３番目のマシンだとかプールの利用、これですね。そんで、現在もプー

ルの利用につきましては、20名を単位としたいろんな講習があっております。これを高齢者の

方にもそれを適用していただいて、無料ででも最初はいいと思います。それを５組ぐらいつく

られたら100人ですね。そして、この足腰がよくなった、あるいは本当に元気になったという
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実感を持たれれば、その方たちが後はずっと継続してプール等に見えると思いますので、その

点少しの費用と思いますけれども、最初は少しの軽減策とは思いますけれども、それが長い目

で見ると医療費あるいは施設の利用費になってくると思いますね。プールの利用をされた方

が、やはりプールに行ったら元気になったということになると、その人たちがお友達を誘った

りして来られると思いますので、そういう計画はできるのか、これは教育委員会になるんです

かね、その点高齢者対策としてどのようにお考えですか。 

○議長（村山弘行議員） 健康福祉部次長。 

○健康福祉部次長（村尾昭子） この分につきましては、それぞれの事業ということでございます

けれども、教育部、健康福祉部、お互いにその辺の事前の予算編成前の事業計画等の中で、そ

れぞれが健康問題あるいはスポーツということだけでなくて、両方がリンクしていると思いま

す、健康問題、食の問題それから体育、スポーツと。そういった中で高齢者の健康につなが

る、あるいは高齢者以前の成人の方々の、将来に向けての健康をどうしていくかといういろん

な事業、そういったものが主催事業あるいは外郭団体の中での取り組み、そういったことをそ

れぞれの部で強力に進めていくと。例えば、今社会教育の分野の中では、スポーツクラブの推

進とかございます。あるいはいきいき情報センターの中の市によります運動ができます施設も

ございます。あるいはプールがございます。こういった分のいろんな事業の中におきまして、

それぞれが主催事業あるいは啓発という呼びかけの中におきまして、単独の課、単独の事業と

いうことだけではなく、横の連携を密にしながら、市民の方々の健康問題ということを、もう

一度再確認しながら事業を進めてまいりたいというふうに考えております。 

○議長（村山弘行議員） 15番安部陽議員。 

○１５番（安部 陽議員） 先ほど費用がたくさんかかるというような答弁をいただいておりまし

た。これ、私参考にしていただきたいと思います。 

 川崎市では、2001年から2004年まで、こういうマシンだとかそういうものを使って参加され

た方が79人おられるわけです。それで要介護１の39人のうち19人が非該当になったそうです。

それから、５人が要支援に変わられたと。それから、リハビリ等での後では、79人全員で月に

691万円、これだけが削減されたと、医療費がですね。月に691万円ですよ、大きいですよ、

79人で。１人当たり平均しますと8.7万円の節約になっているわけです。ほんで、一時的な投

資を、二、三百万円でもいいですからすることによって、一月で取り返せるような考え方にも

なるんですよ。そんで、投資をしなくて理論だけを言っとってもだめだから、来年度予算、も

うすぐ要求もされましょうし、それについての考え方も浮かんでくると思いますが、その点ち

ょっと予算の担当、担当というか助役の見解はどのようにお考えか。 

○議長（村山弘行議員） 助役。 

○助役（井上保廣） ただいま部長が説明したとおりでございますけれども、高齢者対策、今ご指

摘の元気な高齢者の健康対策については、重要であるというふうに思っております。それぞれ

元気な高齢者を増やして、多くしていくためには、今安部議員の指摘があっておりますよう
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に、いろんなマシンであるとか筋力トレーニング等々使った形でやるやり方、あるいは私ども

は今コミュニティづくり、小学校区ゾーンごとの地域づくりの中で、あるいは福祉でまちづく

りというふうな中におきまして、その中で健康推進委員でありますとか、あるいはその中で今

行われております毎日毎日の散歩でありますとか、日常的なことを通して、やはり元気な高齢

者の皆さん方が外に出る。コミュニティバスもその一つでございます。家に閉じこもることな

く、外部に人の助けを借ることなく自分で出ていけるように、活発な活動というようなことを

通して、元気な高齢者を増やしていくというようなこと、そのことが二次的には、ご指摘があ

っておりますように、国保の医療費の減でありますとか、老人保健あるいは介護保険にもつな

がっていくと、このように考えております。 

 したがいまして、今ご提言をいただきましたこと等につきましては、次年度の予算の中にど

ういった形の中で対応できるかというようなことをもう少し精査をしまして、実施できるもの

については早速取り入れてまいりたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（村山弘行議員） 15番安部陽議員。 

○１５番（安部 陽議員） このマシンを取り入れることによって、今問題になっております痴呆

の問題だとか、そういうことも軽減されるというようなデータも出ておりますので、ぜひとも

来年度予算には、このような利点が多いということ、それから財政を豊かにするという観点か

ら、ぜひともこういう施設の、必ずしもマシンを取り入れるんじゃなくて、プールだとか空き

教室だとか、そういうことも取り入れた中でも検討していただきたいと思います。すなわち、

今の医療費を予防に切りかえてもらいたい。医療費が全部予算になってきておりますからね、

入院者やらそういう問題にかかってきておりますので、そういうのを減らして、そういう健康

づくりの方に回すというような思い切った施策をお願いしたいと思います。入院から健康へと

いううたい文句で来年度予算はしっかりと頑張っていただきたいと思います。 

 これをもちまして私の再質問は終わらせていただきます。 

○議長（村山弘行議員） 15番安部陽議員の一般質問は終わりました。 

 次に、19番武藤哲志議員の一般質問を許可します。 

              〔19番 武藤哲志議員 登壇〕 

○１９番（武藤哲志議員） 通告しております３項目について、今回は特に市長の判断が必要であ

り、市長に回答を求めます。 

 初めに、家庭用水道料金の引き下げを再三にわたり要求しております。太宰府市は、６を

超える超過料金については、家庭用・事業用も同一料金体系で、見直すべきであります。市は

「事業用の大口需要者が少なく、一般家庭に負担いただいているが、超過料金など家庭用・事

業用の用途別区分の指摘も含め、慎重に検討したい」と答え、また一方、「財政収支計画で水

の安定供給に費用も必要で、水道料金の見直しは必要だが、繰越利益剰余金で補てんできる期

間は現行料金を据え置く努力をする」と、値上げを含む回答をいたしておりますが、一般家庭
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用の水道料金の値上げは行うべきではありません。水道会計は黒字で安定をいたしておりま

す。水源確保に要する負担金、繰出金、出資金、償還金は、高い水道料金で対応できていま

す。また、水道会計の有形資産は、１世帯40万6,200円に対し、水道事業の借金は１人当たり

4万8,686円で、減価償却費等は毎年3億4,000万円あり、差し引きすると１当たりの水道料金

は、約160円であり、値下げはできるはずです。近隣市の中でも高い太宰府市の水道料金見直

しを行うため、市民参加の審議会等を開催する考えはないか、回答を求めます。 

 ２項目めは、市民融資制度創設と充実についてです。この不況続きにリストラ、病気、葬

祭、市内転居、納税等様々な問題で急にお金が必要なときに活用できる緊急貸付制度をつくっ

ていただきたい。制度として、現在は福祉や母子、年金受給者の方々には貸付制度があります

が、一般市民を対象とした制度はなく、強い要望があり、市民より失業保険金や入院給付金が

入るまでの一時貸し付け、住宅ローンの支払い、就職活動等様々な相談を受けますが解決策が

なく大変です。中には、サラ金から高い利子で借金をし、苦しむ結果となっています。東京都

中野区を例に挙げますと、病気、けが、倒産、就学、葬祭等には50万円の貸付制度がありま

す。太宰府市も市民福祉充実の立場で条例の制定を検討いただきたい。 

 ２項目めの２点目として、太宰府市中小企業事業資金の有効活用について回答を求めます。

決算では26件、1億4,422万円が貸し付けられ、そのうち21業者の方々が保証料の補助を受けて

いると報告されております。市は各金融機関に預託金として5,000万円を行っており、融資枠

として銀行にどのように活用をお願いしているのか。また、市内の中小業者の方々に制度とし

て知られてない現状と思われます。この制度は、商工会員でないと活用できないと思っている

業者もいますので、制度の促進と預託銀行でも直接借りられるように啓発を求める回答をお願

いいたします。 

 最後の質問は、公有地の払い下げについて質問をいたします。議会の議決金額でないからと

いって、公有財産処分を一般競争入札にせず、特定の不動産業者及び企業と随意契約を行って

います。10年前取得した価格の半額以下で処分した根拠として、地方自治法第234条第２項で

行ったとしていますが、随意契約金額は30万円との基準があるのに、取得価格9,794万

4,000円、議会に認定された金額は鑑定料、文化財試掘費を含め9,903万5,200円の公有財産

を、平成16年８月18日に4,477万3,388円で払い下げした根拠として、地方自治法施行令第

167条の２第１項の１号から５号の要件に当てはまられないが、こういう払い下げの根拠を具

体的に説明いただきたい。 

 平成６年３月24日、当時農地を坪35万円で取得し、10年もの間農業委員会の手続や宅地造成

等もなされなかったが、どのような方法で不動産鑑定を行ったのか。平成13年度、市が処分し

たこの近くの宅地価格は坪26万4,400円で処分されており、市は不動産鑑定に基づいて処分し

たとのことだが、この不動産鑑定をもとに、この近隣の固定資産税を下げ、税金の見直しを行

うのか明らかにしていただきたい。 

 住民は、市長に公有地の払い下げ中止を陳情していましたが、市はこの公有地を「水害対策
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として防災公園にしていただきたい」との願いを聞き入れず、マンション建設予定業者に売却

を行いました。マンションが建設されれば、行政自ら環境条例を犯し、住民の住環境悪化を推

進する結果になると考えられますが、また、売買契約ではマンション建設を条件として結んだ

のか、報告いただきたい。 

 最後に、今日まで公有地取得は、土地開発基金で買収し、議会に決算報告承認を受けてきた

が、今回の土地処分で取得価格に対して5,317万612円の損害、損金に対し、事前、事後に議会

への説明がありませんでした。市長は管理者として地方自治法第243条の２の責任はないかを

回答いただきたい。 

 再質問は自席で行います。 

○議長（村山弘行議員） 上下水道部長。 

○上下水道部長（永田克人） 市長の方に答弁を求めることでございますが、私の方から回答いた

したいと思います。 

 まず１項目めの家庭用水道料金の引き下げについてでございますが、３月議会でもお答えい

たしましたように、本市は事業所が少なく、また大口需要者が少ない顧客層の問題、近隣団体

と比較いたしまして、設備投資した割には使用者が少なく、配水管の使用効率が低いなど、近

隣団体より一般家庭に一定の負担をお願いしなければならない、採算がとれない経営上の問題

がございます。議員ご指摘の家庭用と事業用の用途別区分につきましては、これらを分析しな

がら検討してまいりたいというふうに考えております。なお、ご質問の中の水源確保に要する

負担金、繰出金、出資金等につきましては、一般会計が公営企業会計に繰り出すべき国の基準

というのがございまして、水道事業会計の方では負担いたしておりません。一般会計の支出と

なっております。 

 次に、市民参加の水道料金審議会を開催する考えはないかということでご質問でございます

が、現在の条例につきましては10人以内の委員数を定めておりまして、数人につきましては水

道使用者の中から公募する考えを持っております。 

 以上でございます。 

○議長（村山弘行議員） 19番武藤哲志議員。 

○１９番（武藤哲志議員） 本日は１項目め、２項目めについては余り時間はとりたくありません

が、私は今言ったように水道会計の借金と、それから市民を対象としたこういう計算方式は余

り好ましくありませんが、財産的な所有権というか、こういう部分について出された水道原価

と単価の関係がありますが、こういうものを引くと160円になるということは間違いありませ

んか。 

 そして、やはり審議会も早急に開くということについては、ずっと延び延びになってきて、

もう５年以上も審議会開かれてない。そのかわり高い水道料金を市民は負担しているわけです

が、こういう問題については内部検討されているのか回答ください。 

○議長（村山弘行議員） 上下水道部長。 
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○上下水道部長（永田克人） 減価償却費と資産減耗費を計算いたしますと約159円79銭というこ

とで、議員さんのご指摘のとおりでございます。 

 審議会につきましては、現在４年ごとの水道料金については見直しという考えを持っており

まして、過去には平成10年に改正いたしまして、その後平成14年、今回平成18年の予定でござ

います。その中で、福岡地区水道企業団の方から来年４月より受水開始になるということで、

この受水費単価については、当分の間据え置くというような話でございまして、そういった状

況の中から近隣市の審議会の状況、また料金改定の状況を見ながら審議会の立ち上げを考えて

いきたいということで考えております。そういった中では、当然繰越剰余金等の残額を翌年度

に使用しながらということで考えておりまして、遅くとも平成18年度ぐらいには見直しをしな

ければならないというような考えでございますので、その時期に来まして審議会等を開きたい

ということで考えております。 

 なお、新料金についての試算をしたかということでございますけど、今のところそういった

資料等についてはまだ作成しておりません。 

 以上でございます。 

○議長（村山弘行議員） 19番武藤哲志議員。 

○１９番（武藤哲志議員） 市長も以前の答弁でも答えてますが、今の太宰府の水道会計、私が今

質問の部分について行ったところですが、本来は再三にわたって見直さなきゃならないのが、

平成10年に水道料金を大幅に引き上げて、それからまた私の質問では、本来は今年料金の見直

しを行うということで、一般家庭と事業用と変えなさいと。何でこんなに一般家庭用と事業用

とが同じ、経費にも入らない水道料金が高いという問題を指摘して見直しをするというのは、

今また答弁では平成18年に水道審議会を開くと。そうすると、平成18年まで、早言えば本来は

開かなければならないのを延長することについて、市長、どう考えていますか。 

○議長（村山弘行議員） 市長。 

○市長（佐藤善郎） 水道料金の問題でございますが、本市が置かれております水の問題でござい

ますが、非常に渇水状況等続きまして、水の安定供給が本市の大きな課題でございました。そ

のためには、水の資源を持たない本市といたしましては、いわゆる広域的な水資源の開発、こ

れに頼らざるを得ない状況でございました。したがいまして、水道料金につきましても、その

時々の原水対価、それと供給単価、それに比較しながら料金体系を決めておるわけでございま

すが、本市の場合はご承知のように他市に比べて非常に多額の費用を、料金体系としては多額

でございます。一般会計の繰出金等々もやって、水道料金の継続をしてきたわけでございま

す。そういう意味合いでもちまして、改定の時期ではございましたが、現在料金体系、いわゆ

る今の水道料金をできるだけ確保したい、値上げはしたくないということで見送った経緯もご

ざいます。 

 それと、ご承知のように本市の置かれております水需給の立場でございますが、大口需要者

が非常に少ないということ、それから配水管効率も他市に比べて非常に特性があり、効率が悪
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いというような状況もございます。それと一つは、海水淡水化をはじめとする水の安定供給の

ための施設投資も大きな財源として将来必要でございます。等々を勘案しながら今日まで来て

おるわけでございますが、いずれにいたしましても、福岡地区水道企業団等をはじめとする水

道資源開発のための投資、それに対する償還等々の財源等の見通しを立てながら、と同時に水

の安定化、供給と同時に水の需要供給に対しても、一つ需要の供給に対する増収も図らなくち

ゃならないという、そういう営業的な面も出てくるかと思うわけでございます。もろもろを勘

案しながら、今後の水道料金の体系につきましては、そういう料金あるいは新しい水源開発の

事業等を見きわめながら考える必要があるということで、現在のところ改めての料金改定につ

いてはしない、そしてその状況を見守りたいというのが現況でございます。 

○議長（村山弘行議員） 19番武藤哲志議員。 

○１９番（武藤哲志議員） 水道会計については、また具体的に財政分析を行ってやりたいと思い

ます。言えることは、何年間も黒字続きだと。そして水道はやはり利益率を差し引くと160円

だということで、何で270円もするような料金を市民に押しつけなきゃならないかというのは

納得できない。また後で論議をします。 

 ２項目めの回答を求めます。 

○議長（村山弘行議員） 健康福祉部次長。 

○健康福祉部次長（村尾昭子） 続きまして、２項目めの融資制度の創設と充実について市長の回

答をということでございますが、私の方から１点目の納税者、市民を対象に50万円までの緊急

貸付制度創設の条例について回答申し上げます。 

 市民が通常の生活を送る中、緊急にお金を融資してもらう必要が発生したときの融資制度と

いうことと解しますが、通常の生活の中で預貯金がなく緊急融資が必要となる方とは、おおむ

ね低所得の方もしくは預貯金以上の大きな金額が必要となった方などが考えられます。こうし

た方には、福岡県社会福祉協議会の生活福祉資金貸付制度や、大きな金額が必要な方へは金融

機関などで各種融資制度が利用できます。 

 ご質問の中にありました東京都中野区の応急資金貸し付けの条例、施行規則、事務要綱など

を見ますと、貸し付けの対象者要件は、災害により損害を受けた方、本人や同居の親族が疾病

または傷害に係る療養に要する費用、本人や同居の親族の結婚、出産、就職、葬祭等に要する

費用、転居に要する費用、食糧その他日常生活必需品の購入費用に困窮する方などで、区の各

種貸付金を既に受けていない人、貸し付け資金を返済できる人、生活保護法の扶助を受けてい

ない人、区民であること、世帯主であることなどが要件となっております。さらに、連帯保証

人が必要で、連帯保証人の要件として、一定の職業と収入があること、税金を完納しているこ

と、この貸し付けを受けていないこと、この貸し付けで既に保証人となっていないことなどと

なっております。 

（19番武藤哲志議員「よくわかっている。要約してください」と呼

ぶ） 
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 このことを参考にしますと、東京都中野区の制度と福岡県社会福祉協議会の生活福祉資金貸

し付けは類似しておりますことから、市として独自に融資制度を創設することは、今のところ

考えておりません。 

 以上でございます。 

○議長（村山弘行議員） １項目。 

（19番武藤哲志議員「ちょっと待ちなさい」と呼ぶ） 

 地域振興部長の答弁を先にしますか。 

（19番武藤哲志議員「いや、ちょっといい。今の答弁を聞いて、本

当、市はやる気はないんですよ。現実に今の答弁を聞きよって、お

金の低所得者だとか預金のない人とか、そういう人にお金を貸さな

いという考え方の答弁ですよ。だから、そういう預金がないからこ

そ困っておるわけであって、収入も今のような状況で、リストラや

失業したり、病気をしたときに困るから貸してくれ、そのかわり、

その条件として失業保険金が入るとか病院の生命保険の給付金が入

るまでの一時的な部分を、そしてこうお願いをしたいという市民の

要望があるんだけど、早う言えば、それ銀行に行って借りなさいと

か、県の福祉とかって言ったって、だから、もう少し内部検討をし

なさいって言っとるわけです。それを、ただそういう状況ですから

できませんということは、内部で検討した結果でしょうから、そん

な回答要りません。また質問します。２項目めお願いします」と呼

ぶ） 

 地域振興部長。 

○地域振興部長（石橋正直） ２項目めの市内中小企業の融資制度の拡充と利用促進啓発について

ご回答いたします。 

 太宰府市中小企業事業資金融資制度につきましては、本市の中小企業者に対して事業資金を

融資することにより、その自主的経済活動を促進し、企業の安定を図ることを目的といたして

おります。 

 １点目の融資枠の活用についての質問でございますが、年間5,000万円の資金を市内の８銀

行支店に、年度末の貸付額の状況を見ながら資金の配分を調整いたしまして、指定金融機関に

預託し、４倍以上の融資目標を設け、市商工会のあっせんによりまして、１企業1,000万円以

内を福岡県信用保証協会の信用保証に付し、貸し付けを行い、平成15年度の貸し付け状況は、

ご質問の中で言われましたように26件1億4,422万円の貸し付けを行っております。貸し付けに

つきましては、低利率を適用し、信用保証協会に支払った保証料についても全額市が補助を行

うなど、利用者の負担軽減を図っております。 

 ２点目の融資制度の促進と、貸し付けの窓口を直接預託銀行にできないかとのご質問でござ
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いますが、商工会で全会員に制度案内の冊子配布や、各地区懇談会などで紹介を行うなど、会

員への利用促進を強化しており、市内全戸に新聞広告折り込みや広報の折り込みチラシで周知

を図っているところでございます。 

 融資制度の申請窓口につきましては、商工業者の実態を把握されている商工会としています

が、商工会の会員はもちろん、会員でなくても受け付け、審査しております。県の融資制度及

び近隣市におきましても同様のシステムで取り扱われております。 

 今後市におきましては、指定金融機関及び商工会とで利用状況などの情報交換を行いまし

て、制度の充実と事業者への周知に努めてまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（村山弘行議員） 19番武藤哲志議員。 

○１９番（武藤哲志議員） 市長、簡単に報告いただきたいんですが、今やはり市民の方々にそう

いう融資制度的なものは考える、検討するというか、そういうのは考えてないというのは次長

の答弁でしたが、それとあわせてこういう市民の貸し付け制度というのは、市長の回答として

全く考えてないのか、検討する考えはあるのか。 

 それから２項目めについては、今部長から答えられましたが、これはだれでも借りれるわけ

ですが、あくまでも商工会を中心とするというふうになってますが、金融機関でも預託金の範

囲内とかそういう部分で活用できるような考え方を持ってないのか、簡単に回答ください。 

○議長（村山弘行議員） 市長。 

○市長（佐藤善郎） ただいま融資制度等の問題でございますが、１点目の福祉資金等の貸し付け

でございますが、他都市等でやってある事例はございますが、ただいま部長が申し上げました

ように、国あるいは県の制度と、特に福岡県の場合は社会福祉協議会が実施しておる、その範

囲でひとつぜひ実施していただきたいという計画でございます。 

 それから、融資制度につきましても、現在部長が申しましたように、それぞれ信用保証等の

貸し付けを行いながら、貸し付けをいわゆる商工会等の窓口を通じまして貸しておるわけでご

ざいますが、これにつきましても、この貸付制度がよく周知されてない、活用されてない面が

あるんじゃないかということで、いろいろなＰＲ等もやっておるところでございます。 

 また、貸し付けの原資につきましても、まだ余裕があるということをお聞きしております。

今後とも、この融資制度等につきましては、現行制度の中でぜひ皆さん方利用をお願いしなが

ら、そして、なお必要なものにつきましても、今後の融資、民間の銀行等を含める融資制度

等々の現行制度とも勘案しながら、本市としてやるべき融資制度は、現行制度の中で十分承知

の上、また融資の貸し付けの予算調整等につきましては今後努力していきたいと、かように考

えております。 

○議長（村山弘行議員） 19番武藤哲志議員。 

○１９番（武藤哲志議員） 市民のための制度ですから、やはり内部検討して、そういう貸付制度

も設けて、一時的に保証人もつけるわけですから、そういうのは内部検討してやるのが行政
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で、本当、今不況の中で一般の組合もない、そういう状況の中で大変苦しんでいる方もおると

いうこと。それから、融資制度もいろいろ保証料もついてますが、借りやすいようにしてやる

というのが行政の仕事ですから、次回、またこの問題についても質問します。 

 それでは、３項目めについて回答を。 

○議長（村山弘行議員） ここで11時10分まで休憩いたします。 

              休憩 午前10時58分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午前11時10分 

○議長（村山弘行議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 建設部長。 

○建設部長（富田 譲） それでは、武藤議員の３項目めの質問、公有地払い下げについてご回答

申し上げます。払い下げの基準、それから単価等について、関係住民の住環境対策としての合

意形成を、公共団体は行う必要はということでございます。一括してご回答申し上げます。 

 地区道路整備事業も平成17年度完了の目途がつき、また今回の私有地を代替地とする希望者

もなく、そのままの状態となっていることから、今回処分を行ったものでございます。 

 現在、不動産取引における買い手市場の中で、925㎡と地積が大きく、不整形でございまし

て、また地価が下落しているにもかかわらず、１年前、平成15年10月の不動産鑑定、坪当たり

16万円での売却が見込めることと、それから事業の完了にあわせ、早期精算、これは財源の確

保が一点ございます、を必要とすることなどの理由によりまして、地方自治法施行令第167条

の２第１項第５号「有利な価格で契約を締結する見込みがあるとき」に該当するということ

で、随意契約により処分を行ったところでございます。 

 固定資産税の評価につきましては、近年の土地下落傾向から適正な時価を算出するため、平

成９年度から毎年７月１日を基準日といたしまして不動産鑑定をとり、基準年度の価格、そう

いう修正を行っておるということでございます。 

 また、農業委員会の手続につきましては、福岡県農地法施行細則第３条の規定による届け出

を、これは平成６年３月30日付で行っておるとこでございます。その時点から農地から外れて

いると解しております。 

 また、不動産鑑定につきましては、未造成地として鑑定が出されておるとこでございます。

宅地として造成してない段階ということでございます。 

 住環境悪化の推進になるとのことにつきましては、これは都市計画法や建築基準法また市の

開発行為等整備要綱におきまして、関係住民の理解を得るように努力してきたところでござい

ます。 

 また、売買契約においては、マンション建築条件つきとはいたしておりません。 

 それから、市長の管理責任につきましては、ただいまご説明したとおり、法律どおり執行し

ておるというとこでございます。ご理解いただきたいと思います。 
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 以上でございます。 

○議長（村山弘行議員） 19番武藤哲志議員。 

○１９番（武藤哲志議員） 市長、もう少しちょっと聞いとってください。後からあなたに回答を

求めますから。 

 まず、部長、あなたは今地方自治法施行令第167条の２第１項第５号ということで回答があ

りましたが、この時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みがある

ときというふうに、あなた法律上の解釈を言ったわけですけどね、さっきも言いますように、

早う言えば１億円近くの土地を半値以下で処分したのは著しく有利な契約と言えるんですか。

あなたの方は、こういう30万円という基準がありながら、なぜ9,900万円もするような土地

を、はっきり言って坪16万円で処分ができたのか、法律じゃ何の問題もないのかと。これ、ど

う考えます。 

○議長（村山弘行議員） 建設部長。 

○建設部長（富田 譲） 確かに当時坪30万円ですか、それで9,900万円ということで代替地を購

入いたしております。そのときは地区道路整備事業、そういうものの推進の中から希望者、そ

ういう者がおるという判断のもと代替地を購入して、事業の推進にこれから充てていくという

ことであったろうと思います。今回、先ほど申しましたように、ほぼ完了のめどがついており

ますし、最後希望されていたところもほかのところに求めるということで、一定見通しがつき

ましたんで、代替地を今度処分する方向ということでございます。 

 先ほど申しましたように、市の基本的な考え方としては、適正な時価というのは不動産鑑定

額ということでこれまでで一貫して通しておりますので、それで売買できるということで、今

の買い手市場の中で、先ほど言いましたのは諸条件の中でこれだけの価格、一体的に売れると

いうことで、市としては有利な価格というのは条件だということで、今回そういう処分契約を

行ったということでございます。そういうふうに理解していただきたいと思います。 

○議長（村山弘行議員） 19番武藤哲志議員。 

○１９番（武藤哲志議員） この平成６年３月18日に４名の人から土地の買収をしてるんですね。

それで、まず4,971万4,000円を１人から、それから３人の方から4,823万円で購入してるんで

すよ。その金額が9,794万4,000円、そして農地で購入したんですよ。35万円も坪価格、それを

10年も放置しておいて、そして昨年の鑑定で１年前、平成15年10月20日に鑑定価格がはっきり

言って坪価格16万円という鑑定が出たと。ただし、その周辺を議会の承認として求めてきたの

は、坪８万円ですよ、ここにあるようにね。ほんの１年ちょっとの間に、何でこんな値段が半

分に下がるのか、やはりマンション業者や不動産業者に有利を図ったんじゃないか。なぜこん

な条例上で見るならば、著しく有利な契約ができるんですか。だれだって、その坪35万円で買

うた土地を、市がたくさん公有地持ってますが、それじゃ売ってください、安くと、こう言え

るんじゃないですか。私、二、三日前、太宰府市内の土地でいろいろ売り出したのを６筆出て

ますが、吉松のあのところで19万5,000円ですよ。御笠といって、太宰府市と大野城市の境が
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17万5,200円ですよ。高雄が17万円、そして朱雀ですが、その朱雀のところも出ております

が、水城で21万1,000円、こういう通古賀というか西鉄の近く、やはりこの朱雀ですが27万

6,000円です。新聞広告でこういう形で出されとんですから、土地だけですよ、建築条件な

し。それが、何で市は坪16万円でこういう有利な、早う言や業者に特別な配慮をしたと、しか

も鑑定は１年前と、何でそんなことができるんですか、地方自治法上。 

○議長（村山弘行議員） 建設部長。 

○建設部長（富田 譲） まず、10年間ほっておいたということでございますが、決してそういう

ことはございません。代替地として取得しておいたからには、やっぱりこれまで地権者あたり

に交渉する中でですね、そこを紹介し、これまで８人、私の覚えてたとこでは８人ぐらいはそ

の代替地に土地を求めて、環境を変えないで住むというようなことでございますので、結果的

に10年間そこに希望がなかったということはそのとおりでございますけども、意味合いが違っ

てまいりますので、そこのところはご理解いただきたいというふうに思います。 

 それから……。 

（19番武藤哲志議員「議長」と呼ぶ） 

○議長（村山弘行議員） ちょっと答弁はもう一つあるんじゃないですか、答弁……。 

 19番武藤哲志議員。 

○１９番（武藤哲志議員） 農地を平成６年に取得しましたと、こう契約書あるんですね、農地

で。そして、10年間もそのままほっておったというて、さっきから答弁してますが、当然農地

を買うためには平成６年に、市は農地は取得できないはずですよ。それを特別に、早う言えば

取得申請をお願いをしたと、公共事業を。そして、農地を取得して代替地で売ろうとするの

に、なぜ宅地化しなかったんですか。宅地化して、なぜ鑑定価格をとらなかったんですか。あ

の農地を埋め立てて、あの一帯を、早う言えば具体的に柔軟な間に宅地化しとれば、子どもた

ちのための広場にも公有地として開放できますし、防災公園だとか様々な形でできるのに、

10年間も農地のまま放置して、そして売るときも農地として、あなたの方は鑑定価格をとっと

るでしょう、ここにある。宅地（田）になってますよ。現状を所管委員会も見ていただいたら

わかるんですけど、そういう10年間も行政の怠慢をしといて、そして値段を下げといて７階建

てのマンションを建てさせるような配慮をあなた方が、行政自ら市民を困らせる結果をしてる

んじゃないですか。違いますか、その辺答えてください。 

○議長（村山弘行議員） 建設部長。 

○建設部長（富田 譲） 確かに市では農地というものは取得できないところでございます。それ

で、先ほど言ったような、市が取得するについての農地法上の手続をいたして取得したという

ことでございます。 

 なぜすぐに造成しなかったかということについては、やっぱりそこを求める関係者の方が、

今のところそこに求めず、ほかのところに求めて、そこのところは造成、区画整理して代替地

に充てたという結果がございますので、結果的にそのようになったというふうに重ねて申し上
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げたいというふうに思います。 

○議長（村山弘行議員） 19番武藤哲志議員。 

○１９番（武藤哲志議員） この問題、ちょっと市長、答えてみてくださいよ。10年前に農地で取

得して、文化財の調査までもうして、いつでも代替用地として売ることができるのに、なぜ管

理者としてこの土地を10年も放置して、宅地化して代替地として見てもらうような指導や指摘

はされたのかどうか、早う言や代替えの希望がないといったって農地で買うてそのままほたっ

てですよ、そしていざそのままマンション業者が買いにきたから有利な形で売ったというのは

ね、これは矛盾がありますよ。10年前に購入して、そしてしかも宅地化して、そしてやれば固

定資産の評価、鑑定価格も上がったのに、10年も放置した責任はだれがとるんですか。半値以

下で売るならば、本当むちゃくちゃですよ。市民の税金で買うた土地ですよ。 

○議長（村山弘行議員） 助役。 

○助役（井上保廣） 今武藤議員がご指摘の土地につきましては、部長が説明をいたしております

ように、地区道路整備事業、同和対策事業として地区の環境改善に資するというようなことを

目的として平成５年から事業を着手したわけでございます。ご承知のように、同和地域につき

ましては、道はそれまでは狭隘でございました。緊急車両も入れないというふうな状況等が今

日まで続いたわけでございます。昭和46年から同和対策事業を今日まで整備しながら、初めは

用水路にふたをかけながら幅員を拡幅し、そして緊急車両が通るような状況をつくってまいり

ました。整備してまいりました。平成５年からは抜本的な、やはり西鉄二日市駅を南に向いて

おりますので、太宰府市の南の玄関口として位置づけて、総合的な道路については地区の皆さ

ん方だけが使用する部分ではございません。市民が、あるいはあらゆる方々がそこを通して経

済交流もあるわけでございます。そういった中で道を建設する場合にありましては、そこに住

まいであります家あるいは土地等を…… 

（19番武藤哲志議員「前段は必要ありませんから、私が言ってるの

は違うでしょう」と呼ぶ） 

 そこまで説明しなければ、あとわからない……。 

（19番武藤哲志議員「内容わかってから……」と呼ぶ） 

○議長（村山弘行議員） 答弁を聞いてください。 

○助役（井上保廣） 家でありますとか…… 

（19番武藤哲志議員「いつも時間稼ぎのようなことをして」と呼

ぶ） 

 を除却する、あるいは立ち退きというふうなことが出てまいるわけでございます。そういっ

た中で、その地権者が代替地としてほかに移る家を建てられるところを確保するというような

ことが事業の一環として必要になったというふうなことでございます。そういった中で、田で

ありますとか、あるいは田でありましても宅地として希望を、その当時平成５年以降等につい

ては、現に5,000㎡ほど購入した中において宅地として希望があったところから優先して、そ
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の時点で造成し転売を行ってきた経緯がございます。今の宅地等々については、部長も説明し

ましたように、結果的には田で現状の中で残っておりますけれども、代替地として地域の皆さ

ん方が希望がなかったというふうなことは結果的、そういった状況の中で、田で残してきたと

いうふうなことでございます。 

 これも10年間そのまま放置ではなくて、事業年度はまだ終わっておりません。平成17年で終

わるわけでございまして、それから以降経過しておれば、そのいわゆる土地を10年間放置した

とか、損害を与えたとか、そういった形になりましょうけれども、そういった意味におきまし

ては、善良な事務管理のもとに今日まで私どもはその土地を保有っていいましょうかね、して

きたというふうなことがございます。そういったことで、全体的な事業の中でご理解をいただ

きたいというふうに思っております。 

○議長（村山弘行議員） 19番武藤哲志議員。 

○１９番（武藤哲志議員） あなたのね、答弁はね、矛盾がありますよ。以前議会の質問を議員が

されました。ちょっと離れた隣接する、今マンションが建とうかというところ、公有地を代替

用地として取得したけど段があると、早急に造成しなさいと言ったときに、あのとき一緒にな

ぜしなかったんですか。あのちょうど理容店の前ですよ。あそこずっと造成したでしょう。議

会で質問があったらした、そのときに一緒にすれば、あれ、あのとき宅地になっとったでしょ

う。あなた方はね、その場その場で逃げたらだめですよ、指摘をされて。私どもあの土地がそ

ういう10年間もね、放置されて、しかもやっとったところに問題があって、どのように市民の

税金を無駄のないようにする、あなた方はいつもそう言うでしょう。税金の無駄がないように

するのが行政の仕事と言うけど、あなた方が無駄をしといて議会に承認を求めてくることはも

ってのほかですよ。ここで幾ら弁解したって、事実は事実ですから。市長、その辺どう考えま

すか。 

○議長（村山弘行議員） 市長。 

○市長（佐藤善郎） ただいまご指摘の用地でございますが、部長、助役が答弁いたしましたよう

に、当時から10年の経過をいたしておりますが、目的がございます同和対策事業としての代替

用地として確保した。確保したからには代替用地として、いわゆる多方面の活用ができる現状

維持っていうのは必要でなかったんではないかと思います。 

 価格につきましては、現在価格で売却した、不動産鑑定に従って売却したということで承知

いたしております。 

○議長（村山弘行議員） 19番武藤哲志議員。 

○１９番（武藤哲志議員） だから、その不動産価格に問題があったんじゃないですかと、宅地化

して、そして不動産鑑定をとればいいのに、農地の現状、取得した状況の中で試掘までして県

まで上げて、しかも行った結果、ここに不動産鑑定がありますが、平成15年10月20日、早う言

や田（宅地）、宅地と、こうなってますが、こういう状況の中で平均坪単価、だから田の方は

4万8,500円、宅地としては現況みなし宅地としては6万500円、合わせて16万円ですよね。こん
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なことを議会が追及するまで、あなた方隠しておったんですよ。なぜ税金を有効に活用する、

購入した価格は9,900万円近くのお金をね、こういう4,477万3,000円で払い下げなきゃならな

かったのか。地元の人は、あれだけ皆さん市長や担当部に公園つくってください、雨が降ると

西鉄線路の方が高くて冠水すると、車も通れんと、防災公園つくってください、近くには公園

も少しありますけど、子どもたちが遊べる状況じゃないけん、切実な住民からの願いはあった

でしょう。その話し合いの途中にあなた方売ったんですから。 

 だから、そういう約束事が業者にもう何年か前からそういう話があったのか、もしそこであ

るならば、再度鑑定をとり直すべきじゃなかったかと。現実にその近くを売ってますが、あの

３号線の高速の隣接してるところを売ってるのを917万6,000円で、坪単価26万4,400円で売っ

てるんです。議会で承認求めてきとんです。１年足らずの間に、何で半分以下の金額になるん

ですか、その辺は市長でも助役でもいいですから、まず鑑定の問題があったんじゃないか、瑕

疵があったんじゃないかということで。 

 だから、私が言ってるように、地方自治法243条の２、そういう瑕疵があったときには取り

消すことができる、その責任をとりなさいというのが法律ですが、その辺は市長、助役どう考

えますか。 

○議長（村山弘行議員） 助役。 

○助役（井上保廣） ただいまご指摘の鑑定単価の件でございますけれども、平成15年に鑑定単価

をとっております。私は土地開発公社の理事長もいたしております。それで、その中におきま

しても先行取得した土地、その中でまだ現によその団体から見ると少のうございますけれど

も、土地開発公社の所有として保有しておる土地、あるいは市有地の中におきましても不要の

土地がございます。私が総務部長をしておりましたときから、この現地調査を逐次行いまし

た。真に将来的にその土地が市に必要なものを除いて、やはり売却するというようなことを基

本に進めてまいりました。この地区道路整備事業におきましての代替地等々につきましても、

部長の方が説明をしましたように、ほぼ平成17年でこの事業を完了させるというふうな状況が

ございます。代替地を希望される方もないというふうなことから、この不要の土地を売るとい

いましょうかね、に、そういった指示をしてきてるわけでございます。不要の土地をやはり売

ることによって、そして市税を上げる、あるいは固定資産税を上げるというふうな全体的な増

加を、そういった視点の方から指示をしてまいりました。その中におきましても、その鑑定単

価につきまして、私どもは売る場合にありましても鑑定単価を基に、基本としてそのときより

の時価相場の中で売買をしておるわけでございます。その中で責任、職員の賠償責任でありま

すとか責任がないのかというふうなことでございますけれども、そのときおりの中で、監督責

任はすべてにわたって私はあるというふうに思っております。 

 ただ、その職務を遂行する上において、その職員があらゆる仕事の中で地方自治法あるいは

地方公務員法あるいはそれぞれの所管の法律に基づいて、あるいは条例に基づいて仕事をして

おります。また、そのことについての報告も聞いております。その範囲内において、それを逸
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脱して故意に安く売ったというふうな事実はございません。そういったことを前提にすれば、

監督責任、職員におきましてのそういった不法的な行為というふうなものはないというふうな

ことを言明しておきたいというふうに思います。 

○議長（村山弘行議員） 19番武藤哲志議員。 

○１９番（武藤哲志議員） その責任逃れの答弁したらだめですよ。はっきり言って、鑑定を１年

前でとって売ったというけどね、さっき言うように、処分するならばあなた方はこの土地を宅

地化して鑑定をし直して売るというのが基本ですよ。それを１年前の鑑定で売るなんていうの

は、そこに瑕疵があるでしょう。だれが聞いたって、こんなおかしなことを行政側、なぜやる

んですか。 

 そして、こういう状況についてね、もうあと二点、私もあと時間８分しかないんですが、マ

ンションの条件は入っていないということですが、業者はマンション建設に関する住民説明会

の案内というのを９月18日に19時から五条西公民館でやりたいという案内が来とるんです。そ

れと同時に、こういうこの売買契約書を見ますと、あなた方は口頭でマンション建設を容認し

て売ったんじゃないですか。この契約書の中入っておりませんが。それじゃ、マンション建て

ないでくださいって、あなた方お願いに行きますか。マンションが建つと、そこの前から住ん

でいる人たちは日は当たらない、本当悩みがあるといって訴えに来た、お願いに来たんでしょ

う。陳情も、議会にも請願も出しました。ただし、あなた方マンションを建てないという条件

は入れてないということであれば、マンション業者に建てんでくれってお願いに行きますか。 

 それから、こういう問題についてね、大変な9,700万円を4,400万円で売ったことは何で議会

に報告しないんですか。問題が起きてもいまだに報告しない。この辺について、議会はもう要

らないということですよね。本来は、10年前に造成もしとけば、農地を取得するのに申請もし

て造成もしてれば売れたものを、現状ほったらかしのままにして、そして業者に７階建てのマ

ンション建てて、そりゃあなた方固定資産税入ってきて喜ぶでしょう。ただし、周りにおられ

る方はどう思いますか。雨が降ればつかるね、今度は車が渋滞はするわ、日は当たらないわっ

て、行政がすることですか。全国でね、行政が土地売ってやってマンション建てさせるなんて

のはあり得ませんよ。あなた方何考えとんですか。ここ個人の土地の売買されて建てることに

ついても、やはり市民は大きな負担があるんですが、行政が土地を売ってやってマンションを

建てさせる、環境悪化する、自分たちで環境条例を、早う言や基本計画までつくっておいて、

こういう問題を自分たちで崩すことは絶対にあっちゃならないことでしょう。これは取り消し

なさい、契約を。回答してください、あと６分ありますから。 

○議長（村山弘行議員） 建設部長。 

○建設部長（富田 譲） まず、不動産鑑定額につきましては、先ほど冒頭お答えしたと思います

けど、未造成地ということで造成されてない条件での価格ということで、それを宅地にします

とそれなりの宅地価格ということで鑑定が出ると思っております。それは条件で、そういうふ

うになっておるとこでございます。 
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 それから、議会につきましては、地方自治法で議会に付さなければいけない事件ということ

で列挙してあります。その中で、特に政令、自治体で条例をつくってしなさいということがご

ざいます。それは条例の第６章財務というところでございます。その中に、特に土地につい

て、これについては2,000万円以上5,000㎡以上ということになっておるところでございます。

それで、それからいいますと…… 

（19番武藤哲志議員「議会の議決が要らんからと言うてください

よ」と呼ぶ） 

 いずれにしましても決算の承認を得るということになっております。その中でも、最終的に

は資料要求、そういうものを承認を得るということになっていると理解しております。 

 それから、いろいろ言われました住環境、このことについては武藤議員おっしゃいますよう

に、確かに条件が、水事情について特に悪うございます。それはさきの委員会でもご指摘され

まして、できる限りそういう条件のもとにやっていく方向だということでご回答したわけでご

ざいます。基本的には日影の問題とか諸問題が出てまいりますけども、それは冒頭言いました

基本的な部分についてはそういう用途、そういうものの中で分けられております。最低のそう

いうものは補償されてるということに、確かに今の現状の環境よりそういうことが悪くなると

いうことはあるかと思いますけども、できる限りそれは業者との話し合いの中でも行政も指導

していきますし、やるべきことはやりたいと、そういうふうに思っておりますので、どうぞそ

ういうふうにご理解賜りたいと、そういうふうに思っております。 

○議長（村山弘行議員） 19番武藤哲志議員。 

○１９番（武藤哲志議員） あなた方はね、今までいろんな契約案件についても議会にやはり承認

を求めるというのは、法律の関係があってあれだったけど、申し合わせ事項として契約条項に

ついては後日でもこういう契約をしましたというのは出してきたんですよね。どんな小さな工

事でもね、資料としてオープンにする、それは公開の原則ですが、ただしこういうね、10年間

も坪35万円で取得した土地を宅地化せずね、しかもこういう住民の方々が問題にしなかった

ら、これはあなた方はうやむやに処分しとったでしょう。ただし、こういう問題点がいっぱい

ある問題については、なぜ議会にもね、こういう状況ですが、ぜひ承認してほしいといえば、

議会の中から宅地化しなさいと、ある一定競争入札しなさいとかね、30万円しか随契でできな

いのを、早う言えば4,400万円、しかも5,700万円も赤字になるけど、こういうそんなむちゃく

ちゃなことができますかというのは、議会というのは指摘するところですよ。監督する、批判

する、そういう行政のあなた方に対して批判監督権を奪って、そしてうやむやにすることは絶

対にあってはならないことですよ。そのことをあなた方肝に銘じて、今後もね、この問題は簡

単に済まないと思いますが、しっかりと内部検討して白紙に戻すことを要求して、私の時間が

なくなりましたから終わります。 

○議長（村山弘行議員） 19番武藤哲志議員の一般質問は終わりました。 

 次に、17番福和美議員の一般質問を許可します。 
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              〔17番 福和美議員 登壇〕 

○１７番（福和美議員） ただいま議長より許可がありましたので、通告どおり、１、障害者対

策について、２、交通対策について、３点、市長の考え、現状、今後について質問をさせてい

ただきます。 

 このたび市長に精神障害者地域家族会より精神障害者の授産施設整備充実を求めて、４市１

町を対象に要望書の提出がなされていると思いますが、現状をどのように受けとめておられる

かお尋ねをいたします。 

 今の現状は、大野城市に賃貸アパートを間借りした手狭な施設で、授産内容の改善や地域交

通の促進に限界があり、同施設の拡充整備が不可欠ですが、土地建物の取得や建設は高齢化し

た家族には困難な課題であると訴えておられます。市の今後の取り組みと対策についてと、４

市１町の中での取り組みについてお伺いをいたします。 

 次に、交通対策について、次の３点についてお尋ねします。 

 初めに、ＪＲ太宰府駅については、私は過去何度となく一日も早く実現することが太宰府市

にとって交通対策の充実、市の活性化に不可欠との思いで訴えてきました。そして、ようやく

国立博物館開館にあわせて実現の報告が議会にあり、大変喜び、市民へも報告をしてまいりま

した。しかしながら、国立博物館の開館まで約１年となりましたが、いまだ何も見えてないの

が現状です。 

 そこで、私は本年３月議会の一般質問の回答の中から、まず次の２点をお尋ねします。 

 １、ＪＲ太宰府駅は長年の願いであり、具現化に向けた取り組みを議会の皆さんとともに進

めていきたいと考えているとありましたが、現在どのようになっているのか。 

 ２番目、新しい財源を見つけるために、国とも協議をしながら進めるとあるが、現状はどう

なっているか。 

 そして最後に、現在市長は、ＪＲ太宰府駅を太宰府市のまちづくりの中で、また交通対策の

中でどのように考えておられるかについてお尋ねをいたします。 

 次に、交通渋滞と環境問題については、本市が九州縦貫道、福岡都市高速、旧国道３号線、

通称県道５号線と太宰府天満宮の参拝と観光の拠点として交通渋滞が起きることは理解をして

いますが、緑豊かなまちづくりを目指す本市として、また排気ガスによる環境汚染の環境対策

をどのように今後も考えておられるか、お尋ねをいたします。 

 最後に、交通事故対策の中で、本年11月より原付自転車以上の車の運転中の携帯電話使用の

取り締まりが強化され、罰金の対象になることになっていますが、今太宰府市には学園都市と

して高校、大学も多く、自転車運転中の携帯電話使用が多く見られ、危険を感じているのは私

だけではないと思います。しかし、最近では自転車が加害者になる事故も急増をしています。 

 そこで、市民を守るためにも私は対策が必要と思いますが、市長はどのように考えておられ

るかお尋ねをいたします。 

 再質問については自席で行いますが、最初の回答については少しゆっくりめにお願いをした
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いと思います。 

○議長（村山弘行議員） ここで１時まで休憩いたします。 

              休憩 午前11時46分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午後１時00分 

○議長（村山弘行議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 健康福祉部次長。 

○健康福祉部次長（村尾昭子） 市長の回答をということでございますが、私の方から障害者対策

について回答申し上げます。 

 筑紫地域精神障害者家族会からの授産施設整備に係る要望書について。筑紫地区４市１町の

支援状況と今後の本市の取り組みを申し上げます。 

 筑紫地区におきまして、平成16年度は２つの家族会により、精神障害者共同作業所としてお

のおの１か所ずつ、合わせて２か所が運営されております。これは精神障害者の方々が日常生

活の支援、社会参加、就労に向けた支援を行う施設としてその役割は極めて重要であり、それ

ぞれの共同作業所に対して、補助金によって支援しているところでございます。 

 ２つの家族会のうち、１、家族会において、現在共同作業所から小規模通所授産施設への移

行申請を県に提出している状況でございますが、既存の賃貸アパートによる狭隘な施設での認

可申請ということから、今後施設の拡充整備を図るべく、公有土地建物の貸与の要望が出され

ております。 

 そこで、要望書に対する市の対応でございますが、共同作業所には筑紫地区の精神障害者の

方々が通所し、家族会のご支援、ご努力により社会復帰に向けた訓練として作業に取り組んで

おられます。これは広域的な事業として運営されておりますので、太宰府市単独で要望に対す

る回答を検討するということにはなりません。したがいまして、本市といたしましては筑紫地

区４市１町の中で十分検討してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（村山弘行議員） 17番福和美議員。 

○１７番（福和美議員） ４市１町で検討していくということでありますけれども、その中で最

初に質問のときに市長の方に答えてほしいという旨で質問書を書きましたけども、太宰府市の

その中における役割をですね、どういう位置で役割を果たしていくのか、その４市１町の協議

の場でどう発言をしていくのかというですね、そこらあたりが実は私は聞きたいといいます

か、それで現状の思いというか、ぜひこれは必要だと、一日も早くつくるべきだという思いで

４市１町の中で取り組んでいかれるのか、そこらあたりの今の現状をお伺いしたいと思います

が。 

○議長（村山弘行議員） 健康福祉部次長。 

○健康福祉部次長（村尾昭子） この４市１町の取り組みにつきまして、太宰府市は本年取りまと
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めの当番市も行っているところでございます。今後取りまとめ当番市としても、そういう今後

前進させていくという取り組みについての取りまとめ役としての責任もあると思っております

ので、このところは４市１町の中でもまとめ役として当然進めていくというところで、保護者

会あるいは家族会、そういった方々のご意向を踏まえながら、４市１町の中でのある程度のリ

ーダーシップをとりながら進めていきたいというふうに考えております。 

○議長（村山弘行議員） 17番福和美議員。 

○１７番（福和美議員） 今言われたように、平成16年度が太宰府市ですよね。そうすると平成

15年度が大野城市だったんですか。で、来年度は。 

○議長（村山弘行議員） 健康福祉部次長。 

○健康福祉部次長（村尾昭子） 今年太宰府市と申しましたが、全体的なすべての取りまとめとい

うことにおきましては、大野城市が全体の取りまとめということになっておりますので、また

今後につきましては大野城市を中心にしながら、その当番的な役目も変わっていくかと思いま

す。今のところは、このあたりでの回答にしかなりません。 

○議長（村山弘行議員） 17番福和美議員。 

○１７番（福和美議員） 今言ったその本年度の取りまとめというのはどういう意味、この障

害、福祉部関係の取りまとめということですか。ちょっとそこをはっきりしてくれんと、おれ

わからんな。質問のしようがない。 

○議長（村山弘行議員） 健康福祉部次長。 

○健康福祉部次長（村尾昭子） 説明が不足で申しわけございませんでした。 

 太宰府市の当番的な役目が筑紫地区精神障害者生活支援センター、これがＪＲの大野城駅前

にできております。開設いたしておりますが、こちらの方の当番市が太宰府市、そして全体的

な福祉としての当番市が大野城市が当番といいますか、全体的な役割を大野城市が担っている

ということの中で、含めて精神障害者の方々をどうするかという問題が出てくる分を、太宰府

市もリーダー的な分もあるというふうに申しました。 

○議長（村山弘行議員） 17番福和美議員。 

○１７番（福和美議員） わかりました。そうであるならばですね、この家族会の皆さんが要望

されていることが進むか進まないかは太宰府市にかかっておるというふうに判断してもよろし

いんでしょうか。もしそうであるならばですね、なお一層その福祉のことは４市１町の中でも

太宰府が一番進んでると私は自負しておりますので、この問題を解決してほしいというふうに

思います。 

 やはりここに来るまでですね、我々もいろんな、精神障害者の方だけに限らず、授産施設っ

ていうものを、授産施設までいかない、そういう作業所、そういったところを今まで視察なん

かしてまいりましたけども、大変なやっぱり思いをして、家族の方は将来に対する不安、そう

いったものにどう取り組んでいくかというのは課題になってるわけですね。今こういった要望

書が出されたと、これをずっとほっとくということは一年一年、年をとるということですよ、
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家族の方も。保護者の方も、その一年一年が非常な、やっぱり精神的なまた負担になるという

ことに私はなると思いますので、今精神障害者のこういった施策というのが、障害者の中でも

やっぱり一番遅れてるというふうに思いますので、ぜひね、早急にこの問題を検討していただ

きたいと、４市１町の中でですね、大きな声を上げて、ぜひこれは必要だというふうに進んで

いただきたいと思うんですが、その点いかがですか。 

○議長（村山弘行議員） 市長。 

○市長（佐藤善郎） ただいま精神障害者のための授産施設整備等々のご質問ございましたが、た

だいま次長の方から回答いたしましたように、我々といたしましてはこの精神障害者からの公

有地の対応等に対し要望書等も承っておりますし、これにつきましては筑紫地区の４市１町で

協働して、支援センター等の支援をいたしておりますので、今後私が今筑紫地区４市１町の協

議会等の今世話役やっとります。十分協議していきたいと思っております。 

○議長（村山弘行議員） 17番福和美議員。 

○１７番（福和美議員） 今回こういう要望書が市長に出されたということですので、４市１町

出されていると思いますので、やはり一日も早くこの問題が実現するように努力をしていただ

きたいというふうに、私の方からもですね、要望しておきたいというふうに思いますので、よ

ろしくお願いします。 

 先ほど２つの今作業所があるというお話がありましたけども、こういったことが障害になる

可能性っていうのはあるんですか。１つの団体にだけするということが、要望が出てるという

ことが今から物事を進めていく中でですね、障害になり得る可能性っていうのがあるのかどう

か。 

○議長（村山弘行議員） 健康福祉部次長。 

○健康福祉部次長（村尾昭子） 障害になるということではなくて、やはり何らかの形で一つにま

とまっての運動、形ということが望まれるかと思いますが、それぞれにということになります

と、やはりそれぞれの土地の対応、建物の要望、そういったことだと思いますので、障害とい

うことではなくて、家族会の方々が一つにまとまられた形というものが望まれるのではないか

というふうに考えております。 

○議長（村山弘行議員） 17番福和美議員。 

○１７番（福和美議員） 私も今の範疇であれば、今のままでも、今のままというのはおかしい

ですけども、今回の要望書に対する回答もできないことはないと、望ましいのはそういう一体

化した方が望ましいけどもというふうに受けとめてよろしいですね。 

○議長（村山弘行議員） 健康福祉部次長。 

○健康福祉部次長（村尾昭子） はい、ご質問のとおりでございます。 

○議長（村山弘行議員） 17番福和美議員。 

○１７番（福和美議員） じゃ、一日も早くこういった計画が、また計画の段階までいってない

ようなので、そういった今回の要望の中に土地建物というのがあります。この前もお話ししま

－58－ 



したように、那の川の方には日赤のところには児童相談所をそのまま借りて運営をされて、障

害者のこういった授産施設、それから喫茶コーナーというですね、たまたま私そこをお伺いを

しましたけども、そういった形で福岡の方も施設、土地、建物を貸与されてやってあるとい

う、そういう実績もあるみたいですので、ぜひ一日も早くこういった施策が進むようにです

ね、要望をしておきたいと思います。 

 それじゃ、次お願いします。 

○議長（村山弘行議員） 地域振興部長。 

○地域振興部長（石橋正直） 交通対策につきましては、３点ほどにわたっておりますので、一括

してご回答したいと思います。 

 まず、ＪＲ太宰府駅につきましては、本市の重要な政策課題と位置づけいたしまして、西部

地区の玄関口にふさわしく、風格のあるＪＲ太宰府駅を建設するため、現在ＪＲ太宰府駅及び

駅前広場建設基本構想を策定しているところでございます。 

 構想の基本方針といたしましては、駅舎、駅前広場、道路の建設をはじめ総合的な交通体系

のもとに、ＪＲ太宰府駅と西鉄都府楼前駅や西鉄五条駅など、交通の拠点とされる箇所をコミ

ュニティバスで結ぶなどの交通軸づくりを進め、市民の利便性はもちろん、新たな観光客の誘

客など、新しい観光拠点の形成を目指すことといたしております。 

 建設に当たりましては、国土交通省の都市再生整備計画に織り込みながら、本年度中に財政

計画と照らしながら整備方針を明らかにし、近い将来のまちづくりへの道筋をつけて、周辺の

佐野東地区の快適な居住空間の創造とあわせて総合的に事業を推進し、魅力あふれる都市空間

づくりに力を尽くしてまいる所存であります。 

 国との協議につきましては、地方自治体の財政状況に負担をさせることがないようにと、Ｊ

Ｒ側と設置自治体との費用負担を明らかにした地方財政政権促進特別措置法に基づくものでご

ざいまして、平成14年６月に県の地方課から、ＪＲ側が最低１割負担することなど、指導、助

言を受けているところでございます。 

 続きまして、交通渋滞と排気ガス問題についてお答えいたします。 

 本市におきます交通渋滞は、太宰府天満宮の参拝客や観梅の観光客による慢性的な交通混雑

の問題があり、また平成17年度に九州国立博物館の開館により、さらに交通問題は拡大すると

予想しております。この交通混雑に伴いまして、環境の問題の一つとして排気ガスの問題が考

えられますが、この問題の緩和策としまして、平成９年度よりアイドリング・ストップ運動を

実施しており、車の乗り入れを少なくするため、他の公共交通機関の利用、市内における交通

アクセス道路の計画、パーク・アンド・ライドの設置等が考えられます。 

 また、国内におけます省エネ法の施行や地球温暖化対策の推進に関する法律の制定の法的措

置を講じられ、二酸化炭素排出量を削減するため、石油をはじめとする化石燃料などエネルギ

ー資源の削減に向けた取り組みが進められています。このことに関連して、全国的にも地域省

エネルギービジョンの策定が進められ、市民に対し啓発されて徐々に浸透していくものと思わ
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れます。このことから、公共交通機関の利用などによる観光の積極的なＰＲをするとともに、

アイドリング・ストップ運動の推進や低公害車、低燃料車の利用促進を図ってまいりたいと考

えております。 

 最後に、自転車運転中の携帯電話禁止指導についてお答えいたします。 

 最近の交通情勢は、交通事故による死者数は減少していますが、負傷者及び事故発生件数が

過去最悪を更新し、依然として厳しい状況にあります。交通安全県民運動の重点目標としまし

ては、高齢者の交通事故防止を運動の基本として、そのほかシートベルトの着用、交差点の交

通事故防止、飲酒運転の追放等が挙げられています。自転車の安全利用推進についても重要な

課題と考えられます。 

 自転車の利用の中でも、夜間の無灯火運転や二人乗り運転、飲酒運転が見受けられますが、

ご質問の携帯電話を使用しながらの運転についても、特に若い人が増加いたしております。自

転車における交通事故も、平成15年中において、筑紫野署管内では830件、太宰府市では117件

と多く発生しております。ご承知のとおり、平成16年６月９日公布の道路交通法の改正で定め

られたように、11月からは自動車運転中の携帯電話使用に罰則規程が設けられ、自転車につき

ましても何らかの規制が必要と考えております。 

 本市における交通安全運動実施については、毎年交通安全指導員、筑紫野警察署の協力のも

と行っておりますが、今後とも事故防止のため、市内の各学校及び地域の協力を得て自転車運

転中の携帯電話禁止を含め、安全運転の指導と啓発を実施していきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（村山弘行議員） 教育部長。 

○教育部長（松永栄人） 自転車の事故防止について、小・中学校の対策について答弁を申し上げ

ます。 

 小学校における交通安全指導につきましては、４年生を対象として交通安全協会の指導のも

とに、道路を広がって歩かないとか道路横断の仕方や自転車の乗り方など、交通安全教室が実

施をされております。また、小学校高学年や中学校におきましては、適時ホームルーム等学級

活動の中で自転車の安全運転など指導されております。 

 自転車の事故が多発している現実を踏まえまして、自転車の運転中に携帯電話を使用しない

ことに関しましては、今後校長会等を通じ、児童・生徒に呼びかけ、指導をしてまいりたいと

考えております。 

 以上でございます。 

○議長（村山弘行議員） 17番福和美議員。 

○１７番（福和美議員） たびたびこのＪＲの問題は質問させてもらっておりますが、何か今の

回答はですね、３月に私が質問したときの回答、そのままの回答であるような気がしてなりま

せんので、一つ一つちょっと細かくお伺いしますが、今基本構想策定中と言われましたかね。

部長、今策定中と言われました。そしたらこの前提出されたのが基本構想案ですか。基本構想
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は平成15年度にできたんじゃないんですか。 

○議長（村山弘行議員） 答弁を。 

○１７番（福和美議員） はい、お願いします。 

○議長（村山弘行議員） 地域振興部長。 

○地域振興部長（石橋正直） 先ほど申しましたように、太宰府駅及び駅前広場の建設の基本構想

については、先日の委員会等で報告しましたとおり、策定が完了いたしております。 

○議長（村山弘行議員） 17番福和美議員。 

○１７番（福和美議員） その基本構想に沿って基本設計、実施設計、そして駅建設ということ

になるというご回答をですね、この前お伺いしたと思うんですけども、この一定の方向性が出

た時点で議会の皆さんにお諮りしと言われてるんですけど、この一定の方向性というのはいつ

出るんですか。 

 要するにですね、どうのこうのいいんですよ。国立博物館開館までにつくるんですか、つく

らないんですかということを聞きたいんですがね。それ聞かんと、もういつまでたっても同じ

ことばっかり気にせにゃいかんというか、我々市民に言ってますんでね。国立博物館開館と同

時に駅はできるんですと、皆さん方は要らんこと何で言うかと言われるかもわからん、我々は

そういう約束を市の方がしてくださったので、周囲にはお話ししてるんですよね。皆さん方も

うそついたことになりますよ。我々もうそついたことになりますから。 

 ですから、今の時点で結構ですから、国立博物館開館にあわせて駅はつくるのかつくらない

のかを教えてください。 

○議長（村山弘行議員） 地域振興部長。 

○地域振興部長（石橋正直） 国立博物館の開館にあわせて駅舎を建設したいという方向性で一定

の説明をしておりますが、現在のところで財政計画を見ますと非常に困難です。それで、国土

交通省の都市整備計画、これに乗せながら、国のまちづくり交付金を受けて整備をしていかな

ければ、市の単独費では当然できないという見解を持っておりますので、少なくとも開館まで

には駅の建設はできないものというふうに考えております。 

○議長（村山弘行議員） 17番福和美議員。 

○１７番（福和美議員） それで、その財源の件ですけどね、さっき質問にも入れてました新し

い財源を見つけるために国とも協議をしながら進めていきたいというふうに考えてますと、３

月に言われたんで、３月から９月の間に、国とどのような協議をして、それはどこまで進んだ

かを教えてくださいという意味で質問をしてるんですけど、何も進んでないということです

か、何もやってないということになるんでしょうか。それ、ちょっと教えていただけません

か。 

○議長（村山弘行議員） 地域振興部長。 

○地域振興部長（石橋正直） 先ほども申しましたように、国、総務省から地方課の方を経由しま

して、ＪＲ側との負担割合、この協議については調整をしたところでございます。 
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 それから、今年度から国土交通省の都市再生整備については、国土交通省の方と協議をしな

がら交付金を受けておりますので、その中にＪＲ駅及びに区画整理事業等を織り込みながら申

請をしていくというところで進めております。 

○議長（村山弘行議員） 17番福和美議員。 

○１７番（福和美議員） 駅をつくるのに財源が厳しいと、単独では無理であるということを今

お話ししていらっしゃるわけですが、具体的に、そしたら今現在予算としてどれぐらい足りん

わけですか。どの程度の予算が必要になるんですか。それでこの駅をつくるだけでどれだけの

予算が不足しているか、そういったことを明らかにしてくれませんか。もう一年しかないんで

すから。 

○議長（村山弘行議員） 地域振興部長。 

○地域振興部長（石橋正直） 駅、それから駅前広場を整備しますと約11億円が必要という試算を

行っておりまして、そのうちのＪＲが１割負担するということになりましたら約10億円程度の

費用が要るということになっております。 

○議長（村山弘行議員） 17番福和美議員。 

○１７番（福和美議員） いや、ですから国ともいろいろ協議をやってるわけでしょう。だか

ら、財源が丸々足りんわけですか。丸々10億円足りないということになるんですか。 

○議長（村山弘行議員） 地域振興部長。 

○地域振興部長（石橋正直） 先ほどから申しております都市再生整備計画、国土交通省ですけど

も、この事業に乗れば、まちづくり交付金として交付金が事業費の40％来ます。それで10億円

といたしましたら、４億円は交付金で来て、残りの75％が起債、一般財源が15％ということに

なります。 

○議長（村山弘行議員） 17番福和美議員。 

○１７番（福和美議員） 何でこういうところで言うかっていいますと、要するにこれは執行部

の方はどうかわかりませんが、我々は念願でしたよ。こっから太宰府の交通体系が変わるんで

はないかという期待があるわけですね。このままだともう変わらんなという失望感しかないわ

けなんですよ。ですから、何とかここに取り組んでもらいたいという思いがあるんで言うわけ

ですが、今現状でいいですけん、市長、要するに太宰府駅が太宰府市にとって必要なのかそう

必要でないのかですね、私は必要であるんであれば議会を挙げて取り組んで、この財源の問題

を、いろんなことを解決して、何とかいきたいなっていう思いがあるわけですよ。ですから、

正直なところでですね、もう間違いなく太宰府市にとって必要なのか、もう今の現時点ではＪ

Ｒ太宰府駅は、過去に約束したけども、そう、もう今のところ必要じゃありませんよというの

かちょっと教えてください。 

○議長（村山弘行議員） 市長。 

○市長（佐藤善郎） ＪＲ太宰府駅の新設の問題でございますが、端的に申しまして、太宰府の将

来のまちづくりのためにＪＲの新しい太宰府駅を現在予定地につくる、これはぜひ必要だと私
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は思っております。 

○議長（村山弘行議員） 17番福和美議員。 

○１７番（福和美議員） そうであるならば、先ほど国立博物館開館には、もうちょっと難しい

というお話が部長からありましたが、我々ちょっと考えてもそうかなと、現状はですよ。しか

し、この計画を早く立て直して、開館には間に合わなくてもいつまでにはというですね、そう

いう具体的なものを市民に示していかないと、国立博物館開館と同時に、過去においてはもう

つくるっていう発表をしたわけですから、それがまだ、今現状は生きているわけですよね。だ

から、そこらあたりの計画を一日も早く我々に見せていただきたいというふうに思うんですけ

ど、それはできますかできませんか、今のところ現状は。 

○議長（村山弘行議員） 助役。 

○助役（井上保廣） ただいま市長の方から、ＪＲ太宰府駅については、太宰府市のまちづくりか

ら見て必要なんだというふうな回答がございました。それを受けて、今現在、全体的な太宰府

のデザインといいましょうか、イメージといいましょうか、これを今策定中でございます。１

つには、今、平成18年までに仕上げるというふうに言明いたしております佐野の区画整理事業

がございます。それとあわせて関連からいきますと、ＪＲ太宰府駅を設置する際におきまして

は、これはＪＲとの協議の中でも明らかになっておりますけれども、東地域、佐野東地域、御

笠川沿い、あるいは今度計画されております通古賀地区の区画整理事業、あの一体のまちづく

りを明らかにする必要があるというふうに思っております。そういったリンクのもとに、ＪＲ

太宰府駅の位置づけをより明確にしながら、時間は若干かかるかと思いますが、将来の太宰府

を考えますと、ここで市民の皆さん方の意見を十分に聞きながら、時間をかけながらやった方

がいいのではないかというふうに思っております。全体的には、今言っております田園居住地

域の整備計画、それが今、佐野東地区のまちづくりの基本調査も行っておりますし、その計画

がございます。あるいは、高雄、宰府のまちづくりをいかにすべきかというふうなこと、ある

いは都市計画区域外の整備、保全計画、北谷あるいは内山地域をどのような形の中でまちづく

りを行っていくのかと、そういった全体的なまちづくりのイメージ、ビジョンというようなも

のをまとめ上げるというような形が総合計画の中でありますけれども、実行計画をより見える

形の中で今まとめる作業を行っているところでございます。ＪＲ太宰府駅については、優先課

題の一つでありますけれども、初めに申し上げておりますように、まずもって、私どもが優先

順位として、あれもこれもできないというふうなことは申し上げております。まずもって、私

どもは佐野地区の区画整理事業を仕上げること、あるいは地区道路整備事業を仕上げること、

これを目途に置いて、今、懸命に全庁的な合意形成をしながら、市民の理解を得ながら行って

おります。それとあわせて、この計画等々についても、着実に実行はしていきたいと。市長の

考え方でもありますんで、私どもはそれに沿って仕事をしていきたいと、このように考えてお

ります。 

 以上です。 
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○議長（村山弘行議員） 17番福和美議員。 

○１７番（福和美議員） そうやって助役は力説されるのはよくわかるけども、３月の回答を読

まさせていただきますが、「今後ＪＲ太宰府駅を新設、また国立博物館も開館されることによ

って観光客が増加してくると期待をしております」と。国立博物館もですよ。「ＪＲ太宰府駅

を新設、また国立博物館も開館されることによって観光客が増加してくると期待をしておりま

す」と。これ、ＪＲの太宰府駅がなくなったら余り期待できんということじゃないですか。こ

の「ＪＲ太宰府駅から市内観光、史跡地を周遊できる交通手段があることによって、来訪者の

増加が見込まれると考えられます」と。「そのようなことから、まほろば号の乗り入れや駅前

広場アクセス道路の整備等をはじめ、市内の史跡地をゆっくり探索、周遊していただくため、

駅と駅を結ぶレンタサイクルの設置なども検討する必要性があると考えております」と。「今

後、駅新設や佐野東地区の面整備等、密接に関係があるので、その具体化とあわせながら、ま

ほろば号の乗り入れを含めて、新駅へのアクセスや観光名所、史跡への回遊性の向上など、総

合的な交通体系の整備に向け検討してまいりたいと考えています」と。ですから、自分やっぱ

り思うんですよ。ＪＲ太宰府駅がなくなればですよ、なくなるというのはそっちからしたらお

かしいかもわからんけど、まるごと博物館構想も、今後の観光客の増加を見込むものもすべて

なくなるということですよ。だから、優先課題からいったらこれが一番に来にゃいかんのです

わ。私はそう思うんです。これができないと交通体系変わりませんよ、太宰府の。過去におい

て、市民の皆さんから渋滞の問題で随分おしかりを受けてきました。何とか開館、国立博物館

できれば変わるでしょうと。ＪＲ太宰府駅ができれば変わりますよと言ってきたものは、私は

このまんま国立博物館開館する、なんか何にも変わってないような気がする。道路は向こう側

にできました。確かにできたけども、そりゃ反対側からすれば変わったということにならん。

いまだにあそこの梅大路ですか、あそこの西鉄の踏切のことが話題になる。あの話を聞いたら

愕然とするんです。もう今ごろやめてって、ああいうところの話をするのは。もう過去から、

昔からわかっとることを今までやらんかっただけの話であって、国立博物館開館が１年前にな

ってですね、ああいったところの話をするというのは、私にとっては不謹慎ですよ。もうなめ

とる。今さらできるならやってみりゃいいんですよ、１年間で。できんことを課題として持ち

出したりする執行部がおるということは、非常に僕は残念ですよ。やるつもりで言うならいい

ですけど、あそこがよくなれば交通の便がよくなる、だれでもわかることですよ、そんなこと

は。できるかできんかを考えたときに、難しいからできなかっただけの話であって、だから一

日も早く、このＪＲを何とかしてほしい、そういう声が大きいですよ。だから、開館に間に合

わない、間に合わん。しかし、あとその１年後には間違いなくやりますよという、そういう確

約をしてもらわんとやっぱりだめですよ。もうこのまんまで、ただ構想がどうの、予算がどう

のというそういう段階じゃないということを僕は言いたい。 

○議長（村山弘行議員） 地域振興部長。 

○地域振興部長（石橋正直） 現在のところは、やはり財政計画を見直しまして、それと照らし合
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わせながら事業計画を立てる必要がございます。平成17年度に建設することはできませんが、

財政計画を立てながら、早い時期に皆さんに整備計画をお話ししていきたいというふうに考え

ております。我々も福議員さんがおっしゃるとおり考えておりますので、ご理解いただきた

いと思います。 

○議長（村山弘行議員） 17番福和美議員。 

○１７番（福和美議員） 理解したいんです。理解したいんですが、山々なんです。しかし、こ

れだけ楽しみにというか、しとった平成17年がだめと。それは災害があったからだめと言われ

ても、今から災害があるかもわかりませんよ、まだ。そしたら何にも進まんということです

か。だから理解したいんですよ。信用したいけども、今の約束だってまだ正式に発表は議会に

あってないわけですから。平成17年にできませんというのはね、今日初めて聞くわけですか

ら。今までは難しいとは聞いておりましたが、開館までにできませんというのは、今初めて石

橋部長がこの場で言ったわけですから。そしたらこれ、５年、10年かかるんですか。そのう

ち、早い時期にって言われても、その早い時期をどうとらえて我々は理解をしていいかが苦し

むんです。ですから、財政計画を立て直すというけども、本来ならもう立て直しとかにゃいか

んのじゃないんですか。それが見えないから難しいんですか。できない。ちょっとそこらあた

り理解に苦しむんですよ。先ほど助役から優先順位ということでお話がありました。それ、私

が考える優先順位はＪＲです。高雄でもなく、散策路でもない、ＪＲです。ＪＲ太宰府駅が、

この話が進まないと全体の基本構想が進まないんでしょう。違いますか。これが進まないと、

ほかの総合計画も進まんのじゃないですか、交通体系における。この先を、交通体系の降りて

からの歩く道を幾ら一生懸命、これは余り言いたくないけども、やる前に順番があるんじゃな

いでしょうか。自分はそう思います。もうこれに対する回答は要りませんけど、とにかくもう

ちょっと検討していただいて、いつまでにやるかを明確にしてくれませんか。それを聞かんと

ね、今日質問終わらん。 

○議長（村山弘行議員） 答弁は要らないですか。 

（17番福和美議員「要ります。検討してくださいよ。いつまでに

やるか答えてくださいって」と呼ぶ） 

 市長。 

○市長（佐藤善郎） ただいま太宰府駅の新設の問題、ご指摘があったわけでございますが、太宰

府のまちづくり、これは第四次総合計画に従って、今まちづくりを進めておるわけでございま

す。これは平成13年から10か年の計画を進めておる、その中に起きたのが国立博物館の太宰府

設置の決定であり、そして太宰府決定と同時に、順調に進んで平成17年の秋に開館の運びにな

ると。これは太宰府市民の100年の願いがかなった、大きなまちづくりの核となる事業でござ

います。と同時に、これを受けて第四次総合計画の中から新しい取り組みとして、まるごと博

物館構想も出たわけでございます。その中で、既にマスタープランでも実施いたしております

佐野の土地区画整理事業、また国立博物館周辺の整理事業、アクセス道路の新設等々があった
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わけでございます。と同時に、ＪＲが今太宰府駅予定地に回避線をつくるというようなことか

ら、具体的に、ＪＲ駅をあそこに新設してほしいという要望の中から具体論として話が出たわ

けでございます。したがいまして、この太宰府駅の新設につきましては、将来のまちづくりに

ぜひ必要である。また西部地区のまちづくりの中の拠点として、いわゆる玄関口が必要である

と。それははっきりいたしておりますが、これに伴う周辺整備、もちろん財源措置、そして都

市圏の中に占めるあの太宰府駅の位置づけ、交通体系の位置づけ等々十分考えながらやってい

くべきだと。ですから、回避線ができたときには、国立博物館の設置に間に合う駅づくりがで

きるかなということで鋭意進めたわけでございますが、そういう観点、財源計画について、平

成17年開館までには駅舎、道路整備は不可能だと、これは私から率直に申し上げなくちゃいけ

ないと思いますが、この太宰府駅の新設につきましては、国立博物館を核とするまちづくりの

中の必要な拠点として、また太宰府が都市圏に占めるまちづくりの西の拠点づくりとして必要

であるということで、今後とも国の財政的な協議はもちろんですが、ＪＲ、そして地元の佐野

土地区画整理地域の皆さん方とも鋭意協議しながら、できるだけ早く進むように努力してまい

りたいと思っております。 

○議長（村山弘行議員） 17番福和美議員。 

○１７番（福和美議員） 違う話からいきます。 

 次の環境問題ね、いわゆる、このまま自動車の量を増やす方向でいこうと考えるのか、大量

輸送機関に切りかえをしようという考えがあるのか。これを話すると必ずＪＲにいくんです。

今、しきりに駐車場を増やしたらどうかという議論もあります。私は反対です。環境を考えた

ときには、今の現状の車では１台でも少ない方がいいはずです。空気のきれいなところへ移っ

た人からよく言われます。太宰府は最近もう排気ガスがひどいですねと、空気が悪いと。そり

ゃそうでしょう。５号線、３号線、いろんな高速から都市高速から、全部ここを通っていくわ

けですから。天満宮への渋滞だけではないと思います。そういった問題を将来のためにも、緑

豊かなこの太宰府を継続的に残していくためにも、私は車の台数は減る方向に持っていく必要

性があると思います。その点いかがでしょうか。思うか思わないか、考えるか考えないか。そ

れによって違いますから。 

○議長（村山弘行議員） 地域振興部長。 

○地域振興部長（石橋正直） 車を少なくするということは、私たちも長年抱えている課題でござ

いまして、太宰府に来られる場合は、ぜひ電車、バスを利用していただくということも常々啓

発しております。福議員さんがおっしゃるとおりでございます。 

○議長（村山弘行議員） 17番福和美議員。 

○１７番（福和美議員） いや、ですから前から言うように、であるならば、そういうので来た

人たちが快適に観光ができ、参拝ができるような状況に持っていくのが市の考え方になると思

うんですよ。今現状から見たら、やっぱり車で来たくなりますよね、と思うんです。もちろん

市内に住んでる方も、我々も車に乗っています。我々もその原因の一つでしょう。しかし、今
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太宰府においては、やはり観光客の皆さんが来ていただける、それはありがたいことだけど、

できればやはりバスとか電車とか、そういった方に大量輸送機関で来ていただきたい、そう思

うわけですね。ですから、歴史と文化の環境税も始まったと僕は思いますけどね、その話はや

めときますが。私の言うことが大筋そういう方向であるならば、何らかの考え方を持っていか

ないと、今の現状のままで何も対策できないと、それはアイドリングっていうたかな。何やっ

たかいな、アイドリングか。 

（「アイドリング」と呼ぶ者あり） 

 アイドリング。要するにエンジンかけっ放しの状況をやめようということでしょうけど、そ

れは観光客のあそこの渋滞の人たちに、ちょっとやっぱりそりゃあ厳しいでしょう。夏なん

か、極端に言ったら１時間、２時間、３時間かかるわけでしょう。その間クーラーもかけずに

そこで止まっとけって言われても、動いちゃあ止め、動いちゃあ止め、そういうやっぱり難し

いですよ。だから、そういう面からしても、何か大きくそういうものを変えようとしたとき

に、新たなものができないと交通体系っていうのは変わらないですよ。だから、非常に国立博

物館は、そのものだけじゃなくて、太宰府市におけるまちづくりに大いに期待をしとったんで

すけども、なかなかそういう方向にいかないんで、財源の問題についてはまた特別委員会もで

きておりますので、その中でも我々発言をして、一日も早くできるような体制づくりを、やは

りともにやっていきたいというふうに思います。今日は市長、その期限はまだ言えないかもわ

かりませんけども、計画をやっぱり一日も早く示してくださいよ、我々にも。そうせんと、何

か必要でないんじゃないかという、そういう声が議会の中でも多い。いや、そう思ってるんじ

ゃないかと、議会が必要じゃないということじゃないですよ。何か執行部がもうＪＲ太宰府駅

は要らんのじゃないかと、つくる気がないんじゃないかという、そういう憶測までせにゃいか

んというようなことになってきてますので、一日も早くそういう計画をぜひ示していただきた

いと思います。 

 部長いかがですか、部長。市長やなしに部長。 

○議長（村山弘行議員） 地域振興部長。 

○地域振興部長（石橋正直） 私もＪＲ太宰府駅については、太宰府市のまちづくりに必要不可欠

というふうに以前から考えておりますので、できるだけ早く計画が示される材料等を集めまし

て、皆さんに知らせていきたいと思います。 

○議長（村山弘行議員） 17番福和美議員。 

○１７番（福和美議員） 最後に、交通事故対策の自転車の件ですが、先日テレビでもあってお

りました。携帯電話をかけながら人にぶつかったときの勢いと、携帯電話じゃなくてぶつかっ

たときの状況、そういったものが、つい２日前にテレビが扱って、全国でも非常に自転車が加

害者になる事故が急増しておると。若者がお年寄りにぶつけて相手が亡くなるというケースが

随分増えているという報道がなされておりました。私は、この問題はもう前から危惧をしなが

ら、時あるごとに話をしておりますが、それでもって最近は、携帯電話のメールを見ながら運
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転をしていると。被害者にもなりやすいし、加害者にもなりやすい。自転車ですから、被害者

になるということは若者が亡くなるということですよ。加害者になるということは、保険に入

ってないから大変なことになるということです、もし亡くなったときには。事故に遭ってお金

があるからいいとか悪いの問題じゃないけども、そういう問題が起きてくるということになる

わけですね。今はもうほとんど舗装されていますから、普通の道路は。打ちどころが悪かった

ら皆さん大変なことになるんですよ。少々のけがで済むような今自転車事故じゃないんです

よ、ぶつかったときに。そういったことは県警の仕事かもわかりません。そりゃ、警察が取り

締まればいいということになるかもわかりませんけども、太宰府市として、今回11月からまた

強化されます。だから、我々も当然運転中の携帯電話の使用とか、そういうことを戒めながら

やめていかなければなりませんけども、特に若い人たちがメールを見ながら、打ちながら自転

車を運転していると。もともとこれはしてはいけないことなんですね。ただ、罰金とかそうい

う対象に今なってないというだけであって、警察に確認しましたら片手運転したらいかん、こ

れはもう当然であると。何かを持って運転することも、これもだめ。当然２人乗りとかそうい

うのは罰金がありますよ。あるけども、今後この点が非常に危惧されているという福岡県警の

方もお話しされておりましたけどね。今後またこの問題はいろいろ進んでいくと思いますけ

ど、ぜひ何らかのそういった学校に対する警告なり、そういうことをしないようにということ

も必要だろうし、何らかの手をぜひ太宰府市としても、市民を守るという観点からもぜひお願

いをして、私の一般質問を終わりたいと思います。 

○議長（村山弘行議員） 17番福和美議員の一般質問は終わりました。 

 ここで２時10分まで休憩いたします。 

              休憩 午後１時53分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午後２時10分 

○議長（村山弘行議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、13番清水章一議員の一般質問を許可します。 

              〔13番 清水章一議員 登壇〕 

○１３番（清水章一議員） ただいま議長の許可をいただきましたので、通告に従いまして質問を

させていただきます。 

 質問の第１項目は、ＪＲ都府楼南駅前の駐輪場についてであります。現在、ＪＲ都府楼南駅

前駐輪場は、朝の通勤、通学の時間帯は、駐輪場整理のためシルバー人材センターに委託がな

され、きちっと整理がなされています。しかし、それ以外の時間帯は、人間の心理でしょう

か、できるだけ駅の近くに駐輪をするため、自転車が市道にはみ出ることが日常茶飯になって

います。駅前の駐輪場は、放置自転車の増大など、全国的にも大きな課題になっています。何

らかの対策が必要と考えますが、市の考えをお聞かせください。 

 次に、ＩＳＯ9001の認証取得についてお尋ねをいたします。長引く景気低迷の影響で、自治
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体の財政状況は年々厳しくなってきています。本市においても、平成15年度の経常収支比率は

93.8％になり、財政構造の硬直化がさらに進んでおります。しかし、インターネットの普及な

どによる情報化の急激な進歩で、市民を取り巻く社会環境は大きく変化をし、それに伴い、市

民の価値観や生活のスタイルも大変多様化してきております。そして、そうしたことを背景

に、行政に対する市民のニーズも高度化、多様化している状況にあります。 

 一方、行政のあり方についても、地方分権の進展によって、市民ニーズに沿ったより一層の

自主的、自立的な行政運営が求められており、種々の施策や市民ニーズに対する充足度といっ

た点から、自治体間の競争の時代に入りつつあります。そしてまた行政の存在についても、市

民に対して行政サービスを提供するサービス産業であるとのとらえ方が求められる社会になり

つつあります。 

 実際、本市の第３次行政改革推進委員会が設置され、平成13年、平成14年と２回、提言とい

う形で市長に答申をいたしました。その中に総括的事項として、行政改革の視点として住民の

満足度や市民との対話や協働を、またその戦略として、民間の経営手法などを積極的に取り入

れるべきであると推進委員会は提言をいたしております。 

 その一つとしてＩＳＯ9001があります。行政改革推進委員会でも平成14年の提言の中で、市

民の満足度を高めるツールであり、予算の効率的な執行や行政サービスの質を高めることにも

貢献するＩＳＯ9000、品質マネジメントシステムを導入することと、時代の先を見通して提言

をいたしております。環境ＩＳＯ14001はよく聞く言葉ですが、ＩＳＯ9000あるいは9001とい

うことは余り聞きなれない言葉でした。ＩＳＯ9001は、製品の品質保証と顧客満足及び改善を

含む組織の管理まで踏み込んだ品質マネジメントシステムの要求事項を規定した国際規格であ

ります。組織を効率よく運営するためには、体系的で透明性のある方法で指揮、管理すること

が必要であります。品質マネジメントシステムは、１に顧客重視、２、リーダーシップ、３、

組織内の全員による参加などの８原則に基づいています。 

 民間企業にとって品質管理という課題は、その企業にとって死活問題と言えるほど大変重要

な課題であります。顧客のニーズを満足させられる品質の製品を提供できなければ、当然顧客

は自分のニーズを満たす製品を求め、他社の顧客へと変化をしていきます。行政の仕事におい

ても、行政サービスに対する市民の満足度をどう高めるかということは、大変大きな課題であ

ります。ＩＳＯ9001の認証は、顧客のニーズを的確につかみ、信頼できるサービスを提供する

団体に対して認められるものであります。社会環境の変化が激しい企業間では、生き残りと社

会の信用を勝ち取る目的で取得することが増えています。日本適合性認定協会によれば、本年

４月10日現在で3万6,000の組織がＩＳＯ9001の認証を受けています。しかし、地方自治体で

は、1999年、平成11年になりますが、群馬県の太田市が最初に取得して、34団体が取得をして

いるようであります。 

 最初に申しましたように、財政が厳しい中、今後はハード面の充実は厳しくなりますが、こ

れからはソフトの充実により一層シフトしなければならないと考えています。ＩＳＯ9001の認
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証取得について市長の所見を求めるものであります。 

 あとは自席にて質問をさせていただきます。 

○議長（村山弘行議員） 地域振興部長。 

○地域振興部長（石橋正直） ご質問の駐輪場及び周辺地域の安全対策については、駐輪場を利用

される際、改札口に近いところに駐輪される利用者が多く、自転車が道路にはみ出し、歩行者

や自動車等の交通の妨げとならないよう、張り紙や駐輪指導を実施しているところであります

が、今後さらにチラシの配布や、高校生の利用も多いことから、関係高校に利用者のモラル向

上を図っていただくよう要請するとともに、駐輪場の管理強化や拡張についても検討していき

たいと考えております。 

○議長（村山弘行議員） 13番清水章一議員。 

○１３番（清水章一議員） もうお答えいただきましたのでですね、再質問はいいかなと思うんで

すが、要するに指導員がいらっしゃる、整理員がいらっしゃる、シルバー人材に委託されてい

る。朝方はそれなりにきちっと整理がされていると。私の質問の目的としては、やはり整理員

の人たちが時間を少し、特に夕方、これはどの辺の時間帯かということで、市の方でまたしっ

かり調査していただきたいと思いますが、そういう方向で検討していきたいと、そういうお答

えと私は解釈しますが、再度確認をしておきたいと思います。 

○議長（村山弘行議員） 地域振興部長。 

○地域振興部長（石橋正直） 担当部署の方で十分調査を行い、一番適切な方法をとっていきたい

というふうに考えております。 

○議長（村山弘行議員） 13番清水章一議員。 

○１３番（清水章一議員） せっかく写真を撮ってきましたのでですね、ちょっと皆さん方という

か市長に見てもらいたいと思いますが、これは直近の部分でございまして、昨日の夕方６時ご

ろの時間帯でございます。たまたま写真を撮ろうかなと思ったときは、汽車がちょうど到着し

たときでありまして、乗客がおりて駐輪場の方に向かっているところでございますが、見られ

てのとおり、もうほとんど人が市道満杯におられると。特に反対側から来られる車の場合は、

要するにシルバー人材センターの方からＪＲ都府楼南駅の方に来られると、駐輪場の方になっ

ていくと、右側の方に、右折の方に、右折っていうか右側の道路の方に車が行っているという

写真でございます。ぜひ、そういう方向で検討して、早目にやっていただきたいと思います

が、強化するということでございますので、大体どの程度の時期かということだけお聞きし

て、それがわかればもう次の質問に行きたいと思います。 

○議長（村山弘行議員） 地域振興部長。 

○地域振興部長（石橋正直） 管理強化、それから拡張するにいたしましても予算が伴います。現

在の予算を調べながら、できるだけ早い時期に対応していきたいと思います。 

○議長（村山弘行議員） 次の第２項、答弁は。 

 総務部長。 
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○総務部長（平島鉄信） 市長の所見ということでございますけども、私の方から回答させていた

だきます。 

 ご質問のＩＳＯ9001の認証取得につきましては、品質マネジメントシステムといいまして、

平成14年11月に太宰府市行政改革推進委員会から、市民満足度を高めるとともに、予算の効率

的な執行や行政サービスの質を高めるための導入として考えることというふうに指摘をいただ

いております。そのための前提条件といたしまして、ＩＳＯの緊急プロジェクトチームのご提

言をいただいたところでございます。このご提言に対しましては、適切な事務事業評価を実施

し、効率的行政の執行、質の高い行政サービスを提供していくことを本市の方針といたしまし

て、ＩＳＯにつきましては先進自治体の事例の調査研究を現在も続けております。 

 ご承知のとおり、ＩＳＯ9001は品質マネジメントシステムと日本語に訳されており、またそ

の国際規格であります。行政サービスの品質保証、効率的な行政運営、市民満足度の向上、そ

れから組織の活性化などを目的といたしまして、全国でご指摘のとおり34を少し超えるような

町や市が導入をいたしております。 

 本市におきまして、取り組みを現在進めております事務事業評価につきましては、単に評価

の手法として評価活動を行うのではなく、政策課題の解決や経営資源の配分などと連携する経

営システムとして発展構築することによって、ご指摘のＩＳＯ9001と同様の効果を持つものと

考えておりまして、いましばらくはこの事務事業評価の定着を考えておりまして、この取り組

みを進めてまいりたいというふうに考えております。 

○議長（村山弘行議員） 13番清水章一議員。 

○１３番（清水章一議員） 事務事業評価、長い間ご苦労されて、一生懸命やっておらっしゃいま

して、今回決算委員会でも資料として提供されております。ご苦労に対して一定の敬意を表し

ていきたいと思っております。 

 次から次にいろんな仕事を持ってくるということも大変なことかなと思いながら、私もこの

ＩＳＯの9001に関しては、今質問することが適当かどうかということも考えながら思っていた

わけでございますが、いずれにしても今後こういうことが要求されてくる時代が来るのではな

いかということで、今回あえて質問をさせていただいたわけでございます。 

 まず、このＩＳＯという形についていろいろありますが、メリットとデメリットがあるかと

思うんですが、一つはこの品質マネジメントということで、民間企業が先行してとられとるわ

けですね。先ほど申しましたように、企業にとって、ある意味においては、このＩＳＯ9001を

認証取得するということは、仕事のシステムのノウハウをきちっと一定のルールにのっとって

やるということでございます。わかりやすく言うと、ＩＳＯというのはスイスのジュネーブで

すか、本部がありまして、国際規格という形で世界共通の一定のルールがあるわけでございま

す。例えば、これは滝沢村というところのホームページをとりまして、このＩＳＯについて詳

しく説明してあるんですが、日本の場合の自動車通行は左側通行になっておる。だけども、海

外の多くは右側通行になっている。これは日本人が海外に行くと非常に運転になれるのに大変
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苦労する。そういったことがないように、混乱を避けるために、共通的な１つのルールをつく

ろう。そのルールが、わかりやすい言葉で言うと、どこでもあるホテルにある非常口のロゴマ

ークがあのＩＳＯの規格にのっとると。そういう品質マネジメントの中で、仕事のある程度の

ノウハウがこのＩＳＯの9001を取得することによって、この企業は仕事がそれなりにできると

いう一定の評価を客観的に見ることができる。こういうことで民間企業でも取得するとこが増

えてきていると。太宰府がもしＩＳＯ9001を取得すると、住民に向かって、太宰府市としてこ

ういう国際規格にのっとった、国際の審査機関にのっとった形での、認められる太宰府市とし

てのこの仕事をきちっとやっていますよという証明にもなるわけですね。これは先ほど部長が

34団体以上のＩＳＯ9001を取得している市役所、団体等があるということで、公共自治体とし

てあるということで、そのホームページを見ますとほとんどそういう形でメリットとして、そ

ういった形で住民にきちっと説明することができる。職員によっては、私たちはきちっと仕事

してますよという形で言われると思うんですが、職員によって非常に仕事間にばらつきがある

と、そういうこともなくしていこうという形のこのＩＳＯの9001を取得していく公共団体が増

えてきておる。 

 で、部長、事務事業評価をまず最初にやっていきたいということで、それはそれできちっと

やっていただきたいと思います。中途半端にならないようにしていただきたいと思いますが、

まず、ＩＳＯの9001を取得することによるメリット、それにあわせて費用がかかるということ

もあるだろうと思いますが、デメリットあると思うんですが、この辺はどういうふうに考えて

おられます。 

○議長（村山弘行議員） 総務部長。 

○総務部長（平島鉄信） 私どもが進めております事務事業評価あるいはこのＩＳＯの9001、これ

については、先ほど第１回目の質問の中で、民間が非常に3万6,000組っていうんですかね、の

組織がとってあるというようなことで、非常に民間ですとわかりやすうございますが、同じ製

品を買う、例えばテレビを買うならば、それなりの品質がいいもの、同じ対価で長く持てるも

のをというふうなことで選ぶし、今現在は、それこそ部品でも国際入札といいまして、インタ

ーネットで製品を安い国から買うというような、そういうことが行われますと、やはりこのＩ

ＳＯの認定があると安心してその製品が買えるというようなことで、企業にとっては本当に死

活問題だと思っています。そういう製品がいいものをつくるというのは、いいマニュアルを全

員が理解して、そのとおりに製品をつくっていく。あるいは、我々の立場ですと、その事務が

マニュアルに従って、そのとおりにやるということであれば、顧客満足度もＡさんがやったら

満足度が100点で、Ｂさんがやったら20点だったよというふうなことがなくて、非常に満足度

が上がるだろうというふうな仕組みになっているなということを勉強させられております。非

常に事務所の中の、部分によってはＩＳＯでやった方がいいのかなという部分もございます。

例えば、窓口のサービス部門については、これは必ずサービスをしなければいけないという決

定事項ですので、これをどれだけお客様が一人でも二人でもありがとうと言ってお帰りになら
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れるのか。あるいは不平不満を持ってお帰りになられるのかっていうことでは随分違いますの

で、そういうところにはソフト面で取り入れられるのかなというふうな気がします。 

 しかし、私、今事務事業評価のお話をしましたけども、事務事業評価も今までは、自分の頭

でお客様に満足を差し上げたつもりですけども、それがなかなかそのとおり伝わってない。こ

れを事務事業評価では文書化して、今まで我々はこういうふうなお客さんの接待をしておった

けども、それに対する自分の自己評価、あるいは２次評価といいまして、その位の上の人、上

司がそれを見て、これについては、２次評価でこの辺はやはりもう少しこういうふうに変えた

方がお客様は満足するんではないかというような文書で、頭で描いたのを文書で出して、皆さ

んに見ていただくというところからすると、同じような手法になるのかなというふうに考えて

ます。２つ一緒に導入しますと非常に混乱しますので、私が今、最初に答えましたのは、まず

事務事業評価を少し確立をして、そしてこれで補完できなければこのＩＳＯっていう形もご提

言いただいておりますので、捨てがたい魅力もございますので、その時点では考慮していきた

いなと、そういうふうに考えております。 

○議長（村山弘行議員） 13番清水章一議員。 

○１３番（清水章一議員） 先ほど答弁があったかなと思うんですが、再度同じような質問になる

かと思いますが、要するに行政改革推進委員会が提言をいたしてますね。環境ＩＳＯの環境マ

ネジメントシステムを導入することと、研究プロジェクトチームを設置し研究することと。こ

れは現実に、先ほどやっているっていうような答弁だったと思うんですが、もう一回、ちょっ

と再度この辺はきちっとされてるのかどうかですね。 

○議長（村山弘行議員） 総務部長。 

○総務部長（平島鉄信） その提言に対するお答えもしております。平成15年８月22日に行政改革

推進委員会の方にお答えをしておりますのが、今後プロジェクトチームを設置し、研究するこ

とに対して、そこまではという気持ちがございましたので、まずはＩＳＯ9001の品質マネジメ

ントシステムを導入した先進地自治体事例の調査研究を実施してまいりますというふうにお答

えしておりまして、資料もここにちょうどありますけども、インターネット等々で、お手紙な

んかで差し上げて、ＩＳＯについての概略、あるいはほかの市町さんの取り組みについては調

査いたしておりまして、その結果をもとに事務事業評価と少しダブる部分があるなと、そうい

うことで今、事務事業評価の定着を、今年も評価シートを全部56項目、皆さんにすべていいと

こ、悪いとこ出して、いろんな意見をいただこうということで進めておりますので、そういう

定着の方が先にして順序よくやった方がいいのかなと、そういう気持ちで今のところ調査研究

に終わっております。 

○議長（村山弘行議員） 13番清水章一議員。 

○１３番（清水章一議員） 群馬県の太田市が一番最初に取得したわけですが、ここは非常に工業

都市ということで、ホームページでそちらもとられておると思いますが、非常に企業がＩＳＯ

の9000をたくさんとられておる、あるいはとるために活動されているという形の中で、非常に
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民間企業として、このＩＳＯの導入効果はもう実証されていたと。私、通告により安い云々と

いうことで書いておりますが、これ太田市のホームページに書いてある部分をそのままいただ

いて、書かさせていただいておりますね。要は、厳しい経済情勢下において行政改革が不可欠

であり、いかに限られた財源を効率よく使うかということが求められていたことを踏まえ、サ

ービスが同じであればより安く、経費が同じであれば質の高い行政サービスを提供するのが行

政の責務であるのではないか、そう書いとるわけね、通告には。その後を一言、私今つけ加え

たいんですが、こう書いて、平成10年１月、ＩＳＯ9000の認証をとるぞという市長の一言でス

タートが始まったって書いてあるんです。だから、問題は市長がどう考えるかということがあ

ると思います。先ほどお話がありましたように、全庁的に全部とるという必要はなかろうと思

うんですが、まずこの太田市は、当初は市民が最も訪れる頻度が高く、市役所の窓口とも言え

る市民課と保険年金課で活動を行ったと。要するに窓口業務ですね、先ほど部長が答弁された

とおり。約１年間の活動を得られて、平成11年３月にＩＳＯ9001、1994年版を取得されてお

る。これは非常に、今ＩＳＯ9001、2000版となってますので、かなり今の方がとりやすくなっ

ているそうでございまして、この当時は非常に難しかった。中でも太田市は難しいＩＳＯ

9001の認証を取得されたわけですね。平成11年度には、この実績を踏まえて福祉部門への拡大

認証を行い、平成14年度にＩＳＯ9001からＩＳＯ9001、2000へと規格の改定を行われたため、

これに対応すべき移行認証をしたと。このような活動を行ってきた結果、ずうっとやってきた

結果、市民満足度アンケート調査、市民がどれだけ満足してるかどうかということで、窓口部

門の満足度が常に上位に位置をしておる。その効果が伺えることから、平成15年４月16日に市

長からＩＳＯ9001の全庁取得に向けてのキックオフが行われて、今現在それに向けて活動中だ

と。 

 先進地等の調査を今後やっていくということでございますし、事務事業評価もようやく軌道

に乗りつつあるということでございますので、市長でも助役さんでも結構ですが、トップがど

う考えるかということが一番大事じゃないかなと思いますので、このＩＳＯの9001についてご

答弁をいただきたいと思います。 

○議長（村山弘行議員） 助役。 

○助役（井上保廣） 今、ご提言のＩＳＯ9001、群馬県の太田市、私どもも筑紫地区の助役会で訪

問し、清水市長の方からじかに説明を聞き、帰ってきたような次第です。 

 今現在、ここの太田市の中でも掲げられておりますのは、市役所はサービス産業である。そ

ういった認識のもとに、小さな行政で大きなサービスを提供すると。そして、市民が真ん中っ

ていいましょうか、市民の目線で考えていくと。質の高い行政サービスを目指していくと。経

営資源を有効に活用していくと。そして、成果を検証し、常に改善していくと。これが行政評

価、今現在私どもも平成14年から進めておりますけれども、いわゆる行政の改善サイクル。企

画、目標、プランを掲げ、それを実行して実施し、そして評価をしてチェック、そして今まで

がマネジメントサイクルはそれまででしたけれども、その後にやはり改革、改善のアクション
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を起こしていく。そして、再度初めに返り、目標を掲げてそしてまた繰り返し行っていく。成

果を検証し、常に改善していくんだと、そういったマネジメントサイクルといいましょうか、

システムをつくり上げると。その中で、共通しておりますのは、ＩＳＯ9001も本市が進めてお

ります行政評価システムも、事務事業評価と今言っておりますが、政策評価、施策評価、そし

てその下にあります事務事業評価、これを科学的な視点の中で市民の満足度、市民はそのこと

について望んでいるかどうか、現状をどう評価してるかどうかというのは、指標を使って、そ

れを客観的な結果として次の政策につなげていくと、こういった取り組みを今、市を挙げて行

っておるところでありまして、その精神はＩＳＯ9001と一緒であるというふうに思っておりま

す。私どもは方針管理のプロセスを明確にするということ、そのためには責任と所在といいま

しょうか、体制、そういったものを明確にしていくというふうなこと。部長の役割、課長の役

割、係長の役割というようなものを、そのプロセスの中で明確にしていくというふうなこと

が、このＩＳＯ9001あるいは行政評価改善サイクルの中に共通しておることだというふうに思

っております。これを具現化し、それを思い詰めて実行していくことが、市民の満足度にもつ

ながりますし、行政の職員の活性化、職場の活性化にもつながるというふうに思っておりま

す。こういった視点の中で、全庁を挙げて努力してまいりたいというように思っております。 

○議長（村山弘行議員） 13番清水章一議員。 

○１３番（清水章一議員） 今現在、事務事業評価をやってる最中だということで、それを研究成

果を見据えてということでございます。それはそれでやっていただきたいと思います。 

 多摩市が認証取得をしておりまして、市長の思いが書いてあるわけですが、取得をしたきっ

かけとして、一つは先ほど申しました行政改革推進委員会から提案があった。それと同時に、

市議会での一般質問で、これはＩＳＯ審査委員の資格を持った議員から質問があったと、多摩

市ですけども。こういうような形が一つのきっかけになればと思いまして、提案をさせていた

だきました。よろしくご検討の方、お願いいたします。 

 以上で私の一般質問は終わります。 

○議長（村山弘行議員） 13番清水章一議員の一般質問は終わりました。 

 次に、７番不老光幸議員の一般質問を許可します。 

              〔７番 不老光幸議員 登壇〕 

○７番（不老光幸議員） ただいま議長より質問の許可をいただきましたので、通告に従い、質問

させていただきます。 

 まず１点目は、太宰府小学校北門入り口通学路についてであります。 

 平成15年３月議会において、清水章一議員の一般質問で、通学路並びに学校周辺の危険箇所

についての総点検と安全確保について質問をされております。私も市内各小学校の通学路を見

て回りましたが、まだまだ危険箇所の多さを感じられます。 

 その中でも、特に太宰府小学校の連歌屋区浦の城橋から北門入り口までの通学路としての道

路の改善が絶対に必要であると感じております。この道路は、松川区、内山区、三条台区、三
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条区、連歌屋区の小学生が登下校していく通学路です。一方、反対方向には約80世帯の住宅地

があり、車で幹線道路へ出ていく唯一の通路になっております。また、筑紫台高校の職員駐車

場もあります。このような道路でありながら、道路の幅員は約４ｍから５ｍと狭く、歩道はも

ちろん確保されておりません。なおかつカーブになっており、見通しの悪い坂道になっており

ます。私は、このままではいつ重大事故が起きるかもしれませんし、小学生に恐怖感を与えて

いる危険極まりない通学路と認識せざるを得ないと感じております。学校や地区の保護者会な

どから安全確保に関する要望は提出されていることと思いますが、その実情とそれに対する市

のご見解をお伺いします。 

 また、この間の安全確保のための改善はできないかお伺いいたします。 

 ２点目は、各地区から幹線道路の信号機の設置や信号機の変更及び横断歩道標示の要望が出

されておりますが、実態としてはいつまでたってもつくっていただけないと、地域の住民の不

満が多く見られます。当市における信号機の新設、信号機の変更及び横断歩道標示の要望の現

状と、どのように対処されているのかお伺いします。 

 また、筑紫野・古賀線から三条台入り口の交差点の信号機の設置について、筑紫野・古賀線

と宝満道入り口交差点の信号機変更について地元の区から要望書が出されておりますが、現時

点ではどうなっているのかお尋ねをいたします。 

 以上でございます。再質問につきましては、自席にて行います。 

○議長（村山弘行議員） 教育部長。 

○教育部長（松永栄人） １点目の、安全確保に関する要望とその処理についてご答弁申し上げま

す。 

 平成15年３月議会におきましても同様の質問があっておりましたので、答弁が重複する部分

もございますが、ご了承願います。 

 児童・生徒の通学路につきましては、学校保健法及び文部科学省が示しております安全指導

の手引きに基づきまして学校長が指定することになっており、指定されました通学路につきま

しては、点検などにより安全確保が図られているところでございます。 

 また、学校周辺の危険箇所などの点検につきましては、父母教師会や関係区長、学校の協力

により行われ、点検後安全確保に関します要望書が私ども教育委員会に提出されてまいりま

す。要望書の取り扱いにつきましては、市長部局の担当部、担当課に要望事項についての調査

やその対応について文書で依頼をいたしております。 

 要望事項としましては、カーブミラーや信号機、横断歩道の設置、歩道の確保など通学路に

関するものが多く見受けられます。これらの内容につきまして、依頼をしました担当部から後

日市で対応するもの、警察署や公安委員会、土木事務所へ要望したものなど、項目ごとにその

経過と内容、結果が文書で教育委員会に回答されてまいります。 

 状況としましては、関係機関に要望事項として上げられたものにつきましては、関係機関の

事情等から解消が遅れている現状でございます。このことから、今後も引き続き改善要望を続
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けてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（村山弘行議員） 建設部長。 

○建設部長（富田 譲） それでは、小学校北門入り口通学路の道路の改善はということでござい

ますので、ご答弁申し上げます。 

 ご質問の道路は、浦ノ城橋・四王寺線として道路認定をいたしております。朝は子どもたち

の通学路として利用され、また小学校から西側山手の住宅地からの通勤車両の通り道となって

おるところでございます。それで、道路の改善といたしましては拡幅がまず考えられるとこで

ございますが、ご承知のとおり、浦ノ城橋から北門に向かい左側については県営河川御笠川が

流れております。河川を扱うことについては、防災上の観点から非常に困難だと考えておりま

す。また、右側については、これ宅地でありまして、道路幅員が４ｍの道路であることから、

拡幅する場合については用地買収以外にはないというふうに考えております。道路の改善とな

りますと拡幅計画しかございませんけど、今のところ計画はございません。そのようなことか

ら、ドライバーに対しまして安全運転を促すような徐行、通学路注意等の路上マーキングを行

いまして、安全対策を図っていきたいと、そのように考えておるとこでございます。 

○議長（村山弘行議員） ７番不老光幸議員。 

○７番（不老光幸議員） 今教育部長の方から、平成15年３月議会の清水議員のご質問のときにご

答弁された内容のお話がありました。私もそこをよく読みましてわかってはいるんですけど

も、その各学校とか、あるいは地区とかＰＴＡからの要望があってきた場合にですね、教育委

員会あるいは教育部としては、それを各部署にただこういうのが上がってきてるからというこ

とで回されますのか、教育部としてはどうしたらいいかとか、そういう見解はございますでし

ょうか。 

○議長（村山弘行議員） 教育部長。 

○教育部長（松永栄人） この要望につきましては、道路管理者に関することが主な内容となって

おりますので、道路管理者を所管します市長部局の方へその改善を依頼しておるところでござ

いますが、教育部が何もしないということではございませんで、現地視察を行ったり、危険箇

所の確認などを行っておるところでございます。 

○議長（村山弘行議員） ７番不老光幸議員。 

○７番（不老光幸議員） 今現地の視察とかされたというふうにおっしゃっておられますけども、

その場合にですね、感じとしましてですね、恐らく教育部長さん、当時とは変わっていらっし

ゃると思うんですけども、感じとしてですね、ここはやはり危険であるから改善の必要がある

とか、あるいはこういうふうな通学路の注意指導をすれば、何とか安全に確保できるんじゃな

いかなとか、そういうコメントはつけて各部署の方に出していらっしゃるんですか。 

○議長（村山弘行議員） 教育部長。 

○教育部長（松永栄人） 道路の改良等につきましては、教育部からコメントをつけるということ
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ではございませんで、そのまま道路管理者の方に要望をしておるということでございます。 

○議長（村山弘行議員） ７番不老光幸議員。 

○７番（不老光幸議員） やはりですね、小さい子どもを、小学生のですね、通学路という観点か

らしますとですね、教育の勉強の方のいろんな監督とかそういうことやなくて、やはり子ども

たち、小学生あるいは中学生の学生の通学とか安全とか、そういったことに対してですね、も

う少し担当部としてはですね、強力にですね、各部署の方に依頼していただかないといけない

と思います。 

 それで、私も昭和21年にあそこの道をですね、通っていきまして、非常にその当時は車も何

も通りません。逆に道が狭過ぎればですね、車は通らないわけですね。ところが、その当時は

ですね、あそこの小学校の浦ノ城橋から小学校までの間に家はありませんでした。片側田んぼ

とかですね、それから奥には家もございませんし、そういう状況でしたけども、やっぱりその

後の変化で家も建ち、あるいは車もどんどん通るようになってきまして、当然ながらその分は

もう改善しておかなければいけなかったんでしょうけども、今までのことは私も云々言うつも

りはございませんけども、やはり今の現状を教育部長さんは見に行かれましたですか。 

○議長（村山弘行議員） 教育部長。 

○教育部長（松永栄人） 今回の一般質問に出ておりましたので見に行かないかんと思っとりまし

たけども、写真の上で見させていただきました。 

○議長（村山弘行議員） ７番不老光幸議員。 

○７番（不老光幸議員） その住民の方がですね、車で通られるときは、非常に徐行しておられま

す。それで、やはりそちらに住んでいらっしゃる方はよくわかっていらっしゃいまして、本当

にもうゆっくり、いつでもとまれるような状態で運転はされております。そこをよく知ってる

人はそういう状況ですね。やはり大人の目線と子どもの目線というのがありまして、小学校１

年生の目線ってこんなに低いですよね。私の方も前が見えない道路からダンプがぽっと来たと

きは、非常にびっくりしたり危険を感じるんですけども、小学校１年生、幼稚園から小学校に

入ったすぐぐらいの子どもさんはですね、普通の乗用車でも前にぽっと出てくるとですね、非

常にびっくりすると思うんですね。小さい若い子ですから心臓麻痺なんか起こすことはないと

思うんですけども、やはりそういう危険な場所であるということを申し上げておきたいと思い

ます。 

 それで、建設部長さんの方からですね、道路の拡幅についてですけども、片側は宅地があり

まして、あるいは片側は御笠川が流れておって、非常にこのところは拡幅については難しいと

いうお話もありました。それで、やはりそれはわかっているんです。みんなが見ても、だれが

見てもわかっているんですけども、やはりその中でこれは絶対に必要であるというふうに市の

執行部の方で感じていただいて、何とか知恵を出してですね、この部分の安全確保をするよう

にですね、できないものかどうか、再度部長さんの方にお願いいたします。 

○議長（村山弘行議員） 建設部長。 
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○建設部長（富田 譲） 今不老議員さんのご質問でございまして、私も実家の裏でございまし

て、そのとき五、六年間通ったとこですけども、今回災害がありまして本当にあそこ行き来い

たしまして、当時と本当に変わってないということでございます。災害のときは、そういうこ

とで災害に頭を置いて行き来したんですけども、改めて今不老議員さんのおっしゃることを聞

きますと、なるほど状況も変わってないし、通学路がほとんど４ｍから５ｍということでカー

ブも多くて、特段のミラー、そういうのも１か所真ん中にあるぐらいでやってないと、こうい

うことで、本当に研究したかというとちょっとそこまでは言い切れません。それで、今言いま

したところを改めまして、例えば車のとまる回転広場とか、そういう少しでも安全対策ができ

ないかということを、改めて調査研究したいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（村山弘行議員） ７番不老光幸議員。 

○７番（不老光幸議員） 非常にやっぱり難しいところではございますけども、やはり大きな事故

が起きないから、ややもするとですね、非常に危険なところが放置されているということがあ

ります。せんだっても美浜原子力発電所でですね、ああいう大きな災害が出まして、そのパイ

プなんかを改めて危険箇所を調べたらかなりのところがやはりそういう危険性を包含していた

ということで、それについてやはり何とか改善をしようというふうなことも取りざたされてお

ります。 

 本市におきましても、平成15年２月に大変大きな学童の通学路における事故というのがあっ

ております。それで市内各所点検をされましたと思いますけども、その中でやはりそれに対す

るですね、改善、そういったものをですね、一つはやはり道路の改善もできるんでしょうけど

も、それ以外に通学する生徒たちがどのような通学の仕方をすればいいかとか、そういうこと

をですね、検討したり、そういったこともありましょうし。そういった通学における生徒指導

といいますか、そういったことはその後ありましたんでしょうか、お伺いします。 

○議長（村山弘行議員） 教育部長。 

○教育部長（松永栄人） 平成15年２月の事故があった後、そういう交通指導したかということで

ございますが、福議員の質問にもお答えしましたように、小学校では４年生を中心的に交通

安全指導を行い、また小学校の高学年や中学生については適時ホームルーム等学級活動の中で

交通安全の指導を行っておると。また、低学年につきましては、もう日常茶飯事から交通指導

を行っておると、こういう状況でございます。 

○議長（村山弘行議員） ７番不老光幸議員。 

○７番（不老光幸議員） 具体的にどういう内容でございますか。 

○議長（村山弘行議員） 教育長。 

○教育長（關 敏治） 安全とかですね、それから安心な通学というのは非常に大事なことで、学

校としても一番気を使っているところでございます。先ほど話がありましたように、部長が話

もしましたように、自転車に関する指導、これは自転車通学をしている学校はごくわずかでご
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ざいますけども、それをはじめといたしまして通学路をどのように通るかということ、特に新

１年生に関しましては、実際にずっと歩きながら信号とか歩く道を通るとか、そういうふうな

ことをしながら指導をしているところでございます。 

 また、学校によりますと、信号機を学校内に入れて交通指導をしたりしております。そのほ

かに保護者の方のご協力とか、また交通安全指導員の皆様のご協力をいただきながら、交通安

全に気を配っているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（村山弘行議員） ７番不老光幸議員。 

○７番（不老光幸議員） 今教育長のお答え以外は、あとはもう自主的に注意しなさいということ

でしょうが、私も一緒にですね、小学生、自分の家の横をもっと上の方から、わあわあわあわ

あ、子どもたちがおりてきます。ほいで、一緒についていくんですけども、やはり上級生、６

年生、５年生がですね、やっぱり小学校１年、低学年の人たちを注意しながら連れていってい

るようです。それで、あとここはもう絶対大丈夫、車が通らないよというところはですね、自

由にわあわあわあわあ言って行っております。 

 それで、例えばですね、やはり学校とか教育部の方で指導する、その中の一つにバス通学、

これ乗り物のバスじゃなくて、集団通学の中でですね、上級生がこの地域はここに何時ごろに

集まって一緒に集団で行く、それから帰る場合には、終わる時間がそれぞれあるんでしょうけ

ども、例えば３時にどこどこに集合して、どの地区はみんなで集団で帰りましょう、３時半に

帰りましょう、４時に帰りましょうとか、あるいはそういうふうなですね、ことは検討された

ことはないんですか。 

○議長（村山弘行議員） 教育長。 

○教育長（關 敏治） 例えば水城小学校なんかをですね、もう数十年という期間をかけて、そう

いう集団登下校をしておると思います。また、学校とかですね、その辺の状況で一番いいと思

われる方法を選びながらやっております。一番新しい学校でも20年は過ぎておりますので、そ

ういう中でここに登校させた方がより安全であるとか、またはあるグループをつくった方が安

全であるとか、その辺は学校の方が知恵を持ってるというふうに思っております。そういう中

で学校は登下校の指導を行っているところです。 

○議長（村山弘行議員） ７番不老光幸議員。 

○７番（不老光幸議員） 今お答えいただきましたように、小学校その地域地域でやっぱり特徴も

ありますでしょうから、そういうふうな特性を生かしながらですね、やっていただいていくと

いうことでございます。そいで、やはりいいところはですね、こういったところは、ほかの学

校の方にもぜひご紹介いただいて、みんなでですね。やはり早急には、道路の改善とか、そう

いったことはなかなかできませんので、何らかやっぱりそういうこともですね、ただ実演者の

指導とか、信号の渡り方どうしなさいとか、そういうことだけではなくて、システム的にです

ね、もう一度見直しをしていただければというふうに感じております。 
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 あと今度は道路の問題なんですけども、やはり宅地がございまして、地権者もいらっしゃい

まして、これは早急にはですね、そこを広げるというのは難しいかもしれませんですけども、

やはり将来的には、ここは歩道を含んだ拡幅をしていただいて、ガードレールのついた道をや

っぱり模索していただくというふうにですね、ぜひお願いをしたいんですけども、やはりこれ

はできないっていう理由の一つにやはり財政的な問題もあると思います。 

 それで、今国博のために散策路、太宰府駅から道ができているんですけども、これは国の方

から十分なる補助金とかいろんなものをいただいておられまして、家のですね、移転とかいろ

んなそういうことをですね、できないことはないですよね、やろうと思えばできるんですね。

ただ、お金がやっぱりないからということなんでしょうけども、こういう通学路ということに

なればやはりどちらになるんでしょうか。国で言えば国土交通省あるいは文部科学省、そうい

ったところにですね、何とか知恵を絞ってそちらの方から補助金をいただけるというふうなこ

とは不可能なんでしょうか。 

○議長（村山弘行議員） 建設部長。 

○建設部長（富田 譲） 道路整備の中でいろんな補助項目ございます。一つに交通安全というよ

うな部分からもございます。 

 それで、ここでこの場でできるということは、補助についてはちょっと勉強不足で言えませ

んけども、そういう部分もありますので、そういう一つの基準があろうと思います。そういう

基準に乗ってできるかどうか、今言いました将来的なこともございますことから、先ほど言い

ましたように、研究というのがまず前提になろうかと思いますので、そこのところでまずは勉

強していきたいと、そういうふうに思っております。 

○議長（村山弘行議員） ７番不老光幸議員。 

○７番（不老光幸議員） ぜひですね、知恵の総力を結集されましてですね、何とかいい方向を見

つけていただいて、ぜひともやっていただければと思っております。 

 それから、あそこの途中に原川が流れてまして、これは昨年の大水害で大変な被害をこうむ

ったあの川ですけども、あれが御笠川に流れていくところに橋がかかっております。その橋の

幅員は４ｍしかございません。もう少しあそこは広げれるんじゃないかなというふうに私は感

じております。今度県の方で原川の災害復旧のための整備をされるんですけども、そのときに

一緒にですね、あそこの橋の拡幅をぜひともお願いできないものなのかというふうに感じてお

りますけども、この点はいかがでございますか。 

○議長（村山弘行議員） 建設部長。 

○建設部長（富田 譲） おっしゃいますように、上の方の県の砂防ダムがございまして、それが

今度一部決壊したということで、全般的な見直しをされるということはもう議員の皆様にご報

告したとおりですが、あわせてあの川が県営河川になっております。それの流路口になってお

りますことから、計画ではあそこの流路口の幅、それから流れる方向、そういうのを改善する

ということで聞いております。どの程度計画をされるのかはまだ未定でございます。私はまだ
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知り得ておりませんけども、広くなるということでございますと、当然今かかっておる、あれ

浦ノ城２号橋ということでございますけども、そこを広げれば長くする部分については県がい

たしますし、そのときに道路事情で幅を広げることができると、市の応分の負担は出てくるか

と思いますけども、そういうことになりますとですね、そういういい時期に、広げる時期にな

るかなと思っておりますので、もしそういうことになりましたら、県の方に要望していきたい

と、そういうふうに考えております。 

○議長（村山弘行議員） ７番不老光幸議員。 

○７番（不老光幸議員） よろしくお願いいたします。 

 それからもう一つ、やはりできるところからできればというふうな感じがいたしまして、そ

の原川の橋から小学校の北門までの上り口の左側部分は、これ小学校の校庭の用地になってお

ります。この部分をですね、やはり拡幅、小学校の用地を削ると大変な工事にはなるんですけ

ども、費用はすぐどうのこうのじゃなくて、その部分だけでも拡幅できないかどうかという、

そういう突拍子もないことを今私が申し上げまして、そうっていう返事はできないかもしれま

せんですけども、この点はいかがでございましょうか。 

○議長（村山弘行議員） 建設部長。 

○建設部長（富田 譲） 今写真を眺めておるところでございますけど、上から下ってくる方向か

らいいますと、擁壁があって、さらにコンクリートがあって、それから小学校の正門の方に行

くところが少しのり面になっておりますですね。これは学校用地ということで取り扱いがどう

なるかわかりませんけども、そこのところも研究する必要があるかなと、そういうふうに思っ

ております。研究とか調査っていう言葉ばっかりで申しわけないんですけども、そこもちょっ

と一つ検討させていただきたいと、そういうふうに思っております。 

○議長（村山弘行議員） ７番不老光幸議員。 

○７番（不老光幸議員） ぜひよろしくお願いいたします。これはやはり将来的にもいつまででも

新しい１年生が毎年毎年入ってくるわけでございますので、やはり事故があるなしは関係なし

に、恐怖感を与えてるということでございますので、これはきちっと早く整備するのが私ども

の責務ではないかなというふうに感じております。 

 この１点目は終わりにいたしまして、２点目の方のご答弁をお願いいたします。 

○議長（村山弘行議員） ここで15時25分まで休憩いたします。 

              休憩 午後３時11分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午後３時25分 

○議長（村山弘行議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 建設部長。 

○建設部長（富田 譲） 続きまして、質問２番の信号機の設置についてご回答申し上げます。 

 まず、当市の信号機設置の申請状況ということ全般でございます。それから、三条台入り口
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のところの信号機設置について、それから宝満道入り口の信号機の変更についてということで

ございますので、あわせてお答えいたします。 

 信号機や横断歩道の設置につきましては、福岡県公安委員会が設置いたします。市では、毎

年地元区長、それから小・中学校ＰＴＡよりの交通安全施設設置要望を取りまとめまして、筑

紫野警察署経由で福岡県公安委員会へ交通安全施設の設置要望書を提出いたしております。信

号機の設置の状況につきましては、毎年５か所から７か所の設置要望をいたしておるというこ

とでございます。公安委員会のお話ですと、筑紫野署管内で年間１か所から２か所の設置の予

算しかないということで、現地調査の上、危険度の高いところの優先順位により設置されてお

るところでございます。 

 太宰府市につきましても、平成９年から平成15年の７年間で８基の設置がなされておる状況

でございます。三条台入り口の信号機設置につきましても、平成６年から設置の要望書を提出

いたしておるとこでございますが、いまだに設置に至っておりません。そのようなことから、

再度要望書を提出いたしておるところでございます。 

 それから、宝満道の入り口の信号機の変更につきましては、地元区長から平成15年に要望書

の提出がなされております。このことにつきましても、平成16年度要望書を福岡県公安委員会

に提出いたしておるとこでございます。 

 以上でございます。 

○議長（村山弘行議員） ７番不老光幸議員。 

○７番（不老光幸議員） 太宰府市全体でですね、毎年要望書出されていると思いますけど、今お

っしゃいましたように、三条台の場合は平成６年、ほかにもずっとあるんですけども、これは

ずっと累計で、現在何か所ぐらい太宰府市では出てるんでございますか。 

○議長（村山弘行議員） 建設部長。 

○建設部長（富田 譲） 今ご答弁申しましたように、大体毎年５か所から７か所ぐらいの要望を

出しておりまして、先ほど言いましたように、公安にお願いするという方法しかございません

ことから、要望が同じところが重ねて出ておるというところが現状でございます。 

○議長（村山弘行議員） ７番不老光幸議員。 

○７番（不老光幸議員） 重複して確認ですけども、その中で設置する順番というか、優先順位は

危険度の高いところからということをおっしゃいましたけども、これは警察署、筑紫野署での

判断が優先されるんでしょうか。それとも、太宰府市の方からこの順番でお願いしますとか、

そういうことはやっていらっしゃるんでしょうか。 

○議長（村山弘行議員） 建設部長。 

○建設部長（富田 譲） この要望書を出しまして、筑紫野警察署が現地を調査して、その判断に

よって県公安の方に再度提出されてると、そういうふうに聞いております。 

○議長（村山弘行議員） ７番不老光幸議員。 

○７番（不老光幸議員） その危険度の判断なんですけども、例えばこの交差点で死亡事故が起き
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た、あるいはここでは死亡事故は起きてないけども、けがの事故が頻繁に起きてるとか、そう

いうふうないろんな危険度の尺度というんですか、これ非常に難しいところでございまして、

場合によっちゃ、今は事故はないかもしれんけども、万が一あったときに大事故になるとか、

こういうふうで危険度の尺度というのは非常に難しい判断になってくるわけです。やはりそう

いった中で、太宰府市独自で十分要望を出されておられるところの実情を聞いて、太宰府市と

してはこういう順位でお願いできないだろうかとか、そういうふうな要望というのはできない

んでしょうか、不可能なんでしょうか。 

○議長（村山弘行議員） 建設部長。 

○建設部長（富田 譲） 要望書を取りまとめて筑紫野警察署に市職員が持ってまいります。その

ときに市の方で考える範囲のそういう状況等はお伝えしてまいっておるわけでございます。あ

と筑紫野警察署の方がいろんなデータ、交通量とか人の流れとか、そういうものを持って、再

度それを現地で確認するというふうに思っておりますので、市としてのそういう考え方は警察

署に出すときには伝えておるという状況でございますし、またいろんなついたところを見ます

と、なるほどそれなりに危険度が高いというふうに感じておるところでございます。 

○議長（村山弘行議員） ７番不老光幸議員。 

○７番（不老光幸議員） わかりました。この信号機の問題ですけども、これは冒頭申しましたよ

うに、なかなかつくっていただけないというのがみんなの実感でございます。これは単にもう

太宰府市だけの問題ではなくて、福岡県全体の問題で、やはり年に１か所とか、筑紫野管内で

１か所とか２か所ぐらいの状況ではですね、これはもう大変な問題だと思いますので、これは

例えば県の方にですね、やはり市長会とかそういったところで、全体的にもう少し信号機の設

置の、公安委員会が担当でしょうけども、予算を増やしていただくとかそういうことは、県の

方に全体的に要望はできないんでしょうか。これ市長さんか助役さん、お願いしたいんですけ

ども。 

○議長（村山弘行議員） 市長。 

○市長（佐藤善郎） 今交通安全施設の問題でご質問ございましたが、各市町村はもちろんでござ

いますが、生活道路につきましても信号機の設置はたくさん多ございます。したがいまして、

今答弁いたしましたように、筑紫野警察署管内、年間１基か２基というようなことでございま

すが、これだけの地元の要望、地域の要望が強うございますので、我々といたしましても福岡

県の公安委員会に全体枠の増といいますか、予算の増加、設置箇所の追加ですね、増加等々に

つきましては機会あるごとに、ただいまご指摘のように市長会等々で議題となれば要望してま

いりたいと思っております。 

○議長（村山弘行議員） ７番不老光幸議員。 

○７番（不老光幸議員） よろしくお願いいたします。 

 それで、三条台の入り口の信号機の問題ですけども、ここの交差点はですね、まほろば号が

通る道になってまして、三条台にそっから入ります。それから、三条台から県道の方に出てい
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くわけですけども、やはりまほろば号は通る、要するに集団のバスが通るという道路になって

おりまして、これはやはりそういった点を十分強調されましてですね、もう随分三条台の

方々、平成６年から出されて、もう10年になるわけですね。やはり「もう今度か今度か」とい

う声なんですよ。見通しとしてはどんなんでしょうか。このまほろば号の運行もやってるとい

う状況でですね、強く公安委員会の方に要望をしていただいて、市としての見通しですね、そ

れはどんなふうでございますか、わかりましたらお願いいたします。 

○議長（村山弘行議員） 建設部長。 

○建設部長（富田 譲） 筑紫野署経由県公安ということで、市で最大限の努力は今後もいたして

いきたいというふうに考えます。県の方にもできるだけ伝えていきたいというふうに思いま

す。今のところそういうことしか我々としては手段がないということでございますので、熱意

を持って伝えていく、そういうふうに続けてまいります。 

 以上でございます。 

○議長（村山弘行議員） ７番不老光幸議員。 

○７番（不老光幸議員） ぜひよろしくお願いいたします。これ最後、もうちょっと時間がオーバ

ーしまして申しわけないんですけども、横断歩道の白線を引くんですけども、これもやはり県

の方でするんでしょうか、それとも県の公安の方に許可いただければ、市の方で独自に白線は

引くということはできるんでしょうか。 

○議長（村山弘行議員） 建設部長。 

○建設部長（富田 譲） 冒頭お答えしましたように、すべて公安委員会の承諾が必要ということ

でございますので、ご了解いただきたいと、そういうふうに思っております。 

○議長（村山弘行議員） ７番不老光幸議員。 

○７番（不老光幸議員） なかなか市としても、市の方で思うようにならないというような状況で

ですね、非常にジレンマもお互いにあることと思いますけども、やはり強くですね、県の方に

要望していただきたいと思います。 

 これで私の質問を終わります。 

○議長（村山弘行議員） ７番不老光幸議員の一般質問は終わりました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（村山弘行議員） 以上で本日の議事日程はすべて終了しました。 

 次の本会議は明日９月15日午前10時から再開します。 

 本日はこれをもちまして散会します。 

              散会 午後３時37分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 
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１ 議 事 日 程（４日目） 

   〔平成16年太宰府市議会第３回（９月）定例会〕 

                                    平成16年９月15日 

                                    午 前 1 0時 開 議 

                                    於 議 事 室 

 日程第１ 一般質問 

一般質問者及び質問項目一覧表 
 

順位 
質 問 者 氏 名 

( 議 席 番 号 ) 
     質     問     項     目 

１ 
小  道 枝 

（12） 

1. 学生キャンパスネットの組織化について 

 （１） 太宰府キャンパスネットワーク会議の現在の活動状況につ

    いて。 

 （２） 市内の各大学、専門学校の学生代表による学生キャンパス

    ネットの組織化についての考えは。 

 （３） 学生と地域社会との連帯活動を行う上での本市の担当部署

    や学生に対する支援策について。 

2. 五条橋・建重寺橋線付近の交通安全確保について 

 （１） 朝、夕の通勤・通学時における対応は。 

 （２） 体育センター付近の対応は。 

２ 
中 林 宗 樹 

（５） 

1. 都府楼跡周辺の観光浮揚策について 

  天満宮周辺の観光復活の起爆剤として、太宰府館のオープン、そ

 して来秋の九州国立博物館（仮称）のオープンとあるが、都府楼跡

 や観世音寺周辺の浮揚はどう考えているか、伺う。 

2. 住みよいまちづくりについて 

  住みよいまちづくりのため、ハード面、ソフト面でいろいろな施

 策が行われているが、古い団地のリニューアル等、高齢化対策につ

 いて伺う。 

 

 

３ 

 

 

片 井 智鶴枝 

（１） 

1. 市の情報公開のあり方と説明責任について 

  市民の信頼を得、協働のまちづくりを進めていく上で、積極的な

 情報公開と説明責任は不可欠である。最近、市の説明責任について

 市民からの不満の声が上がり、またマスコミでも取り上げられてい

 る。このことについて市の考え方を伺う。 

 （１） 市有地の払い下げについて。 

 （２） ホームページ上での情報公開について。 

 （３） 保育所の民間委譲化について。 

2. 災害に強いまちづくりへの取り組みについて 

  市民意識調査でも災害に強いまちづくりの要望は一番高い。昨年
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 の災害を検証し、市民の被害を最小限にくいとどめるため、市はど

 のように取り組んできたのか。 

４ 
橋 本   健 

（４） 

1. 環境問題について 

  現在、二酸化炭素（ＣＯ２）排出の影響で地球温暖化により、海

 面上昇や気候変動が起きている。事の重大さを認識し、広く市民に

 もＣＯ２削減のための省エネを訴え、意識の高揚を図る必要がある

 と思うが、本市の取り組みについて伺う。 

2. 青少年健全育成について 

  少年犯罪の凶悪化と低年齢化に将来を不安視する大人は多い。青

 少年育成市民の会各支部が機能するよう、活性化を図り、真剣な論

 議の中でその対策を練る必要があるのではないか。 

５ 

 

渡  美 穂 

（８） 

 

子育てにおける公の役割とその構築方法について 

 （１） 居宅をはじめとする育児をしている親のカウンセリングに

    ついて。 

 （２） 学童保育のあり方について。 

 （３） 保育所をはじめとする民間導入における行政のあり方につ

    いて。 

６ 
山 路 一 惠 

（11） 

1. まちづくりについて 

 （１） 市内の開発行為に対して、市は要綱に沿って地域住民と事

    業者との調整を行う責務がある。しかし、その責任が充分果

    たされているかと言えば住民側への説明責任が軽視されてい

    るように見受けられる。その点について執行部の考えを伺

    う。 

 （２） 今、自治体独自のまちづくり条例を制定し、開発等協議の

    義務付け、調整会開催請求や、業者が悪質な場合には罰則規

    定を設けるなど、積極的な取り組みが各地で広がっている。

    本市でも条例化を検討していただきたい。 

2. 保育所の民営化について 

  保育所の民営化は公的責任を放棄するものであり、子育て支援を

 今後充実させていく上でも公立保育所は必要である。民営化の白紙

 撤回を求める。 

７ 
門 田 直 樹 

（６） 

ボランティアによる青少年健全育成について 

 （１） 市内５ヶ所でアンビシャス広場が開設され、協力しながら

    活動しているが、市は支援を考えているか。 

 （２） 電子機器による仮想ゲームに熱中する子どもが多いが、心

    身に与える影響をどう考えるか。 

２ 出席議員は次のとおりである（２０名） 

  １番  片 井 智鶴枝 議員         ２番  力 丸 義 行 議員 
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  ３番  後 藤  晴 議員         ４番  橋 本   健 議員 

  ５番  中 林 宗 樹 議員         ６番  門 田 直 樹 議員 

  ７番  不 老 光 幸 議員         ８番  渡  美 穂 議員 

  ９番  大 田 勝 義 議員         10番  安 部 啓 治 議員 

  11番  山 路 一 惠 議員         12番  小  道 枝 議員 

  13番  清 水 章 一 議員         14番  佐 伯   修 議員 

  15番  安 部   陽 議員         16番  田 川 武 茂 議員 

  17番  福  和 美 議員         18番  岡 部 茂 夫 議員 

  19番  武 藤 哲 志 議員         20番  村 山 弘 行 議員 

３ 欠席議員は次のとおりである 

   な   し 

４ 地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名（３３名） 

  市    長  佐 藤 善 郎        助    役  井 上 保 廣 

  収  入  役  松 島 幹 彦        教  育  長  關   敏 治 

  総 務 部 長  平 島 鉄 信        地域振興部長  石 橋 正 直 

  市民生活部長  関 岡   勉        健康福祉部長  古 川 泰 博 

  建 設 部 長  富 田   譲        上下水道部長  永 田 克 人 

  教 育 部 長  松 永 栄 人        監査委員事務局長  花 田 勝 彦 

  総務部次長  松 田 幸 夫        地域振興部次長  三 笠 哲 生 

  健康福祉部次長  村 尾 昭 子        総 務 課 長  松 島 健 二 

  行政経営課長  宮 原   仁        財 政 課 長  井 上 義 昭 

  地域振興課長  大 藪 勝 一        まちづくり企画課長  清 本 保 正 

  産業・交通課長  松 田 満 男        市 民 課 長  藤   幸二郎 

  環 境 課 長  蜷 川 二三雄        子育て支援課長  和 田 敏 信 

  すこやか長寿課長  有 岡 輝 二        建 設 課 長  武 藤 三 郎 

     大江田   洋        上下水道課長  宮 原 勝 美 ま  
開  

  施

  学

  文

５ 職

  議

  議

  書

  書

  書
     ちづくり技術
発 課 長
設 課 長  轟     満        教 務 課 長  井 上 和 雄 

校教育課長  花 田 正 信        社会教育課長  志牟田 健 次 

化財課長  木 村 和 美 

務のため議事室に出席した事務局職員の職氏名（５名） 

会事務局長  白 石 純 一 

事 課 長  木 村   洋 

    記  伊 藤   剛 

    記  満 崎 哲 也 

    記  高 田 政 樹 
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              再開 午前10時00分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（村山弘行議員） 皆さん、おはようございます。 

 定刻になり、出席議員も定足数に達しておりますので、ただいまから休会中の第３回定例会

を再開します。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 議事日程はお手元に配付しておるとおりです。 

 議事に入ります。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１ 一般質問 

○議長（村山弘行議員） 日程第１、「一般質問」を行います。 

 12番小道枝議員の一般質問を許可します。 

              〔12番 小道枝議員 登壇〕 

○１２番（小道枝議員） おはようございます。 

 ただいま議長より質問の許可をいただきましたので、通告に従いまして質問いたします。 

 まず初めに、学生キャンパスネットワークの組織化についてお伺いいたします。 

 本市では、平成10年、市内にある大学、学園の学長と、市長によって構成された太宰府キャ

ンパスネットワーク会議を発足されました。 

 地域における大学間の相互連携及び大学と市側の意見や情報交換を行うとともに、大学・行

政・地域との連携を図るべく、活発な活動が続けられており、公開講座や学園開放などに取り

組まれ、その成果についても開かれた大学として市民に大変喜ばれております。 

 その太宰府キャンパスネットワーク会議のより一層の充実を図るためにも、そこにもう一つ

の組織づくりの必要性があると考えられます。 

 それは、市内に学ぶ学生を中心とした学生主体による学生キャンパスネットの組織化を図る

ことではないかと考えます。 

 本市の大学には日本全国はもとより、近年ではアジア諸国を中心に、市内の大学、専門学校

で学ぶ留学生も500人にも及ぶと聞いております。 

 また、市内にある９つの大学に在学している学生の人数も、約１万人以上となっているよう

でございます。 

 少子・高齢化が進み、若年層の人口が減少する中で、本市の大学、専門学校には、福祉、保

育、情報科など様々な学部のあることから、多数の若い人々が移り住んできております。高校

を卒業後、遠く親元を離れ、初めてのひとり暮らしを始める学生や、外国からの留学生も数多

くいるようです。 

 このような学生たちが一日も早く大学や地元になれ親しんで、有意義な学生生活を送ってい

くためにも、地域住民との連携や協力は欠かせないものがあります。 
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 また、本市のまちづくりに掲げている３大プロジェクトを推進していく上でも、この若い世

代の協力が不可欠であり、またそれによって３大プロジェクトの活性化が図られると考えま

す。 

 このようなことから、学生キャンパスネットワークの組織化、その活動の拠点となる行政の

担当部署の設置、学生の活動に対する支援策についてと、太宰府キャンパスネットワーク会議

の現在までの活動状況、将来の展望についてお伺いいたします。 

 なお、この質問につきましては、平成14年３月議会においてお尋ねいたしました折、「市民

と学生が豊かに交流できるよう早期に新たな学生の組織を設置することが必要」とのご答弁も

いただいておりましたが、機構改革などが行われ、担当部署の変更などもあったことから、そ

の後、どのような取り組みがなされたのか。そして、現在どのようなお考えなのか。具体的な

説明をあわせてお尋ねいたします。 

 次に、五条橋・建重寺橋線付近の交通安全確保についてお伺いいたします。 

 御笠川沿いの筑紫台高等学校正門から筑紫農協太宰府中央支店までの道路は、朝夕の通勤、

通学、保育所の送迎、老人福祉センター利用者の送迎、土曜、日曜、祝日の太宰府天満宮大駐

車場利用者の抜け道、体育センター利用者など、太宰府市民をはじめ、実に多くの人が利用す

る道路であります。 

 しかしながら、それぞれの利用時間帯や土曜、日曜、祝日を見ますと、車の離合もままなら

ず、歩行者にとっても安全が確保された道路とは思えません。技術的な問題や財政的な問題が

あるかとは思いますが、道路の交通規制や拡幅など、この道路の交通安全確保に対する対応に

ついてのお考えをお伺いいたします。 

 ご答弁につきましては項目ごとにお願いいたします。あとは自席にて再質問いたします。 

○議長（村山弘行議員） 地域振興部長。 

○地域振興部長（石橋正直） １点目の学生キャンパスネットの組織化についてご回答を申し上げ

ます。 

 最初に、太宰府キャンパスネットワーク会議につきましては、市内大学等９校の長、市長及

び教育長によって構成されておりまして、会議の円滑な運営を図るための幹事会を各大学等の

事務局長及び地域振興部長、教育部長をもって組織いたしております。 

 また、会議の目的に沿って、事業の積極的な推進を図るため、各大学等の学生により学生連

絡会を組織しております。 

 なお、この業務につきましては昨年10月の機構改革により、広く大学等とコミュニティづく

りとの連携を図る観点から、教育部局より市長部局の地域振興部地域振興課へ所管替えいたし

ました。 

 現在までの活動状況といたしましては、毎年キャンパスネットワーク会議及び幹事会を開催

しており、意見交換、報告等を行い、毎年２回各大学等の公開講座等の情報を市民はもちろん

市外の皆さんにも提供するためのキャンパスネット情報の発行等を行っているところでござい
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ます。 

 先月、幹事会を開催いたしまして、今月24日にはキャンパスネットワーク会議を開催するこ

とといたしております。 

 また、本年度から各大学より負担金をいただいており、活動の充実、活性化に充てていきた

いと考えております。 

 キャンパスネット事業の参加状況としましては、公開講座等に昨年は市民及び市外者の参加

が延べ１万人以上あるなど、大学等と市民との交流が行われ、生涯学習に関する機能と情報を

広く地域社会へ開放する等、初期の目的が達成されており、情報誌発行の効果が出ているもの

と考えております。 

 また、各大学等の教授等を人材登録し、各種事業の講師として紹介したり、サークルマップ

を登録し、地域住民のコミュニケーション事業にも紹介を行っております。 

 次に、市内の各大学、専門学校の学生による組織化と学生と地域社会との連帯活動を行う上

での支援策についてでございますが、平成14年７月に太宰府キャンパスネットワーク会議学生

連絡会が発足しております。 

 現在、具体的な組織活動として行われてはおりませんが、市内でのボランティア活動や毎年

市民政庁まつりには、市内の大学生等に参加をいただき、ステージで劇を披露していただいた

り、各学校のＰＲをしてもらったりしております。 

 まずは、この学生連絡会の活性化を図るため、今までの状況、経過を踏まえながら各学校と

協議をしているところであり、早急にキャンパスネットワーク会議における組織として活動で

きるよう進めていきたいと考えております。 

 その中で、学生連絡会の組織の充実と事業内容を踏まえた学生に対する支援についても検討

していきたいと考えております。 

○議長（村山弘行議員） 12番小道枝議員。 

○１２番（小道枝議員） ただいま地域振興部長より経過の説明をいただきました。 

 その中で、お尋ねしたいことは、まず学生連絡会が発足したということでございますが、そ

の拠点とかその支援策とか、そういう具体的な活動の、まあ何て言うんですかね、学生が活動

できるような場づくりとか、そういう具体例などはお考えの持ち合わせがあるんでございまし

ょうか。お尋ねします。 

○議長（村山弘行議員） 地域振興部長。 

○地域振興部長（石橋正直） キャンパスネットワーク会議の中の学生連絡会につきましては、各

大学の事情もございまして、キャンパスネットワーク会議として出せる学生については、やは

り学生課を経由して出すべきだという意見もございまして、今のところまだはっきりとした連

絡会の委員がこちらの方に届いておりませんので、早急に委員さんが決まった後に集めまし

て、その具体策等については一緒に協議をしていきたいというふうに考えています。 

○議長（村山弘行議員） 12番小道枝議員。 
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○１２番（小道枝議員） ということは、太宰府キャンパスネットワーク会議の中に含んだ学生

連絡会ということでございますね。私が考えておりますのは、その学生中心の学生主体による

キャンパスの組織化ということをお願いしております。 

 なぜかと申しますと、キャンパスネットワーク会議は平成10年に発足されて以来、先ほど説

明にもありましたように本当に市内外から１万人ほどの利用があるということで、大変私も利

用させてもらって専門的な分野で、また国立博物館が来るのでそれに向かった専門的な教授の

講演とかを聞かせていただきました。本当に喜ばしいことと思います。 

 その反面、その学生たちはまだまだほど遠いと思うんですよ。今現在、ボランティア促進室

で活動してらっしゃる福祉ボランティアの学生の団体があります。それと同時に、今先ほども

ありましたように市民政庁まつりのボランティア、これ昨年はございませんでしたけど、残念

なことに。その前の年はたしか400名ほどの太宰府の若い世代が、本当に政庁跡の祭りの中に

ボランティア入っておりました。そこまでたどり着くまでの間の学生によるキャンパスの組織

化というのが、私の願いでありまして、また、学生さんたちもそれを願っております。管理下

におかれることよりも、学生が地域の方々と密着して、より一層親密にこの太宰府市の中で活

動できる拠点づくり、その支援策というのが願いでございますが、その支援策の考えとその辺

のお考えをお知らせください。 

○議長（村山弘行議員） 地域振興部長。 

○地域振興部長（石橋正直） あくまでも現在進めておりますのは、キャンパスネットワーク会議

の組織として学生連絡会を設置しようということで進めております。 

 なぜかといいますと、学生連絡会でそういうボランティア活動をするにしても、いろいろ行

事をするにしても、やはり学校の理解と支援が必要です。 

 そういうことから、やはり学校の代表として学生たちが出てきてるんだという意識のもとに

支援も考えていく必要はございますけども、進めていくべきだという考え方を持っておりま

す。 

 ただ、以前、文教の里交流会という学生の組織、任意の組織がございましたが、やはり学校

等の支援がないがためにですね、自然崩壊したというようなこともございますので、きちっと

した組織のもとに連絡会を動かしていってもらいたいということで現在は進めております。 

○議長（村山弘行議員） 12番小道枝議員。 

○１２番（小道枝議員） 前向きなご検討だと思いますが、それを踏まえましてちょっと要望と

いうんですかね、考えてもらいたいと思うんですが、先ほど今年の予算の中に各大学から90万

円という予算が計上されておりまして、それを元にこういう今年はまた立派なキャンパスネッ

トワークのこういう情報誌ですかね、出ておりまして、本当に目にとまりうれしく思います。 

 そのような中でですよ、例えば、その予算化をしている中でこの学生の組織の方にですね、

一緒に含んだとこでできないものか。と申しますのも、平成13年に私総務文教委員で八王子市

のキャンパスの視察に行ってまいりました。これ、前のときにも申し上げましたけれども、そ
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の中で、学校と行政とが協力して学生が活動しやすい基金を集めて、その一部を学生の組織の

中に配分していくと。そうすることが、地域住民との連携が取られ、図られ、そして学生も地

域密着型の活動ができ、充実した大学生活が行われてるということを私は前回も申し上げたつ

もりでございます。 

 それと同時に、また今年も八王子市の方にインターンシップについて行かせていただきまし

た。その折に、大学と市の方で連携を取ってインターンシップ、要するにゲストティーチャー

ならぬ学校における若い世代の学生さんの活動の場ということがあります。そういうものにも

つながっていくのではないかなと思いますので、どうぞその辺もご検討していただけるのか。 

 また、本当に太宰府らしい学園都市のまちづくりにですね、頑張ってもらいたいと思います

が、その辺のご答弁、ちょっとお願いいたします。 

○議長（村山弘行議員） 地域振興部長。 

○地域振興部長（石橋正直） 予算の配分についてでございますが、やはりキャンパスネットワー

ク会議の一番下部組織として、一番活動をしてもらいたいのが学生連絡会でございますので、

当然事業計画を立ててもらって、予算も配分していきたいというふうに考えております。 

○議長（村山弘行議員） 12番小道枝議員。 

○１２番（小道枝議員） それと同時にですね、太宰府キャンパスネットワーク会議の中で組織

されております人数ですかね。市長部局の地域振興課の課長さん、部長さんと二段階の組織が

あるように聞いてますが、間違いございませんか。 

○議長（村山弘行議員） 地域振興部長。 

○地域振興部長（石橋正直） 二段階の組織はございません。 

 あくまでもネットワーク会議は学長及び校長と教育長、市長でございます。その中に、幹事

会という組織がございまして、各学校、大学の事務局長、それに地域振興部長、教育部長が幹

事として幹事会を進めると。その下に学生連絡会という組織になっております。 

○議長（村山弘行議員） 12番小道枝議員。 

○１２番（小道枝議員） はい、わかりました。 

 で、その幹事会の中にですね、例えば行政と大学だけではなくね、地域の方々も含めたとこ

でできないものかなという考えもいたします。 

 と申しますのは、もう高齢化社会を迎えております。そして、地域でアパートに住んだりマ

ンションに住んだり、いろんなところがありますので、やっぱ学生が一番身近に感じるのはそ

の辺じゃないかなと思いますので、地域の情報を直接学校に届ける。学校の方はいろんな土地

から学校に学ぶ学生が多いんですけれども、遠くからみえとりますので親元を離れとります。

一番頼りになるのは地域住民ではないかなと思いますので、その辺のご検討もあわせてできれ

ばと思っておりますが、いかがでしょうか。 

○議長（村山弘行議員） 地域振興部長。 

○地域振興部長（石橋正直） 幹事会という組織がございますので、幹事会の中にその話を挙げま
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して、論議をしていきたいと思います。 

○議長（村山弘行議員） 12番小道枝議員。 

○１２番（小道枝議員） それとですね、一つは私この18歳の人口が減ってる中で、太宰府に

18歳人口、要するに若い世代がですね、移り住んでくるわけですよ。そういたしますと、あく

までもまだ18歳という年齢は未成年だととらえております。学校側は学校の方に在学させ、そ

して住むのはこの地域、市内なんですよね。 

 そういう中で、不安定な時期を迎えてる、子どもさんというのか学生さんを青少年健全育成

の観点からもですね、考えたときに市に徘徊ならぬ、とにかく夏場になれば五条駅前かいわい

でうろうろいたしましたり、またいろんな被害にあったりとかそういう話もまま耳にいたしま

す。そういうところも踏まえたとこでですね、学園サイドの方に行政として青少年育成の立場

からも取り組んでもらえればと願っておりますが、その辺は連絡協議会の、その何ですか、キ

ャンパスネットワークの中でそういうお話とか、そういう具体的な例は出ますか。 

○議長（村山弘行議員） 地域振興部長。 

○地域振興部長（石橋正直） 先日、幹事会を行ったわけですけども、そういうふうな話をするま

だ場にはなってないように感じております。 

 それで、今小議員さんが言われますように、いろいろ地域のそういう問題を幹事会の中に

持ち上げてもらって、そして論議していくことによってネットワーク会議が活性化するのでは

ないかというふうに考えておりますので、そういうふうな形に持っていきたいと思っておりま

す。 

○議長（村山弘行議員） 12番小道枝議員。 

○１２番（小道枝議員） どうぞ早急にそういう子どもたちが、そして学生と市民が密に連絡を

取れるような場づくりをお願い申し上げます。 

 これ余談になりますけれども、せんだって私ども広報委員会をいたしておりまして、議会だ

よりを作成するに当たりましてですね、その中で100号という記念号を発行いたしました。そ

のような中で資料を探っておりましたら、昭和57年の11月議会においてですね、今と同じよう

に街角のコミュニティカレッジの創作、いわゆる地域市民と大学が一体となり社会教育、生涯

学習の一環としてはどうかという質問が先輩議員からなされておりました。本当にその学園都

市太宰府らしい発想だったんじゃないかと私ども今喜んでおります。 

 そういう中で当時から学園都市太宰府としての展望を描いてきたんではないかなと思ってお

りますが、また、本市においては長年の念願でもありました国立博物館も来年の秋には開館を

迎える予定でございます。日本全国はもとより、アジアからもアジアの文化交流の拠点としま

しても、注目されてる太宰府であると思います。 

 このような教育環境が充実し、歴史と緑豊かな文化のまちづくり、本市がまた目指しており

ます地域コミュニティ推進、まるごと博物館推進プロジェクト、福祉でまちづくり、ここにも

この若い力は寄与することと思いますので、どうぞ今後のまちづくりの発展のためにもこの若
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い世代を宝物と思いまして、一緒に共同できるような太宰府のまちづくりにお願いをいたした

いと思います。私どもも頑張ってキャンパスネットワークの組織化を応援してまいりたいと思

います。 

 以上でこの問題を終わります。 

○議長（村山弘行議員） 建設部長。 

○建設部長（富田 譲） それでは、次にお尋ねの五条橋・建重寺橋線の交通安全確保についてと

いうことでお尋ねがございます。 

 まず１つが、朝夕通勤、通学時の対応と、それから体育センター付近の対応ということでご

ざいますので、一括してお答えいたします。 

 この認定道路につきましては、おっしゃいましたように通学、通勤、保育園、老人福祉セン

ターの送迎ということで、数多くの利用がされております。そのようなことから、歩行者の安

全につきましては、これは白川橋から上流になりますけども、建重寺橋まで歩道を設置いたし

ております。御笠川の左岸側、下流に向かって左岸側につきましては、建重寺橋から五条橋ま

で河川堤を利用した歩行者専用道路を県から管理移管を受けております。そのようなことか

ら、こちらも整備しておりますので、利用していただければ歩行者の安全も図られると思って

おるところでございます。雑草等が繁茂いたしておりますことから、草刈り等を行い、安全を

期していきたいと思っております。 

 次に、体育センター付近の対応についてでございますが、おっしゃったいろいろな施設がご

ざいます。駐車場は十分でないということは承知しておりまして、このようなことから、各種

団体による大会等が開催される場合は、できる限り庁舎周辺にはたくさんの駐車場がございま

すので、この駐車場を有効的に利用していただくようお願いをしておるところでございます。 

 また、コミュニティバスまほろば号の利用の促進。それから、交通規制につきましても、関

係課と連携を図りながら検討を加えていきたいと、そういうふうに考えておるとこでございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（村山弘行議員） 12番小道枝議員。 

○１２番（小道枝議員） 五条橋・建重寺橋線の今現在こちらにありますのが、市の施設、私立

高等学校、保育園を含めると公的な大きな利用なさるところが８か所あるんですね。調べて初

めてわかったんですが。この道路の中にですね、やっぱり朝、晩、高校生は自転車で。そし

て、保育園の送迎はお車で。そしてまた、その中に老人福祉センターもありまして大きな送迎

のバスが入ってくるわけですよね。 

 でも、お天気のときもそうなんでしょうけども、雨が降りますと歩行者にとってはですね、

本当に厳しい道路ではないかなと、もう皆さんも重々にご存じだと思いますが。それと同時に

天満宮の大駐車場からの抜け道というのが、皆さん、観光客の方もご存じでございますので、

ちょっと厳しいんじゃないかなと思います。 
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 先ほど答弁にありましたように、確かに途中までは歩道があるわけなんですよね。白川橋か

ら五条橋までの間が歩道はないんですよね。先ほど隣にあります道路を県の方から管理委託を

受けてそこを整備してありますのでお使いくださいということなんですけれども、昨日、月曜

日でしたかね。ちょっとそこを歩いてみましたら、先ほどおっしゃいましたように草がぼうぼ

う生えてるし、今季節の萩の花が花盛りでございました。と同時に、さくですかね。あれがと

ても低いところがあります。結局増水やらしますとですね、ちょっと危ないんじゃないかなと

思います。以前聞いたのは、通学路として何かつくったような話をちょっと聞き及んでおりま

すが、その通学路及び市民が安全に通行できるようにするのには、何かの対策が必要じゃない

かなと考えますが、その辺の対策、お考えはございますでしょうか。 

○議長（村山弘行議員） 建設部長。 

○建設部長（富田 譲） 手入れがちょっと行き届かないことは申しわけございませんが、この五

条橋・建重寺橋線は、六百数十ｍございます。市の方も過去できるだけ歩行者の安全、そうい

うものを図るためにということで、御笠川改修のときに御笠川ののりを立ち上げて白川橋まで

はできたということで、それで歩道をほんの1.5ｍですけども、それをつくってきた経過がご

ざいますし、あと白川橋から五条橋までは、体育館の横あたりになるんですけども一部４ｍと

狭いとこございまして、そこについても何とか歩道の設置ができんかというようなことで、技

術的にいろいろ検討した経過があるということでございますが、なかなかできなかったという

ようなことで、そういう河川堤を利用したということで、左岸側を加工してきたという経過が

ございます。 

 で、ご承知のとおりそこの道路につきましては、広くするというのがなかなかご承知と思い

ますけどできません。で、歩行者の安全ということで先ほど言ったようなところを県の整備を

使ってしてきたということで、できあがったのが平成13年か平成14年。白川橋から下流の方は

平成６年か平成７年と聞いております。 

 そういうふうで、できることはやってきておりますし、交通規制につきましても五条交差点

から太宰府駅の方に大きな駐車場のとこに向かう大きな道路、市道でございますけども、あそ

この轟商店から入る道路が一方通行になっとって、一方通行の方も当時随分と研究したという

ことでございますが、いろんな地域の事情もあって現在のようになってるということでござい

ます。再度、もっと細かな現状も変わってきてるかと思いますので、そういう交通規制あたり

については、もう一遍検討するということでございます。 

 で、先ほど言いました学童が通ります道路についてはですね、たしか委員会で現地視察をし

たときにもちょっと低いところがございました。そういうところは、交通安全を期すために何

らかの安全策をとっていきたいと、そういうふうに思っております。 

○議長（村山弘行議員） 12番小道枝議員。 

○１２番（小道枝議員） 安全策をとっていただくと言うんですが、それよりもですね、やっぱ

りそこの道路の農協から筑紫台高校までの間に歩道のあるところはいいんですけれども、その
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白川橋の方からですね、先ほど申しました通学路としてつくられた道路を利用させて市民に利

用していただくためには、その安全対策、どういうご指摘があったのか、今答弁の中にはあり

ませんけれども、聞くとこによりますとさくの間が何か広いとか、そしてまた向こうの建重寺

橋から太宰府小学校に抜けるところ、駐車場のところはさくが低いとか、そういういろんなそ

の何ですか、危険を伴うところがあってのことだと思いますので、その辺は市の方がなさるん

ですか。県の方がなさるんですか。 

○議長（村山弘行議員） 建設部長。 

○建設部長（富田 譲） 先ほど答弁しましたように、移管を市の方が受けておりますので、市の

方がするということになろうかと思います。 

○議長（村山弘行議員） 12番小道枝議員。 

○１２番（小道枝議員） そういうことであればですね、今この建重寺橋付近のですね、交通に

対して本当に市民を大事に思われるのであれば、早急にそこの取り組みを、防護さくをつける

なり、早急になさっていただきたいと思います。 

 そして、市民が安全で安心して通れるような策を市の方に強く要望しておきたいと思いま

す。 

 それと同時に、そこを使っている方がおればですね、割と草も生えないと思うんですよ。例

えばこちらの方を行けますよとか、何かこう案内板をおつけになるとか、何かそういう策も考

えが必要じゃないかなと思いますので、この件は強く要望しておきたいと思います。 

 それと、体育館の駐車スペースの件なんですが、私も体育館を使ったりまたそこを通ったり

するときにはですね、いつも困るんですよね。行ってまた市役所に来てというのは、太宰府市

内の何かのイベントであればいいんですけれども、例えば筑紫地区とか、中体連で行うとか、

そういう広域的な会場になった場合ですね、どうしても荷物の搬入とかありますので、もしこ

れできるかどうかわかりませんが、隣の筑紫農協をですね、もし駐車場としてお借りできれば

多少緩和ができるのではないかなとも考えますが、その辺のお考えあたりをその主催者側との

打ち合わせあたりできますでしょうか。 

○議長（村山弘行議員） 建設部長。 

○建設部長（富田 譲） 農協さんあたり、協議できればですね、したことあるんじゃないかなと

は思うこともないんですけども、できる可能性はありますので、十分検討していきたいという

ふうに思います。 

○議長（村山弘行議員） 12番小道枝議員。 

○１２番（小道枝議員） そのように対策がちょっと運営なさるサイドの方にこういうことがあ

りますよとか、こういうお知らせも必要じゃないかなと思います。 

 それと同時に、無理なのは承知なんですけれども、以前議会でもありましたように、質問私

覚えがあるんですが、御笠川にふたをして駐車場にするわけにいきませんかという話もあっ

て、無理だということは聞いておりましたが、現状でも無理なんでしょうかね。 
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○議長（村山弘行議員） 建設部長。 

○建設部長（富田 譲） 難しいと思います。 

○議長（村山弘行議員） 12番小道枝議員。 

○１２番（小道枝議員） それはいろいろ事情はあると思いますけれども、あそこにふたをして

というか、こう中洲あたりに行きますと河川に橋げたみたいなのがあってそこにこうあるんで

すが、何て説明していいのかちょっとわからなくて済いませんけれども、そういうふうな少し

駐車スペースとか、市民の安全なんですよね。結局そういうところがあれば、市民は安全で安

心して通行できるということでございますので、どうぞ市民の立場に立たれまして今後とも厳

しい中とは思いますが、ご検討していただいて、安心して住みやすい太宰府のまちづくりをお

願いいたしまして、私の一般質問は終わります。 

○議長（村山弘行議員） 12番小道枝議員の一般質問は終わりました。 

 次に５番中林宗樹議員の一般質問を許可します。 

              〔５番 中林宗樹議員 登壇〕 

○５番（中林宗樹議員） ただいま議長より一般質問の許可をいただきましたので、通告いたして

おりました２項目について質問させていただきます。 

 まず１番に、都府楼跡周辺の観光浮揚策についてお尋ねいたします。 

 太宰府館が10月1日にオープンすることは、太宰府市の観光行政の転換点になるのではない

かと期待しております。太宰府館のオープン、そして来年秋の国博の開館と天満宮周辺の観光

施設は充実してまいりますが、本市の観光を考えるとき、天満宮周辺だけではその厚みといい

ますか、ボリュームが足りないと思います。 

 そこで、都府楼跡周辺の観光の活性化が必要だと思います。 

 本市の産業・観光活性化プランを見ますと、事業推進コンセプトとして、 

 １、まるごと博物館推進に積極的に参加してもらうため、全市挙げてのコミュニティづくり

を推進します。 

 ２、市民の協力を得て手づくりの発見の小径づくりを実施する。そして、市民と連携し、ハ

ード的機能からソフト事業に至るまで定期的にできるシステムをつくります。 

 ３、市内全域がインフォメーションのまち太宰府。市民一人ひとりが情報発信者として機能

できるシステムの構築を目指します。また、ボランティア活動等を通じて、人おこし、人づく

りを実践し、市民が主役のまちづくりを推進しますとあります。 

 また、プランの展開として、まるごと博物館基本計画との連携とし、 

 １、市内全域を対象とした魅力ある観光コースづくり、人々の憩いの場となるような茶店の

出店を促し、回遊性の向上を図る観光プログラムの開発を進める。 

 ２、特産品の開発。 

 ３、特産品としての農産物づくりを促進する。 

 次に、有効利用の要素として、 
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 １、水城跡の保存、周辺整備の活用、広く市民、観光客に伝え観光資源として活用してい

き、西部回遊拠点地区の大きな柱としていきます。 

 ２、筑紫万葉の道。律令制の平安時代には山上憶良、大伴旅人を中心とする筑紫万葉歌壇が

生まれました。万葉集には筑紫万葉歌壇から30人も登場しています。筑紫万葉の道ルートの復

元も考えられます等と列記されております。 

 この西地区の観光資源の開発に力を入れてあるのがうかがえます。このプランは、平成14年

４月１日から平成19年３月31日までの５か年とするとなっており、今ちょうどその折り返し点

でございます。 

 そこで、その具体的な取り組みはどうされているのか。それが現在どのような形で具現化さ

れているのか、お尋ねいたします。 

 また、都府楼跡や観世音寺、水城跡のある西地区への誘客を今後どのようにしようと考えて

おられるのかお伺いいたします。 

 次に、２番、住みよいまちづくりについてお尋ねいたします。 

 本市では、住みよいまちづくりのためにいろいろな施策がとられておりますが、市民が一番

望んでいるのは、自分たちが住んでいるところ、生活している地域、生活環境をいかによくし

てもらうかということでございます。太宰府館や国博ができれば観光客も増え、市の活性化に

つながりますが、大きな事業だけでは市民の皆さんは納得いたしません。それらと並行して市

民生活の利便性や安全、生活環境の整備についてももっと力を入れていくべきだと思います。 

 そこで、市内には昭和40年代から50年代にできた団地がたくさんあります。これらの団地の

１つに、高雄台、それと梅ヶ丘団地があります。この団地内を歩いてみますと、その道路はほ

とんど団地ができたときのままで、悪くなったところだけ補修する程度で済まされておりま

す。全体的に道路はでこぼこ状態であり、歩道は形ばかりありますが、これまた歩道もでこぼ

こがひどく歩ける状態にありません。片側は電柱が歩道いっぱいに立っており通れません。一

歩横道へ入りますと幅員も狭く道の両側には側溝が口をあけています。車の離合にも支障を来

しております。 

 このような状態にあることは市の方でも把握しておられると思いますが、平成17年度には、

まほろば号の運行も始まります。バスが通るとなると、路面の強度もそれなりに必要になるで

しょう。また狭い道路については拡幅もできないでしょう。 

 しかし、せめて側溝にふたをするということで80cmくらいは広く使えるようになります。そ

うすると団地はきれいになります。それにまほろば号の運行が始まれば、交通の便もよくなり

ます。住宅地としての魅力は倍加されます。高雄台には空き地も空き家もたくさんあります。 

 一方、これらの団地では高齢化が進んでおります。これは、新しい人たちが入ってこないか

らです。魅力ある住宅地となれば人は入ってきます。新しい若い人たちは家を建てます。団地

も活気が出てまいります。側溝にふたをする事業について見れば、現在の市の予算ではいつ終

わるかわかりません。小さなことですが、これは市民生活に直結していることです。まちの活
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性化は、観光客の誘致ばかりではなく、こんなところからもできるのです。 

 団地の再生、道路の改修、側溝にふたをするということを重点施策として取り組んでいただ

きたいと思います。団地の再生をして、市の活性化を図っていただきたいと思います。この点

についてお伺いいたします。 

 次に、住みよいまちづくりということで、空き巣や車上ねらいの防犯についてお伺いいたし

ます。 

 防犯意識の向上のために、啓発活動は行われておりますが、警察との連携がいま一つではな

いかと思われます。提案ですが、各地区の公民館で警察による防犯教室や地域のことが一番わ

かっておられる交番との懇談会など開催を行うことはできないでしょうか。交番との懇談会に

つきましては、昔はなされていたと聞いておりますが、いかがでしょうか。お伺いいたしま

す。 

 あとは自席にて質問させていただきます。 

○議長（村山弘行議員） 地域振興部長。 

○地域振興部長（石橋正直） １点目の都府楼跡周辺の観光浮揚策についてお答えいたします。 

 現在、平成13年度に策定しました地域の産業・観光活性化プランに基づきまして、九州国立

博物館の開設を観光資源ととらえ、現在の天満宮参道に集中しています観光客を、九州国立博

物館だけでなく、観世音寺、都府楼跡、水城跡など、市内全域へ誘導するための情報発信の中

核施設として、太宰府館を活用してまいりたいと考え、努力しているところでございます。 

 ご質問にありましたように、都府楼跡や観世音寺周辺へ観光客を誘致し、市内全域へ誘導す

る方策の一つとして、史跡解説員や万葉会など地元の方々の協力を得ながら、観光プログラム

を策定いたしました。この観光プログラムは、市内に点在する豊富な歴史資源を活かしなが

ら、観光客の様々なライフスタイルに対応し、季節ごとの太宰府の魅力を満喫していただくた

め、回遊できる観光コースを準備しておくものでございます。今後はこのプログラムに添いま

して、観光客を迎え入れられるよう協力者の方々とその受け入れ態勢を具体的に整える作業を

行いながら、各コースの紹介を市のホームページに載せていくことといたしております。 

 また、散策途中での休憩希望に対応するため、観光協会において五条から関屋交差点にあり

ます店舗を重点的に、新規会員の勧誘活動を行いました。協会加盟店情報として観光協会のホ

ームページでも紹介しており、今後は観光客が気軽に立ち寄れるような、例えばギャラリー、

トイレ、季節の花、食事マップのような情報を提供していきたいと考えております。 

 次に、特産品の開発についてでございますが、現在数社の方々と太宰府にちなんだ商品の開

発について協議を行っておりまして、継続して新商品の開発が実現するよう努力しておりま

す。 

 次に、筑紫万葉の道ルートですが、有名な温泉地や天拝山を有し、万葉歌碑も整備している

筑紫野市との連携事業として、ＪＲ二日市周辺から水城、都府楼跡や観世音寺、天満宮周辺ま

での散策ルートを検討し、宣伝するため共通の観光ウオーキングマップを作成していくこと
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で、筑紫野市と協議をいたしております。 

 先ほどからご提案もいただきましたように、歴史遺産だけでなく、筑紫万葉歌壇の里でもあ

る筑紫地域の文化遺産をもあわせた観光振興をお互いに協力して活性化させていくことといた

しております。 

 また、今後のハード面の整備課題としまして、水城堤防周辺の景観を見渡せる展望台や、都

府楼政庁跡前の大型バスなどの駐車場整備、坂本地区の田園風景の保存、ＰＲなども、計画的

に推進していかなければならないと考えております。 

 以上です。 

○議長（村山弘行議員） ５番中林宗樹議員。 

○５番（中林宗樹議員） 先日、観光プログラムをちょっと見せていただきましたけれども、非常

に立派なプログラムができておりまして、コースも幾つか立派なコースができております。こ

のプログラムをつくられました、関係されました皆様に対しては大変敬意を表したいと思って

おります。 

 そこで、提案でございますが、この産業・観光活性化プランの中にあります推進事業コンセ

プトで、「市民一人ひとりが情報発信者になる」と書いてありますが、この市民一人ひとりが

情報発信者になるということは非常に大事なことだと思います。 

 それで、これはどうすればその市民一人ひとりが発信者になることができるかということを

考えますと、やはり私も長年営業をやっておりますが、営業をやる場合には商品を売り込みま

すけども、商品を売り込むときにはまず、その商品に自分がほれ込み、そしてその商品に自信

を持たなければならないということがあります。 

 それで、この観光コースいわゆる太宰府を売り込むためには、やはり市民の皆様がそれぞれ

に太宰府のよさということに対して理解をいただき、そして自信を持ってその紹介をしていた

だけるようになっていただくことが大事ではないかと思っております。 

 そこで、市民の皆様にその理解をしていただくために、やはり先ほど言われましたけれど

も、史跡解説員とか万葉会の皆さんとかごく一部の方じゃなくて、太宰府市民全員を対象とし

て、今年度からは太宰府塾が開校されるということになっておりますので、この太宰府塾をで

すね、呼びかけ人としてですね、広く太宰府市民にですね、この観光コース一つ一つをです

ね、わかっていただくために呼びかけをやっていただいて、そのみんな一緒にやるわけにはち

ょっと時間的に無理かと思いますけど、一つ一つを呼びかけて、今日は都府楼跡について歴史

の勉強をすると。今日は観世音寺について勉強すると。その中に、どのような国宝の仏像があ

ると。そういうことをですね、一つ一つ太宰府塾の中でやっていかれればですね、市民の皆さ

んもまた、その太宰府の歴史とか史跡についてですね、理解していただいて、今度は自分のと

ころにお客さんが来られたときには、今までは天満宮だけやったけども、今度はこないだあそ

こで勉強した観世音寺に連れていこうとか、それとか水城跡に連れていこうとか、そういう話

になると思いますのでですね。やはりこういうのが回遊性を高くするというか、やはりそうい

－102－ 



うその観光の厚みが出てくると思いますので、この太宰府塾でですね、施設の何て言うんです

か、学芸委員さんを要請するだけではなくて、多く広く市民の方に参加していただいて呼びか

けができるような方策はできないか、お伺いいたします。 

○議長（村山弘行議員） 地域振興部長。 

○地域振興部長（石橋正直） 何せ今、プログラムができたばかりですので、一応史跡解説員とか

万葉の会の協力を得てということにしておりますが、その史跡解説委員、万葉の会だけではプ

ログラムの消化も恐らく無理だというふうに思っておりますので、そういう方たちと今後どう

市民を巻き込んでいくか、協議を十分しながら進めてまいりたいと考えております。 

○議長（村山弘行議員） ５番中林宗樹議員。 

○５番（中林宗樹議員） そういうことで、市民みんなを取り込んだ情報発信ができるようなシス

テムをつくっていただきたいと思います。 

 次に、観光についてはですね、見る、買う、食べるが必要と言われておりますが、この見る

ことについてですね、やはり都府楼跡とか学校院跡とかへ行きますと、ただ広っぱで、都府楼

跡については広場としての活用ができているというようなこともありますけども、これも私３

月の議会でですね、質問いたしまして、何とか具体的に建物が建たないかということで質問い

たしましたときに、市長はちょっと具体的にその実態がわからないんで、そういうのはできな

いんじゃないかということでご答弁いただいておりますけども、やはりここにはですね、何ら

かの形で形のあるものをちょっとつくっていただいて、いわゆるいにしえの太宰府をですね、

イメージしていただくということが、やっぱ観光客にとっては大事じゃないかなと思いますの

で、歴史資料館あたりに大宰府政庁の模型なんかもできているということでございますので、

そういうのをもとにですね、何とかその具体的に建物が建てるようなことはできないか。これ

は文化庁がなかなかうんと言わないということもございますけども、やはり私たちの営業の中

ではですね、断られたとこから営業が始まるという言葉もございます。文化庁がだめだと言わ

れて、はいそうですかと言って引き下がっていたんではですね、この太宰府市における史跡の

活用がですね、なかなかできないんじゃないかと思いますので、そこら辺はですね、粘り強く

ですね、文化庁に対しましても働きかけをしていただいて、やはりそこに何らかの形の建物を

建てるとか、その駐車場の問題にしましてもですね、駐車場ができるということをですね、や

はり粘り強く文化庁とですね、交渉をやっていただきたいと思いますけど、この辺についてお

伺いいたします。 

○議長（村山弘行議員） 教育部長。 

○教育部長（松永栄人） 建物につきましては、文化庁の許可といいますか、大変難しいと考えて

おりますけれども、文化財保護法の趣旨でございますけれども、文化財の保存や保護を目的と

いたしております。 

 で、その保護の趣旨や目的を十分に考慮した中で今のお話がありました粘り強く働きかける

ということでございますので、そのように心得ていきたいと思います。 
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○議長（村山弘行議員） ５番中林宗樹議員。 

○５番（中林宗樹議員） そういうことで、大変文化庁の方も文化財の保存については非常に厳し

いといいますか、ガイドライン持っているようでございますので、なかなか難しいと思います

けども、粘り強くやっていただきたいと思います。 

 次に、観光の中でですね、買うというところがありますけれども、この新しくできました観

光コースを見ますと、この中では買うという場所がほとんどございません。いわゆるあそこの

天満宮の大駐車場の裏からずっと、何と言いますか、観世音寺の裏、それから都府楼跡、万葉

の小径というようなとこを通りますと、あそこら辺はほとんどお店はございません。やはり観

光客は買うという楽しみもありますので、観光客を呼び込むには、梅大路から政庁通りを通っ

て、政庁前へ行く。それから、水城へ誘導するというような形がいいと思います。 

 そこで、政庁通りの史跡地内にはそういう物販店はできませんけども、政庁通りの南側にで

すね、最近店もできておりますけども、まだ空き地もたくさんあります。そこを見ましたとき

にですね、都市計画の用途地域を見ますと、あそこは第一種低層住居専用地域ということで、

あそこはなかなか店ができない地域になっております。ここはもう皆さんご存じと思いますけ

ども、あそこへ店を出そうとしてもですね、住居の建物を建てて、その半分が住居で半分しか

店ができないというような地域になっております。これではいつまでたってもなかなかその物

販店はできないと思いますので、ここをですね、何とか第一種住専じゃなくて住居地域にし

て、いわゆる土産物品店とか大型の駐車場とかそういうのができる地域へですね、指定変えが

できないかどうか。これについてちょっとお尋ねいたします。 

○議長（村山弘行議員） 地域振興部長。 

○地域振興部長（石橋正直） 都府楼政庁跡の南側につきましては、今お話があったように、第一

種低層住宅地域でございます。ここは、観世音寺区画整理事業で整理をしたところでございま

して、良好な環境の住宅地という位置づけをされておりまして、兼用住宅の建設しかできない

ということで位置づけがされております。政庁跡周辺の環境を見ます限り、やはり今の状況が

一番好ましいのではないかというふうに考えておりますので、ご理解をいただきたいと思いま

す。 

○議長（村山弘行議員） ５番中林宗樹議員。 

○５番（中林宗樹議員） 優良な住環境整備ということでありますけども、やはりあそこはいわゆ

る観光客の入ってくるメイン通りでもありますし、やはりここでですね、当時はそういうこと

で指定をされておったと思いますが、今この観光を考えたときにですね、やはり太宰府市の活

性化、観光浮揚についてですね、考えるときにやはりあそこには、そういうお土産物屋さんと

かいろんな形でですね、お店ができればですね、活性化になってくるんじゃないかと思いま

す。それと今全国あちこち道の駅というのができておりますけども、これは大型の施設ですけ

ども、この中でですね、朝取り野菜を売るということで非常に人気があるそうでございます。

これは時間がちょっと外れますともう売り切れ状態になってるというようなことでですね、や
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はりこの政庁前の空き地あたりでですね、そういう道の駅みたいな小さなミニ版みたいなもの

をつくっていただいてですね、そこへ近隣のお客さんを呼ぶということで、そうすればです

ね、また新しいそこに観光客ができてくると。そこに朝取り野菜を買いに来られるのは１回だ

けじゃなくて、毎日あるいは１週間に一遍来られますので、リピーターとして来られますの

で、その方々がですね、新しい太宰府の情報発信者となっていただけますのでですね、こうい

う観点から見ましてもこの第一種住専をですね、何とか住居地域に指定し、そういう物販店が

できるような方策をとっていただきたいと思いますけど、これも前向きに考えていただいてや

はり取り組んでいただきたいと思いますけど、いかがでしょうか。 

○議長（村山弘行議員） 地域振興部長。 

○地域振興部長（石橋正直） 先ほども申しましたとおり、大宰府政庁跡周辺の環境を考える以上

は、現状の都市計画区域でまいりたいと考えております。 

○議長（村山弘行議員） ５番中林宗樹議員。 

○５番（中林宗樹議員） そこで今言いましたように、前向きに考えて観光浮揚のためにですね、

あの地域、せめて道路から50ｍ程度のですね、地域をですね、住居地域としてやっていただき

たいと思います。 

 これ以上、部長とお話ししとってもですね、なかなか回答が出ないと思いますので、これは

要望としてお願いしときます。 

○議長（村山弘行議員） １番はこれでよろしいですか。 

○５番（中林宗樹議員） １番はこれで終わります。 

○議長（村山弘行議員） ここで11時15分まで休憩いたします。 

              休憩 午前10時59分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午前11時15分 

○議長（村山弘行議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 地域振興部長。 

○地域振興部長（石橋正直） 中林議員の質問につきましてご回答いたします。 

 開発後、数十年経過した住宅団地におきましては、高齢化が進み、団地のリニューアルが求

められているところもあるようでございます。平成15年度に実施しました、住みよか太宰府ま

ちづくり市民意識調査におきまして、福祉、健康面ではバリアフリーに配慮した道路や公共施

設の満足度が最も低く、また安全性、防災面でも安全性や防災に対する安心度が低いというこ

とが浮き彫りになっております。こうしたことから関係機関や専門家の方々と勉強会を行いな

がら、健全な市街地の形成に向け、ハード面ソフト面の方策を探っていきたいと考えておりま

す。とりわけ住みよいまちづくりの実現には、大局的見地から様々な施策を総合的に推し進め

ていくことが肝要であると考えております。そこで、防犯、防災などの安全で安心して暮らす

ことができるハード、ソフト面の取り組み、地域での連帯を醸成する地域コミュニティの形
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成、まちづくりの観点からの福祉施策の充実や若い世代が住みたくなるような施策の総合的見

解など、市民一人ひとりがもっと住み続けたいと思えるような魅力あるまちの実現を目指して

努力してまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（村山弘行議員） 建設部長。 

○建設部長（富田 譲） 私の方からは、古い団地の側溝対策、そのことについてお答えいたしま

す。 

 太宰府市に古い団地として秋山住宅、榎寺住宅がございまして、これは昭和30年代前ぐらい

と思います。そして、昭和30年代から湯の谷、白川団地等の大きな団地の開発が始まり、昭和

40年代、昭和50年代にはさらに大型団地造成が行われてまいりました。初期の開発団地は、道

路幅員が4.0ｍ、ふたのない側溝で、当時は車の通行も少なく、生活に支障がなかったようで

すが、昭和40年代後半からマイカー時代の到来ということで、道路幅員のない、ふたのない側

溝が支障を来し始めたところでございます。 

 そのようなことから、その後市営土木工事費の中で側溝と舗装の改修に取り組んでまいった

ところでございます。平成７年度からは、団地等の道路側溝整備予算として実施計画の中に織

り込みまして工事を始めております。現在も工事を進めておるところでございます。間もなく

湯の谷団地、白川団地等がおおむね終了するということでございます。今後も高雄台、梅ヶ

丘、そういう団地も含めまして、実施計画によって無蓋側溝の団地の道路改良に努めてまいり

たいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（村山弘行議員） 総務部次長。 

○総務部次長（松田幸夫） 最後のご質問であります防犯活動についてご回答を申し上げます。 

 市民の皆さんが安全で安心して暮らせるまちをつくるために、市では今日まで様々な取り組

みを行っております。例えば、筑紫地区防犯協会が発行いたしております防犯ふくおか、ある

いは校区別地域犯罪状況一覧というものをひとつの情報紙として各隣組へ回覧をいたしており

ます。このように市民の皆さん一人ひとりが、自分たちのまちは自分たちで守るというふうな

自主防犯意識の啓蒙に努めております。 

 また、安全な生活環境を守るために、防犯啓発の立て看板を各区に配布するなど、防犯環境

の整備等も行っておるところでございます。 

 ご質問にあります警察との連携につきましては、現在、筑紫野署管内の４市１町と地域住民

関係者で組織をいたします、街頭犯罪等抑止対策連絡会議というものを設置いたしまして、そ

れぞれ地域活動のあり方など、様々な情報交換等も行っております。今後さらに安全で住みよ

いまちづくりにつながりますように、ご提案をいただきました身近な交番との懇談会の開催な

どもあわせまして、今後さらにそれぞれ地域ごとにおきます自主的な防犯組織の設置促進に向

けましても、それぞれ地域の皆さん方と協議を行っていきたいというふうに思っております。 
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 以上でございます。 

○議長（村山弘行議員） ５番中林宗樹議員。 

○５番（中林宗樹議員） 側溝のふたの事業でございますけども、平成７年から順次行われている

ということでございますが、これにつきまして平成15年度、昨年度ですね、昨年度はどのくら

いの金額の事業をなされ、そして長さにしましたら何㎞ぐらいなされたか、それから平成16年

度においては金額にして幾らぐらいで長さにしてどの程度される予定かということをお尋ねい

たします。 

○議長（村山弘行議員） 建設部長。 

○建設部長（富田 譲） 具体的な質問でございますが、平成15年度は、もうご承知のように災害

がございまして、まちづくり技術開発課全体が災害復旧ということで、ほとんどなし得てない

状況でございます。本来1,000万円という枠をとって実施計画で予算化しておりましたが、災

害等に大変なお金が要るということで、半分ぐらいに削られたとこでございます。ここ数年

は、そういう枠の中でやっていきたいと、そういうふうに思っております。財政状況が好転し

た暁には、一定の予算をとって進めていきたいという、これは方針でございますけれども、そ

ういうところでございます。 

○議長（村山弘行議員） ５番中林宗樹議員。 

○５番（中林宗樹議員） 複合施設やら散策道路やら大型事業にそれなりにお金は使ってあります

んで、それも必要であるという、その意義についてはわかりますが、こういう小さなことと言

ったら怒られるかもしれませんけれども、やはり生活に密着した生活道路に対して、これにつ

いてはもっと1,000万円、500万円でどのくらいの距離の側溝の事業ができるか、これはほとん

ど10ｍか20ｍぐらいやればもうこのくらいのお金は吹っ飛んでいくんじゃないかと思います

が、そういう散策道路やら複合施設やら区画整理事業やら大きなお金を使う大型事業も大事で

ございますけども、こういう市民の生活に直結した、毎日毎日市民の皆さんは車の出し入れを

するのに横の側溝に車を落とさんやろうかということで心配しながら生活されてるんですね。

やっぱりここら辺も重点施策として今から取り組んでいただきたいと思いますが、そのような

方針はいかがでございましょうか。お尋ねいたします。 

○議長（村山弘行議員） 建設部長。 

○建設部長（富田 譲） おっしゃるとおりだと思います。 

 生活道路として本当に皆さんが使われる道路、そういう部分をきめ細かく整備していくとい

うことは大変重要だと思っております。そういうことから、数年前から特別な枠として実計枠

というのをとって、それも本当に実際工事すると言ったら余り大きな距離はできないというふ

うに思いますけども、市営土木費の中でも対応し、特別予算の中でも対応したいと、そういう

ふうに思っております。できるだけきめ細やかな、そういう道路整備も必要と、そういうふう

に考えます。 

○議長（村山弘行議員） ５番中林宗樹議員。 
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○５番（中林宗樹議員） 側溝事業につきましては、来年度平成17年度予算ももうそろそろ編成が

始まると思いますけども、1,000万円、500万円でなくて、もっと大きな金額を積んでいただい

て、高雄台なんかが非常に住民が困っておられますので、ひとつ事業を早く推進していただき

たいと思います。これは要望としておきます。 

 それから次に、古い団地は石坂とか星ヶ丘、東ヶ丘あたりは、住宅団地が昭和40年代にでき

ておりますので、ここら辺はできた当初は敷地が大体80坪から100坪、120坪ぐらいの大きな区

画でできております。それで、ここに家を建てろうということで家を建てたいという希望の方

はたくさんおられるんですけども、やはり面積が大きいもんですから、最近地価も下がってお

りますけども絶対金額が大きくなりますのでですね、なかなかその敷地を購入するということ

に予算的に手が届かないというような状況もありますけども、そこでいわゆる第一種低層住居

地域につきましては、最低敷地面積が本市におきましては165㎡、50坪ということで一応設定

されておりますけども、この最低敷地面積を若干下げていただいて40坪ぐらいにしていただく

と、この100坪、80坪の敷地が半分に切れて、そこへ家が建つということになりますと、大体

１区画1,500万円から1,700、1,800万円する分が半分になりますので、単純計算で大体1,000万

円弱の敷地になるということで、これだと今の家を求められてる需要層の方々にはご購入いた

だける金額になりますので、やはりこれもまちづくり、いわゆるまちの活性化のために、今石

坂にしても高雄台にしても非常に空き地それから空き家が増えておりますけども、そういう事

情で売れない状況にありますのでですね、やはりここら辺も最低敷地面積を引き下げていただ

いて、大きな区画が２つに割れて、そこへ家が建てられるような方策をしていただければ市の

人口も増えますし、市税も若干潤うてくるんではないかと思いますが、そこら辺についていか

がでございましょうか。 

○議長（村山弘行議員） 地域振興部長。 

○地域振興部長（石橋正直） 第一種低層住居専用地域の面積の関係ですけども、このことにつき

ましては法律で定められておりますので、それぞれの市町村で考え方を改めるということはで

きないというふうに解しております。 

○議長（村山弘行議員） ５番中林宗樹議員。 

○５番（中林宗樹議員） 以前はそうでしたけども、最近は法律も変わりまして、建築基準法も変

わりまして、各市でそういう政策もとれるということで、本市では先ほど天満宮周辺の参道周

辺の都市計画の基準でいきまして、高さを15ｍでしたということは、これはこの法律を使って

やってるんでございますので、やはりこれも先ほどの政庁通りの南側と一緒でございますけど

も、やはりやるということになれば、本市が決めればやれるということでございますので、そ

こら辺ご検討いただけませんでしょうか。お伺いいたします。 

○議長（村山弘行議員） 地域振興部長。 

○地域振興部長（石橋正直） 詳しく勉強させていただいて、検討できるものであれば検討してい

きたいと思います。 
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○議長（村山弘行議員） ５番中林宗樹議員。 

○５番（中林宗樹議員） そういうことで、そしたらこれも前向きに検討していただいて、いい結

果が出ますようにお願いしたいと思います。 

 次に、防犯について若干お話しさせていただきます。 

 先ほど、防犯についてご説明をいただきましたけども、防犯については市民一人ひとりがや

はり防犯意識を高めるということが非常に大事でございます。そのために市の方でそれを手助

けする意味で防犯についての啓発活動をやっていただきたいと思います。私どもが見ますと、

いろんな連絡協議会とかありますけども、それは直接的には市民に対する防犯啓発にはかかわ

ってこないと思います。そいで、今私見ますところでは、防犯ふくおか等、何といいますか、

犯罪の発生件数を回覧板で回してあると。もうこれ程度のことで、市民への防犯啓発をやって

いるということでは若干手ぬるいんじゃないかと思いますので、今後、先ほど言われましたよ

うに、地域地域ごとにそれぞれの公民館活動の中で防犯の啓蒙啓発をやっていただくというこ

とで、これは要望としておきます。 

 以上で私の質問を終わります。 

○議長（村山弘行議員） ５番中林宗樹議員の一般質問は終わりました。 

 次に、１番片井智鶴枝議員の一般質問を許可します。 

              〔１番 片井智鶴枝議員 登壇〕 

○１番（片井智鶴枝議員） ただいま議長の許可をいただきましたので、通告に従いまして次の２

点につき質問をさせていただきます。 

 １点目は、市の情報公開のあり方と説明責任についてお尋ねいたします。 

 この情報公開は、消費者や市民運動を担う人々が情報公開の制度化を強く求めたことがきっ

かけでもありますが、情報公開制度の原則は行政の説明責任と透明性、市民の参画と監視を基

本としています。今、納税者である市民から、税の使われ方や政策形成の過程、また公共事業

の費用対効果など、また市民の負託を受けた議会に対しても大変厳しい監視の目が向けられ、

各地で市民オンブズマン的な団体の活動により様々な矛盾や税の無駄遣いではないかという事

例が取り上げられ、マスコミでも連日報道されています。 

 このような現状の中、太宰府市の情報公開と説明責任のあり方を見てみますと、積極的とは

言えず、請求があったら情報を提供します。また、市民の疑問に対しても親切丁寧に答えてい

るとは思えない点も多く、全般的に消極的な姿勢に見受けられます。このことを顕著にあらわ

している事例として、最近では都府楼保育所の民間委譲化、朱雀の市有地払い下げがまず上げ

られます。この件では、当事者である市民が、「市は説明責任を果たしていない」と大きな声

を上げ、行動を起こしたことは周知の事実です。市は、この件に対し説明をしたという見解を

持っているようですが、市民が説明で理解できないというのであれば、説明責任を果たしたこ

とにはなりません。 

 また、この問題に関しては、ご存じのように新聞にも大きく取り上げられました。マスコミ
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が行政に対して極めて手厳しいこと、また利害の当事者である市民側の誤解や認識のずれがあ

ったのではという点を差し引いても、短期間にマスコミにこのような問題が取り上げられたと

いうことは、市のイメージを極めて失墜させる一方、何か市の姿勢に大きな問題があるのでは

ないかと考えています。市は一つ一つの政策を反映させるため、様々な事業を進めていくわけ

ですが、その事業の中には一部の市民が喜ばないこともあります。 

 しかしながら、公共の福祉は、個人に優先するという項目が憲法にもありますように、市は

総合的に判断し、政策を実行していかなければなりません。その際、一番問われるのは、利害

関係がある当事者である市民への積極的な情報の開示と、その疑問に対し明確に答えること、

すなわち説明責任を果たし、市民の不満や不安を少しでも解消させ、理解を得る姿勢です。 

 しかし、この２件で見る限り、そのような姿勢は見受けられませんでした。このような市の

姿勢は、市民に不信感を持たせ、収拾のつかない事態を招くきっかけとなります。このこと

は、歴史と文化の環境税のときも議論されたはずです。一連の市の行政手法は、市民無視、市

民不在ととらえられても仕方ありません。この行政手法では市民の信頼、理解を得ることは到

底できないと考えます。 

 そこで、質問の第１点目ですが、市有地の払い下げに関してお尋ねいたします。 

 現在、福岡市の第三セクターである博多港開発におけるケヤキの購入をめぐる不正疑惑が現

在司法の場で争われていますように、公的な機関である市や民間との契約については癒着や談

合など不祥事の温床になりやすく、公共事業や公有財産の取得、処分については公平、公正あ

る手続がなされ、透明性が確保されなければならないと考えます。今回、市有地の処分におい

ては、随意契約で既に売買契約がなされていますが、公募入札を経ずに随意契約がなされるの

はどのような場合なのか、またこれまでの市有地売却において、入札を行わず契約に至ったこ

とが過去あったのかどうかお尋ねをいたします。 

 ２点目は、ホームページ上の情報公開についてであります。 

 まず、この業務はどの部門が担当し、ホームページに載せる内容についてはどのような経緯

で決定されているのかお尋ねいたします。 

 ３点目は、保育所の民間移譲化についてであります。 

 この問題では、保護者会から議会に対し説明会開催を求める２度の請願がなされた後、市に

よる説明会が行われてきました。私もこの説明会に数回出席をいたしましたが、保護者会の多

くの人が持った感想と同じく、市は説明責任を果たしていなかったと感じています。保護者会

側が市に当初求めたものは、公立から民間移譲化という、子どもの保育環境が大きく変化する

ような計画があるのであれば、その経緯や内容について当事者である保護者会に事前に十分な

説明をしてほしいということだったはずです。私は、保育所の民間移譲化はやむを得ないと考

えています。公立には公立の、民間には民間のそれぞれのよさがあると思うからです。 

 しかしながら、市には保護者の不安を解消させる姿勢が見えませんでした。これでは民間に

移譲されたらどうなるのだろうかという保護者の不安は払拭されるどころか、結果的に不安を
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あおり、市への不信感を募らせてしまったと思います。これでは市民不在と言われても仕方が

なく、昨今大きな議論を呼んでいるプロ野球合併問題と共通するところがあります。経営者側

の論理、置きかえると市の論理だけで進められています。 

 では、３点目の保育所の民間委譲化についての質問ですが、保護者にとって民間委譲化とい

う重要な問題を市はどのような経緯で進めてきたのか、時間を追って説明ください。そして、

どの段階で保護者への説明がなされる予定だったのかについてもあわせてお答えください。 

 なお、この民間委譲化につきましては、保護者会の署名活動など熱心な活動が実り、委譲が

１年間延長され、保護者会側と協議しながら進めていくこととなったことは、大変喜ばしく思

っております。 

 しかしながら、市の政策が決められていく過程と市民への説明責任に対する市の姿勢に疑問

を感じましたので、あえてこの質問をしております。 

 次、第２項目めは、災害に強いまちづくりへの取り組みについてです。 

 昨年の災害を忘れず、教訓とするという目的で７月19日フォーラムが開催されましたが、ま

ずそのフォーラムについて質問いたします。 

 私も参加をいたしまして、専門家による土石流発生のメカニズムなど、興味深く聞かせてい

ただきました。また、自然災害を予知することの困難さと今住んでいる地域の状況がどうなの

か、市民一人ひとりが正しく認知し、まず危険を感じたら避難するという意識を持つこと、言

いかえれば市民一人ひとりが防災意識を持ち、危機管理能力を高めていかなければいけないと

いう趣旨の内容だったと思いますが、その点は同感しております。 

 では、あのフォーラムはだれを対象にされたのか、また市民へは町内会での回覧という方法

で知らされましたが、このフォーラムが計画されたのはいつだったのかお尋ねいたします。 

 以下、再質問に関しましては自席にて行います。 

○議長（村山弘行議員） 総務部長。 

○総務部長（平島鉄信） １点目の市有地の払い下げについてでございますけども、太宰府市での

不動産の売買契約につきましては、地方自治法の第234条に規定されておりまして、当市もこ

れに準じて行っているところでございます。 

 土地の払い下げについては、３つの形態があるというふうに考えております。 

 １つ目の当該地払い下げについては、土地区画整理事業で今行っておりますけども、保留地

を売って、それを財源に区画整理をやっておりますので、売り払いを前提にしておりますの

で、一般に公募をいたしまして売り払いを行っております。 

 ２つ目には、申請による払い下げです。例えば、自分が持っている土地にプラス市有地が、

小さな市有地でございます、例えばもう不要になった道路、水路等々がございまして、それを

合わせれば隣接地として活用できるような場合。この場合は特定のものが活用できますので、

そういう場合の払い下げですね。その場合は、申請がございまして払い下げを行っておりま

す。 
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 ３つ目は、今後の事業等で必要な公共用地として有効活用が認めない土地、つまり現在では

もう不必要な土地の処分でございます。そういう場合については、土地の状況等により、その

時々で一般競争入札で行う場合、あるいは随意契約で行う場合がございまして、その３点でご

ざいます。 

 先ほど公正、公平にというふうなお話がございましたので、価格については不動産の鑑定価

格をもとに大体行っておりまして、それによらない場合は近隣の取引状況、あるいは近くの地

価の公示価格がございますので、そういうものを参考に価格を決定いたしまして、厳正に対処

をいたしております。 

 随意契約はあるのかないのかというようなお尋ねでございますが、昨年平成15年度では、総

務部で４件ほど随意契約を行っております。これは、地方自治法の施行令の第167条の２項の

規定に基づきまして随意契約をして払い下げを行ったところでございます。 

○議長（村山弘行議員） 地域振興部長。 

○地域振興部長（石橋正直） １項目めの２点目についてご回答を申し上げます。 

 本市のホームページにつきましては、平成12年９月に開設、平成15年４月１日からリニュー

アルしており、ホームページの運用、管理につきましては平成15年５月に太宰府市公式ホーム

ページ運用管理要領を定め行っております。 

 具体的には、ホームページサーバーやプログラムの管理等の全体的な管理、運営につきまし

ては地域振興部地域振興課で行い、各課所管の情報内容の新規作成や更新については、ホーム

ページ作成ツールを使いまして各課の職員が作成し、所管の係長、課長の承認を受け、行政情

報を公開いたしております。 

 本年７月からは、新しく本市の附属機関等の開催情報などを公開するなど、今後も積極的に

ホームページにおける情報提供を行っていくことといたしております。 

 以上です。 

○議長（村山弘行議員） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（古川泰博） 次に、３点目の保育所の民間委譲についてご回答を申し上げます。 

 本市では、行政運営の仕組みや費用の見直しを行う行政改革を昭和63年から取り組んでおり

ます。これは、行政が主体的になるべき領域、それから事業方法の見直しを行っているもの

で、公立保育所におきましてもその趣旨を踏まえて見直しを行うものでございます。 

 昭和63年に策定しました第１次行政改革大綱から、現在まで継続して行政改革を実施してき

ていることを踏まえ、民間にゆだねることができるものは民間にゆだねることとし、公立保育

所の役割を見直し、都府楼保育所を民営化することといたしました。 

 このことから、平成15年４月に１か所を平成16年４月から民間委託とする方針を決定し、同

年10月に都府楼保育所を民間委託することを決定いたしました。翌11月に入りまして、実施時

期を平成17年４月に変更したことと、それから民間委託から民間移譲に変更する決定をいたし

たところでございます。 
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 保護者の方々につきましては、平成15年11月に入って、保護者会の会長さんに２回説明を行

いました。本年３月議会終了後につきましては、保護者会説明会開催に向け３月から４月まで

10回にわたり保護者会会長さんとの協議を重ね、５月８日に第１回目を開催するに至りまし

た。説明会につきましては、その後欠席されている保護者の方々への文書案内も行い、７月

25日まで７回行ってきたところでございます。この間、本市は説明会において説明資料を配布

し、保護者会からは要望書や質問書等が３回提出されております。回答書につきましては、資

料を含め３回提示をいたしたところでございます。説明会の中で、保護者から要望として出さ

れましたものも、受託法人の選考実施基準の中に織り込み、今後のスケジュールもあわせて提

示してまいりました。その後、保護者会から８月27日付で都府楼保育所の民間移譲の延期を求

める請願が議会に対し提出されましたが、保護者会としては民営化には反対していないこと、

それと平成18年４月１日実施なら了承するという考えであることから、本市としましては選択

の余地があるということを保護者会にお伝えをしたところでございます。その後、精力的に協

議を重ねてまいりました。その結果、請願書は９月２日に取り下げられ、保護者会との確認書

の取り交わしを行いました。 

 今後につきましては、法人移譲に伴う保育内容にかかわる事項につきましては、本年12月を

めどに協議を行っていく予定でございます。 

 以上でございます。 

○議長（村山弘行議員） １番片井智鶴枝議員。 

○１番（片井智鶴枝議員） 今の部長の答弁で、平成15年に４件の随意契約があるとお聞きしまし

た。このことについてはここではお尋ねはしませんけども、今回の朱雀の市有地の払い下げに

ついては、地方自治法の167条２の５の規定により随意契約になっております。その中には、

７つほど随意契約ができる場合が載ってるんですけども、その中の「地価に比して著しく有利

な価格で契約を締結することができる見込みがあるとき」となってます。恐らくこの事項に該

当するのだということだと思いますけども、鑑定価格というのは最低売却価格であり、坪16万

円が著しく有利な取引であるとは言えないと思います。何を基準に著しく有利だと判断したの

でしょうか。その説明をお願いいたします。 

○議長（村山弘行議員） 総務部長。 

○総務部長（平島鉄信） 具体的に今回の五条西の市有地の払い下げだろうと思います。 

 鑑定価格というのは最低価格ではなくて、今あるべき普通の価格、例えば土地の場合は、売

りたい場合は値段が安くなります。買いたい場合はやはり少し値段を高くしてでも買いたいと

いうような、いろんな条件があると思うんですが、その土地が持つ一般の正常な何もない価格

で鑑定をされておりますので、私たちが言うとる正常な価格というふうに言っとるんですけど

も、高くもない安くもない、皆さんから見ての価格だというふうに考えております。 

 今回、建設部の方で判断しましたのが、今土地の値下がりが毎年高いところでは８％あるい

は５％前後、値段が下がっているという傾向があります。太宰府市の住宅地においてもそうい
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うふうな傾向がございます。そこで１年前の鑑定価格で売れたというところにこの地方自治法

施行令第167条の２の第１項の第５号、地価に比べてかなり高く売れたんではないかというふ

うなことから、随意契約の方に必すると。なかなか宅地の方も、60坪前後の宅地ですと、先ほ

ど中林議員さんがおっしゃったように、ある程度需要がある面積については土地がかなり売れ

ます。私も区画整理をやった経験からいいますと、それが100坪も150坪もあると、なかなか売

れないというのがあります。今回も300坪ほどございましたので、買う方が特定されます。そ

れでなかなか売れないということ、あるいは形状によっても、真四角のものについては売れま

すけれども、形が悪いものについては使い勝手が悪いということでなかなか売れないというこ

ともございまして、そういうことを勘案して１年前の価格で購入していただけるということで

あればこの５号に該当するというふうに私も説明を受けて、そんなふうな考え方を持っており

まして、この地方自治法施行令に該当するんではないかというふうに私の方も判断いたしてお

ります。 

○議長（村山弘行議員） １番片井智鶴枝議員。 

○１番（片井智鶴枝議員） この該当する土地は田ですね。それで不成形の土地、それと今市は財

政難の折、有利な内容で売却して、できるだけ市有地の塩漬けを少しでも解消したいという思

いがあったと思います。私がもし個人の立場だったら、相手の気が変わらないうちに早く売っ

てしまいたかったと思います。 

 しかし、市有地っていうのは市民の財産でもありますし、売却するという行政行為において

は特に客観的な判断が必要になるのではないでしょうか。これは有利だろうとかという、職員

個人個人の主観が入る余地はないし、主観で進められるべきものではないと思います。これは

参考までに今年の平成16年８月13日の西日本新聞の記事なんですけども、県の土地が、県が試

算した値段の20億円の実は２倍、落札42億円で売れております。今年の８月13日です。これ

は、やはり予想を大幅に上回る売却益が県の中に入っております。ですから、こうなるだろ

う、ああなるだろうっていうのは、それは主観でありまして、結局市民に対してはそういう主

観は、私は通じないと思います。客観的な判断には公募でしかなかったと思うんですけども、

公募というのは、例えば市政だよりとか市役所の前に公示板がありまして、そこに公示ってい

う方法をとったら、それも公に知らせるということで効果はあったと思いますけども、この公

募という手続をとろうという議論は担当課とか担当部、その間でそういう議論は一度もなされ

なかったんでしょうか。 

○議長（村山弘行議員） 建設部長。 

○建設部長（富田 譲） 昨日もそのことでご説明したと思いますが、代替地ということで、一定

の事業期間の確保、そういうものが必要でございました。そういうことで、先も見えてきたと

ころから、ほかにも代替地ございますので何とかしなければならんという考えはございまし

た。そういう中で、今回の話が出てきましたので、公募という形はとらずに随意契約をさせて

いただいたということでございます。 
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 公募を今回なぜとらなかったかと言うと、その事業の背景とかタイミングとかそういうのが

ございまして、随意契約にさせていただいたということでございます。 

○議長（村山弘行議員） １番片井智鶴枝議員。 

○１番（片井智鶴枝議員） この市有地に関しまして、関係市民の方は５月23日の日に、この市有

地が売却されているっていうことを聞いております。その後、市に対して、そうですね、５回

ほど説明を求めております。この手続を見ましたら、市民からも陳情書が議会にも出されてい

る中、契約を急いで締結したように私には見受けられます。業者がまず市に買い取りたいとい

う希望を申し出たのはいつなのか、それと契約の日にちが８月18日となっておりますけども、

この契約日っていうのはいつごろ決められたんでしょうか。 

○議長（村山弘行議員） 建設部長。 

○建設部長（富田 譲） このお話が来ましたのは、平成15年の春ごろでございます。市の方も、

先ほど言いましたような中から、一定この代替地について何とか売る方向で考えておりました

ことから、その仲介業者の中で一体的な土地の利用を図るということでございました。その間

災害等もございまして、またいろんな土地の話も他の業者から来たということも伺っておりま

すが、平成16年になりまして、仲介業者から具体的な話が出てまいりまして、今回の話になっ

たということでございます。 

 住民の方については、改めて６月に入りまして経過等もできる限りお話をしてきております

し、市の方といたしましては、大体もう少し早い時期に業者の方の話があっておりましたけど

も、市民の方のお話をできるだけ聞くということで、３回、４回とお話し合いをしてきたとい

うことでございます。そういう中から、盆を過ぎたころに売買随意契約をするというような運

びになったとこでございます。 

 以上でございます。 

○議長（村山弘行議員） １番片井智鶴枝議員。 

○１番（片井智鶴枝議員） 今経過をお聞きしましたけど、最終的にこの随意契約によるとか売買

価格の最終的な決済っていうのはどなたが行うのでしょうか。 

○議長（村山弘行議員） 総務部長。 

○総務部長（平島鉄信） 金額によって決裁権限が違いますけども、この場合は、最終的には金額

が大きうございますので、市長決裁という形になります。 

○議長（村山弘行議員） １番片井智鶴枝議員。 

○１番（片井智鶴枝議員） 市長決裁とお聞きしましたけども、じゃあ市長にお尋ねいたしますけ

ども、これ地方自治法の167条の２の５の運用の基準内で正しく運用されたとの見解を持って

いるようですけども、しかしその解釈に、瑕疵いわゆる欠陥があったのではないかというこ

と。これは最終的には司法の判断にゆだねると思うんですけども、それと今回は防災公園の設

立をと陳情請願もなされてました。それなのに市は随意契約でもう既に売却を行ってました。

用地買収事業は多額の公金、すなわちその主な財源は税金であります。その手続は、納税者で
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ある市民に対し透明性を確保しなければならない。この一連の経過に対し、市長には市民への

説明責任の義務があると思いますけども、市長のご見解をお聞きしたいと思います。 

○議長（村山弘行議員） 市長。 

○市長（佐藤善郎） 今回の市有地の払い下げの問題でございますけれども、ご承知のように売却

いたしました用地というのは、地区道路整備事業の中のいわゆる代替用地として確保したもの

でございます。決して遊休地の用地ではございません。ということで、今回事業の見通しが立

ったんで、売却の対象とした、まずこの事実がございます。したがいまして、これをどこに払

い下げるかの問題につきましては、ただいま担当部長からも説明いたしましたように、いわゆ

る一番有利な方法、そしてまた目的が地域の発展等々に十分意を尽くした形での売却するとい

うことで、随意契約による売買の決定をしたと。価格につきましては、いろいろ問題点上げて

ございますが、不動産価格の鑑定、隣接等の売買価格等を勘案して、この価格で決定したとい

うことの報告を受けまして、私はこの決定、売却については、事務手続においては妥当である

ということで決裁をいたしております。 

○議長（村山弘行議員） １番片井智鶴枝議員。 

○１番（片井智鶴枝議員） 今市長のご答弁の中で、事務手続に関しては妥当だとお返事いただき

ましたけど、確かに公共事業のための用地取得というのは大変多くの地権者の同意が必要で、

担当課の職員の方にはご苦労が伴うと思います。しかし、それに伴う費用というのは、市民の

税金でありますので、できるだけ透明性ある手続っていうのが確保されなければいけないと思

います。そういうふうな見解に立って、これから市有地の払い下げについて、また全体的な市

有地の払い下げについて、市はどういうふうなお考えを持っておるのか、もう一度確認したい

と思います。 

○議長（村山弘行議員） 総務部長。 

○総務部長（平島鉄信） 私ども、法律を守りながら業務をしておりますので、地方自治法、ある

いは先ほどから言っております地方自治法施行令、あるいは私どもで契約事務規定というのが

ございますので、そういうことを守りながら今後とも進めていきたいというふうに考えており

ます。その結果については、今回も議会の方に平成15年度の決算の認定において、どこの地目

をお幾らで売却しましたよという報告をいたしておりますので、今後ともそういう形で市民に

わかりやすく情報公開っていうんですかね、をしていきたいというふうに考えております。 

○議長（村山弘行議員） １番片井智鶴枝議員。 

○１番（片井智鶴枝議員） １番目は終わります。 

○議長（村山弘行議員） ここで13時まで休憩いたします。 

              休憩 午後０時01分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午後１時00分 

○議長（村山弘行議員） 休憩前に引き続き開議を開きます。 
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 １番片井智鶴枝議員。 

○１番（片井智鶴枝議員） ホームページ上の情報公開についてお尋ねいたします。 

 ホームページを近隣の市町村等を見てみますと、大きな違いとして市の観光関連の話題は充

実してます。カラー刷りになってます。ただ、市のホームページに掲載されてませんのが条例

集、それと入札工事発注見通し、結果に関する情報、それと市長のタウンミーティングの日程

とか市長交際費っていうのが、ほかの市町村、春日、大野城、福岡、筑紫野では載っておりま

す。この市長交際費については、これまでの情報公開の運用状況の中では平成15年４月１日か

ら平成16年３月31日までの請求の中でも一番項目が多いところになってます。今後これらを載

せていく予定があるかということと、それとこのホームページについては担当課の職員がやっ

てるってことを聞きましたけども、ＩＴ化ではかなり設備投資しておりますので、迅速に対応

するには兼務じゃなくて専任の職員の配置が必要じゃないかと思います。それと専門性を高め

るためにも、職員の技術的な向上を目指した人材育成の必要があると思いますけども、そのあ

たりの市の考えをお尋ねいたします。 

○議長（村山弘行議員） 地域振興部長。 

○地域振興部長（石橋正直） ホームページ掲載の取り扱いにつきましては、各所管で行っており

ますので、その必要性に応じて掲載されるものというふうに考えております。 

 それから、コンピューター関係の研修につきましては、時期を見ながら研修を行っておりま

すので、その研修のアンケート等をとっておりますので、そういう専門性の研修が必要という

ようなことになれば検討していきたいと思います。 

○議長（村山弘行議員） １番片井智鶴枝議員。 

○１番（片井智鶴枝議員） ここにいる執行部の方も議員の方もホームページを開く機会は多いと

思いますので、ホームページのよさっていうのは、いつでもどこでも迅速に見れることだと思

いますので、できるだけ職員の人材育成、そして専門、そこをホームページの担当係にして、

ぜひホームページの内容を充実していってほしいと思います。 

 次、３番目の保育所の民間委譲化についてお尋ねいたします。 

 保育所の民間委譲化では、これまで７回の保護者会の説明会をして、そのときの市の姿勢っ

ていうのは、一貫して平成17年度実施ということで強行だったのに、急に１年間延長が決定さ

れました。これは、なぜこのように１年間延長になったのか、日にちを追っていきますと、市

の方からは８月31日に保護者会に対して合意書が提案されてます。それで９月１日に保護者会

で合意かどうかの話し合い、それと９月１日付で合意となってますが、今回の保育所の民間委

譲化について私思いましたことは、本来ならば合意形成がなされた後、民間委譲化を計画的に

進めていくべきだと思うんですが、順序が逆ではなかったかと思います。これは歴史と文化の

環境税のときも全く同じような手法で混乱を招いてます。市には、何か当事者の理解を求めて

いくっていう姿勢がとても欠けているのではないかと思いますが、この件については助役が説

明会にずっと来ておりました。助役のご見解をお願いいたします。 
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○議長（村山弘行議員） 助役。 

○助役（井上保廣） 説明責任が欠如しておるんじゃないかというようなことでございますが、い

ろんな見方はあろうかと思います。職員も私どもも精いっぱい説明責任は果たしておるつもり

でおります。 

 今ご指摘の件でございますけれども、部長が詳細については説明をいたしました。５月８日

に第１回目の保護者の説明会を開催し、そして７回にわたる説明会を実施してきております。

それは見える形でございまして、見えない中においては、事務協議の中におきましては課長あ

るいは部長、次長というような中で説明会を、事務協議を重ねてきておる部分はございます。

そういった経緯が、いろいろ議会の皆さん方にも請願という形の中でいろいろ出ました。その

ことも含めて肝に銘じて私どもは説明会にも当たりましたけれども、９月２日付をもちまして

合意に達したというようなことでございます。都府楼保育所の民営化については了承するとい

うふうな保護者会の回答等があっております。そういったことがあって、実施時期を平成18年

の４月１日とするというふうなことで決めたわけでございます。 

 その間、法人移譲に伴いますところの保育内容にかかわる問題、あるいは第７回まで保護者

の説明会を行い要望事項等を行ってきた、聞いてきたわけでございます。その以外の部分等に

つきましては、その間12月までというふうな説明をしましたけれども、担当部長、次長を中心

とした事務協議になろうと思いますけれども、必要に応じて事務協議を行い、そして調整をす

るというふうなことで合意をいたしております。この保育内容の中で一番の争点というふうに

私も７回参加しまして思っておりますのは、保護者の皆さん方につきましては、都府楼保育所

の保育方針を継承してもらいたいというのが一番の願いだったと。人権の視点あるいは特別保

育の要望、ハンディを持った幼児の保育の問題、あるいは延長保育の問題、乳児保育の問題、

一時保育、休日保育等、こういった問題等々が課題として出てまいりました。それが第７回ま

での部分でございまして、私どもはこの民営化に伴って、新たな喫緊の課題でありますところ

の子育て支援策、大きく分けまして、この説明会の中におきましても申し上げておったわけで

ございますけれども、子どもを取り巻く社会環境あるいは情勢が変化をしてきておると。新た

なこの議会の中でも要望事項等がたくさん出されました。やはり在宅の中で子どもたちを育て

てある方々あるいは保育所に預けてある方、幼稚園に預けてある方、たくさん5,000人ほどご

ざいます。その中での約3,000人ぐらいですかね、家庭におられる方がいらっしゃるわけで

す。そういった方々が、地域の希薄化でありますとか、そういった中で子育てに対して悩んで

ある、そういった中でいろんな事象が起きておることも事実です。 

 そういったものを解消する子育て支援策に私どもは重点施策として置いておく必要がある

と。そういったところから今回の民営化に踏み切り、平成17年以降の中でその取り組みを強化

していこうというふうなことで行ってきておりました。そういった説明を部長、次長、職員上

げて説明をしておりました。私どもの中においては不足した部分もあるかもしれませんけれど

も、限りを尽くして私どもは行ったというふうなことをご理解いただきたいというように思い
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ます。 

○議長（村山弘行議員） １番片井智鶴枝議員。 

○１番（片井智鶴枝議員） １年間ただ延長するということではなくて、公立から民間へと経営形

態が変わるっていうのは、保護者、子どもたちも本当に大きな不安になりますので、できるだ

け保護者に最大限の配慮をしていただきたいと思います。 

 それと、過渡期といいますか、移行期、しばらくはいろんなトラブルとかいろんな問題が発

生すると思うんですけども、そのときに市はその委譲先に対して調整が図られているのか、ま

た市が指導することができるか、そこら辺はどうなっているかということと、実際この移譲先

の方が何社か現地の方を視察に行ってますが、保護者会がプラカードを持って何名か移譲反対

っていうのを実際その場でやっておりまして、実際移譲先の方はそういう状況を全然知らなか

ったそうです。そういう状況の中で、果たして民間委譲化にされて本当に保護者の不安を解消

できるようなことができるのかどうか、私もそこは一番心配です。時間が押しておりますの

で、助役そこら辺簡潔にお答えいただきたいと思います。 

○議長（村山弘行議員） 助役。 

○助役（井上保廣） この問題につきましては、事務的な内容でありますので部長の方から回答さ

せたいと思います。 

○議長（村山弘行議員） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（古川泰博） １点目の苦情の件でございますが、いろんな保育所での問題につき

ましては、いろんな苦情だけじゃないと思うんですが、いろんな悩みとかそういうことは当然

出てくるかと思います。そのための苦情処理委員会ということも説明会の中でもお話しをさせ

ていただきましたし、もう一つは保育所に対する第三者評価事業というところがございますの

で、そういうものも当市としても今後検討していきたいということもお話しさせていただいて

おりましたので、そういうものを含めまして今後詰めていきたいというふうに思っておりま

す。 

 それから、当然、民間移譲することによっていろんな不安というものが当然あろうかと思い

ますが、そういうものについては、ならし保育期間とか、それから先ほど助役の方から話が出

たんですが、12月をめどに、そういう細かな点になってくるかと思いますが、そういうものに

つきましては保護者会と、それから私どもの方で詰めていきたいと思っておりますし、詰めた

内容についてはきちっと法人の方に伝えていきたいと思っております。 

 それから、その協議する中で、当然私どもを通じて法人の方に話すことでは伝わりにくいと

いうこともございますので、法人も入った中で協議もしていきたいというふうに考えておりま

す。 

○議長（村山弘行議員） １番片井智鶴枝議員。 

○１番（片井智鶴枝議員） できるだけ保護者の不安を取り除くように１年間やっていってほしい

と思います。 
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 説明責任と情報公開について質問してきましたけども、情報公開とか説明責任は、政策の最

高責任者である市長の責務でありますので、できるだけ市長自身のお言葉で自ら市民にわかり

やすい説明をしていってほしいと思います。 

 また、市民への情報公開はもちろんですけども、行政内部ですね、市の職員や議会に対して

もやはり提供が積極的ではないと感じてます。よく聞くことですけども、情報を新聞で得るこ

とが多いって聞きます。ですから、やはり情報を共有化していくっていうことは、これは一番

基本であると思いますので、できるだけ積極的に情報を公開じゃなくて、情報提供をしていた

だきたいと思います。 

 １項目めはこれで終わりまして、２項目めをお願いいたします。 

○議長（村山弘行議員） 総務部次長。 

○総務部次長（松田幸夫） ２項目めの災害に強いまちづくりへの取り組みについてご回答いたし

ます。 

 ご質問の本年７月19日の事業につきましては、昨年の災害を今後の教訓とするために、市民

啓発の広報活動をはじめ、市役所１階ロビーにおきましては、災害現場等の写真及び資料の展

示、そしてその日の夜には、日本応用地質学会九州支部によります土砂災害の概要についての

講演会を開催いたしました。 

 特にお尋ねのこの講演会の開催につきましては、去る６月15日にこの日本応用地質学会九州

支部の方から、本市に対しましてその調査結果の説明報告を受けました。その報告内容を市の

方で慎重に分析をいたしました結果を、対象地域の皆さん方には今後の対策も含めまして、市

としての説明責任の立場、あるいはその必要性からぜひ早急に報告すべきだという判断を行い

まして、急遽講師、先生と日程調整を行いまして、この７月19日の一連の事業の一つとして、

市民を対象に講演会を開催いたしました。 

 なお、市民への周知方法につきましては、特に被害がひどうございました四王寺山や宝満山

に隣接する行政区を重点的に広報車でお知らせをするとともに、その地域全世帯に対して案内

のチラシを配布いたしました。 

 しかしながら、他の地域につきましては、区長さんを通して緊急回覧という形の中で周知を

したところでございます。 

 以上です。 

○議長（村山弘行議員） １番片井智鶴枝議員。 

○１番（片井智鶴枝議員） 私もこのフォーラムには参加いたしましたが、実はフォーラムのお知

らせというのがもう終わった後に町内を回ってまして、回覧の時期が少し遅かったんじゃない

かなという気がいたしました。 

 で、この７月19日と前後しまして各地でも同じようなフォーラムがあってまして、飯塚市、

福岡市、水俣市、そういうところでやってまして、ここに水俣市の方の災害のまちづくりの講

演会という資料があるんですけども、この中ではですね、これは1,000円で買えたんですけど
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も、この中ではですね、大雨洪水警報発令から災害対策本部の設置までの経緯。また災害対策

本部の内容とか、すべて時系列的に書かれてます。何時にだれが何時に登庁したのか。そうい

うことも含めてしっかりとした検証がなされてます。やはり検証というのは、こういうのをど

うしたかということをしっかり公表しながら、市が悪いとこがあればそこを直していくという

ことだと思います。 

 で、県だとか水俣市でも職員のいろんな処分もあったりしております。 

 私は災害はどうしても防げないと思います。しかし、災害の被害を少なくするということは

やはり日ごろの備えになってくると思うんですけども、今回その早期避難の必要性と市民の防

災意識の上げていくということで、この部分に集中して質問したいと思うんですけども、例え

ば早期避難するにもですね、何を基準に避難勧告を出すのかというのがあるんですが、その際

にやはりこれまでは大雨洪水警報だとか、そういったことになってましたけども、やはりこれ

さっきの話になりますけど、客観的に数字で見ることだと思うんですよね。で、三条の方は土

石流のセンサーがつきまして、そこで随時見れますけども、やはり三条台とか国分地区という

のは、土石流の災害危険箇所に設定されてます。で、確かに防治山ダムだとか砂防ダムという

のはかなり膨大な費用かかりますので、市独自ではできないというのはわかりますけど、やは

り市民は県だとか国じゃなくて、やはり市を頼るわけですから積極的に関係当局に働きかけて

いってほしいというのと、やはり市で独自にできることがあるのではないかと思います。 

 ちなみにですね、福岡市では平成12年度から平成15年度の３か年で御笠川流域にですね、カ

メラと水位計の合計９セットを設置してます。で、今年度も２台設置してます。これは、設備

費用としてセットで1,300万円になるんですけども、これはその情報というのは例えば基準水

量を超えたとき、警報発令がなされたとき、危険水位を超えたときに携帯電話のメールで登録

した人にその情報が瞬時に流れるようになってます。これは今のところ3,000人の方が登録し

てるということです。これは個人だけかと思いましたらやはりそうじゃなくて、御笠川流域の

事業者の方も多いということでした。やはりハード面とソフト面ということのためにはいろん

な角度で市はやらないといけないと思うんですけども、こういった水位計だとか、今は目測で

なされてると思うんですけども、ほかの公共事業を先延ばしできるものは差しおいてでもやは

り市民の安全を守るということは、私は一番最重要課題だと思いますけども、このあたりにつ

いてご見解をお願いいたします。 

○議長（村山弘行議員） 総務部次長。 

○総務部次長（松田幸夫） 今回の災害によりますいわゆる復旧工事関連ですが、特にハード面。

ハード事業につきましては、ご承知のとおり到底私ども太宰府市だけではなかなかできない部

分もございます。国あるいは県の補助あるいはそういう関連の事業を含めて復旧工事の方に全

力を注いでるわけですが、まずは私ども市の方でできるというのは、ソフト面がかなり多かろ

うという判断をします。 

 特に、人的被害を未然に防ぐためには、それぞれ事前に市民の方に情報を流しながら避難を
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してもらうとか、そういう基準というのを一定設けまして今現在やっております。 

 特に、今回、前回も申し上げましたけども、地域防災計画の全面的な見直しを行いまして、

初動体制の充実を一番に整備をしたわけです。 

 で、その中で特に今年の４月からその大雨注意報が発令された時点で警戒をするという体制

をとりまして、今日まで既にもう25回の警戒本部を設置して、その都度地域の区長さんなり地

域防災、自主防災組織の代表の方に電話連絡をして、状況を報告する。あるいは一定の雨量が

出たらできるだけ早めに避難をというような情報を提供しながら、未然のそういう防災活動を

今現在やっております。 

 今後も一つの教訓として、いろんなことを体験しておりますので、２度とこういうふうな災

害、事故が起きないような体制で今後も万全の体制を図っていきたいというふうに思っており

ます。 

○議長（村山弘行議員） １番片井智鶴枝議員。 

○１番（片井智鶴枝議員） どうしても私は災害に対策というのは行政だけではできないと思いま

す。やはり市民が一人ひとりが危機意識を持つことであります。それで、本当は今度の災害フ

ォーラムというのは一番いいきっかけではなかったかと思ったんですよね。ですから、該当地

区ではなくて、やはりこれは来ても来なくてもそういうことは流す必要があるのではなかった

かと思います。 

 ちなみに、水俣市と福岡市ではホームページ、新聞、ラジオ。それとか消防関係機関とかで

すね、いろんなところに積極的に呼びかけがなされてます。それでも水俣市の場合は、集まっ

た人が100人、福岡の方は300人でした。 

 でも、やはり数は少なくても行政というのは、いろいろ呼びかけをして様々な方法を使って

呼びかけをして市民が本当に防災意識を高めるための方策をとっていくのが私は重要ではない

かと思っております。今後とも防災に対してやはり市民のアンケートの項目の中でも、市民意

識調査でも防災、安全なまちづくりというのは60.3％で一番高かったです。去年は災害があっ

たこともあるんですけども、ですからこの部分に関して積極的に取り組んでいただけるように

お願いして、私の質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（村山弘行議員） １番片井智鶴枝議員の一般質問は終わりました。 

 次に、４番橋本健議員の一般質問を許可します。 

              〔４番 橋本健議員 登壇〕 

○４番（橋本 健議員） ただいま議長より一般質問の許可をいただきましたので、通告書記載の

２項目について質問をさせていただきます。 

 昼食後でちょっと眠気が差す方もあろうかと思いますが、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 まず、１項目めは環境問題について本市の見解をお伺いいたします。 

 今年は台風の来襲が激しく、しかも大型で強い台風が日本各地でその猛威を振るっておりま
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す。台風16号では、九州東部を中心に激しい雨が降り続き、宮崎県えびのでは４日間で821㎜

の雨量に達し、鹿児島県枕崎市は最大瞬間風速が観測史上２位の58.1㎞を記録しました。ま

た、高潮、高波によって沿岸部の浸水や船舶の転覆、土砂崩れや河川のはんらんで家屋の倒壊

や床上、床下浸水、停電などで公民館への避難、さらにけが人も続出し、尊い人命も奪われる

など、自然の恐ろしさをまざまざと見せつけられました。 

 例年、日本に上陸する台風の数は平成2.6個だそうですが、今年はすでに４個が四国に上陸

し、徳島県では降り始めからの雨量が1,200㎜を超え、記録的な大雨となったことは記憶に新

しいところであります。 

 先々月の７月12日から18日にかけて、福井、福島、新潟県におきましては集中豪雨による大

損害を被られ、昨年本市も同様の経験があるだけに大変お気の毒に存じます。この場をおかり

しまして被害に遭われた方々に対し、心よりお見舞い申し上げます。 

 さて、先日の９月８日の台風18号も九州北部を直撃、日本への台風上陸は７個目で最多とな

り、統計史上新記録となりました。台風によって航空、鉄道、船舶などの交通機関は麻痺し、

高速道路も通行どめとなり、通勤、通学に支障を来しました。 

 また、九州のナシ落下や東北地方のリンゴ被害に代表されるように、農業、林業また商工業

など全国各地でかなりの甚大な被害額になろうかと思います。 

 また、アメリカのフロリダではハリケーンの発生や、ここ数年の間に世界各地で通常考えら

れない地域での大洪水、熱波、寒波などにより、多くの死者が出たり、異常な気候変動が起こ

っていて地球環境の変化に不気味さと不安を感じられている方も多いかと存じます。 

 環境の問題点を上げますと、酸性雨、フロンガスのオゾン層破壊、森林破壊による砂漠化、

二酸化炭素の排出で地球温暖化によってもたらされる海面上昇と異常気象が挙げられます。 

 そこで、国際的な環境問題の取り組みとして、平成９年12月京都で開催され、主に二酸化炭

素の総排出量の削減や、先進国、途上国の温暖化対策の国際協力によって、未来の豊かな地球

づくりに向けて、人類の力を結集するための基盤づくりをうたった京都議定書があります。世

界各国の研究期間では、温暖化と台風との関係について確度の高い予想はまだ得られておりま

せんが、日本では地球温暖化で海面水温が上昇することによって、我が国に来襲する台風の頻

度や台風の強さが影響を受ける可能性が高いと言われています。 

 この温暖化の原因となる温室効果ガスすなわち二酸化炭素、メタン、亜流酸化窒素などの排

出量を抑えることが緊急課題であります。 

 特に温室効果ガスの64％を占める二酸化炭素（ＣＯ２）を抑制することで、地球温暖化を少

しでも緩和できるよう国民一人ひとりに省エネの徹底認知と普及活動のため、環境省では地方

公共団体補助事業の一環として、二酸化炭素排出抑制対策事業が実施されております。全国で

県を除く約70か所の市町村がこの事業に取り組んでおられるようですが、温暖化が加速しない

よう、冷暖房の温度調節や給湯器の温度を５度下げるとか、テレビは見てないときには消す。

あるいは水の出しっぱなしはしないなど、ＣＯ２削減のための省エネを訴え、徹底した意識の
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高揚を図る必要があると思います。 

 そこでお尋ねします。 

 県からの事業通達もあっていることと存じますが、本市における現在の取り組みについてお

聞かせください。 

 ２項目めは、青少年健全育成についてお伺いいたします。 

 青少年の育成問題につきましては、たびたび質問させていただいております。 

 しかし、全国各地で様々な取り組みがなされているようですが、いまだに少年犯罪は後を絶

たず、深刻化するばかりです。８月28日の西日本新聞の一面に荒れる小学生という見出しで文

科省の平成15年度問題行動調査の報告記事が掲載されておりました。学校の内外で起こした暴

力行為は1,777件で前年比27.6％とかなり悪化しており、小学生のいじめも８年ぶりに増え、

憂慮すべき状況であるという結論に対して、言葉では言い尽くせない無念さを感じておりま

す。 

 また、佐世保で起きました同級生による殺人事件は全国に波紋を投げかけ、その凶悪性と低

年齢化が問題になりました。一般的に暴力やいじめは小学校より中学校の方が圧倒的に多く、

その原因は以前に比べると、中学生がさらに精神的に幼くなってきていると指摘する先生もい

らっしゃいます。 

 しかしながら、私いつも申し上げますように、まず家庭の中でお父さんとお母さんが仲のよ

いことが子どもの健やかな成長に影響を及ぼすと確信しております。確かに中学生になると友

人、異性、進路など不安の中で自分を見失い、その不安のはけ口を暴力やいじめに向けている

という意見もあり、また週５日制の導入で学力低下が叫ばれ、学力向上のための補習授業や塾

通いのためにゆとりをなくしたのではないかと指摘する先生方もいらっしゃいました。 

 最近は、特に無気力、無感動、無表情の子が多くなり、他人とのコミュニケーションを図れ

ない子が目立ってきているとも言われております。 

 学校においては、心を育むための教育が施されているにもかかわらず、校内暴力、万引き、

自転車窃盗、薬物乱用、性非行、また福岡県内の殺人や強盗で検挙、補導された少年は113人

で平成14年度より35人、44.9％と大幅に増加しています。 

 こういった少年犯罪の凶悪化と低年齢化に将来を不安視する大人は多いのです。小学生や中

学生を少しでも正しい方向に導くために、青少年育成市民の会各支部が立ち上がり、真剣な論

議の中でその対策を練る必要があるのではないでしょうか。ご見解をお聞かせください。 

 以上、２項目につきまして件名ごとのご答弁をお願いいたします。 

 再質問は、自席にてさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（村山弘行議員） 市民生活部長。 

○市民生活部長（関岡 勉） 環境問題についてご答弁申し上げます。 

 本市では、平成12年度に策定した環境基本計画に地球温暖化対策の推進を重点施策の一つと

して掲げ、市全体で地球温暖化防止の取り組みを進めていくための指針として、平成16年３月
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に太宰府市地域省エネルギービジョンを策定したところであります。本ビジョンの対象は、市

全域で実施期間を平成16年度から平成25年度までの10か年間とし、エネルギー消費量の削減目

標年度を平成22年度として、太宰府市のエネルギー消費量を平成９年度比で2.7％の削減、二

酸化炭素排出量は5.0％削減を目指すこととしております。 

 さらに、この省エネルギービジョンを推進する上で、太宰府市の地域特性を踏まえ、市民、

事業者、学校・学生、行政、観光客という５つの主体ごとのプロジェクトを設定し、重点的な

取り組みを進めることにしております。 

 なお、この事業を進めるに当たりましては、独立行政法人ＮＥＤＯや厚生省等が地球温暖化

対策事業に必要な経費の補助制度もありますので、これらを有効に活用しながら進めていきた

いと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（村山弘行議員） ４番橋本健議員。 

○４番（橋本 健議員） ただいま本市の取り組みについてのご答弁をいただきました。 

 で、いろんな細かい活動はされてるとは思いますけれども、私が知っている限りはですね、

庁舎内における節電、節水、それからエコスタイルですね、それぐらいしか私は認識がないん

ですが、今後ですね、どういうふうな周知をされていくのか。現在日本だけでなく世界的な気

候変動、いわゆる異常気象が地球温暖化によるものだと叫ばれながら、私たちの生活を見回し

たときに一般市民は他人ごとの感覚でしかないのが実情であります。 

 そこでさらに、行政がリーダーシップをとって、温暖化対策として省エネについて周知徹底

させる必要を痛感しております。 

 本市では、市民に対してどのようにして情報を提供されているのか、その周知方法について

お聞かせください。 

○議長（村山弘行議員） 市民生活部長。 

○市民生活部長（関岡 勉） 現在のところ、市広報による啓発が主なものでございます。 

 毎月15日号にエコライフ欄を設けまして、大気汚染のことや家電品、エアコン、冷蔵庫など

の効率的な使い方や待機電力のこと、またマイバックの利用、使い捨て製品の見直しなどを掲

載してきております。今後、市地域省エネルギービジョンの推進体制をつくり上げていく中

で、省エネルギー普及委員の配置など行いまして、市民と市のパイプをつくりまして情報の提

供、交換が密にできますようにしてまいりたいと存じます。 

 以上でございます。 

○議長（村山弘行議員） ４番橋本健議員。 

○４番（橋本 健議員） 確かに広報エコライフ欄、毎月15日に出てるということですが、何とな

くこう見たなという記憶がございます。それ程度の私認識しかしておりませんが、情報提供に

ついては私がうっかりなのか、まだまだ市としてのアピール度が弱いんではないかという気が

しております。 
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 では、省エネ啓発を呼びかけるイベントを実施したとかですね、現在しているとか、あるい

は今後イベントのそういう予定、計画が何かございましたらお願いいたします。 

○議長（村山弘行議員） 市民生活部長。 

○市民生活部長（関岡 勉） 地球温暖化防止に向けた現在の主な取り組みといたしましては、一

つには省エネモニター事業。一つには簡易大気汚染測定事業。一つには環境講演会の開催。あ

るいは環境ポスターコンクールなどを現在実施をしております。 

 以上でございます。 

○議長（村山弘行議員） ４番橋本健議員。 

○４番（橋本 健議員） ところでですね、ここに太宰府市地域省エネルギービジョンというガイ

ドがございます。これはもう大変すばらしい内容になっておりまして、87ページにですね、推

進体制としての地区公民館ごとに省エネルギー普及委員や学生代表。あるいは事業者代表から

なる組織がここに掲載されております。これは、実在する組織なんでしょうか。お尋ねいたし

ます。 

○議長（村山弘行議員） 市民生活部長。 

○市民生活部長（関岡 勉） 現時点ではまだできておりません。市の地域省エネルギービジョン

を実施していくには、市民、事業者、学校などの各主体の積極的な行動なしには達成が困難な

ものとなります。市全体の省エネルギー意識の向上や具体的活動の展開を図るため、推進体制

を整えてまいりたいと思います。省エネルギー推進市民会議は省エネルギー普及員を各区に１

名以上配置しまして、事業者代表、学生代表など数名を選任いたしまして、それぞれの地域、

事業所、学校などで省エネルギーの普及、啓発を担っていただきたいと思っております。 

 普及員が集まった組織と市と連携いたしまして、相互に意見の交換、協力要請を行うほか、

市へ施策の提案や取り組みの報告をしていただくことと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（村山弘行議員） ４番橋本健議員。 

○４番（橋本 健議員） この省エネルギー推進市民会議というのは、これからの体制づくりとい

うことで、これに携わる方ですね、実戦部隊として期待を大いにしておりますので、よろしく

お願いいたします。 

 で、確認させていただきますけども、この中にまたチェックをするといいますかね。環境審

議会という組織もございまして、これはビジョンの進行とか点検とか評価。こういう仕事をす

る組織なんでしょうか。 

○議長（村山弘行議員） 市民生活部長。 

○市民生活部長（関岡 勉） 先ほど橋本議員さんの方から出ましたビジョンの中の87ページに各

会議の役割というのがございまして、今ご指摘の太宰府市環境審議会と申しますのは、省エネ

ルギービジョン全体の進行状況の点検、評価を行うというふうにとらえております。 

 以上でございます。 

－126－ 



○議長（村山弘行議員） ４番橋本健議員。 

○４番（橋本 健議員） わかりました。 

 で、１点目の質問とちょっと関連しますけれども、先ほど活動の中でですね、環境講演会と

かポスター、こういったものが出ましたが、今後の展開としてですね、市民への理解を深める

ために、また省エネの意識づけの普及啓発活動はどうされるおつもりか。特別に具体的なイベ

ント等などの計画がございましたら、お聞かせください。 

○議長（村山弘行議員） 市民生活部長。 

○市民生活部長（関岡 勉） 先ほど申し上げました現在取り組んでおります事業につきまして

は、さらに内容の充実に向けた検討を加えながら、継続して取り組んでまいりたいというふう

に考えています。 

 なお、これから取り組むべき重点プロジェクトといたしましては、今年度は市庁舎、中央公

民館、図書館、いきいき情報センターについて、省エネ診断を行い、公共施設のエネルギー使

用量や省エネルギー可能調査を行うことにしております。 

 また、公用車の低公害車導入促進の一環として、天然ガス車１台の購入を検討しておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（村山弘行議員） ４番橋本健議員。 

○４番（橋本 健議員） ただいまのご答弁の中でですね、いきいき情報センターとか中央公民

館、こういった公共施設のエネルギー使用量の調査を実施されるというお話ですけれども、こ

の時期についてはいつからやられるのか、わかりますか。 

○議長（村山弘行議員） 市民生活部長。 

○市民生活部長（関岡 勉） 今のところちょっと取り組みをし切っておりませんので、できるだ

け早急にその取り組みをさせていただきたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（村山弘行議員） ４番橋本健議員。 

○４番（橋本 健議員） では最後にですね、この環境問題についての最後の質問になりますが、

参考までにお聞かせいただけたらと思います。 

 本市では、個人事業所に対してですね、太陽光発電やソーラーシステムなどのですね、省エ

ネ設備を導入する場合の支援制度というものが行われているのかどうか。お願いをいたしま

す。 

○議長（村山弘行議員） 市民生活部長。 

○市民生活部長（関岡 勉） 本市におきましては、独自の支援制度はございませんが、調査、研

究はいたしておりまして、本市にあります補助金検討委員会で検討していただいた経緯もあり

ますが、実施には至ってないところでございます。ご了承をいただきたいと思います。 

 以上でございます。 
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○議長（村山弘行議員） ４番橋本健議員。 

○４番（橋本 健議員） 私が冒頭で述べましたですね、補助金申請可能な環境省地球環境局が支

援する二酸化炭素排出抑制対策事業というのがあります。ぜひ、この辺の取り組みも考えてい

ただきまして、より活発なですね、ＣＯ２対策をやっていただきたいと思っております。 

 太宰府市地域省エネルギービジョンのガイドブックによりますと、太宰府市の現状から問題

点、それから対策としての基本方針、行動指針、省エネの推進など、誠にすばらしい内容にな

っております。先ほども申されました平成16年から５か年を前期、平成21年から平成25年まで

の５か年を後期とし、10か年計画で推進。平成22年度には省エネの効果として二酸化炭素排出

量の５％削減を目指す数値目標も掲げてあります。これだけの見事なプランがありながら、プ

ラン通りの実践、実行が伴っていないような気がしてなりません。 

 やや辛口発言になりますが、プランあってアクションなしでは何の効果も期待できません。

計画どおりに実施するには、人、物、金が必要ですが、財政的に苦しい本市でありますゆえに

創意工夫により少ない費用で効果的な取り組みを実行していただきたいと存じます。 

 要望ですけれども、徹底した省エネの意識づけとして、環境ポスターコンクールはもちろん

のこと、例えば小学校、中学校、高校を対象に標語や川柳などの募集、また大学や事業所、個

人宅には省エネ豆知識といったＡ５版ぐらいの小冊子を発行、配布するなど、冷暖房の小まめ

な温度調節。例えばコンセントは待機電力が発生するので主電源を切る、車のアイドリングを

減らす、ふろの残り湯を活用するなど省エネ徹底の普及活動が先決だと思います。 

 推進のための体制づくりも大切ですが、まずできることから率先して取り組んでいただき、

家庭における地球温暖化対策としての省エネ対策の促進を図っていただくことを強く要望いた

します。 

 先ほども申し上げました本市の事業は新エネルギー・産業技術総合開発機構ＮＥＤＯの策定

による事業のようですけれども、2,000万円以上の補助金申請可能な環境省地球環境局が支援

する二酸化炭素排出抑制対策事業の内容についても、さらに研究していただきましてご検討く

ださいますようお願いをいたします。 

 環境問題の質問はこれにて終わらせていただきます。 

○議長（村山弘行議員） 教育部長。 

○教育部長（松永栄人） 続きまして、青少年の健全育成についてご答弁を申し上げます。 

 青少年育成市民の会が昨年９月に各支部からご協力をいただいて、支部活動状況のアンケー

トが実施されました。そのアンケート集計につきましては、支部長会、区長協議会、補導連絡

協議会、子ども会、スポーツ少年団等の代表者と24支部を代表して１名の合計６名によります

支部アンケート検討委員会におきまして、毎月１回の検討会議が行われております。 

 ９月の会議におきまして、方向性が出され、10月以降区長会を通して、全支部及び全行政区

に対しまして今後の支部活動、市民の会のあり方について方向性が打ち出されると報告を受け

ております。 

－128－ 



 今後も、このような市民の会、市子ども会育成会連合会、補導連絡協議会ほかの団体等の取

り組みと連携を図りながら、青少年の健全育成に努めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（村山弘行議員） ４番橋本健議員。 

○４番（橋本 健議員） このアンケート調査結果報告はもう私、早くから待ち望んでおりました

けれども、今回その結果を出していただけるということで期待しております。 

 で、10月の区長会を通してご報告をいただくということですけれども、今後のあり方につい

てどういう方向性が示されたのかですね、その内容についてお尋ねしたいんですが、いかがで

しょうか。 

○議長（村山弘行議員） 教育部長。 

○教育部長（松永栄人） 今後の方向につきまして、９月の会議において方向性が打ち出されると

いうことで、今日現在まだ報告は受けておりません。 

○議長（村山弘行議員） ４番橋本健議員。 

○４番（橋本 健議員） 結果報告というのは、区長さんを通してということでしたよね。 

 で、今月報告があるんでございましょうか。 

○議長（村山弘行議員） 教育部長。 

○教育部長（松永栄人） 説明が悪かったと思いますけれども、10月以降の区長会を通してという

ふうに報告を受けております。 

○議長（村山弘行議員） ４番橋本健議員。 

○４番（橋本 健議員） では、地元の区長さんの方からこの件に関してはですね、報告を受けた

いと思います。 

 青少年育成市民の会には本部がありまして、その傘下に24支部があるわけですけれども、こ

の組織が余り機能してないように私も感じております。事務局の社会教育課としてはどのよう

にお考えになってますでしょうか。 

○議長（村山弘行議員） 教育部長。 

○教育部長（松永栄人） これまでの橋本議員の「青少年育成市民の会の活性に向けました定期的

な支部間の情報交換会の開催の中で、同じ立場の各支部が他支部のよい点を参考にし、持ち帰

って会員に報告をされ、地域の特色を生かした事業の実現」などのご提言につきましては、事

務局といたしまして、月１回開かれております検討会の中で報告をし、お伝えをしておりま

す。 

○議長（村山弘行議員） ４番橋本健議員。 

○４番（橋本 健議員） そうですね、やっぱり各支部間の交流がないとですね、なかなか何て言

いますかね、いろんな動きができないと言いますか。ですから、活性化を図る意味でもです

ね、各支部長さんが集まる、集まって意見交換会をするという、こういった定期的な会合をで

すね、ぜひ事務局としてもですね、進言をしていただきたいと思っております。どうぞよろし
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くお願いいたします。 

 教育長にちょっとお尋ねしたいと思いますが、一昨日も石川県で17歳の少年が夜中強盗に入

り、家人に気づかれ老夫婦を殺害するといった、やりきれない事件が発生しました。殺人事件

が日常化しますと、またかといったならされた感覚的な麻痺に陥り、殺人に対する衝撃が薄れ

てまいります。少年による殺人事件は加害者、被害者ともに悲劇です。 

 しかし、こういった事件はどこで起きてもおかしくないのが現在の日本の現状だと思いま

す。何がどう変わってきているのか、家庭ではお手上げが増えつつある現実を今こそ地域が手

を差し伸べるときではないでしょうか。少年非行問題は学校現場にも限界があり、そこで地域

が立ち上がり、これからの子どもたちを正しく導くための予防対策が必要だと考えます。 

 全市的に取り組むために24支部の支部長が集い、先ほども申しましたその中で議論をつく

し、対策を練る必要性を感じておりますが、教育長はどのようにお考えでしょうか。 

○議長（村山弘行議員） 教育長。 

○教育長（關 敏治） 先に結論から申しますと、橋本議員に指摘されるような同じような認識を

持っております。 

 最初に橋本議員の方から平成15年度の小学生、中学生の問題行動の状況についてお話があり

ましたが、やはり非常に皆様方に大変心配をかけてるんじゃないかということを深く思ってお

ります。 

 幸いにといいましょうか、本市の状況におきましては、こういう全国レベルよりはまだまだ

低い状況でありまして、学校関係者、関係団体、また関係機関の方々に深く感謝申し上げたい

と思っております。 

 しかしながらですね、やはり家庭の教育力といいますか、監護力といいますかね、そういう

ものの低下とか、それからいろんな先輩とのつながりとか、そういうふうな状況。また保護者

におかれましては学校に対する批判とか、また何ていいますかね。考え方の多様性と言いまし

ょうか、そういうふうなことから、学校との連携が難しいという状況にあるのも現実ではござ

います。 

 それだけに、議員指摘されましたように、このような青少年育成市民の会等、多くの方々が

子どもの育成に参加していただけることを大変ありがたく思っております。 

 今回アンケートをとられまして、よりよい方向を目指されるということを聞いておりますの

で、教育委員会といたしましても、連携しながら青少年の育成に当たりたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（村山弘行議員） ４番橋本健議員。 

○４番（橋本 健議員） ありがとうございます。 

 太宰府市の場合はですね、補導連絡協議会というのがございまして、少年の非行の阻止とい

いますかね、こういうので非常に頑張っていただいているようでございます。 
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 ただ、今後の対策といいますかね、やはり病める子どもたちが非常に多くなってきておりま

すので、その辺を心のケアといいますか、これから申し上げますけども遊びを通して正しい方

向に導くという方法もございます。 

 最後にですね、市長にちょっとアンビシャス運動についてのご見解をお尋ねしたいと思って

おります。 

 学校と地域と家庭が連携してというこういう表現は非常に耳なれた言葉ですけれども、では

実際にどう連携を図っていくのか。アクションプランが必要ではないでしょうか。 

 そこで、福岡県が推進するアンビシャス運動の居場所づくりは、テレビゲームやパソコンな

どで遊ぶ70％の室内遊びを外遊びの70％に逆転させるのがねらいです。 

 私は将来を見据えた非行に対する予防対策として最適な方法だと考えております。決して大

がかりなものじゃなく、太宰府市内で行政区ごとに子どもの居場所づくりを展開していった

ら、すばらしい健全な育成ができると確信しておりますが、市長はどのようにお思いでしょう

か。ご見解をお願いいたします。 

○議長（村山弘行議員） 市長。 

○市長（佐藤善郎） 青少年の健全育成の動きでございますが、今ご質問がございましたアンビシ

ャス運動、これは県が始めた地域活動でございまして、現在本市では４つあるかと思います。

それぞれの地域で活動してございますが、これを全市的に広めていく。これはあくまでも地域

活動の展開でございまして、現在県の方の補助金を年数がたちますと、これを切る。そしたら

地域の自主活動でこれを展開するというのが本心じゃないかと思っております。 

 子どもたちの健全育成とか、いろいろの形で団体があるわけでございますが、ただいまおっ

しゃいました青少年育成市民の会の支部活動を活発にするということも一つ、あるいは少年の

船、スポーツ少年団、ボーイスカウト等々たくさんの青少年健全育成のための会がございま

す。これもパート、パートで一生懸命運動展開し、健全育成のために市民の皆さんが努力をし

ていただいておりますが、こういうものを総合的に発展させていきながら、一つ一つの積み上

げが大切かと思います。 

 それから、子どもたちにいわゆる年寄りが言う昔の地域での遊びの復活等々、アンビシャス

運動を通じまして、こまの遊び等々を展開してございますが、これにつきましてもやはり地域

が一体となったコミュニケーションが必要でないかと、そういうことから展開してまいりたい

と思っております。 

○議長（村山弘行議員） ４番橋本健議員。 

○４番（橋本 健議員） ありがとうございました。 

 市長、アンビシャス広場がですね、市内に４か所とおっしゃいましたけども、５か所でござ

いますんでよろしくお願いしたいと思います。 

 現在太宰府市には国分、三条、つつじヶ丘、それから今回新規の認可を受けました南小、そ

れから青葉台、以上５か所のアンビシャス広場がございます。 
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 アンビシャス広場とは、将来を担う子どもたちが地域のお年寄りや中高年の方と定期的に広

場に集い、年代や学年を超えた交流の中で心のきずなを深め、遊びを通して社会性を身につけ

るための健全育成が目的です。現在週２回、子どもたちが広場に集い、こま遊び、けん玉、お

はじき、お手玉、卓球、囲碁、将棋など自分の好きな遊びを伸び伸びと楽しんでおります。 

 また、芋掘りや稲刈りなどの年間を通した行事を取り入れるなど、工夫を凝らしておられる

広場もあり、どの広場も地域の方々の暖かいご協力と支援を仰ぎながら運営しております。 

 このアンビシャス運動のすばらしい点は、上級生と下級生が学年を超えた小集団での遊びを

通して、我慢する心や人に対する思いやり、また集団の中でのルールといった社会性が身につ

くこと。 

 ２点目、お年寄りとの交流で目上を敬う心が芽生えること。 

 ３点目、定期的な遊びの中で、上達することで自信が生まれ、たくましく生きる力が養われ

ること。またさらに、コミュニケーションを図るのがうまくなり、自然に友達をつくることが

できるようになること、などが挙げられます。 

 また、逆にお年寄りも若いエネルギーを吸収しまして、遊びに夢中になり知らず知らず体を

動かすことによって、健康的で若返ること、間違いありません。 

 ところで、ある学者の説によりますと、人間の脳は人とおしゃべり、いわゆる会話をするこ

とで刺激を受け活性化する。ですから、お年寄りはぼけないそうです。 

 一方、子どもは脳の健全な発達を促し、キレる子にはならないと言われております。 

 したがいまして、いかにこの広場遊びに利点があり、21世紀を担う青少年の健全育成が図

れ、５年ないし10年先を見据えた非行予防の最善の対策だと疑う余地がございません。 

 最後に本市におきまして、市民の会の中の広場づくりあるいは行政区単位のアンビシャス広

場づくりを近い将来に向けてぜひご検討いただきますようお願いしまして、私の質問を終わら

せていただきます。 

○議長（村山弘行議員） ４番橋本健議員の一般質問は終わりました。 

 ここで14時15分まで休憩いたします。 

              休憩 午後２時01分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午後２時15分 

○議長（村山弘行議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、８番渡美穂議員の一般質問を許可します。 

              〔８番 渡美穂議員 登壇〕 

○８番（渡美穂議員） ただいま議長より許可をいただきましたので、通告にしたがいまして質

問いたします。 

 今回の一般質問では、私は子育てにおける公の役割とその構築方法についてお伺いいたしま

す。 
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 私は、1996年から３年間香港の日本企業で営業部の管理職として働いてきました。香港は健

康保険や年金などの公的な社会保障制度がほとんどありません。そのかわり税金も非常に安く

なっています。税金が安いということは、法人にとってはありがたい制度であり、香港にはい

いところもたくさんあります。 

 ご承知のように香港は世界中から民間企業が進出し、わずかな間に飛躍的な発展を遂げた国

際都市です。民間企業のサービスは大変充実しています。 

 例えば、ほとんどの商店は22時ごろまであいていますし、銀行のＡＴＭは24時間使えます。

また同じ銀行間での送金手数料は無料です。 

 しかし、そんなサービスの充実した香港が、私にとって住みやすいまちかと聞かれたら、ノ

ーと言わざるを得ません。 

 例えば、医療面では個人の経済力によって命にかかわる大きな格差が生まれます。値段の安

い公立病院では、予約で２か月待ち。予約をせずに病院に行くなら、二、三日は待つ覚悟が必

要です。民間の病院で治療を受けた場合、私が体調を崩して血液検査をしたときの値段です

が、約1万8,000円。その結果を聞くために、さらに6,000円かかりました。 

 小学校では、児童数に比べ学校数が極端に少ないため、公立の小学校は午前中だけ授業を受

ける子どもと午後だけ授業を受ける子どもの２部制になっており、親の経済力で私立や海外の

学校に行っている子どもたちとの間に、格段の学力格差が生まれています。 

 このように、公の役割が乏しく経済力次第で人生が大きく変わる地域において、人々の関心

がお金に集中することは仕方がありません。 

 多くの人は２つ以上の仕事を持ち、朝から晩まで働き、時間的にも精神的にもいつも追い詰

められているように感じていました。 

 私が文化面において、その余裕のなさが大きくあらわれていると感じたところは、街中に書

店がないということです。本を読む習慣がなくなるということは、行間を読む感覚が養えない

ということです。 

 映画タイタニックを見に行ったとき、最後船が海に直角の角度で沈没するシーンにおいて映

画館の館内では大爆笑が起こりました。また、映画シンドラーズリストでもナチス兵がユダヤ

人をピストルで殺すシーンにおいて大爆笑が起きました。話の流れや描かれている人々の持つ

感情を酌み取る想像力などがそこにはありません。多くの人が亡くなっていくシーンを見て、

イデオロギーなどの問題ではなく、単に役者の立ち振る舞いがおかしいと笑う観客に対して、

私は大変な恐怖を覚えました。 

 しかし、残念なことですが、今日本においても、特に子どもの犯罪の内容を見ていると、そ

ういう感覚に近づいているような気がしてなりません。 

 このような環境の中で、私は公の果たす役割が市民の精神面に与える影響の大きさというの

を考えざるを得ませんでした。今、日本では公に民間の活力を導入して財政立て直しや行政サ

ービスの向上を図る自治体が増えています。内容によっては、非常に評価できることですし、
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情報公開が進み、市民の行政に対する関心が高まることにもつながると思います。 

 しかし、今申し上げましたように、公が一体何を保証するのかというそのことだけで、そこ

に住む人々のふだんの生活だけではなく、本人が意識しないうちに精神面に与える影響が非常

に大きいというのも厳然たる事実です。 

 私たち市民は高い税金を払っています。税金を支払うことの対価として、市民の多くは公的

サービスの充実を求めます。 

 しかし、行政の財政難を考えれば、そこにも限界が生まれることはいたし方がないかもしれ

ません。地方自治体の独立がうたわれる今、公の役割とは一体何なのか。どのように構築して

いくものなのか。そのあり方が各自治体に問われています。 

 公の役割も多岐に及びますが、今回は保育所の民営化が進められている中で、長い時間を培

われて養われてきた太宰府の歴史と文化、そして独自の文化を築いてきた日本を継承する人間

を育んでいく子育てにおいて、行政が果たすべきセーフティーネットとしての役割はどのよう

にあるべきか、まず市長のお考えを具体的にお示しください。 

 再質問は自席にて行います。 

○議長（村山弘行議員） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（古川泰博） 子育て支援における公の役割とその構築方法について、市長に対し

回答を求めてありますが、私の方からまずご回答させていただきます。 

 子育てにおいて行政が果たすべきセーフティーネットとしての役割はどのようにあるべきか

というご質問にご回答いたします。 

 親は子育てを通しながら親になると言います。初めから親としては存在しないということだ

と思います。 

 社会経済の変化により核家族化、そういうものが進行し、地域社会での人と人とのかかわり

は希薄化を増すばかりです。親になるための準備がほとんどできないまま親になってしまうと

いう状況もあって、子育て家庭の孤立化や虐待につながってきていると考えられます。 

 平成13年３月に策定しています児童育成計画では、親と子の育ちあいを支えるまちづくりを

基本理念とし、親が子どもとともに成長できる環境づくりを基本目標に掲げています。これ

は、今述べました問題認識のもとに策定されたものです。 

 今年度に、次世代育成支援対策行動計画を策定いたしますが、内容は児童育成計画より幅広

いもので、問題が幅広くなっていることに国として早急に歯どめをかけ、実施を求めているも

のと理解いたしております。子育て支援は、親を支援するものだけではありません。子どもが

子どもとして尊重されるように支援するものだと考えております。 

 公の役割は、市民の協力を得ながらこれらの問題解決に取り組むものだと考えております。 

 まず、組織体制を確立し、専門性のあるスタッフを位置づけることが肝要です。また、市民

の方々を含めた多様な支援体制の組織確立も重要なことだととらえています。支援を発展させ

るためには、人材の育成が重要になってきます。これは、計画性をもって位置づけるもので
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す。 

 こうしたことから、子育て支援は、言いかえれば親が親になるという支援をすることと、配

慮を要する児童へは支援体制をつくっていくことにあると考えます。これらは公だけでできる

ものではありません。市民の方々の協働によって初めて達成されていくものだと思います。 

 このことが行政が果たすべきセーフティーネットであると思います。 

 これらのことを踏まえ、次世代育成支援対策行動計画策定に基づき、実施計画を作成するこ

とといたしております。 

 以上でございます。 

○議長（村山弘行議員） ８番渡美穂議員。 

○８番（渡美穂議員） 今のご回答ですけれども、私は市長に回答を求めたのですが、これは市

長の回答というふうに考えてもよろしいでしょうか。 

○議長（村山弘行議員） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（古川泰博） ただいまご回答いたしましたのは、市長の回答ということで受けと

っていただいて結構だと思います。 

○議長（村山弘行議員） 市長。 

○市長（佐藤善郎） 子育てに対します行政が果たすべきセーフティーネットの役割についてのご

質問でございますが、ただいま部長が申しましたように、セーフティーネットの役割、その構

築といいますか施策につきましては、部長がるる申し上げたとおり、多方面からの必要がある

かと思います。基本的には私の考えと同じでございます。 

○議長（村山弘行議員） ８番渡美穂議員。 

○８番（渡美穂議員） わかりました。 

 今のご回答の中に、親は子育てを通じて親になる、そのための支援を行政は行っていく、こ

れはセーフティーネットの一つの役割であるというふうにお話をいただいておりますけれど

も、その支援というのが一体どのようなものであるべきか、それをこれから検証していきたい

と私は思います。 

 前回の一般質問でも申し上げましたけれども、今居宅で育児を行っている親は行き場がな

く、親自身が引きこもりになっているケースが見られます。これは虐待などにもつながりまし

て、社会問題にもなっています。また、子育てについて悩んでいる親が多いというのも現状で

す。前回、市民から要望がありまして、いきいき情報センターのビガールームを開放していた

だきました。３月議会において、玩具購入の予算も認められました。しかし、まだまだその周

知が足りず、知らない方が大変多いように思います。せっかくすばらしい立地条件のところに

子どもと親の居場所があるのですから、もっと積極的に市民に周知をしていただきたいと思い

ます。同時に、今後そのビガールームをもっと有効に活用するために、例えば子育てのカウン

セラーを定期的に配置し、居宅育児で悩んでいる親に対して働きかけることはできないでしょ

うか。健康福祉部長、行政として先ほど居宅育児についても触れておられましたけれども、今
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後どのような対策を考えておられますでしょうか。 

○議長（村山弘行議員） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（古川泰博） 子育て支援につきましては、先ほどご回答した中で次世代育成支援

対策というところで、これから今年度中に策定をしていこうというふうに思っております。次

世代の中で国の方が示しておりますいろんな事業があるわけですが、その中でサロン的な事業

とか、そういうものも当然これから考えていく事業の一つだろうと思いますし、先ほどからビ

ガールームの質問もあっておるわけですが、当然そういうものの有効な活用、それからそれぞ

れ公的施設の活用とか、それから当然学童保育所があるわけですが、学童保育所は大体午後か

らが実際利用する時間帯ですので、午前中は利用できるんじゃないかということもございます

し、とにかく子育てに対してのいろんな相談、悩み、そういうものをこれからはきちっと行政

として責任を持って受け入れをすると。そしていろんな相談にも乗りますし、専門的な方を配

置するということも大事なことだというふうに思います。そういうものを、今後国が示してお

ります事業としては、14事業あるわけですが、それ以外にも当市としての独自性を出していく

ようなですね、そういうものも今後策定委員会の中で意見として出していただくというふうに

考えております。 

○議長（村山弘行議員） ８番渡美穂議員。 

○８番（渡美穂議員） 今いただいたお話が、本当に現実になることを願っておりますけれど

も、この次世代育成支援対策推進法が実際に施行されるのは、この実施計画が実施されるのは

平成18年度からになっておりますが、悩んでる親については今が非常に大切なことです。例え

ば、現在筑紫野市では、筑紫女学園大学の先生に依頼をされて、官と学が一緒になって各行政

区においてワークショップを開催し、地域で子育てをはじめとする福祉の充実を働きかけてい

ます。このように、地域の社会資源であります学校やボランティアを活用することで、コスト

をかけずに一定の成果を上げることはできると思います。もちろんさっきおっしゃった次世

代、この法律にのっとってやられることも大変に重要ですけれども、今申し上げたように、今

が大切な親がたくさんいらっしゃるのですから、できることからまずすぐに取りかかっていた

だくように要望しておきますけれども、内部検討していただけますでしょうか。 

○議長（村山弘行議員） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（古川泰博） 次世代育成計画については、平成16年度中につくるということで、

平成18年度実施というお話があったんですが、この次世代につきましては、平成17年度から取

り組みをするということで私どもも考えておりますし、その中で何ができるかということにな

るかと思いますが、いろんな相談とかもございますし、以前からファミリーサポートセンター

を考えていくということも言っておりましたので、それは即平成17年４月からということには

ならないかと思いますが、準備をきちっとした中で早い時期に開設をしたいと思っております

し、いろんな相談事業も、実際今まで保育士の役割というものは保育所だけということがあっ

たんですが、保育士の役割も保育所だけじゃなく地域に入っていくと、いろんな相談を受けて
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いくと、役割的なものが変わってきましたので、そういうものも活用しながら事業をやってい

きたいと、考えていきたいというふうに思っております。 

○議長（村山弘行議員） ８番渡美穂議員。 

○８番（渡美穂議員） ありがとうございます。 

 とにかく今申し上げましたように、悩んでる方は今が大切ですから、本当にできることから

早急に対策を立てていただきますようにお願いいたします。 

 さて、今日本は所得の二極化が進んでいます。日本の全収入の75％を使って、全世帯の25％

の人が生活している。つまり、残り75％の人々は、全収入のわずか25％を分け合って生活して

いるという統計が出ています。男女共同参画も進みまして、経済的にもこのような社会情勢の

中、好むと好まざるとにかかわらず、両親共働きも今後増えることは間違いありません。 

 太宰府市の学童保育は５時までです。５時までに帰宅できる職場は余り多くありません。５

時を回るとき、仕事をしている親の精神状態はどうでしょうか。子どもの学齢が低ければ低い

ほど、毎日毎日、事故に遭っていないだろうか、誘拐に遭っていないだろうかなどの大きな不

安と戦いながら過ごさなければなりません。その横で７時まで保育制度がある別の自治体に住

んでいる親がいるという状況があるとしたら、子どもの安全上また自分の精神衛生上、別の自

治体に移転をするという道を選ぶ親がいても不思議ではありません。また、実際にほかのまち

に引っ越したいという市民の声を私は聞いております。こういう現状について、教育部長はど

のようにお考えでしょうか。 

○議長（村山弘行議員） 教育部長。 

○教育部長（松永栄人） 学童保育所のあり方についてのお尋ねでございますけれども、平成13年

３月に策定をされました、太宰府市の児童育成計画におきましても、子どもと子育てを取り巻

く現状におきまして、学童保育所を利用する児童数が増加傾向にあること。そういうことか

ら、基本的な施策の方向、子育て家庭を支える環境づくり、それから放課後の児童の健全育成

事業の推進などを上げております。また、その中では、保護者のニーズに応じた体制の検討を

することといたしております。先ほど、議員申されました、５時過ぎの保育なども、このニー

ズの中に入ろうかと思いますので、検討をしてまいりたいと思います。 

○議長（村山弘行議員） ８番渡美穂議員。 

○８番（渡美穂議員） 働く親が、毎年300日近く不安で過ごさなければならず、それが結局ほ

かの自治体への人口の流出を招き、若い世代の市民税の減収につながると同時に、まちの高齢

化を招く結果にもなります。こういったことをよくご理解いただきまして、前向きにぜひ早急

にこれも検討していただきますようにお願いいたします。 

 また、水城小学校の学童については、総務文教委員会でも視察をいたしましたけれども、本

当に言葉は悪いんですけれど、芋の子を洗うような状態だということを再確認いたしました。

前回提案いたしましたけれども、低コストでかつ将来的な児童の数にも対応できるよう、プレ

ハブでも構わないという現場の声もあり、不幸な事故が起こらないうちに、一日も早く子ども
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たちの安全のために広い場所を確保できないでしょうか。教育部長いかがでしょうか。 

○議長（村山弘行議員） 教育部長。 

○教育部長（松永栄人） 水城学童保育所の広さを確保できないかというお尋ねでございますが、

私も一緒に視察をさせていただきまして、状況を見ております。大変な子どもさんたちの状況

を認識いたしております。今後、財政当局の方にも要望をしてまいりたいと思います。 

○議長（村山弘行議員） ８番渡美穂議員。 

○８番（渡美穂議員） この件につきましても強く要望いたしておきます。 

 さて、今回、都府楼保育所の民間移譲につきまして、行政と保護者の間で意見交換が行われ

ました。私は、説明会すべてを傍聴させていただきました。 

 まず、新聞報道でありましたが、市長のご英断もあり、保護者会と一定の合意に達したこと

につきまして評価いたします。その上で私は、冒頭述べました保育所などにおける行政が保証

するセーフティーネットについてお考えを確認しておきたいと思います。 

 まず、保育所について、公立であろうが民間であろうが行政としてこれだけは絶対に保証す

るというのは一体何なのか。今現在、健康福祉部長はどのようにお考えかお聞かせください。 

○議長（村山弘行議員） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（古川泰博） 子育てにおける公の役割、その構築方法の中の３番目のご質問だろ

うと思います。 

 それで保育所につきましては、公立であろうと私立であろうと目的は一つだろうということ

があると思います。その中で、公立保育所が今まで担ってきた状況もあるかと思います。それ

で、その中で特に公立保育所につきましては、人権保育それから障害児保育というところで担

ってきたところがございます。それから、民間の社会福祉法人につきましては、長い経験や実

績を当然持っておられますので、その中で通ってある子どもさんたちの期待に応えることがで

きるような、そういう保育の方法も、今までの実績、そういうものを踏まえた中でやってある

と思います。 

 それで先ほどのご回答の中に申しましたが、保育所の役割ということは、きちっと公立であ

ろうが私立であろうが持っていただいた中で保育をやっていただいておりますし、それぞれ保

育所の中でも配慮を要する子どもさんたちについては、それぞれ考えを持った中での保育をさ

れているということも思っておりますし、その部分につきましては行政としても今後につきま

しては、公立、私立につきましての指導、そういうものも含めた形で取り組んでいきたいとい

うふうに思っております。 

○議長（村山弘行議員） ８番渡美穂議員。 

○８番（渡美穂議員） 保育所の役割として、健全な児童育成、子どもたちの育成ですね、それ

から安全を守る、命を保証する、こういったことが私は行政が必ず保証しなければならないセ

ーフティーネットの一つだと思いますが、もちろんそれは健康福祉部長のお考えの中にもおあ

りになるでしょうか。 
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○議長（村山弘行議員） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（古川泰博） 当然、今いろいろ社会問題になっております保育所だけじゃなく、

幼稚園だけじゃなく、小学校についてもいろんな事件、事故が起こっておりますので、当然子

どもさんたちの安全、それは当然のことだと思いますし、健全な保育をやっていくというのは

当然当たり前のことでもありますし、そういう基本的なことは公立であろうと私立であろうと

きちっと踏まえた中で保育をされているということは、私どもの方受けておりますし、その中

でいろいろ行政に対する相談それから要望あたりも今後も出てくるかと思いますが、そういう

ものにつきましてはきちっと受け入れた中で話に応じて行きたいと思いますし、当然指導とい

うことも必要であれば、県もあわせた形で指導をやっていきたいというふうに思っておりま

す。 

○議長（村山弘行議員） ８番渡美穂議員。 

○８番（渡美穂議員） では、その指導ということで幾つかご質問させていただきたいのです

が、今リストラをされる人口が急増していますが、一家の稼ぎ手の収入が急になくなってしま

うような、緊急に子どもの長期保育が必要になった場合、現場の声を伺いますと、現状ではそ

のほとんどを公立保育所で対応しているそうですが、これから民間の保育所に対して具体的に

どのような指導を行っていかれますか。 

○議長（村山弘行議員） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（古川泰博） 保育所の入所につきましては、子育て支援課の方で受付をやってお

るわけですが、当然保育所には、保育料というのは収入に応じて決まってきます。それはあく

までも保育所に入所されるときの一つの基準でありますので、いろんな家庭の事情があるかと

思いますので、そういうものは話を聞いた中でどういうふうに判断をすればいいのかというこ

とが必要になってくるかと思います。緊急な場合でこちらの方でどうしても預からなければな

らないという状況の判断をした場合については、一時的には公立保育所の方でお預かりをする

と、責任を持ってですね。長期間であるとすれば、その辺は私立の保育所の方と通園の状況も

ありましょうから、それの話は具体的に聞いて判断をしていきたいというふうに思います。 

○議長（村山弘行議員） ８番渡美穂議員。 

○８番（渡美穂議員） つまり緊急避難場所として公立保育所を位置づけられているというふう

に、今私は解釈をいたしました。民間は経営です。利益が上がらないことや、低い利益の事業

には積極的には手を出したくないというのが多くの経営者の中にあるということは間違いがあ

りません。 

 では、保育所において費用対効果が上がらないものとは一体なんでしょうか。先ほど、健康

福祉部長のお話の中に、例えば配慮を要する子どものことがありましたけれども、福岡市では

経費削減のために子どもの食事の質を下げ問題になっている保育所があります。また、障害を

持った子どもについて積極的に受け入れたくないという意思をはっきり示すところもありま

す。これは太宰府市内で実際に起こったことですが、障害を持った子どもの保護者が相談に行
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ったとき、経営者が既に通ってきている自閉症の子どもを指さし、あんな障害があることを黙

ったままで入ってきて困っている、といわれたという事実もあります。また、説明会の中で保

護者がおっしゃっていましたが、障害を持った子どもの保護者に対し、そういう子どもは預か

ったことがないと保育所から言われたという事実。配慮を要する子どもを持った保護者が、そ

ういうところに安心して我が子を預けることができるでしょうか。障害を持った子どもを持つ

家庭は、経済的にも母親が仕事をしなければならない場合が多いというのが現状です。また、

実際に保育を行う場合、配慮を要する児童にはその分人手がかかります。そのため民間では行

政の指導もあり、拒否はしないけれど、実際に配慮を必要とする子どもたちが敬遠されている

という事実を、健康福祉部長はどのように考えられますか。 

○議長（村山弘行議員） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（古川泰博） まず、食事の質のことの質問があったと思います。 

 保育所においては、給食を行っておりますので、その辺は栄養士の献立によって給食をやっ

ているということがございますので、福岡市の方で問題があったのはそういうことじゃないか

と思うんですが、その分につきましては、きちっと県の方からの指導監査あたりもあっており

ますし、当然その中には衛生面と、それからいろんな施設面ですね、そういうものの指導もあ

っておりますし、県の指導の中で行政としてもその中には立ち会っておりますから、きちっと

されておるということの判断はいたしております。 

 それから、障害を持たれた方についての受け入れはしないという、私立の方がですね、そう

いうことがあったということでございますが、私自身が市立保育所の方に行ってお話を聞いた

中では、確かに今は障害を持った子どもさんは来てないと。ですが、受け入れたことは過去に

もありますし、受け入れないということはないということもはっきり聞いておりますので、そ

の辺は理解をしていただきたいと思います。 

 それから、障害を持ったお子さんの受け入れについては、これからもどの保育所であっても

きちっと受け入れていただくということは、私どもの方も以前から受け入れてもらうことにつ

いてはお願いをしていくつもりでもありますし、今までもしてきてると思います。今後もそう

いう話につきましてはさせていただきたいと、受け入れについてはですね、そういうふうに考

えております。 

○議長（村山弘行議員） ８番渡美穂議員。 

○８番（渡美穂議員） 今、給食の問題も１つ出ましたが、これはちょっと後から聞かせていた

だきますけれども、今まで配慮を要する子どもたちについても受け入れをするように指導はさ

れてきたということですが、現状そうやって遠回しであれ断られているご家族があるという事

実、そして今年４月にも実際に民間の太宰府市内にある保育所に入って、わずか１週間でやめ

ていかれた方もいらっしゃいます。そういったところがなぜやめていかれるのか、結局受け入

れ先は都府楼保育所しかなかった、そういった事実、部長も把握してらっしゃるかもしれませ

んが、ございます。過去の指導によってでもまだそういう部分は改善をされていないので、こ

－140－ 



れから具体的にどういった指導をしていかれますかということを私はお伺いしたいのですが。 

○議長（村山弘行議員） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（古川泰博） 保育所につきましては、何度も申し上げるわけですが、公立だから

私立だからということは私はないと思います。それで、そういう配慮を必要とする子どもさん

の受け入れについては、私としては時間をかけて話をしていきたいと思います。そういうこと

によって理解をしていただくことによってスムーズな受け入れと、それから保護者の方々の安

心というんですかね、そういうものが出てくるんじゃなかろうかなというふうに思っておりま

す。 

○議長（村山弘行議員） ８番渡美穂議員。 

○８番（渡美穂議員） 今お考えとしては、私基本的にすばらしいと思いますが、実際に保育を

行う場合には、そこには加配ということが必要になってきます。ですから、これは予算も伴っ

てきますので、ぜひその部分もあわせてご検討いただきたいと思います。 

 教育部長にお伺いしたいのですが、先ほど給食の問題がございましたけれども、都府楼保育

所の説明会の中で、保護者から今年民間に委託された水城西小学校の学校給食に凍ったままの

納豆やモズクが出され、子どもたちはそれをかじりながら食べたという話があったのですが、

このことについて連絡は受けておられますか。 

○議長（村山弘行議員） 教育部長。 

○教育部長（松永栄人） 凍ったままのモズクが出たというお話については伺っております。それ

で、学校給食につきましては、子どもたちが食べる30分前に校長先生が検食をするわけです。

それで、そのときに凍っておれば、当然凍ったモズクが出よるということがわかるわけであり

ますので、表現がどうであったろうかというふうに思っておりますが、凍ったままのモズクは

出てないというふうに思っております。 

○議長（村山弘行議員） ８番渡美穂議員。 

○８番（渡美穂議員） これは都府楼保育所の説明会で出ておりましたけれども、総務部長の方

から教育部長の方に対してそういった連絡をされておられますでしょうか。といいますのは、

やはり行政経営の立場から民営化について予算をはじめとする全体を統括する立場におられる

と思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（村山弘行議員） 総務部長。 

○総務部長（平島鉄信） その言葉は出ましたので、早速教育部長に伝えて調査するようにと。民

間委託をしてるところについては、栄養士さんですかね、栄養士さんは法律の部分では２校に

１人の栄養士さんをつけておりますけれども、委託する場合にはいろんな問題等を防御するた

めに、栄養士を１校に１人つけるようにしております。ですから、監督関係は十分になってい

るんじゃないかというなことを思いますんで、その辺も調査するようにということでお伝えし

ております。 

○議長（村山弘行議員） ８番渡美穂議員。 
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○８番（渡美穂議員） 今、総務部長のご意見にもありましたように、私自身も民間に委託しよ

うが何をしようが、現場への指導というのは非常に重要になると思います。そこで、一例とし

てお伺いしたいのですが、教育部長、市内の各小学校において子どもたちがどのような薬を飲

んでいるのか、年に１度ぐらい調査はされていますか。 

○議長（村山弘行議員） 教育長。 

○教育長（關 敏治） 教育委員会としては調査したことはないと思いますが、学校につきまして

は健康調査等で子どもたちの健康の状況、それから利用している薬等を調査しております。特

に宿泊を伴うような行事の場合はもう少し詳しくして、そして養護教諭等との打ち合わせをし

ながら、薬の利用について話していると思います。 

 以上です。 

○議長（村山弘行議員） ８番渡美穂議員。 

○８番（渡美穂議員） なぜ私がこのようなことを申し上げたかといいますと、先ほど申し上げ

ました、説明会の保護者の話にあった給食に納豆が出ているということを聞きまして、私非常

に自分の時代になかったことなので驚いたんですが、例えば心臓疾患などでワーファリンとい

う血液凝固予防の薬を飲んでいる人にとっては、この納豆を食べることで薬の効果をなくして

しまうため、安全な食べ物とは言えないということが一時期ニュースになっておりました。特

に、障害を持つ子どもたちを受け入れている学校においては、児童は何らかの薬を常用してお

り、また特別な障害ではなくても薬を常用している児童がいる可能性もあります。行政も保護

者も、薬と食物の食べ合わせについて知識を持っている方は少ないでしょう。公のものであれ

民間であれ、専門の第三者を入れた機関の設置などによって行政が指導を行っていかなければ

重大な事故につながる可能性があります。教育部長、この点についてはどうお考えですか。 

○議長（村山弘行議員） 教育長。 

○教育長（關 敏治） 特に食べ物とか薬については、安全面から非常に注意を要することでござ

いますし、またご指摘のような食べ合わせといいますかね、そういうこともございますので、

給食の内容等を配布しておりますから、各学校では給食の前にそれについて親の方からの反応

を聞くなどしながら十分な配慮をして進めていると、そのように私は考えております。そうい

う面でより十分な注意をしていくということでご指摘いただいたんじゃないかと思いますけれ

ども、いろいろお薬とか食べ物とか複雑なものが出てまいりますので、より一層注意していき

たいと思いますが、学校におきましてはそういうことで安全に十分注意しながら進めていると

いうふうにとらえていただければと思います。 

○議長（村山弘行議員） ８番渡美穂議員。 

○８番（渡美穂議員） もちろん親の方も承知している場合もありますけれども、万一見過ごす

という場合も私はあるかと思います。その行政側としてもそういったものの知識についてはそ

の第三者機関、専門家を入れた機関をつくる必要が私はあるのではないかと思います。例え

ば、私たちが小学校の時代にアレルギーの検査なんか行われていませんでしたけれども、今は

－142－ 



ごく当たり前のことになっています。時代が変わりまして薬も変わってきています。過去にそ

ういう事例がなかったとしても、これから起こり得る可能性があるとしたら、事前に対応して

おくべきではないかと私は考えています。 

 このように、現場の指導を行う際、今申し上げた専門家を入れた第三者の視点というのは欠

かすことができません。そして、第三者の視点は、指導のためだけではなく、行政が市民と共

同でまちづくりを行うとき、つまり先ほど健康福祉部長がおっしゃいましたが、行政のセーフ

ティーネットを構築する際、様々な利害が絡む既得権の問題を解決するためにも不可欠なもの

だと私は考えます。総務部長はどうお考えでしょうか。 

○議長（村山弘行議員） 教育長。 

○教育長（關 敏治） まず、私の方から。何か聞いておりますとですね、えらい学校が安全に気

を配ってないようなふうに聞き取れてですね。十分な配慮をしながらやっておりまして、それ

から、もしそういう緊急な場合があったときにどの病院に連絡したらいいかとか、また修学旅

行中でしたらどの病院を訪ねたらいいかというようなことの処方を聞きながら、私も校長をし

ておりましたので、そういうことをやりながら十分に配慮しておるところです。 

 なお、先ほど申しましたように、薬もいろいろ変わってきますし、食べ物もいろいろ変わり

ますから、十分な配慮がより一層必要だということは重々わかっておりますけれども、何にも

その学校がその辺に配慮しないというようなふうにとらえてもらいますと大変困りますので、

どうかよろしくご理解ください。 

○議長（村山弘行議員） ８番渡美穂議員。 

○８番（渡美穂議員） 教育長のご答弁、確かにそのとおりだと思います。 

 学校側も十分に配慮されておりますけれども、私の意見といたしましては、やはり先ほども

申し上げましたように、多様化する薬ですとか、そういった専門的な部分については、やはり

学校側では対応できないところもあるのではないかということで、年に１回でもいいからそう

いった専門家を入れた機関で、どういった薬を児童が飲んでいるか、そういったことを確認す

る必要もあるのではないかというふうに、私は考えております。 

 では、済いません、総務部長お願いいたします。 

○議長（村山弘行議員） 総務部長。 

○総務部長（平島鉄信） 私の方にどこをどういう形で振られたのかわかりませんが、いろんな社

会情勢あるいは環境が変わりつつあります。それはもう渡議員が言われたとおりです。それ

にやはり行政が対応していかなければいけないのが私の方は一番だろうと思います。 

 まず、我々がそれに対応できるような勉強をすると。それでもどうしても応じられない場合

は専門家の意見を聞きながらやるっていうことが基本姿勢で、何でもかんでも専門家に任せれ

ばいいということでは、やはり行政の主体性がないような気がします。 

 ありがたい言葉ですが、まずは、私は総務部長って問われるならば、職員にまず自らそうい

うふうな時代の流れに応じた啓発、自己啓発をしてほしいと、そういうふうに考えておりま
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す。 

○議長（村山弘行議員） ８番渡美穂議員。 

○８番（渡美穂議員） 今のお言葉の中に、確かに行政がまず最初にしっかり勉強していかなけ

ればならない、そしてその足りないところ、どうしても補えないところがあれば専門家の方に

そういった相談をしていくというお考えを承りました。 

 私は、例えば市内で居宅であれ施設内であれ、どのような内容で子育てが行われているか、

民間であろうと公立であろうと、それが行政の目指す理念に添ってきちんと監視をし指導する

役割も行政自身はあると思います。例えば、子どもが毎日４時間以上２ｍ離れてテレビを見て

いる場合、これは親が見せている場合もありますし、預けている保育所などが見せている場合

もありますが、その多くの子どもは２ｍ未満の距離のものに対してほとんど反応を見せなくな

るという統計が保育関係の方から出されています。 

 また、先日テレビ番組で放送されていましたが、子どもが感情をコントロールできず、いわ

ゆるキレやすくなる原因の一つに睡眠時間が大きく関係していることも指摘されています。 

 さらに、ここ数日大人による子どもへの犯罪など、痛ましい事件が起こっています。保育士

は、専門の知識を習得し、現場での経験によってそれを実践してこられています。医者や看護

師と同じ専門職であると私は思っています。様々な子どもの状態を見てその原因を突きとめ、

できるだけ早い時期に改善するよう指導できるのも専門職だからこそだと思っています。 

 先ほど申し上げました、医師、看護師、専門職といいましたけれども、それだけではなくや

はり子育てには広い分野での専門職が私は必要だというふうに考えているからです。居宅で育

児を行っている親のカウンセリングや、今の給食の例にもあるように、私は医師や保育士など

の専門家を入れた第三者の機関の設置によって太宰府市が目指す子育ての質を守ることを、こ

の質を守るための指導を継続していくことが非常に重要になると考えます。 

 先ほど教育部長は学校の件をおっしゃっておられましたが、私が申し上げておりますのは、

学校内部のことだけではなく、これは生まれた乳幼児からすべての子どもたちについての専門

の第三者機関の設置ということですけれども、先ほど片井議員へのご答弁にもありましたけれ

ども、この第三者機関の設置ということを健康福祉部長はおっしゃっておられましたが、専門

家を入れてということについてはいかがでしょうか。 

○議長（村山弘行議員） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（古川泰博） 一つ申し上げましたのが、いろんな保育所に対する苦情、苦情ばか

りじゃないというお話をさせていただいたんですが、いろんなことがありますから、その保育

所の中だけではなくて、第三者も入れた形できちっと客観的に見れるような、そういうふうな

方法もとっている保育所もございますし、そういうことを当然これからは一保育所だけじゃな

くて、市内全体で考えるべきだろうということも考えております。 

 それから、もう一つは、第三者評価ということもお話しさせていただいたんですが、厚生労

働省の方でもそういう評価事業については必要であるという見解に立っておりますので、そう
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いう制度についても今後入れていきたいということも出てきております。それで、そういうも

のも当市としてもひとつ検討してみろうということも思ってますし、保育所が客観的に判断を

された中でいろんな指導、それから指導されたことに対する公表というところまでやる機関の

ようでございますので、そういうことによってよくなることであるならば、ぜひとも検討する

べきことじゃないかなというふうに思っております。 

○議長（村山弘行議員） ８番渡美穂議員。 

○８番（渡美穂議員） 今のご答弁ですと、やっぱり必要とあれば専門家を入れた第三者機関の

設置を検討してもいいというふうにとらえてよろしいですか。 

○議長（村山弘行議員） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（古川泰博） そのとおりでございます。 

○議長（村山弘行議員） ８番渡美穂議員。 

○８番（渡美穂議員） 都府楼保育所の説明会におきましても、再三にわたりまして保育の質に

ついての議論が交わされてきました。健康福祉部長、その保育の質とは、今現在はどのように

お考えですか。 

○議長（村山弘行議員） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（古川泰博） 質と言いましても、サービスとはちょっと違うと思います。それ

で、今まで公立保育所それから市立保育所におきましても、保育方針というものがあって保育

内容ができていると思います。それを毎年積み重ねてきて、その保育所でのやり方というんで

すかね、そういうものをいろいろ積み上げられてきて、それを一つの、例えばＡという保育所

の質というふうに、私はなっていくんだろうと思います。 

 それで、それを今回の都府楼保育所の分ですが、質をどう受託した法人の方に伝えていくか

ということが説明会の中でもいろいろ質問があった中で私どもが考えさせられたことだろうと

思います。それは行政、それから実際今まで都府楼保育所でやってこられたこと、それから受

託されたところがやってこられた実績もございますので、そういうものはお互い情報の交換も

しますし、時間をかけて引き継いでもらうということも大事だろうと思いますので、そういう

ところは行政の方がきちっと中に入ってですね、やっていくことが私は一番大事な質といわれ

るところじゃないかなというふうに思ってます。 

○議長（村山弘行議員） ８番渡美穂議員。 

○８番（渡美穂議員） 今ご回答をいただきましたけれども、民間では経営者の方針がそのまま

反映されまして、公立では行政の理念が反映されると思います。つまり、今の都府楼保育所の

保育の質が、保護者にとってすばらしいものであるということは、行政や今までの保育士の

方々がそういう理念を持って20年間保育所を守ってこられたからにほかならないと思います。

では、具体的にそれは何なのか。恐らくその答えは都府楼保育所における過去の行政自身の歴

史の中にあると思います。ぜひ設立の趣旨や、そのときかかわった行政の方々の理念、そして

20年間の中で起きた様々な問題を行政自身がどのように解決してきたか、それをもう一度よく
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見直して見てください。私は、その作業を行うことによって、行政自身が考え、保護者に絶大

な賛同を得た保育の質とは一体何なのかがおのずと見えてくると思います。ぜひ太宰府市が持

っているセーフティーネットとしてもすばらしい保育の理念を再発掘し、それを継続するため

に前向きに行動していただくようにお願いをいたします。 

 また、本日ご回答をいただきました内容について、今後保護者会との協議会におきまして、

十分に議論をしていただき、今までの説明会のように結果報告の中に保護者の要望を受け入れ

るという方法ではなく、先ほど健康福祉部長ご自身でおっしゃっておりました共同ですけれど

も、当事者である保護者と共同でつくり上げていく姿勢で臨んでいただきますように強く要望

いたしまして質問を終わらせていただきます。 

○議長（村山弘行議員） ８番渡美穂議員の一般質問は終わりました。 

 ここで15時15分まで休憩いたします。 

              休憩 午後３時05分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午後３時15分 

○議長（村山弘行議員） 休憩前に引き続き会議を行います。 

 次に、11番山路一惠議員の一般質問を許可します。 

              〔11番 山路一惠議員 登壇〕 

○１１番（山路一惠議員） 議長より一般質問の許可をいただきましたので、通告に従い２点質問

をいたします。 

 まず、まちづくりについて。大きなテーマですが、今回は市民の住環境保全の視点から２項

目質問します。 

 まず１点目に、市内の開発、建築行為等に対して、市は太宰府市開発行為等整備要綱に基づ

いて地域住民と事業者との調整を行う責務があると考えますが、しかし宅地開発やマンション

建設問題が持ち上がった際、市は民間と民間の問題だからといって事業者と住民の間に立ち入

ろうとしない傾向があるように見受けられます。また、要綱の第５条では、「事業主は開発行

為を施行しようとするときは開発行為等の概要及び施行区域周辺に影響を及ぼすおそれのある

各号に掲げる事項について、事前に利害関係者及び近隣住民等に説明を行わなければならな

い」とありますが、これについても積極的に指導をされているかといえば、今議会で提出され

たマンション問題に関する請願内容を見る限り、十分な説明なく話が進んでいるように感じら

れます。こうした点について、市の対応と考え方についてお尋ねします。 

 次に、まちづくり条例の制定について伺います。 

 今全国的にそれぞれの自治体で工夫を凝らしたまちづくり政策、条例化が進んでいますが、

先ほど述べたような宅地開発や、マンション建設等にかかわる住民と業者との対立問題に対応

できる条例をつくっている自治体もあります。東京都の狛江市のまちづくり条例を例に挙げま

すと、ここでは条例で開発に関する協議の手続が定められており、開発等協議の義務づけ、意
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見調整会の開催請求や、業者が悪質な場合には罰則規定を設けるなどして、市民と事業者と市

の３者共同で住民が納得できる開発と住みよい環境保全が進められています。市内の開発に対

して行政側の情報公開、説明責任なども具体性を持たせ、これからは市民の理解と協力を得る

体制づくりを積極的に考えていくことが必要ではないかと考えますが、いかがでしょうか。ご

所見をお伺いします。 

 次に２点目に、保育所の民営化について質問します。 

 昭和63年策定の太宰府市行政改革大綱で、保育業務の民間委託方針を打ち出してから今日ま

で、保育所民営化については先送りされていましたが、昨年11月いきなり都府楼保育所を平成

16年４月から民営化するという計画が出されました。市民や関係者に対して十分な説明もない

まま話を進めることは認められないとの批判に、市当局はその時期を１年間延期し、平成17年

４月にすると発表、そしてこの間保育所保護者会との協議の結果、さらに１年間延長すること

を約束されています。 

 こうした流れを見る限り、太宰府市は保育行政をどのようにとらえているのか、余りにも子

どもの存在を軽視したてんまつではないか、そして確固たる方針もないまま、これまで築き上

げてきた公立保育所を簡単に民営化してしまうことは、保育の公的責任放棄であるとの観点か

ら認められるものではありません。児童福祉法では、国及び地方自治体は児童を心身ともに健

やかに育成する責任を負うと定めています。これに基づき、自治体は保育に欠ける子どもを、

親にかわって保育する責任を課せられているのです。公立保育所は、民間保育所を含めて保育

全体の質の向上、保育水準の維持などの役割を果たしてきました。そして、これからは子育て

支援のネットワークの核として公立保育所の役割が一層求められています。 

 まず１点目に、公立保育所の果たす役割について市長はどうお考えでしょうか。答弁を求め

ます。 

 ２点目に、保育所の民営化計画について伺います。 

 ３月の代表質問では、現時点では１か所、あとは走りながら考えていきたいと助役が答弁を

されました。この答弁からして、保育行政の位置づけが非常にあいまいであることがうかがわ

れますが、改めて五条保育所と南保育所の２園について計画はあるのかどうかをお尋ねしま

す。 

 ３点目に、市は都府楼保育所民営化の保護者説明会の中で、保育の質については変わらない

と明言されましたが、そう言われる根拠を示してください。 

 以上、再質問につきましては自席よりさせていただきます。 

○議長（村山弘行議員） 建設部長。 

○建設部長（富田 譲） まちづくりについてということで、１点目、２点目のご質問でございま

す。１点目は、市の整備要綱等があるけれども、市の責任はどうかということと、２点目はま

ちづくり条例の中にそういう開発等協議の義務などを位置づけできないかということで、あわ

せてご回答を申し上げます。 
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 特に住環境の保全という観点から申し上げますと、基本的なルールは、都市計画法それから

建築基準法で定められております。いわゆるどういう建物を建ててよいのか、建築の用途、建

ぺい率、容積率、高さなどでございます。これは法律でありますので、全国どこでものルール

でございます。建築行為に限って申しますと、中高層建築物、10ｍ以上でございますが、これ

が建設されますと、従前からのお住まいの方には何らかの影響を及ぼすということになります

ので、近隣の方はその建築に対して疑問や不安がありますことから、本市におきましては昭和

59年に今の要綱の前身となる指導要綱を設置いたしまして今日に至っておるところでございま

す。ご存じかとは思いますが、同指導要綱もその時代時代に、社会情勢に応じまして改正を重

ねてきておるところでございます。それこそ今日までの本市のまちづくりに大きな役割を果た

したと、そういうふうに認識しております。昨今の中高層の建築に対しまして、住民の活動に

も指導要綱どおり施工者、または住民の方にも真摯に説明をいたしているところでございま

す。施主、事業者の方も３回、４回と説明会を近隣住民の皆様に行っているのが現在の状況で

ございます。どうぞ御理解をいただきたいということでございます。 

 それから２点目の、回答でございますが、まちづくり条例の中で対応できないかということ

でございますが、確かに住環境問題を解決しなければならないという時代でございます。その

ようなことから、国の方も、先ほど申しました都市計画法の改正をいたしてきておるところで

ございます。特に、これまで行政主導の都市計画法を、住民でも提案できるように都市計画法

の見直しをされているところでございます。具体的には、建築協定や地区計画というのがござ

います。住民の合意のもとに法で担保された最たるまちづくりのルールということでございま

す。 

 お尋ねの、開発等に関する協議をまちづくりの条例の中で対応できないかということにつき

ましては、本市も今後調査研究する必要があると思っております。福岡市、春日市、議員が申

されました狛江市も、調整あるいは調停と、かなり参考になるところがございます。本市もコ

ミュニティづくりということで、まちづくり条例の中に織り込めるかどうか、そのところを十

分研究してまいりたいと、そういうふうに考えるところでございます。 

 以上です。 

○議長（村山弘行議員） 11番山路一惠議員。 

○１１番（山路一惠議員） 今議会で、請願や陳情書が出されているマンション建設の問題を例に

挙げて単刀直入にお聞きしますけれども、この請願には２つの問題が含まれておりまして、一

つは土地の契約にかかわる問題。これは昨日武藤議員、そして先ほどは片井議員の方から質問

がありましたから、私は住民の住環境にかかわる部分についてお尋ねしたいと思います。 

 昨日の武藤議員の質問に対する答弁で部長は、住環境条件が悪いことは承知している、でき

る限り行政もやるべきことはやりたい、指導していきたいと思っているというふうにお答えに

なっております。それで、私もその答弁を聞いておりまして、やっと業者と住民の間に市が入

って調整をするのかと期待を持ったんですけれども、昨日の質問の後に住民の方にお話を聞き
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ましたら、18日に事業者が説明会を予定しておりますけれども、この説明会には参加をされな

いと、市が入ることはできないというふうに住民の方にはお伝えされているようですね。それ

じゃあどういう形で市は、住民の思いに応えていこうと思っているのか、その辺を具体的にお

答えいただけますでしょうか。 

○議長（村山弘行議員） 建設部長。 

○建設部長（富田 譲） 今、山路議員がおっしゃったとおりの態度を市はとっていきたいという

ふうに思っております。私は、昨日まず一般質問の中でお答えしましたのは、特に防災公園、

そういうことは水事情が悪い中で必要じゃないかということでございましたので、そこのとこ

ろは十分に承知しておりますということで、できるだけそういう方向でできるものは対処して

いきたいということをお答えいたしました。何もかもが悪いわけじゃございません。法律で保

障されている部分につきましては、そういう部分で法的な裏づけがあるものでございますか

ら、そこらは最低クリアされておるということでございますので、市の中でできるとしたらそ

ういうこと、あるいは道路整備、そういうことかなということで申し上げたわけでございま

す。 

 それから、18日の説明会に参加しないということにつきましては、指導要綱の第５条で事業

主は近隣住民の方に説明をするということで、ちゃんと要綱がありまして、それを事業主はす

ると言っておるわけでございます。今回、住民の方から事前に市の方に要望等を持ってこられ

てお話がありましたのは、これ私、それが建設部関係に来て初めてでございます。そういう要

望がありましたので、市としては要望等をきちっと聞いて、先ほど言いましたような中で対応

をしていくという態度をとってまいりました。これまでにいろんな、先ほど言いましたよう

に、要綱の中できちっと業者の方も理解されて、住民説明を訪問されたり集められてお話しさ

れたりしております。そういう中で、100％完璧とは言いませんけども、積み重ねながらやっ

てきた指導要綱でやっているということを申し上げました。それが完璧とは思いません。時代

の流れで改正しなければならないところはしなければなりませんけども、そういうことでまず

事業主の方たちの話を、この要綱どおりに聞いていただいて、そして住民の方々が要望される

こと、そういうことをお話し合いいただいて解決ができればそれが一番いいと、そういうふう

に思っております。 

 以上です。 

○議長（村山弘行議員） 11番山路一惠議員。 

○１１番（山路一惠議員） それじゃあ、今の答弁ではあくまでも業者と住民の間の中で解決をし

てほしいと、市は全くそれについてはかかわりを持ちたくないということで、そういうふうに

理解していいんでしょうか。 

○議長（村山弘行議員） 建設部長。 

○建設部長（富田 譲） できればそのようにお願いしたいと思っております。 

○議長（村山弘行議員） 11番山路一惠議員。 
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○１１番（山路一惠議員） 初めて住民の方がこの土地にマンションが建つと知ってから、６月と

７月の２回にわたって市長に陳情をされておりますけれども、こういう住民の要求がわかって

いながら、そういう切実な要求を無視した形で市は土地を売られているわけです。その要望の

中には、例えば大雨時の水害についてとか、市がかかわる問題も幾つか含まれております。で

すからそういう問題については、私はやはり市として積極的に住民の不安解消に尽くすべきだ

と思いますけれどもいかがでしょうか。 

○議長（村山弘行議員） 建設部長。 

○建設部長（富田 譲） 繰り返しの答弁になるかと思いますけども、市としては真摯な態度で住

民の意見を受けて、できるものはやっていくと。すぐさまやれる問題もございませんし、でき

る部分についてはですね、やるし、将来の計画、財源的なものもございますので、そういう部

分では考え方として早目にやっていくと、ご迷惑をおかけしとるのはもう明白でありますの

で、そういう気持ちでの対応をしたいという市としての考え方でございます。 

○議長（村山弘行議員） 11番山路一惠議員。 

○１１番（山路一惠議員） 市は、業者に対しては指導をしていきたいというふうな、そういう消

極的なお答えしかしておりませんけれども、ただその業者に指導をしていくにしても、住民の

声を聞いた上で問題を把握して業者に指導をするというのが筋ではないでしょうか。大体、今

回のこのマンション問題にかかわらず、こうしたマンション建設や宅地開発などで、住民と業

者の間が対立をしたりしますと、市はすぐに責任回避をしようとする、そういう傾向があるよ

うに私は感じます。市民とともにまちづくりを考えていこうとするならば、やはり行政側が進

んで情報公開をすること、そして住民の立場に立った指導をしていくこと、そういう姿勢がや

はり大事だろうと思います。ですから、そういうふうな姿勢を持ってもらいたいということ

で、今回このまちづくり条例、狛江市のまちづくり条例を例に挙げまして、ぜひとも条例化を

検討してはどうかという提案をさせていただいているわけですけれども、参考に上げたこの狛

江市のまちづくり条例、狛江市では実際にこの条例を適応させて、マンション建設で住民と業

者が対立をしたときに解決をさせているという実績がございます。先ほど見ていただいたよう

なご答弁でしたが、大変詳細に開発と協議の内容が定められておりまして、またまちづくり全

般に関する仕組みづくりというのも明確化されております。それで今、本市には開発行為等整

備要綱があるわけですが、ただその今の要綱では住民の権利義務が明らかになっていない。ま

た、行政の責任もあいまいであると、そういうことで、今回のようなマンション建設問題では

全く対応ができないというわけなんですね。ですから、行政側は、自ら縛りをかけることには

消極的な部分がございますけれども、先ほどの答弁ではこのまちづくり条例、狛江市のまちづ

くり条例、ぜひ調査研究をしてみたいというお答えでしたので、そういった建設要綱にかかわ

る具体化、それから市全体のまちづくりの明確化、それをぜひ積極的に進めていただきたいと

いうふうに思います。 

 それでは次に、保育所の民営化についてお答えをお願いします。 
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○議長（村山弘行議員） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（古川泰博） 保育所の民営化についてご回答を申し上げます。 

 １点目の公立保育所の果たす役割についてお答えをいたします。 

 保育所に通所していない児童の保護者の支援のため、民間保育所の地域子育て支援施設等と

連携をしながら子育て支援を充実していくことが上げられます。そのため保育内容の向上のた

めの研究、研修、そういうものを今以上に重ねていくことが重要になってくると考えられま

す。 

 次に、２点目でございます。民営化についての計画についてのご回答を申し上げます。 

 このことにつきましては、昭和63年の行政改革大綱に基づきまして保育所の民営化を検討し

てきたところです。今回、都府楼保育所の民営化を行うということで進めてきているものでご

ざいます。都府楼保育所を民営化することにより、人材それと財源が活用できるというふうに

なりますので、子育て支援の充実を図っていくことで今後の計画につなげていきたいというふ

うに思っております。 

 次に、３点目の保育の質についてご回答申し上げます。 

 認可保育所におきましては、国の保育所最低基準それから保育指針がございますので、それ

に基づきまして運営を行っておりますので、公立、私立につきましても基本的には変わりはご

ざいません。また、保護者会の要望も協議を行いながら取り入れて運営することといたしてお

りますので、大きく変化することはないと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（村山弘行議員） 11番山路一惠議員。 

○１１番（山路一惠議員） 民営化されることで危惧される点を幾つか上げますと、一つには行政

の責任が後退をするのではという心配がございます。例えば、これはほかの自治体の事例なん

ですが、利益を上げるために保育所と保護者が直接契約を行い、基準以上の詰め込み保育を行

っていた。それをある保護者が市に指摘をすると、市は民間のやっていることには口は出せな

いといって見て見ぬふりをした。こういうことがあるんですね。それから、保育内容について

もやはり直接責任を負わなくなるわけですから、どんな内容で保育が行われていても、市の方

は口出しができないということが出てくるのではありませんか。 

 それから二つ目には、保育の市場化というのは、やはり公立保育所がつくり上げてきたどこ

でも公的保育を保証する体制が崩れ、保育が商品として選択をされ売買される。要するに、英

語やスイミングなどの特色ある保育を売り物にした保育が先行してしまい、本来子どもにとっ

て必要な保育がないがしろにされはしないかという心配、またあるいは保護者の経済状況に応

じて保育の内容が変わるということがありはしないだろうかと、こういった心配があります。 

 結局のところ、どこまで行政が責任を持つのかが、今回の民営化に当たっても全く明確にな

っておりません。最低基準さえ満たしていれば、というそういった姿勢では、保育の質は変わ

らないといわれましてもやはり疑問を持たざるを得ません。その点、明確なお答えをいただき

－151－ 



たいと思います。 

○議長（村山弘行議員） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（古川泰博） 危惧されるというところで、民間については利益を追求することに

対して行政は口は出せないというご質問だったと思います。 

 民間保育所につきましては、社会福祉法人を設立した中で保育所の運営がなされておるわけ

でございます。それで、社会福祉法人としての一定の条件もございますし、その中で保育所の

経営がなされているというふうに思います。それで、実際、社会福祉法人に対するいろんなこ

とについて、行政としては直接の口は出せないと思いますが、保育内容につきましては、実際

どういう保育内容でなされているのかということにつきましては、私どもの方で把握すること

はできると思います。 

 それで、今回の都府楼保育所の民営化につきましては、今後細かな点につきましては保護者

会との協議も行っていきますし、当然、受託する法人に対しても２度ほどお話をしていってお

ります。その中で、実際公立保育所を受託される中では、やはり今やっております民間保育所

だけの保育ではなく、きちっと都府楼保育所の保育方針を選考基準の中にも入れておりました

ので、そのことについては協議の中でですね、きちっと伝えていきたいと思いますし、今後も

行政、私どもが間に入った中で協議を進めていきますし、今後についても継続してやっていき

たいというふうに思っております。それが、２番目に質問がありました基準というところでお

答えしたんですが、そういう先ほど説明しましたことをきちっとやっていくことが、私は委託

をしても保育内容には変わらないことの一つの取り組みだろうというふうに思っております。

それと最低基準ですね、それも言ってありましたので、それも先ほど説明したものでできてい

くんじゃなかろうかなというふうに思っております。 

 それから３点目の、経済状態によって変わっていくというご質問をいただいたんですけど、

もう少し詳しく説明をお願いしたいんですが。 

○議長（村山弘行議員） 11番山路一惠議員。 

○１１番（山路一惠議員） 要するにお金がある人は、例えばスイミングとか英語とかでやってる

保育所を選択できるけれども、経済的に苦しい家庭はやっぱり安い保育を選ばざるを得ない

と、そういうことです。 

○議長（村山弘行議員） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（古川泰博） 私立の保育所については、もう一つ特色を出そうというところで、

いろいろ習い事とか、先ほど言われましたスイミングとか、そういうものをやられると思いま

すが、２度ほど法人の方と話をさせていただいた中では、基本的には都府楼保育所の一つの

形、長い歴史があった中で取り組んできたということもありますので、そういうことをきちっ

と引き継いでいただきたいということはお話をさせていただいております。 

 それで、確かに私立になりますとどうしても自分の保育所のカラーを出したいという気持ち

は持ってあると思いますが、まずは今の保育所をきちっと引き継いで、その中で都府楼保育所
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の内容、今までやってきたことをきちっととらえていただいて、まずそこからスタートしてい

ただきたいということもお話しさせていただいておりますので、経済状態によって変わってく

るというところにつきましては、いろんな相談は子育て支援課の方で受けていくんですが、ど

うしても保育所の方には話したくないとかですね、そういうふうなこともございましょうか

ら、子育て支援課の方でそういういろんな状況についてはお聞きして、そのことについては法

人の方にもきちっと伝えていきたいというふうに思ってます。 

○議長（村山弘行議員） 11番山路一惠議員。 

○１１番（山路一惠議員） 公立保育所が民営化されたある市では、保護者が公立保育所のときと

同じように私立保育所に保育に対する要望を述べたら、園の方針に共感できないなら退所して

くださいと言われたということがあるそうです。こうした事例からもわかるように、保護者側

も保育所を選択できるようになったけれども、逆に保育所側も入所家庭を選択できるというこ

とです。こんなことは、公立保育所では絶対にあり得ないことで、それはなぜかというと、や

はり保育に欠ける子どもが地域にいれば保育をする義務を公立保育所は担っているからです。

民営化でこのような問題が起こらないとも限らないわけで、そういう場合に、そういうことが

実際起こったら、市はどのような対応をされますか。私は、やはり民間の方針に口は出せない

と言われるのではないかと、そういう気がしてなりませんけれどもいかがでしょうか。 

○議長（村山弘行議員） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（古川泰博） なぜ保育所ができたのかといいますと、保育に欠けるというところ

が基本的な考え方があって保育所ができたということがございます。確かに私立につきまして

は、経営ということが確かにあるかと思いますが、いろいろ要望が出される中で、特に今回の

委託した保育所につきましてはですね、行政としてきちっと間に入っていって調整を当然すべ

きだろうというふうに思っておりますし、いろんな要望が出てくることが、実際そのこれから

経営される法人の方でどういうふうに受けとめられるのかっていうのも、当然行政としても聞

く必要があると思います。そういうものの間に当然当分の間は入っていかなければならないと

いうふうにも思っておりますし、その辺のところは調整役という形で今後も話の中には入って

いくことによって解決されていくことも多いんじゃなかろうかなというふうに思ってます。 

○議長（村山弘行議員） 11番山路一惠議員。 

○１１番（山路一惠議員） お考えはよくわかりますけれども、今回、法人を選定するに当たっ

て、法人選考実施基準というのを設けられております。その基準の中に、「地域の保育ニーズ

に応じた特別保育事業、延長保育や休日保育などを積極的に進めること」という項目が５の

(2)に書いてありますけれども、これも私は本当に子育て支援を市が進める気があるんだった

ら、具体的に休日保育を実施することとか、あるいは延長保育を何時から何時まで実施をする

こと、そういうふうにはっきりと提示をすべきだったのではないかと思いますが、やはり積極

的に進めることという、こういう抽象的な表現では、保育所は経営状況によってできることし

かしないでしょうし、それも時期もいつからするのかがはっきりしておりません。決定した法
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人とはこの点について具体的に話がついているのでしょうか。 

○議長（村山弘行議員） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（古川泰博） 法人の選考につきましては、募集する時点で基準を示しました。そ

れによって応募してこられるということは、基準に合ったところで実施をしたいというところ

での申し込みがあってると思います。それで、確かに言われますように、もう少し実際行政と

してやろうとすれば、必ずしなさいよということを載せるべきであるというご質問なんです

が、この基準の中では「積極的に進めること」ということを書いてありますが、この分につき

ましては２日間かけてヒアリングを行いました。それでどうしてもこれからの保育所を担って

いただくのは、保育所の今までの形と違って地域に解放するとかですね、いろんな特別保育の

ニーズがかなり多く出てきてますので、その中で積極的にやっていくということはヒアリング

の中で申しておりますし、特に休日保育については実施をすることが前提という話もいたして

おります。 

 それから、延長保育につきましては、今でも７時までやってるんですが、それを１時間延ば

して８時までやるとかですね。確かに延長保育をすることによって保護者の方はいろいろ助か

ることが多いんですが、１時間延ばすことによって給食を出さなければならないという状況も

出てきます。それで、その辺のところは私どもの方もヒアリングの中で基本的に申し込みをす

るとすれば、考え方をその場で聞いております。それによって判断をしてきたということがご

ざいますので、私どもがこの基準の中で示してる分については実施をしてもらうということが

前提に立った中での基準ということも説明をいたしておりますし、これから法人との話も詰め

ていきたいと思っておりますので、その中で協力ということではちょっと弱いかもしれません

が、当市としての考え方をきちんと伝えて、受託されるところの意見も聞いた中で調整をやっ

ていきたいというふうに思っております。 

○議長（村山弘行議員） 11番山路一惠議員。 

○１１番（山路一惠議員） そしたら、今の時点で市としては休日保育は必ずやってもらうと、延

長保育もしてもらうということでお話はされているわけですね。そう思っとっていいですか。 

○議長（村山弘行議員） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（古川泰博） 延長保育につきましては、今７時までどこの保育園もやってます。

それで、その時間を延ばすことによって給食の準備をするようになるんですね。そうすると、

実際延ばしたときに当然費用の問題もありますので、その辺の協議は今後詰めていきたいと思

ってます。休日保育についてはやってくれということで私どもの方は話しておりますので、そ

のつもりで法人としても受けていただきたいということも話しております。 

○議長（村山弘行議員） 11番山路一惠議員。 

○１１番（山路一惠議員） 私はこの選考実施基準を見まして、えらい簡単なもんだなと思ったも

んですから。例えばですね、千葉県の八千代市の保育園の移管条件、選考基準なんかを見てみ

ますと、例えば保育事業のところ、市が求める選考基準の保育事業として、乳児保育及び延長

－154－ 



保育を実施すること、障害児保育に積極的に取り組むこと、一時保育事業を実施すること、保

育所地域活動事業を実施すること、休日保育施行事業を実施すること、７項目ぐらい具体的に

この事業をしてほしいという内容が書いてあったんですね。それと、あと保育所職員の構成な

んかにつきましても、太宰府市のは、４年以上の経験者をおおむね３分の１以上確保できるこ

ととしかありませんが、例えば八千代市では、市民に認知されるまでのおおむね５年間はこれ

を維持すると、そういうふうに具体的な条件っていうんですか、それを提示してからの選考が

行われております。ですから、こういったところは、私は簡単に民間に移譲するっていうのは

好ましくないという考え方ですけれども、今実際にはもう話が進んでおりますのでね、ですか

ら市民それから保護者の皆さんの意見を十分にとって、市民が求める育児ニーズ、それをしっ

かりと把握されてから実施、今後話を進めていただくように要望はしておきたいと思います。 

 これから民間の保育園が育児支援を充実をさせていくためには、今の少ない補助金ではかな

り経営的には難しいというふうに思います。ですから今回の議会でも民間保育所の園長さんた

ちが、連名で「民間補助金の運営費・整備費補助金の確保」を国に求める要望書を出されてお

りますけれども、公立保育園を民営化して子育て支援を充実をさせていこうというんだった

ら、特別保育を実施してもらっている民間の保育所に対して当然補助金の充実もお考えになっ

ているかと思いますけれども、その点はいかがでしょうか。 

○議長（村山弘行議員） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（古川泰博） 当然これからの子育て支援をしていく中で、次世代の育成計画とい

うところの中で国が示しております14事業があるわけですが、その中でも実際保育所の中での

特別保育事業をやっていくことも入っております。それで、確かに言われますように、特別保

育事業をやることによっての人件費とか、いろんな諸経費あたりが当然かかってくるわけです

から、国としても特別保育事業の中では補助金を出す項目もあるんですが、出ないところも確

かにございます。それで当市としてこれからどういう計画でどういう内容でやっていこうかと

いうことを、今の時点では計画書づくりというところがございますので、その中で当然費用的

なものということも考えていかなければならないというふうに思っておりますので、その辺は

計画書、それから予算関係につきましては、私どもの内部の方でその辺のことまで含んだ形で

検討していきたいというふうに思っております。 

○議長（村山弘行議員） 11番山路一惠議員。 

○１１番（山路一惠議員） いろいろと具体的にお答えはいただいてますけれども、やはり私はこ

の保育所の民営化、これは単なる経費削減だということに尽きると思います。それは前回の代

表質問での市長や助役の答弁にあらわれておりましたけれども、財政難を理由に経費削減を言

われるのならば、福祉を削る前にまず今後の大型公共事業の見直しを考えるべきではないでし

ょうか。総合計画にもなかった太宰府館の建設や計画性の見えない看護学校の跡地の買い上げ

など、借金を増やすような施策を今後進めようとしながら一方でこのような福祉を削ると、そ

ういうことはやはり市民に納得を得られるものではないということをまず申し上げておきたい
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と思います。借金を増やしながら、そのツケは子どもたちに押しつけるというこの民営化に対

しまして、市長は前回の武藤議員の質問で、「子どもは宝である」と、「将来太宰府を担う財

産をみんなで守るという姿勢に変わりはない」と、このようなお答えをされています。私は、

市長がそこまで言われるのならば、働く親が安心して子育てができて、子どもたちの健やかな

保育を維持、充実をさせるためには、やはり公立の保育所は公立で存続をさせるべきだと思い

ますけれども、市長のお答えをいただきたいと思います。 

○議長（村山弘行議員） 市長。 

○市長（佐藤善郎） 保育所の民営化の問題につきましては、今議会でもいろいろなご質問に対し

ご答弁したとおりでございますが、ご承知のように都府楼保育所の民営化につきましては、平

成18年４月１日から民間に移譲するということを決定いたしたわけでございます。その後の都

府楼保育所の運営、その他につきましても、本市の子育て支援という立場から健全な、また保

護者がご安心できる、そういう保育体制をつくっていくということは肝心かと思う次第でござ

います。 

 したがいまして、現在我々は、保育所の民間移譲はもちろんでございますが、子育て支援の

充実につきまして、多方面からいろいろ施策を考えております。次世代育成支援対策推進法も

施行されたところでございまして、支援策の策定も現在進んでおります。今後とも太宰府市の

子どもたちが健全に、そして保護者が安心してできる子育ての支援体制を充実すべき、そのた

めに最大限の努力をしてまいりたいと思っております。 

○議長（村山弘行議員） 11番山路一惠議員。 

○１１番（山路一惠議員） 保育所の通所外の家庭で、子育ての困難に直面をしている保護者は、

確かに増えてきておりますし、子育ての保育需要の多様化っていうのもございます。そうした

人たちも含めた子育て支援策を考えていかなければならないという主張は当然です。次世代育

成支援行動計画策定も、市長が言われるように義務づけられまして、子育て支援の拡充が行政

の緊急の課題というふうになっておりますけれども、ただ私はこれからは公立保育所が地域の

ネットワークの核としてその中心的役割を果たしていくことが望ましいと考えています。 

 それはなぜかといいますと、児童虐待とかが増えている中で、市の中で横のネットワークが

これから大変必要になってきます。けれども、保育所が民営化されますと、どうしても縦にな

ってしまう。横のつながりがなかなかとれないということがあります。ですからそういった地

域のネットワークの核としては、公立保育所をぜひ残していただきたいし、公立保育所の保育

士さんは、市民、地域全体に奉仕をする公務員だと、そういう視点で見れば、ただ保育所内の

保育だけではなく、保育士の専門性、豊富な経験を生かした幅広い活用法も今後は考えていく

ことが必要でありますし、また地域もそれを求めていると思います。 

 大体そもそもがこの保育所の民営化というのは、地方財政危機の進行する中で、自治体リス

トラの重要な柱として政府自治省が1997年に打ち出した、地方自治新時代に対応した地方公共

団体の行政改革推進のための指針という基本方針に位置づけられておりまして、民営化を進め
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るためにこれまで政府は児童福祉法などを改正しながら、政府主導で全国的に民営化が進めら

れてきました。この政府の目的というのは、国の財政支援を削減するためでありまして、こう

した政府の保育制度の改革は、保育所指針が示している保育所の役割、特性などをないがしろ

にしてしまうというふうに思います。保育に対する公的責任の後退、これは私は否定できない

と思います。こうした政府の構造改革にのって、保育所の民間委託、民営化方針を進めるので

はなく、ここで一回白紙に戻していただいて保育の公的責任をこれから維持、拡大する方向で

ぜひお考えをくださいますように強く要望をいたしまして私の質問を終わらせていただきま

す。 

○議長（村山弘行議員） 11番山路一惠議員の一般質問は終わりました。 

 ここで16時15分まで休憩いたします。 

              休憩 午後４時03分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午後４時15分 

○議長（村山弘行議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、６番門田直樹議員の一般質問を許可します。 

              〔６番 門田直樹議員 登壇〕 

○６番（門田直樹議員） ただいま議長の許可をいただきましたので、通告に従いまして質問をさ

せていただきます。 

 まず、ボランティアによる青少年健全育成について質問します。 

 子どもたちがたくましく育ち、立派な社会人になってくれることを願わない者はいないと思

います。しかし、子どもたちの現状はどうなっているのでしょうか。オリンピックでは、日本

の若者たちがすばらしい成績を残しましたが、このような若者ばかりではありません。日本の

子どもたちは、全般的には元気がない、持っている能力が発揮されていない、自主性が足りな

い、規範意識が足りない、我慢することができないなどと言われていますが、どのような問題

が発生しておるか、簡単に述べてみますと、まず大きな問題は少年犯罪であります。 

 青少年の犯罪が低年齢化をしており、さらに福岡県内の刑法犯で検挙補導された刑法犯少年

は、平成14年が8,613人でありましたが、平成15年は1万2,134人となり、全国で３番目の件数

であり、少年人口比率から見れば全国１位になりました。この不名誉を私たちは真摯に受けと

め、この問題に真剣に取り組むべき時期に来ていると思います。 

 福岡県にはもう一つ不名誉なものがあります。それはシンナー等薬物乱用少年が、４年連続

全国１位ということです。犯罪に走る青少年は、いろいろと原因はあるでしょうが、子どもた

ちは犯罪を犯したくて犯しているのではなく、相談する相手もなく寂しくていつの間にかその

ような結果になっているわけであります。それから、平成15年度の小・中学校不登校児は、全

国で12万6,000人、福岡県内は4,932人です。平成14年度から少しは減少しましたが、学校に行

けない子どもたちがこれだけいるということを皆さんどう思われるでしょうか。もう学校だけ
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に任せていては解決できない状況に来ていると考えます。そのほかにもキレる子、いじめ、引

きこもりなど、たくさんの問題があり、うまく社会に出たとしてもすぐに離職して新たな職に

つけない子など、困っている家庭もあると聞いております。 

 これらの原因は、第１に家庭の教育力の低下があるといわれています。少子化、核家族化の

中で、ある家庭は過干渉、ある家庭は放任など、子どもを教育できていないというのです。次

に大きな原因は、地域のコミュニティがなくなり、地域の中で異年齢の子ども社会をつくり、

また地域の大人と生活の中でふれあいなど、いろんな体験をする機会もなくなっていることが

上げられています。その結果、外で遊ぶ機会がなく、家でテレビ、コンピューターゲームなど

でバーチャル体験ばかりしている子どもがいるといわれています。このような体験では、きち

んとした感情の表現、人の気持ちを理解するなど、社会性を身につけることができないのは明

らかであります。 

 このような状況の中で、国においては、ゆとり教育という名目で完全学校５日制を平成14年

から始めました。これは子どもたちを、学校だけではなく、地域、家庭においていろんな体験

をさせようということで始められたわけであります。しかし、今の地域の現状は、教育力があ

るでしょうか。地域の皆で子どもを育てる意識はあるでしょうか。子ども会、育成会に任せっ

ぱなしというのが現状だと思います。子ども会は、年に数回の行事をこなすのがやっとであ

り、役員のなり手も少なくなっていると聞きます。地域で教育するということは、子ども会だ

けでなく、親以外の地域におられるいろいろな大人と異年齢の子どもが、自主的に自然と触れ

あうことで発揮できるといわれています。やれ家庭が原因だ、学校が原因だと議論している間

にも子どもたちは大きくなっています。今こそ地域の出番です。地域にはいろんな人材が豊富

です。 

 福岡県は、これらの問題を解決するために青少年アンビシャス運動を始められました。先ほ

ど橋本議員からご丁寧な説明がありましたが、褒めて伸ばそうを原則として、読書をしような

ど、いろんな提案がなされている中で一番の活動は、地域ぐるみで子どもを育てようのもとに

つくられているアンビシャス広場であります。このアンビシャス広場は、今までの青少年育成

の活動が行事型であったものを根本的に見直して、年間を通じて開く子どもの居場所です。 

 平成13年度に公募の結果、広場を開設した地域が62か所でしたが、今は県下240か所に増

え、太宰府市内では国分、三条、つつじヶ丘、青葉台、南小の５か所が運営されています。や

はり広場の取り組みが皆に理解されてきたといえると思います。私も国分地区で平成13年７月

に地域の皆さんと国分アンビシャス広場を開設しましたが、年間通じて週２日、広場を開設す

ることは大変なことであります。途中でやめられた広場があると聞いておりますが、国分アン

ビシャス広場が４年続いたことは評価していいのではないでしょうか。 

 広場は子どもたちの居場所として異年齢で遊び、いろんな訓練をする場所として、地域の大

人たちと触れ合う場所として有効だと思います。広場で遊ぶ子の保護者からは、よく眠るよう

になった、よく食べるようになった、ゲームする時間が減った、わがままが減ったなど聞かれ
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ます。また、地域のいろんな方々と知り合えて楽しいなど、地域コミュニティづくりにも効果

的です。国分アンビシャス広場は、社会学者の門脇厚教授の著書でも取り上げられ、全国的に

も有名になりました。 

 また、この広場で始まった和ごま競技は県下に広がり、太宰府天満宮の和ごま競技大会にま

で発展いたしました。さらに、同広場は今年の２月に青少年アンビシャス運動本部長である麻

生渡福岡県知事から優秀広場として表彰された２つの広場の１つに入りました。 

 さて、そのアンビシャス広場の今後ですが、国分広場も県の助成は来年の３月で終わりま

す。あとは地域でどうするか決めなければなりません。地域のボランティアがこれまで支えて

きた子どもの居場所である広場はどうするか、県が助成をとめるなら、それで終わりとする

か。 

 まず第１に、市は地域の教育についてどう考えておられるか、今後どうするのか、基本的な

考えを市長、教育長に伺います。そして、国分アンビシャス広場の問題についてどう対処する

のか答弁をお願いします。 

 次に、コンピューターゲームが青少年にもたらす影響について質問します。 

 ＮＨＫ出版協会から出ております森昭雄著「ゲーム脳の恐怖」という本があります。ゲーム

をやっている人の脳波は、痴呆性老人の脳波と同じ、ゲームをやっている子はキレる子が多い

などと書かれています。ゲームは恐ろしいほど子どもに人気があります。子どもたちは市内に

配置したパソコンに群がり、インターネットでゲームを引っ張り出してやっています。今は地

域振興課の方で制限されているようですが、アンビシャス広場などに、子どもたちを外に引っ

張り出してもゲームをやるのでは効果がありません。先ほども申しましたが、ゲームや顔の見

えないメールなどは、人の表情を読み取る能力、人がどう思うかなど、考える能力は育たない

と、この著者は言っています。 

 昨年、長崎でゲームセンターに入り浸りの12歳の少年が、４歳の幼稚園児を屋上から投げ殺

した事件がありました。そして今年、佐世保で女子小学生が、同級生からカッターナイフで切

られて殺害された事件はまだ鮮明です。これはホームページ等を介したメールのやりとりなど

が原因ではないかと言われています。 

 今、地域では子どもたちにゲームを買ってやりたくないが、持っていないといじめに遭うの

ではないかと心配する保護者の方もおられます。もうちゅうちょせず、学校で指導すべき時期

に来ているのではないのでしょうか。教育長の答弁を求めます。 

 以上、あとは自席にて再質問させていただきます。 

○議長（村山弘行議員） 教育部長。 

○教育部長（松永栄人） 市長、教育長の答弁ということでございますが、私の方から一括してご

答弁を申し上げます。 

 １点目のアンビシャス広場について、市は支援をどう考えておるかという点につきまして、

本市におきましても平成13年度より国分アンビシャス広場が開設されて４年目を迎え、本年度
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までに５か所の広場が開設され、運動が展開をされております。広場の運営、補助等につきま

しては、福岡県が直接広場に対しまして指導、助言、補助等を行っており、助成期間も当初の

２年間から４年間に延長をされました。このことにより、開設１年、２年目を基盤整備期間と

し、開設３年、４年目を自立支援期間と定め、広場の自主的な運営に向けた具体的な取り組み

が行われるような指導、助言がなされてまいりました。助成期間終了後の補助の継続につきま

しては、福岡県に対しまして強く要望をしてまいりたいと考えております。本市におきまして

も財政状況の厳しい中、補助金等の見直し、整理、合理化が行われており、新規につきまして

も厳しい状況でございます。 

 つきましては、物的な支援といたしまして、スポーツ、レクリエーション用品の貸し出しを

はじめ、各種情報の提供を今まで以上に行ってまいりたいと考えております。 

 続きまして、２点目の電子機器による仮想ゲームに熱中する子どもが多いが、心身に与える

影響をどう考えるかについてご答弁を申し上げます。 

 ご質問にありましたように、コンピューターゲームやインターネット等の普及により、子ど

もたちの生命に対する実感のなさや、人間関係の未熟さなど、様々な影響が出ていることが危

惧をされております。学校におけるコンピューター教育は、児童生徒の情報活用能力を育成す

ることが大きなねらいとなっておりますが、その一つとして情報社会に参画する態度が重要視

されており、機会をとらえまして発達段階に応じた指導が行われております。 

 特に、中学校の技術・家庭科では、学習指導要領において情報化が社会生活に与える影響

や、情報モラルの必要性を考える学習が位置づいております。お互いの立場を尊重し、他人を

誹謗中傷しないなど、情報モラルの育成等を行っているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（村山弘行議員） ６番門田直樹議員。 

○６番（門田直樹議員） 地域には退職されてこれから自分でボランティアをやっていこうとかで

すね、時間にゆとりができた主婦とかサラリーマンとか学生のボランティアとかですね、いろ

んな人たちがいるわけです。国分でもアンビシャス広場が、今先ほど言いましたように４年目

へ入ってですね、各種のイベント、ホームページの運営、また毎月2,000戸に便りを配布して

おります。そういうことを、いろんなことをやってます。一つ一つは多分もうご存じか、ホー

ムページ等を見ていただけたらわかるんですが、どんなに工夫してもある程度の金額がかかる

わけですよね。今年度で県からの助成が切れるわけですけど、ざっくばらんに言いますと、年

間20万円ほど、23万円ぐらいですかね、費用がかかります。 

 ということで、先ほどのお答えというのは、県に対して要望ということと、あとはスポーツ

用品の貸し出しとか、情報の提供ですね。スポーツ用品の貸し出しというのは、別にアンビシ

ャス広場に限らず、何かしらのイベントがあるとき申請すれば借りたりはしてますね。また、

情報の提供というのが、これは別にアンビシャス広場じゃなくても提供いただけるものは提供

しなければいけないんじゃないかと思うんですが、このことはここで要求ということですね、
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お願いということでちょっと私取り上げたんですが、今度、予算委員会等もありますから、そ

の辺でもまた議論させていただきたいんですけども、こういうようなボランティア団体の中に

は、ＮＰＯ法人等をつくって財政的にも自立していこうという動きがあるところもあります。

それは例えば福祉系で、介護なんかで、それもやはりそういうふうな助成等を原資にして活動

をやっていくというふうなところですね。そうでないところでそういうふうなボランティア団

体が自前でやっていけといわれても、現実問題できないと思いますね。少なくても活動は大幅

に縮小しなければいけないと思います。 

 そういうことで、余りにも冷たいなというような、ちょっと今お聞きした感想なんですが、

こういうふうな、子どもたちが、今から少子・高齢化といいますけど、本当に想像を絶するよ

うな厳しさ、日本というものが子どもが今から生きていくときに大変な厳しさが、苦しさがあ

ると思います。国際的にも厳しいものがあると思います。そういう中で、自分で判断して自分

で生きていける強い子ども、青少年というものをつくっていくというのは、国も地方も同じ責

務があると思います。我々地域もですね。そういったものに対してもう少し、他にも重要なこ

とたくさんありますけども、補助金はいっしょくたというふうな考えじゃなくて、この重要性

というのは本当にもう一度認識していただきたいと私は思います。 

 その５つの広場がそろいまして、今度アンビシャス広場連絡協議会というものを設立しまし

た。これはお互い連絡したり協力して、こういうふうなアンビシャスの運動の目的に対してや

っていくことですが、そこで地域の教育について、先ほどアンビシャス広場についてはです

ね、そういうふうなことでちょっと支援についてお聞きしたんですが、活動が、こういった市

内５か所あるんですが、市内だけに限っても別にいいのですが、これらが地域の教育や活性化

に貢献している、あるいはひいては市政の発展に資するものであるという認識はございますで

しょうか、お聞かせください。 

○議長（村山弘行議員） 教育部長。 

○教育部長（松永栄人） 地域の活性化に貢献していくという認識があるかということでございま

すが、青少年育成市民の会の中には様々な団体があります。18団体から運営委員会が組織をさ

れていますが、それらの一つ一つの団体が活性化に寄与をされておるというふうに認識をいた

しております。そこでこのアンビシャス広場がどうかということになりますと、もちろん活性

化に大変寄与をされておるというふうに認識いたしております。 

○議長（村山弘行議員） ６番門田直樹議員。 

○６番（門田直樹議員） またこのことは、折につけまたいろいろと質問したいと思います。広場

については、ただ担当課の職員には、そういうふうな業務上だけではなく、個人の立場ででも

いろんなイベント等に参加していただいたりして助力をいただきました。そのことについて、

大変感謝をしております。 

 次にテレビゲーム、パソコンゲームが青少年にもたらす影響についてですが、先ほど申しま

したが、「ゲーム脳の恐怖」という本があるんですが、私も最近読みましたけど、これは読ま
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れましたか、教育長。 

○議長（村山弘行議員） 教育長。 

○教育長（關 敏治） 直接そういう本を読んだというわけではございませんけど、ゲームが脳に

及ぼす影響とかということ、またゲームに限らずテレビ等の影響というようなこと、これにつ

いてはまた違う意見の本もあるようでございますので、そういうものを読まさせていただいて

おります。直接これを読んだというわけではございません。 

○議長（村山弘行議員） ６番門田直樹議員。 

○６番（門田直樹議員） 私もこれを読みまして、非常に暗たんたるものがあるんですが、著者は

医学博士で専門は脳神経科学、神経回路をニューロンレベルで研究してこられ、現在は高齢者

の痴呆や情報機器が脳に及ぼす影響についての研究をしておられるということです。 

 内容は、先ほどちょっと言いましたけども、ゲーム中の脳波は痴呆と同じだと、やり過ぎる

と、普通やめて30分ほどたつとだんだん正常な脳波に戻るらしいんですけど、もう年がら年中

やっている人間は、それが戻らないそうですね。全く痴呆老人の脳波と同じようになるそうで

す。ゲームの種類もいろんな種類があります。私は実際やったことは余りないんですけど、そ

れによって若干の違いはあるけれども大変なストレスがある、あるいは一番顕著なものが、い

わゆる前頭前野ですね、人間らしさを発揮する部分といわれております、理性とか抑制とか、

そういうふうな部分に非常に影響があるということを書いております。 

 その具体例として、例えば人目を気にせず電車内で化粧をする女性、よく見ますが、あるい

は公衆の面前で抱き合ってるカップルなどですね、外国は多いみたいですが、人間らしさを表

現する場所である前頭前野が働かず、理性、道徳心、羞恥心、こんなことしたら人がどう思う

かななどというふうな考えができない。あるいは、電車の中でパンを食ったり水を飲んだり、

一回私が電車に乗ったときにはサッカーをしとるやつがおりましたが、というのでにらみつけ

たんですが、そういうふうなことは、もうそういうふうな我慢するという機能がなくなってい

るんであると、そういうふうなことですね。見て大変怖いことと思いました。もう単に、よく

何かあったらですね、心の教育だとかよく言われますけど、もうそういう段階じゃないという

ことですね。 

 昨日福議員の質問にもありましたけど、自転車に乗ってメールしたり、器用だなと思いま

すけど、この辺になるともう自分と周りの危険なんていうのも認識できなくなっていると。あ

るいは電車の入り口にべたっと座っとるようなやつがいますけど、「邪魔だろう」と言って

も、「うるせえな」と、本当にわからないと思うんですよね。それはなぜかというと、もうそ

ういうふうな論理とかの問題じゃなくて、機能、脳の問題だということなんですね。だから言

ってもわからないし。昨今ですね、いろんな事件がありますけど、そう考えると何かわかるよ

うな気もしてきます。 

 そこで、問題行動のある児童・生徒等はどこでもいると思うんですが、それらとこういうふ

うなゲームとの関連についてお調べになったことはありますでしょうか。 
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○議長（村山弘行議員） 教育長。 

○教育長（關 敏治） 例えば、暴力的なシーンをよく見た子どもには、暴力的な傾向が出てくる

とかいうような一つの傾向についての調査結果みたいなものを見せてもらったことはございま

すけれども、やはり傾向であって、因果関係とかいうようなことまで突き詰めて言えるとか、

先ほど言われました事例も、また違った事例で話してあるようなところで、どのくらいゲーム

を見たかという量とか、なかなかその辺の検証的なものも難しいなと思いますけれども、やは

り長時間のゲームをするとかというようなことはいろんな弊害が生じているということは認識

しております。 

○議長（村山弘行議員） ６番門田直樹議員。 

○６番（門田直樹議員） 事件といえばいろんな事件があるんですが、私が幾つか覚えております

のが、例えば宮崎勤ですね。あれなんか言っている、夢の中のようだとかということをたしか

言っておりました。あるいはちょっと古いんですけど、羽田沖で片桐さんだったですかね、逆

噴射して海に落っちゃけた人ですね、100人ぐらい亡くなったですよね。あのとき、救出され

るときに、ボートの中でにこにこ笑っていた人ですね。あの人なんかも、要は心身症というふ

うな判断ですが、要は現実と自分の夢みたいな、物の区別がつかなくなった、こういうことが

多いんじゃなかろうかと思います。昨日あった、兄弟が殺されたり、もう簡単に入ってきて人

を刺したりですね。 

 この辺は、要するに人の痛み、自分の痛みもわからない、だから人の痛みもわからない。コ

ンピューターはもう使い終わったらリセットができるんですよね。パソコンでも何でもゲーム

でもリセット、もう一回やり直しと。人間はリセットができません。記憶領域でもあるいは人

間死んじゃったらもうそこまでですね。その辺の実体験、実生活の中の感覚がやっぱりないん

じゃなかろうかと思います。 

 先ほどのアンビシャス広場のことともかかわるんですが、やはり人間は、小さいころから汗

をかいて涙を流して、場合によっては血を流して競い合いあるいは助け合い、協調の中で社会

性を身につけていくということが非常に大事だと思います。ですからこの本をぜひ一度お読み

になって、これは立派な方が書かれたものですから、こういうふうなものの危険性についてよ

く認識していただきたいと思います。その上でこういうようなゲームを、学校で余りしたらつ

まらんぞという言い方はされているかもしれませんが、もうある程度はっきり言ってですね、

そしたら親も言いやすいと。先ほどもちょっと言いましたけど、ゲーム持っとらんと仲間外れ

にされるとかいうものがあって、学校がそこまで言うものかと、本当は家庭の問題と思います

けど、やはりもう学校もやっぱこれは問題だということを認識されて、どこかでそういうのを

出されるということが非常にいいことじゃないかと思います。こういうふうなことで、指導を

ぜひお願いしまして、前向きのご検討をお願いします。 

 以上で質問を終わります。 

○議長（村山弘行議員） ６番門田直樹議員の一般質問は終わりました。 
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            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（村山弘行議員） 以上で本日の議事日程はすべて終了しました。 

 次の本会議は９月28日午前10時から再開します。 

 本日はこれをもちまして散会します。 

              散会 午後４時39分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 
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１ 議 事 日 程（５日目） 

   〔平成16年太宰府市議会第３回（９月）定例会〕 

                                    平成16年９月28日 

                                    午 前 1 0時 開 議 

                                    於 議 事 室 

 日程第１ 認定第１号 平成15年度太宰府市一般会計歳入歳出決算認定について（決算特別委員 

            会） 

 日程第２ 認定第２号 平成15年度太宰府市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定につい 

            て（決算特別委員会） 

 日程第３ 認定第３号 平成15年度太宰府市老人保健特別会計歳入歳出決算認定について（決算 

            特別委員会） 

 日程第４ 認定第４号 平成15年度太宰府市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について 

            （決算特別委員会） 

 日程第５ 認定第５号 平成15年度太宰府市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算認定 

            について（決算特別委員会） 

 日程第６ 認定第６号 平成15年度太宰府市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算認定に 

            ついて（決算特別委員会） 

 日程第７ 認定第７号 平成15年度太宰府市水道事業会計決算認定について（決算特別委員会） 

 日程第８ 認定第８号 平成15年度太宰府市下水道事業会計決算認定について（決算特別委員 

            会） 

 日程第９ 議案第45号 市道路線の廃止について（建設経済常任委員会） 

 日程第10 議案第46号 市道路線の認定について（建設経済常任委員会） 

 日程第11 議案第47号 住居表示を実施すべき市街地の区域及び方法について（環境厚生常任委 

            員会） 

 日程第12 議案第51号 太宰府市地域活性化複合施設条例の一部を改正する条例について（建設 

            経済常任委員会） 

 日程第13 議案第52号 太宰府市附属機関設置に関する条例の一部を改正する条例について（建 

            設経済常任委員会） 

 日程第14 議案第53号 平成16年度太宰府市一般会計補正予算（第２号）について（各常任委員 

            会） 

 日程第15 議案第54号 平成16年度太宰府市老人保健特別会計補正予算（第１号）について（環 

            境厚生常任委員会） 

 日程第16 議案第55号 平成16年度太宰府市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）について 

            （環境厚生常任委員会） 

 日程第17 議案第56号 平成16年度太宰府市水道事業会計補正予算（第１号）について（建設経 
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            済常任委員会） 

 日程第18 請願第４号 早期に中学校完全給食の実施を求める請願（総務文教常任委員会） 

 日程第19 請願第５号 水道・下水道料金の引き下げを求める請願（建設経済常任委員会） 

 日程第20 請願第９号 太宰府市は、坪30万円で取得した公有地を業者に、坪16万円で払い下げ 

            を行い７階建高層マンション建設を計画中であり、私たち住民の居住権 

            保障のため払い下げ中止を求める請願（建設経済常任委員会） 

 日程第21 請願第10号 義務教育費国庫負担制度の堅持を求める請願書（総務文教常任委員会） 

 日程第22 意見書第５号 地方財政の充実・強化を求める意見書（総務文教常任委員会） 

 日程第23 意見書第６号 義務教育諸学校教職員給与費の義務教育費国庫負担制度堅持を求める意 

            見書 

 日程第24 意見書第７号 地方分権推進のための「国庫補助負担金改革案」の実現を求める意見書 

 日程第25       議員の派遣について 

 日程第26       閉会中の継続調査申し出について 

２ 出席議員は次のとおりである（２０名） 

  １番  片 井 智鶴枝 議員         ２番  力 丸 義 行 議員 

  ３番  後 藤  晴 議員         ４番  橋 本   健 議員 

  ５番  中 林 宗 樹 議員         ６番  門 田 直 樹 議員 

  ７番  不 老 光 幸 議員         ８番  渡  美 穂 議員 

  ９番  大 田 勝 義 議員         10番  安 部 啓 治 議員 

  11番  山 路 一 惠 議員         12番  小  道 枝 議員 

  13番  清 水 章 一 議員         14番  佐 伯   修 議員 

  15番  安 部   陽 議員         16番  田 川 武 茂 議員 

  17番  福  和 美 議員         18番  岡 部 茂 夫 議員 

  19番  武 藤 哲 志 議員         20番  村 山 弘 行 議員 

３ 欠席議員は次のとおりである 

   な   し 

４ 地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名（２２名） 

  市    長  佐 藤 善 郎        助    役  井 上 保 廣 

  収  入  役  松 島 幹 彦        教  育  長  關   敏 治 

  総 務 部 長  平 島 鉄 信        地域振興部長  石 橋 正 直 

  市民生活部長  関 岡   勉        健康福祉部長  古 川 泰 博 

  建 設 部 長  富 田   譲        上下水道部長  永 田 克 人 

  教 育 部 長  松 永 栄 人        監査委員事務局長  花 田 勝 彦 

  総務部次長        松 田 幸 夫        地域振興部次長  三 笠 哲 生 

  健康福祉部次長  村 尾 昭 子        総 務 課 長  松 島 健 二 
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  財 政 課 長  井 上 義 昭        地域振興課長  大 藪 勝 一 

  市 民 課 長  藤   幸二郎        建 設 課 長  武 藤 三 郎 

  上下水道課長  宮 原 勝 美        教 務 課 長        井 上 和 雄 

５ 職務のため議事室に出席した事務局職員の職氏名（５名） 

  議会事務局長  白 石 純 一 

  議 事 課 長        木 村   洋 

  書    記  伊 藤   剛 

  書    記  満 崎 哲 也 

  書    記  高 田 政 樹 
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              再開 午前10時00分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（村山弘行議員） 皆さん、おはようございます。 

 定刻になり、出席議員も定足数に達しておりますので、ただいまから休会中の第３回定例会

を再開します。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 議事日程はお手元に配付しておるとおりです。 

 議事に入ります。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１から日程第８まで一括上程 

○議長（村山弘行議員） お諮りします。 

 日程第１、認定第１号「平成15年度太宰府市一般会計歳入歳出決算認定について」から日程

第８、認定第８号「平成15年度太宰府市下水道事業会計決算認定について」までを一括議題に

したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山弘行議員） 異議なしと認めます。 

 したがって、日程第１から日程第８までを一括議題とします。 

 日程第１から日程第８までは決算特別委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求

めます。 

 決算特別委員長 武藤哲志議員。 

              〔19番 武藤哲志議員 登壇〕 

○１９番（武藤哲志議員） 決算特別委員会に審査付託されました認定案件の審査結果について、

一括して報告いたします。 

 本定例会におきまして審査付託を受けました認定第１号「平成15年度太宰府市一般会計歳入

歳出決算認定」及び認定第２号から認定第８号までの各会計の歳入歳出決算認定についての審

査につきましては、本会議の初日に市長の提案理由、各担当部長の概要説明を受けた後、９月

17日及び21日の２日間にわたり、市長ほか助役、収入役、教育長及び各部・課長出席のもとに

審査をいたしました。 

 審査に当たっては、決算書に付随して提出されました事務報告書、監査委員の各決算審査意

見書を参照し、さらに各委員から資料要求がありました審査資料にもあわせ、各委員からの質

問と、それに対する所管部課長の説明をもとに慎重に審査をいたしました。 

 また、今回からは主要事務の事後評価も提出されたことから、あわせて審査の参考といたし

ました。 

 平成15年度は、７月19日の集中豪雨の災害復旧工事の多額の支出を要したことから、一般会

計及び公営企業ともに大きな影響を受け、事業の見直しも一部生じたとの説明を受けました。 
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 この決算審査に当たりまして、各委員及び執行部の皆様に対して、改めてお礼申し上げま

す。 

 各会計ともに審査の詳細な内容につきましては、別途決算特別委員会会議録が配付され、ま

たその他の関係資料としての事務報告書並びに追加審査資料も配付されておりますので、逐一

報告することを省略いたします。 

 執行部においては、委員会の内容及び審査の中で出された問題点、指摘事項、意見、要望に

ついては十分に整理、検討され、新年度予算の編成に反映されるとともに、今後の事業執行に

も積極的に対応されることを強くお願いしておきます。 

 また、各会計において事業の基盤となる歳入の確保については、各委員及び監査意見書でも

指摘、危惧されていますとおり、収納率が低下していること、機構改革で新設された特別収納

課の機能を十分に発揮され、収納率向上に努められるよう特につけ加えておきます。 

 さらに、各委員からは、市民サービスを基本としたわかりやすい市政運営を望む意見が多く

出されたことから、より積極的な情報開示に努めることについても、あわせて強く要望してお

ります。 

 各会計の実質収支の状況についてただいまから報告いたします。 

 なお、金額については、公営企業会計以外は千円単位で行います。 

 まず、認定第１号「平成15年度太宰府市一般会計歳入歳出決算認定について」報告します。 

 平成15年度の決算額は、歳入総額223億7,921万3千円、歳出総額214億4,479万9千円で、歳入

歳出の形式収支は9億3,441万4千円の黒字であり、翌年度へ繰り越すべき経費の財源5億

2,795万3千円を差し引いた実質収支についても4億646万1千円の黒字となっております。 

 しかしながら、財政調整資金の積立金とその取り崩しを差し引きした実質単年度収支額は

6億7,270万5千円の赤字となっています。 

 さらに、地方債の残高は年々増加しており、平成15年度末では242億2,035万5千円であり、

前年度に比べ6.1％増加いたしております。 

 また、経常収支比率も93.8％であり、県内の類似団体と比較しても高く、財政健全化と言わ

れる75％を大きく上回り、ますます財政の硬直化が懸念される極めて厳しい状況になっており

ます。 

 これらのことからも、執行部においては各種事業等の見直しも含め、財政健全化に向け、な

お一層の努力をされることを強く要望いたすものであります。 

 質疑、討論を終わり、委員会採決の結果、認定第１号は大多数をもって認定すべきものと決

定いたしました。 

 次に、認定第２号「平成15年度太宰府市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て」報告します。 

 平成15年度の決算額は、歳入総額47億6,717万7千円、歳出総額46億8,400万7千円で、歳入歳

出差し引き8,317万円の黒字決算となっておりますが、前年度の実質収支額を差し引いた単年
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度収支額、さらには国民健康保険給付費支払準備基金積立金を加えた実質単年度収支のいずれ

も赤字となっております。 

 また、歳入の基盤となります税収を見ますと、収入未済額は4億576万4千円で、前年度に比

較して5.1％の増になっております。 

 国民健康保険事業は、長引く不況の影響から離職等を原因とする社会保険からの加入による

保険者の増加などからも、今後国保会計の財政状況は極めて厳しくなることが予想されますの

で、これらの問題に適正に対処され、事業の健全な運営により一層の努力を努められるように

お願いします。 

 また、監査意見書にも指摘されていますとおり、税収の低下が見受けられることから、財政

基盤の安定を図るために、税滞納整理の徹底及び徴収率の向上に職員各位の一層の努力をあわ

せてお願いをしておきます。 

 質疑、討論もなく、委員会採決の結果、全員一致、認定第２号は認定すべきものと決定いた

しました。 

 次に、認定第３号「平成15年度太宰府市老人保健特別会計歳入歳出決算認定について」報告

します。 

 平成15年度の決算額は、歳入総額55億1,488万6千円、歳出総額55億6,441万3千円で、歳入歳

出差し引きで4,952万7千円の赤字となっております。また、前年度実質収支額を差し引いた単

年度収支額についても同じく赤字となっております。 

 歳出の大半を占める医療諸費は55億1,458万円で、前年度と比較しますと1.2％の減となって

おります。 

 介護保険制度や高齢化に伴う対象者の増加など、老人保健特別会計は今後も厳しい状況が予

測されることから、事業運営のさらなる健全化、受給対象者の適正な受診、健康づくりの意識

の高揚への啓発や保健事業の推進になお一層の努力を図られるようお願いをいたしておきま

す。 

 質疑、討論もなく、委員会採決の結果、全員一致、認定第３号は認定すべきものと決定いた

しました。 

 次に、認定第４号「平成15年度太宰府市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について」

報告します。 

 平成15年度の決算額は、歳入総額29億3,257万円、歳出総額29億3,257万円と、形式収支額は

０円の決算となっておりますが、前年度の実質収支額を差し引いた単年度収支額は689万9千円

の赤字となっております。 

 介護保険制度は、年々進む高齢化に伴う対象者の増加等により保険給付費が増大している状

況であり、今後、各施設の待機問題を含め、円滑な運営並びに健全な財政運営に引き続き努力

されるようお願いをします。 

 質疑、討論もなく、委員会採決の結果、全員一致、認定第４号は認定すべきものと決定いた
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しました。 

 次に、認定第５号「平成15年度太宰府市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算認定

について」審査結果を報告します。 

 平成15年度の決算額は、歳入総額2,679万5千円、歳出総額2,581万9千円で、歳入歳出差し引

き97万6千円の繰り越しとなっておりますが、前年度実質収支額を差し引いた単年度収支額は

82万1千円の赤字となっております。 

 収入未済額は8,107万7千円で、前年度比較して7.5％増加しております。そのうち貸付金の

回収率は11.2％で、６ポイント下回っている状況であります。 

 質疑を終わり、討論もなく、委員会採決の結果、全員一致、認定第５号は認定すべきものと

決定いたしました。 

 次に、認定第６号「平成15年度太宰府市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついて」審査結果を報告します。 

 本特別会計は平成15年度に新設されたもので、公共用に使用する目的の土地をあらかじめ取

得することを目的とした事業であり、平成15年度の決算額は、歳入総額3億1,598万3千円、歳

出総額3億1,598万3千円で、歳入歳出差し引き０円となっております。 

 歳入の主なものは用地事業債が99.9％であり、歳出は公有財産購入費が100％となっており

ます。 

 質疑、討論もなく、委員会採決の結果、全員一致、認定第６号は認定すべきものと決定いた

しました。 

 次に、認定第７号「平成15年度太宰府市水道事業会計決算認定について」審査結果を報告し

ます。 

 平成15年度の水道事業における経営成績は、総収益額10億6,733万9,912円、総費用額10億

3,831万864円で、2,902万9,048円の純利益が計上されております。 

 経営状況の指数としての、流動比率、酸性試験比率、現金化比率についてもいずれも低下し

ているものの、資金繰り及び支払い能力は良好であるとの監査意見書が出されております。 

 また、長年の懸案であります「水の供給安定」については、鳴淵ダムからの給水が開始され

たこと、海水淡水化事業から平成17年度に供給が開始される予定であることなどから、解消さ

れることが予測されています。 

 しかしながら、近年の少雨傾向、原水の水質悪化に伴う対策の増加、排水設備の維持管理な

どから、厳しい状況は依然として続くと懸念されております。 

 質疑、討論もなく、委員会採決の結果、全員一致、認定第７号は認定すべきものと決定いた

しました。 

 次に、認定第８号「平成15年度太宰府市下水道事業会計決算認定について」審査結果を報告

します。 

 平成15年度の下水道事業における経営成績は、総収益額19億6,140万6,337円、総費用額16億
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8,027万8,312円で、2億8,112万8,025円の純利益が計上されております。 

 経営状況の指針としての、流動比率、酸性試験比率、現金化比率から考察すると、下水道事

業の資金繰り及び支払い能力は良好であるとの監査意見が出されております。 

 資本的収支の中での特徴的なものは、ペイオフ対策として２億円の国債購入による投資を行

っていることであります。 

 市民の健康で快適な生活環境を守るためにも不可欠である下水道整備の役割から、一層の健

全経営を願うものであります。 

 質疑、討論もなく、委員会採決の結果、全員一致、認定第８号は認定すべきものと決定しま

した。 

 以上で、決算特別委員会に審査付託されました案件についての報告を終わります。 

○議長（村山弘行議員） 報告は終わりました。 

 質疑を行います。 

 認定第１号の委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山弘行議員） 次に、認定第２号の委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山弘行議員） 次に、認定第３号の委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山弘行議員） 次に、認定第４号の委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山弘行議員） 次に、認定第５号の委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山弘行議員） 次に、認定第６号の委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山弘行議員） 次に、認定第７号の委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山弘行議員） 次に、認定第８号の委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山弘行議員） これで質疑を終わります。 

 討論、採決を行います。 

 認定第１号に対する討論はありませんか。 

 11番山路一惠議員。 

○１１番（山路一惠議員） 認定第１号「平成15年度太宰府市一般会計歳入歳出決算認定につい

て」は反対の立場から討論をいたします。 

 まず、同和対策事業費についてです。 
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 市の財政状況が厳しいという中で聖域化されている同和対策事業ですが、平成15年度の総事

業費が約4億8,500万円、そのうち一般財源から約2億7,700万円が支出されています。 

 その主なものは、地区道路整備事業で約2億2,900万円、運動団体補助金約1,820万円、扶助

事業約826万円、減免措置約620万円、その他補助金約710万円となっていますが、地対財特法

が失効した後も法的根拠を持たない支出を続けることは大きな問題です。特に毎年度指摘をし

ておりますが、一部の市民のみを対象にした、敬老年金扶助事業、５歳未満児医療費扶助事

業、老人医療費扶助事業、自動車技能取得訓練費などの扶助事業は、公平性からいっても廃止

をすべきです。 

 また、運動団体の補助金にしても、前年度と同額が支出をされていますが、これも他団体と

の整合性を図り、適正な額に減額をすべきだということを重ねて指摘をしてきました。一部、

平成14年度と比較して縮小された事業もありますし、市が努力をされていることも十分わかり

ますけれども、やはり聖域化することなく、行政の主体性を持って今後見直しを進めていただ

くように強く要望をしておきます。 

 次に、ごみの中間処理委託についてです。 

 平成15年度から福岡市へのごみ中間処理委託が開始されました。当初の説明では、新たに焼

却炉を建設するよりも、20年間で試算すると福岡市へ委託した方が約３億円ほど安く上がると

いう説明でしたけれども、現在福岡都市圏南部環境行政推進連絡協議会では、10年後をめどに

新たに中間処理施設と最終処分場を共同して建設することが合意されていると聞きました。委

託協議の段階で既に下打ち合わせができていたのではないかという疑いもありますが、いずれ

にしても、ごみ処理については、市町村が廃棄物の排出の抑制、適正な分別、収集運搬、再生

処分まで一体的な責任を果たすことが法にも明記してありまして、区域内で処理をするという

基本的原則があります。ですから、広域化の足がかりとなる、ごみ処理の委託に関しては認め

られません。 

 以上、述べましたように、歳出において認められない内容が一部含まれておりますことか

ら、平成15年度の一般会計決算認定には反対をいたしまして、討論を終わります。 

○議長（村山弘行議員） 19番武藤哲志議員。 

○１９番（武藤哲志議員） まず、決算特別委員会委員長として皆さんにご協力もいただきました

が、委員長として質疑をすることができませんでした。 

 ただいま同じ会派の山路議員が討論を行いましたが、再三にわたって私ども指摘してるよう

に、やはりこの不況の中で、同和問題で固定資産税だとか保育料の減免とか、それから同和住

宅の減免をやはり早急に廃止すべきです。大変不況の中、私も先ほど委員長報告を行いました

が、本当にこの厳しい中に一部だけをそういう特権的なものをやってることについては、まず

改めるべきだということを委員会審査の中で感じました。 

 それと、雇用創生資金が全額、一部の同和地区の中に1,245万円が支出されております。市

内の高齢者には１食しか給食サービスが行われてないのに、こういう雇用創生、国の補助金が
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全額解放運動団体の関連の事業所に支出されて、その一部の地域だけ２食配食されてることに

ついて大変問題があるわけです。 

 それから、各委員から質疑がなされておりましたが、この予算書の中には当然必要なものも

ありますが、やはり見直すべき問題があります。それは市民プールの借地であります。このま

まいくと本当に大変な額になるわけであって、行政としてもこういう借地を10年以上も続け

て、土地の価格の３倍、４倍の金額を延々と支払う結果にもなりますし、またこれとあわせて

現在この庁舎の周辺の駐車場用地を借地しておりますが、やはり公有地を高層化するというか

立体化した駐車場にしていけば、こういう借地料が、毎年600万円の借地料、収入としては

200万円、差し引き400万円近くの駐車場のむだが解決できるんじゃないかというふうに考えて

おります。 

 今回たくさんの執行部の事務報告や事務評価、こういうまた私ども議員が資料要求いたしま

した内容、そして監査意見書を見ておりまして、来年度やはり内部的な見直しを当然しなけれ

ばなりません。また、一方では行政改革の名によって様々な形で民間委託した結果、大変労働

条件の厳しい中で働いてることもありますし、民間委託によって効果が期待できているかとい

うと、またそれにも問題点も出てきております。 

 平成15年度の決算認定に当たりましては、本当に行政としてしなければならないこと、また

ある一定の評価もありますが、この一部の中に問題点を含んでおりますので、私の方として

も、この平成15年度決算認定は賛成できないということを討論で明らかにしておきます。 

 以上です。 

○議長（村山弘行議員） ほかに討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山弘行議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 認定第１号に対する委員長報告は認定です。委員長報告のとおり認定することに賛成の方は

起立願います。 

（大多数起立） 

○議長（村山弘行議員） 大多数起立です。 

 したがって、認定第１号は認定されました。 

              〈認定 賛成17名、反対２名 午前10時26分〉 

○議長（村山弘行議員） 次に、認定第２号に対する討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山弘行議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 認定第２号に対する委員長報告は認定です。委員長報告のとおり認定することに賛成の方は

起立願います。 
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（全員起立） 

○議長（村山弘行議員） 全員起立です。 

 したがって、認定第２号は認定されました。 

              〈認定 賛成19名、反対０名 午前10時27分〉 

○議長（村山弘行議員） 次に、認定第３号に対する討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山弘行議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 認定第３号に対する委員長報告は認定です。委員長報告のとおり認定することに賛成の方は

起立願います。 

（全員起立） 

○議長（村山弘行議員） 全員起立です。 

 したがって、認定第３号は認定されました。 

              〈認定 賛成19名、反対０名 午前10時27分〉 

○議長（村山弘行議員） 次に、認定第４号に対する討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山弘行議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 認定第４号に対する委員長報告は認定です。委員長報告のとおり認定することに賛成の方は

起立願います。 

（全員起立） 

○議長（村山弘行議員） 全員起立です。 

 したがって、認定第４号は認定されました。 

              〈認定 賛成19名、反対０名 午前10時27分〉 

○議長（村山弘行議員） 次に、認定第５号に対する討論はありませんか。 

 19番武藤哲志議員。 

○１９番（武藤哲志議員） 住宅新築資金ですよね。決算の中で資料要求をいたしておりまして、

先ほども私報告いたしましたが、この資料を見て、当然今事業を行っておりませんが、貸し付

けの償還に入っておりますが、大変この償還関係で500万円を借りて、しかも256か月滞納をし

てる。利息としても大変安い金額ですが、元金そのまま滞納してるとか、それから1,000万円

を借りて700万円近くが滞納。本当に見ておりまして、1億7,780万円、その中で滞納額が

8,107万6,963円。本当にこういう状況の中で、何回も決算委員会のたびに指摘をしてるわけで

すが、当然保証人もおる、こういう状況の中で、同和地区の住宅新築資金の延滞問題について

は、やはり新聞でも報道されてるように、ぴしっと対応すべきです。こんな状況を続けるとい

うことは、その都度償還金が不足するたびに国、県の償還を市民の税金で対応せざるを得ない
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ようになるわけですから、ぜひこういう問題については総力を挙げて解決することを要求して

おきまして、賛成をいたします。 

 以上です。 

○議長（村山弘行議員） ほかに討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山弘行議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 認定第５号に対する委員長報告は認定です。委員長報告のとおり認定することに賛成の方は

起立願います。 

（全員起立） 

○議長（村山弘行議員） 全員起立です。 

 したがって、認定第５号は認定されました。 

              〈認定 賛成19名、反対０名 午前10時30分〉 

○議長（村山弘行議員） 次に、認定第６号に対する討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山弘行議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 認定第６号に対する委員長報告は認定です。委員長報告のとおり認定することに賛成の方は

起立願います。 

（全員起立） 

○議長（村山弘行議員） 全員起立です。 

 したがって、認定第６号は認定されました。 

              〈認定 賛成19名、反対０名 午前10時30分〉 

○議長（村山弘行議員） 次に、認定第７号に対する討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山弘行議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 認定第７号に対する委員長報告は認定です。委員長報告のとおり認定することに賛成の方は

起立願います。 

（全員起立） 

○議長（村山弘行議員） 全員起立です。 

 したがって、認定第７号は認定されました。 

              〈認定 賛成19名、反対０名 午前10時31分〉 

○議長（村山弘行議員） 次に、認定第８号に対する討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（村山弘行議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 認定第８号に対する委員長報告は認定です。委員長報告のとおり認定することに賛成の方は

起立願います。 

（全員起立） 

○議長（村山弘行議員） 全員起立です。 

 したがって、認定第８号は認定されました。 

              〈認定 賛成19名、反対０名 午前10時31分〉 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第９と日程第１０を一括上程 

○議長（村山弘行議員） お諮りします。 

 日程第９、議案第45号「市道路線の廃止について」及び日程第10、議案第46号「市道路線の

認定について」を一括議題にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山弘行議員） 異議なしと認めます。 

 したがって、日程第９及び日程第10を一括議題とします。 

 日程第９及び日程第10は建設経済常任委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求

めます。 

 建設経済常任委員長 佐伯修議員。 

              〔14番 佐伯修議員 登壇〕 

○１４番（佐伯 修議員） ９月６日の本会議において建設経済常任委員会に審査付託されました

議案第45号「市道路線の廃止について」及び議案第46号「市道路線の認定について」につきま

しては、９月９日、委員全員出席のもと委員会を開催し、まず執行部の補足説明を受け、現地

調査を行い、審査いたしましたので、その主な内容と結果をご報告いたします。 

 まず、議案第45号「市道路線の廃止について」を報告いたします。 

 「大佐野・脇道線（167）」外５路線は、佐野土地区画整理事業によって路線が完成したた

め、暫定的に供用していた６路線を廃止するものです。 

 委員から質疑、討論はなく、採決の結果、議案第45号は委員全員一致で可決すべきものと決

定しました。 

 次に、議案第46号「市道路線の認定について」をご報告いたします。 

 それでは、議案書15ページをお開きいただきたいと思います。整理番号１から３と、５、６

の「長浦４号線」外４路線につきましては、開発等により帰属を受けた路線です。 

 また、整理番号４の「日焼３号線」については、太宰府西中学校の進入路として新たに新設

された路線です。 

 整理番号７から23の「佐野土地区画整理事業16号線」外16路線については、土地区画整理法
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第106条第２項に基づき、管理を引き継いだ路線です。 

 質疑において、太宰府西中学校への進入路となる「日焼３号線」に通学路としての安全性か

ら、今後の歩道設置予定などについて委員から質疑がありましたが、道路構造上、車道幅員が

狭くなる関係で歩道設置はできないことから、路肩の白線を引くことで対応するとの説明を受

けました。 

 質疑を終わり、討論はなく、採決の結果、議案第46号は全員一致で可決すべきものと決定い

たしました。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（村山弘行議員） 報告は終わりました。 

 質疑を行います。 

 議案第45号の委員長の報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山弘行議員） 次に、議案第46号の委員長の報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山弘行議員） これで質疑を終わります。 

 これから討論、採決を行います。 

 議案第45号「市道路線の廃止について」討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山弘行議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第45号に対する委員長の報告は可決です。委員長報告のとおり可決することに賛成の方

は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（村山弘行議員） 全員起立です。 

 したがって、議案第45号は可決されました。 

              〈可決 賛成19名、反対０名 午前10時36分〉 

○議長（村山弘行議員） 次に、議案第46号「市道路線の認定について」討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山弘行議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第46号に対する委員長の報告は可決です。委員長報告のとおり可決することに賛成の方

は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（村山弘行議員） 全員起立です。 

 したがって、議案第46号は可決されました。 
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              〈可決 賛成19名、反対０名 午前10時37分〉 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１１ 議案第４７号 住居表示を実施すべき市街地の区域及び方法について 

○議長（村山弘行議員） 日程第11、議案第47号「住居表示を実施すべき市街地の区域及び方法に

ついて」を議題とします。 

 本案は環境厚生常任委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

 環境厚生常任委員長 福和美議員。 

              〔17番 福和美議員 登壇〕 

○１７番（福和美議員） ９月６日の本会議において環境厚生常任委員会に審査付託されました

議案第47号「住居表示を実施すべき市街地の区域及び方法について」につきましては、９月

10日に委員全員出席のもと委員会を開催し、審査いたしましたので、その主な内容と結果をご

報告いたします。 

 今回の住居表示は、大字吉松、向佐野、大佐野の一部の地域で行われ、実施時期としては、

佐野土地区画整理事業が平成18年度完了見込みとなり、区画整理事業の換地処分と同時施行が

望ましいことから、平成18年10月中旬ごろを予定しているとのことであります。 

 委員より、現在市内でも行政区名と新町名が一致しない箇所では混乱を招いている場合があ

るので、なるべく一致させることはできないかとの質疑がありました。執行部から、実施基準

要綱の中で町の境界は河川や道路といった恒久的な施設で定めるようになっており、必ずしも

行政区境がそのような施設で定められていないため、完全に一致させるのは困難であるが、な

れ親しまれた町名は極力残し、将来的にも混乱しない住居表示を実施したいとの説明がありま

した。 

 質疑を終わり、討論はなく、議案第47号については委員全員一致で可決すべきものと決定し

ました。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（村山弘行議員） 報告は終わりました。 

 質疑を行います。 

 議案第47号の委員長の報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山弘行議員） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山弘行議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第47号に対する委員長の報告は可決です。委員長報告のとおり可決することに賛成の方
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は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（村山弘行議員） 全員起立です。 

 したがって、議案第47号は可決されました。 

              〈可決 賛成19名、反対０名 午前10時40分〉 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１２ 議案第５１号 太宰府市地域活性化複合施設条例の一部を改正する条例について 

○議長（村山弘行議員） 日程第12、議案第51号「太宰府市地域活性化複合施設条例の一部を改正

する条例について」を議題とします。 

 本案は建設経済常任委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

 建設経済常任委員長 佐伯修議員。 

              〔14番 佐伯修議員 登壇〕 

○１４番（佐伯 修議員） ９月６日の本会議において建設経済常任委員会に審査付託されました

議案第51号「太宰府市地域活性化複合施設条例の一部を改正する条例について」につきまして

は、９月９日、委員全員出席のもと委員会を開催し、執行部から詳細に補足説明を受け審査い

たしましたので、その主な内容と結果をご報告いたします。 

 今回の改正は、施設の使用料の一部改正と新たな料金設定を行うものであり、第６条関係の

「別表」を改め、「別表１から別表３」まで詳細に定められております。 

 それでは、その改正部分について説明いたします。 

 まず、別表第１では、営利目的で使用される料金について、改正前はすべてを営利目的とみ

なし「100分の300」の数値を乗じると定められておりましたが、利用を計画されている方から

相談もあり、すべてが営利目的とはみなせないようなこともあるため、「100分の300以内」の

数値を乗じるに改正すること、それから複数日にわたって使用の場合の時間基準を新たに定め

るための見直しが行われております。 

 別表２では、「展示・物産コーナー」について定められております。改正前では、時間単位

ということで定められていましたが、月単位の使用形態となることから、１区画、月2,000円

ということで設定されており、営利目的の場合は別表１と同様「100分の300以内」の数値を乗

じると定められております。 

 それから、別表３では、附属設備などの使用料について、条例で詳細に定めるというもので

す。なお、最低限必要と思われる演台、メインマイク、スピーカー、いすについては、会場使

用料に含めて使用するとの説明がありました。 

 なお、詳細については新旧対照表が配付されておりますので、参考にしてください。 

 質疑において、委員から、営利目的の場合で「100分の300」と定められていた部分を

「100分の300以内」と改正することについて、ある程度の基準を定めなければ使用料を徴収す

るとき困るのではないかとの質疑がありました。執行部からは、今後明確な基準を定める考え
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であるが、これから料金徴収を開始する段階で、すべてを営利目的とみなし、使用料金の３倍

を徴収するのは厳しいという判断から、今のところ臨機応変に対応するとの説明がありまし

た。 

 質疑を終わり、討論はなく、採決の結果、委員全員一致で、議案第51号については原案のと

おり可決すべきものと決定いたしました。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（村山弘行議員） 報告は終わりました。 

 ただいまの委員長の報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山弘行議員） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山弘行議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第51号に対する委員長の報告は原案可決です。委員長報告のとおり原案可決することに

賛成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（村山弘行議員） 全員起立です。 

 したがって、議案第51号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成19名、反対０名 午前10時45分〉 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１３ 議案第５２号 太宰府市附属機関設置に関する条例の一部を改正する条例につい 

               て 

○議長（村山弘行議員） 日程第13、議案第52号「太宰府市附属機関設置に関する条例の一部を改

正する条例について」を議題とします。 

 本案は建設経済常任委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

 建設経済常任委員長 佐伯修議員。 

              〔14番 佐伯修議員 登壇〕 

○１４番（佐伯 修議員） ９月６日の本会議において建設経済常任委員会に審査付託されました

議案第52号「太宰府市附属機関設置に関する条例の一部を改正する条例について」につきまし

ては、９月９日、委員全員出席のもと委員会を開催し、執行部の補足説明を受け審査いたしま

したので、その内容と結果をご報告いたします。 

 今回の改正は「太宰府市景観まちづくり懇話会」を設置することに伴うものであります。 

 この懇話会の設置の理由としては、国において今年６月に景観緑三法が制定され、景観に関
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する市民の関心が高まっている中で、太宰府市の景観まちづくりに向けて、まちづくりの主体

者としての市民の立場から、また土地利用、建築、景観工学、緑地、まちづくりアドバイザー

などの各分野からの専門家の見地から、景観まちづくり制度に関して幅広く意見を聞く場とし

て設置し、10名程度で構成するとのことです。 

 また、景観を守っていくためには一定の基準が必要となることから、平成17年度中に予定し

ている景観まちづくり条例の制定に向け、この懇話会の中で内容を検討していくことについて

も考えているとのことです。 

 質疑において委員から、現在「太宰府市景観形成基本計画・緑の基本計画策定委員会」が設

置されているが、この「基本計画策定委員会」で条例制定のための意見を求めてもいいのでは

ないか、新たにこの懇話会を設置する必要があるのか、また「懇話会」を設置するにもかかわ

らず、この「基本計画策定委員会」を存続させる理由について質疑がありました。執行部か

ら、「基本計画策定委員会」は基本計画を策定することを目的に設置しているものであり、

「基本計画策定委員会」とは別に条例制定のために必要な意見を求めた方がいいという理解の

もとに「懇話会」を設置するとのこと。 

 「基本計画策定委員会」では、今後基本計画の見直しがあったときなどは、「基本計画策定

委員会」において審議いただく必要があるため存続させるとのこと、また「基本計画策定委員

会」の委員の何名かに、引き続き「懇話会」の委員をお願いする予定であるとの説明がありま

した。 

 質疑を終わり、討論はなく、採決の結果、委員全員一致で、議案第52号については原案のと

おり可決すべきものと決定いたしました。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（村山弘行議員） 報告は終わりました。 

 ただいまの委員長の報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山弘行議員） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山弘行議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第52号に対する委員長の報告は原案可決です。委員長報告のとおり原案可決することに

賛成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（村山弘行議員） 全員起立です。 

 したがって、議案第52号は原案のとおり可決されました。 
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              〈原案可決 賛成19名、反対０名 午前10時50分〉 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１４ 議案第５３号 平成１６年度太宰府市一般会計補正予算（第２号）について 

○議長（村山弘行議員） 日程第14、議案第53号「平成16年度太宰府市一般会計補正予算（第２

号）について」を議題とします。 

 本案は各所管委員会に分割付託しておりましたので、各常任委員長の報告を求めます。 

 まず、総務文教常任委員会の報告を求めます。 

 総務文教常任委員長 武藤哲志議員。 

              〔19番 武藤哲志議員 登壇〕 

○１９番（武藤哲志議員） ９月６日の本会議において各委員会に分割付託されました議案第53号

「平成16年度太宰府市一般会計補正予算（第２号）について」の総務文教常任委員会所管分に

ついては、９月８日に委員全員出席のもと委員会を開き、執行部から項目ごとに説明を受け、

その都度質疑応答を行いながら慎重に審査いたしました。 

 それでは、その審査内容と結果をご報告いたします。 

 まず、歳出審査における主なものといたしましては、２款１項７目15節工事請負費300万円

は三条一丁目の市有地の崩落に伴う工事費です。 

 10款１項２目13節委託料は、本会議で教育部長から説明があっておりました中学校給食に関

するアンケート調査の委託料125万円が計上されております。 

 10款５項３目15節工事請負費270万円は北谷区の環境整備として公民館に放送設備等を設置

する費用です。 

 10款５項４目18節備品購入費55万円は図書購入費に充てたいとのことです。 

 10款５項７目13節委託料の文化財調査整理委託料1,309万円は３軒の共同住宅建設に伴う発

掘費用です。 

 続きまして、歳入審査においては、主なものとして９款の地方特例交付金が2,890万8千円の

増額となり、平成16年度分が確定し、2億7,890万8千円となっております。 

 10款地方交付税の普通交付税につきましても480万5千円増額され、合計31億2,980万5千円で

確定したとのことです。 

 19款の繰越金につきましては、財源調整のために今回6,486万9千円を支出補正したことか

ら、支出の合計は4億567万5千円となり、現在残高は78万6千円とのことです。 

 最後に、債務負担行為については、埋蔵文化財発掘調査委託料として、限度額が4,000万円

から6,238万円に変更されております。 

 質疑を終わり、討論はなく、採決の結果、議案第53号の総務文教常任委員会所管分について

は、委員全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（村山弘行議員） 報告は終わりました。 
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 ただいまの委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山弘行議員） 次に、建設経済常任委員会の報告を求めます。 

 建設経済常任委員長 佐伯修議員。 

              〔14番 佐伯修議員 登壇〕 

○１４番（佐伯 修議員） ９月６日の本会議において、各常任委員会に分割審査付託されました

議案第53号「平成16年度太宰府市一般会計補正予算（第２号）について」の当委員会所管分に

つきましては、９月９日、委員全員出席のもと委員会を開催し、執行部の補足説明を受け審査

いたしましたので、その主な内容と結果をご報告いたします。 

 今回の補正予算で当委員会所管にかかわるものとして、北谷地区の治山用地購入に伴う治山

施設整備、通古賀地区整備事業などに伴う道路等整備関係、高尾川の河川改修事業に伴う調査

業務委託、市道関屋・向佐野線のＪＲ鹿児島本線久郎利踏切の拡幅に伴う設計費と、平成17年

度事業として実施する予定のものを一部今年度事業として実施する佐野土地区画整理事業、昨

年度国からの災害復旧負担金や市債が認められなかった内山地区の河川災害復旧などが、歳入

歳出においてそれぞれ追加計上されております。 

 特に、歳出８款土木費、２項道路橋梁費、３目道路新設改良費の9,555万1千円増額補正の分

につきましては、補足説明後の質疑において、各事業ごとに各委員から、施工の方法、場所、

工期など事業内容を詳細に確認いたしました。 

 質疑を終わり、本議案に対する討論はなく、採決の結果、委員全員一致で、議案第53号の建

設経済常任委員会所管分については、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（村山弘行議員） 報告は終わりました。 

 ただいまの委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山弘行議員） 次に、環境厚生常任委員会の報告を求めます。 

 環境厚生常任委員長 福和美議員。 

              〔17番 福和美議員 登壇〕 

○１７番（福和美議員） ９月６日の本会議において、３常任委員会に分割審査付託されました

議案第53号「平成16年度太宰府市一般会計補正予算（第２号）について」の環境厚生常任委員

会所管分につきましては、９月10日に委員全員出席のもと委員会を開催し、審査いたしました

ので、その内容と結果を報告いたします。 

 今回の補正における主な内容は、歳出において、男女共同参画審議会の開催数増による報酬

71万5千円、知的障害者に対するサービス利用者の増に伴う支援費721万5千円、児童手当の対

象が就学前から小学校３年生までになったことに伴う拡大分1億1,322万円、10月１日から開始

される筑紫地区小児救急医療支援事業に対する筑紫医師会への補助金296万1千円などが増額補
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正されており、歳入については、主にそれに伴う補正となっております。 

 その中で質疑が最も集中したのは、筑紫地区小児救急医療支援事業についてであり、執行部

に詳細な説明を求めました。執行部から、今までの小児救急医療については、救急指定診療施

設において内科医、外科医で対応しておりましたが、10月１日からは福岡大学筑紫病院、福岡

徳洲会病院、筑紫医師会加入の小児科医の協力により、24時間体制で専門医による診療が可能

になるとの説明がありました。 

 具体的には、この救急診療体制は、時間外に受診する件数が集中する午後７時半から午後

11時までの時間帯を充実させるもので、春日市、大野城市、那珂川町の小児科医は福岡徳洲会

病院に、筑紫野市、太宰府市の小児科医は福岡大学筑紫病院に輪番で出向し、それ以外の時間

帯については福岡大学筑紫病院及び福岡徳洲会病院の当直の小児科医が対応するというもので

す。 

 また、これにあわせて、現在筑紫医師会に委託している平日夜間の診療を廃止することとし

ているが、市民への周知期間も必要であることから、廃止の時期については筑紫医師会と協議

の上、決定するとの説明がありました。 

 質疑を終わり、討論はなく、採決の結果、委員全員一致で、議案第53号については原案のと

おり可決すべきものと決定しました。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（村山弘行議員） 報告は終わりました。 

 ただいまの委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山弘行議員） これで報告、質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山弘行議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 ただいまの各常任委員長の報告は原案可決です。報告のとおり議案第53号を原案可決するこ

とに賛成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（村山弘行議員） 全員起立です。 

 したがって、議案第53号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成19名、反対０名 午前11時02分〉 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１５と日程第１６を一括上程 

○議長（村山弘行議員） お諮りします。 
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 日程第15、議案第54号「平成16年度太宰府市老人保健特別会計補正予算（第１号）につい

て」及び日程第16、議案第55号「平成16年度太宰府市介護保険事業特別会計補正予算（第１

号）について」を一括議題にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山弘行議員） 異議なしと認めます。 

 したがって、日程第15及び日程第16を一括議題とします。 

 日程第15及び日程第16は環境厚生常任委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求

めます。 

 環境厚生常任委員長 福和美議員。 

              〔17番 福和美議員 登壇〕 

○１７番（福和美議員） ９月６日の本会議において環境厚生常任委員会に審査付託されました

議案第54号「平成16年度太宰府市老人保健特別会計補正予算（第１号）について」、議案第

55号「平成16年度太宰府市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）について」につきまして

は、９月10日に委員全員出席のもと委員会を開催し、審査いたしましたので、その主な内容と

結果をご報告いたします。 

 まず、老人保健特別会計については、今まで県からの老人医療費適正化推進費補助金をこの

特別会計で直接受け入れていましたが、県の指導により受け入れ状況を明確にするため、一般

会計で受け入れた後、特別会計に繰り入れることにしたことからの財源更正と、平成15年度の

社会保険診療報酬支払基金に対する審査支払手数料が確定したことによる精算返還金が発生し

たことに伴う補正です。 

 次の介護保険事業特別会計についてですが、これも主に平成15年度事業決算による精算返還

金に伴う補正になっております。 

 それぞれの議案に対する質疑はなく、討論もなく、採決の結果、委員全員一致で議案第

54号、議案第55号については原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（村山弘行議員） 報告は終わりました。 

 質疑を行います。 

 議案第54号の委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山弘行議員） 次に、議案第55号の委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山弘行議員） これで質疑を終わります。 

 これから討論、採決を行います。 

 議案第54号「平成16年度太宰府市老人保健特別会計補正予算（第１号）について」討論はあ

りませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山弘行議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第54号に対する委員長の報告は原案可決です。委員長報告のとおり原案可決することに

賛成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（村山弘行議員） 全員起立です。 

 したがって、議案第54号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成19名、反対０名 午前11時06分〉 

○議長（村山弘行議員） 次に、議案第55号「平成16年度太宰府市介護保険事業特別会計補正予算

（第１号）について」討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山弘行議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第55号に対する委員長の報告は原案可決です。委員長報告のとおり原案可決することに

賛成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（村山弘行議員） 全員起立です。 

 したがって、議案第55号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成19名、反対０名 午前11時06分〉 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１７ 議案第５６号 平成１６年度太宰府市水道事業会計補正予算（第１号）について 

○議長（村山弘行議員） 日程第17、議案第56号「平成16年度太宰府市水道事業会計補正予算（第

１号）について」を議題とします。 

 本案は建設経済常任委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

 建設経済常任委員長 佐伯修議員。 

              〔14番 佐伯修議員 登壇〕 

○１４番（佐伯 修議員） ９月６日の本会議において建設経済常任委員会に審査付託されました

議案第56号「平成16年度太宰府市水道事業会計補正予算（第１号）について」につきまして

は、９月９日、委員全員出席のもと委員会を開催し、執行部から補足説明を受け、審査いたし

ましたので、その内容と結果をご報告いたします。 

 今回の補正は、資本的収入及び支出についてそれぞれ増額するものであり、収入において

は、散策路整備事業に伴う一般会計からの負担金として配水管布設替工事負担金700万円と配

水管布設替工事設計負担金200万円、支出においては、収入において説明しました散策路整備

事業に伴う配水管布設替工事費700万円と設計委託料200万円、それから福岡県が施工する御笠
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川の落合橋かけかえに伴う配水管、導水管仮設工事の工事請負費1,438万3千円です。 

 質疑において、予算書１ページの第２条にあります過年度分損益勘定留保資金の変更内容に

ついて質疑がありました。執行部から、今回の補正における建設改良費の支出総額が2,338万

3千円増額であり、一般会計からの負担金900万円の収入を差し引いて、不足する1,438万3千円

を過年度分損益勘定留保資金にて補てんするとの説明がありました。 

 質疑を終わり、本議案に対する討論はなく、採決の結果、議案第56号については委員全員一

致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（村山弘行議員） 報告は終わりました。 

 質疑を行います。 

 議案第56号の委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山弘行議員） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山弘行議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第56号に対する委員長の報告は原案可決です。委員長報告のとおり原案可決することに

賛成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（村山弘行議員） 全員起立です。 

 したがって、議案第56号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成19名、反対０名 午前11時10分〉 

○議長（村山弘行議員） ここで11時25分まで休憩いたしますが、市長はここで所用のため退席し

ますので、これを認めます。 

 休憩に入ります。 

              休憩 午前11時10分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午前11時25分 

○議長（村山弘行議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１８ 請願第４号 早期に中学校完全給食の実施を求める請願 

○議長（村山弘行議員） 日程第18、請願第４号「早期に中学校完全給食の実施を求める請願」を

議題とします。 
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 本案は総務文教常任委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

 総務文教常任委員長 武藤哲志議員。 

              〔19番 武藤哲志議員 登壇〕 

○１９番（武藤哲志議員） 本年の３月定例会において当委員会に審査付託され、６月の定例会で

も継続審査となっておりました請願第４号「早期に中学校完全給食の実施を求める請願」につ

いては、９月８日に委員全員出席のもと委員会を開き、審査しましたので、その審査内容と結

果を報告します。 

 この請願については、今現在執行部において中学校給食導入についてのアンケート実施に向

け調整中であること、また中学校給食・少子高齢化問題特別委員会で引き続き調査中であるこ

とから、継続審査が必要との意見が出されました。 

 本請願を継続審査することについて採決した結果、請願第４号については、委員全員一致で

継続審査すべきものと決定いたしました。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（村山弘行議員） 報告は終わりました。 

 質疑を行います。 

 ただいまの委員長の報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山弘行議員） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 17番福和美議員。 

○１７番（福和美議員） ただいま委員長の方から継続審査ということでご報告がありました。

賛成の立場で討論しますが、要望といたしまして、我々はさきの地方統一選におきましても大

多数の方から、一日も早い中学校の給食を実現してほしい旨の話を聞いております。私もこの

問題に対しては、一日も早く実施するように努力をしてまいりますという回答をしてまいりま

した。 

 今、特別委員会も鋭意調査をされているところではありますけれども、執行部におかれまし

ても、一日も早い中学校完全給食を実施されるよう、教育の中でも今特に食育ということが強

く叫ばれている時代でもありますので、一日も早い中学校給食の実施をしていただきますよう

要望いたしまして、賛成討論とかえさせていただきます。 

 以上。 

○議長（村山弘行議員） ほかに討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山弘行議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 
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 請願第４号に対する委員長の報告は継続審査です。委員長報告のとおり継続審査することに

賛成の方は起立願います。 

 もう一度採決を行います。 

 委員長報告のとおり継続審査することに賛成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（村山弘行議員） 全員起立です。 

 したがって、請願第４号は継続審査することに決定しました。 

              〈継続審査 賛成19名、反対０名 午前11時29分〉 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１９ 請願第５号 水道・下水道料金の引き下げを求める請願 

○議長（村山弘行議員） 日程第19、請願第５号「水道・下水道料金の引き下げを求める請願」を

議題とします。 

 本案は建設経済常任委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

 建設経済常任委員長 佐伯修議員。 

              〔14番 佐伯修議員 登壇〕 

○１４番（佐伯 修議員） 今年の３月定例会において建設経済常任委員会に審査付託され、継続

審査となっておりました請願第５号「水道・下水道料金の引き下げを求める請願」につきまし

ては、９月９日、委員全員出席のもと委員会を開催し、審査いたしましたので、その主な内容

と結果についてご報告いたします。 

 審査に当たりましては、まず委員から請願要旨の２、「メーター使用料を廃止すること」に

ついて、近隣自治体でメーター使用料を徴収していないという状況を執行部に説明を求めたい

という意見があり、説明を求めました。今年の３月定例会でも回答されておりましたが、福岡

県下67団体のうち51団体がメーター使用料を徴収しており、太宰府市では月額60円であるが、

徴収している51団体のうち三十数団体については60円以上の料金を徴収しているとのことでし

た。 

 また、請願理由の10行目から11行目に、「水道・下水道会計は毎年黒字が続いており、積立

金などもあり、財源もあります。したがって、料金の引き下げは可能だと思います」というこ

とについて、現在の運営状況の説明を求めたいとの意見が出されたため、６月の委員会審査に

おいても説明を受けておりましたが、さらに詳細な説明を求める必要があるとの判断から、再

度説明を求めました。執行部からの説明としては、予算第３条の収益的収支の損益収支で毎年

純利益を生じたような決算であるが、平成16年度は1億4,700万円程度の赤字予算である。ま

た、平成17年度に供給が始まる海水淡水化施設からの受水費が増額することなどから、平成

18年度までの２年間についても財政収支予測でそれぞれ1億6,000万円程度の赤字予算となる

が、太宰府市の現在の高い料金水準から早急に料金の引き上げができないため、その赤字調整

を現在５億円ほどある繰越利益剰余金で補てんしていくとのことでした。この補てんできる期
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間は、現行の料金を据え置きすることに努力していきたいという考えであるが、財政収支予測

ではあと二、三年であり、料金改定について慎重に見直し時期を決定したいとのことでした。 

 それから、過年度分損益留保資金が十数億円残っているとのことについては、これは施設な

どの減価償却費や資産減耗費で、将来浄水場の改良や配水管の布設替え等のために残さなけれ

ばならない費用として、また企業債の償還に充てる財源として必要であるということでした。

なお、この過年度分損益留保資金は、水道・下水道料金の損益収支に補てんできないようにな

っているとのことです。 

 以上のような説明から、料金を引き下げるより、引き上げたいのではないかとの委員からの

意見がありましたが、料金を引き下げたいという気持ちは上下水道部の職員一丸とした願いで

あるが、この厳しい運営状況の中で料金を引き下げることについては、今のところ考えられな

い状況であるとのことでした。 

 質疑を終わり、討論では、市民、職員、議員も含め、料金の引き下げを実施していただきた

いという圧倒的な思いがあると思うが、これまでの説明から、上下水道の運営が今後非常に厳

しくなるという状況にあり、今後の財政的なことを考えると、今回の請願を採択とすることは

できないとの討論がありました。 

 討論を終わり、採決の結果、請願第５号につきましては、採択することに賛成する委員がい

なかったため、不採択すべきものと決定いたしました。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（村山弘行議員） 報告は終わりました。 

 質疑を行います。 

 ただいまの委員長の報告に対し質疑はありませんか。 

 19番武藤哲志議員。 

○１９番（武藤哲志議員） 委員会で、今報告を聞きましたが、メーター使用料は67の自治体のう

ち51自治体が取ってると、60円以上も取ってるということで、メーター使用料の廃止はしな

い。それから、現在この予算３条で毎年利益が出ているが、1億4,700万円のそういう赤字の問

題がある。それから、海水の淡水化施設からの受水費等で、今後２年間についてもそれぞれ

1億6,000万円必要だと。ただし、５億円の黒字をそういう繰越金なんかに充てたいと。水道、

下水道の現在の黒字を料金の引き下げには充てられないと。こういう委員長報告が今ありまし

たが、私が再三言ってるのは、委員会で家庭用、それから事業用も同一料金になってるところ

を再三にわたって私質問してるわけですよね。家庭用は経費に入らない、水道の事業用は経費

に入る問題で、再三家庭用と事業用と料金の区分をしなさいと。太宰府市は家庭用も事業用も

高いから、下水道料金も関連して引き上がってくる、この問題については審議されなかったん

ですか、こういうこの請願の中で。一番大きな問題はそこなんですよね。この辺はどうです

か。 

○議長（村山弘行議員） 建設経済常任委員長 佐伯修議員。 
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○１４番（佐伯 修議員） そのことについては、委員からの質問、審議はなされておりません。 

○議長（村山弘行議員） 19番武藤哲志議員。 

○１９番（武藤哲志議員） 本来委員長として、こういう議会で一般質問もあってるし、それから

今見ますと、急遽そういう状況になりましたが、まず下水道で15億9,382万7千円の黒字です

ね。それから、これ今年の予算ですが、それから水道では11億6,790万3千円の黒字が計上され

てるわけですね。こういう黒字続きがずっと出てきて、県下の中でも高い上位に入ってるわけ

ですが、私が質問して決算関係の中にある状況の中で、今度も質問しましたが、高いと言いな

がら減価償却率を引くと、執行部も認めてるようにｔ当たり160円ですよ。それが273円で市民

に売られてる問題があってですね、こういう内容を一般質問もしたり、再三論議をしてるわけ

ですが、そういう内容についても論議はされなかったんですか。委員長の方から提起もされな

かったんですか。 

○議長（村山弘行議員） 建設経済常任委員長 佐伯修議員。 

○１４番（佐伯 修議員） そのことについても審議はあっておりません。 

（19番武藤哲志議員「はい」と呼ぶ） 

○議長（村山弘行議員） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 19番武藤哲志議員。 

○１９番（武藤哲志議員） この水道・下水道料金の引き下げを求める請願は採択すべきでありま

す。 

 決算、それから当初予算を見ても、この水道・下水道料金については黒字であります。それ

から、先ほども平成15年度の決算で、水道・下水道の決算報告をいたしましたが、太宰府市の

水道の決算は大変優良な企業であります、事業会計としては。特にそういう状況の中で、私は

再三にわたってこの水道・下水道料金の引き下げを要求してきたわけですが、特に問題点は、

先ほども委員長に質問しましたが、家庭用も事業用も同一料金。一方、事業用は経費に算入で

きますが、家庭用で一番高いのは単身者や高齢者世帯の家族数の少ない家庭ほどが高い料金に

なってる実態もありますし、使わなくても大変高い基本料金を払う状況であります。こういう

状況の中で、私はこういう家庭用、事業用を見直すこと。それから、メーター使用料について

も本来は廃止すべきであります。メーター使用料を取る必要はないと思っておりますし、その

ために水道料金を徴収してるわけですから。 

 この請願書の中にあるように、私は水道・下水道料金の引き下げを行い、そして早急に審議

会を開いて、市民の負担を少しでも軽くするように要求をして、この委員会では不採択とされ

たということですが、私はこの水道・下水道料金の引き下げを求める請願は採択することに賛

成の立場で討論を終わります。 

 以上です。 
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○議長（村山弘行議員） ほかに討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山弘行議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 請願第５号に対する委員長の報告は不採択です。 

 したがって、本請願について採決をいたします。 

 請願第５号を採択することに賛成の方は起立願います。 

（起立少数） 

○議長（村山弘行議員） 起立少数です。 

 したがって、請願第５号は不採択されました。 

              〈不採択 賛成２名、反対17名 午前11時42分〉 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第２０ 請願第９号 太宰府市は、坪３０万円で取得した公有地を業者に、坪１６万円で 

              払い下げを行い７階建高層マンション建設を計画中であり、私たち 

              住民の居住権保障のため払い下げ中止を求める請願 

○議長（村山弘行議員） 日程第20、請願第９号「太宰府市は、坪30万円で取得した公有地を業者

に、坪16万円で払い下げを行い７階建高層マンション建設を計画中であり、私たち住民の居住

権保障のため払い下げ中止を求める請願」を議題とします。 

 本案は建設経済常任委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

 建設経済常任委員長 佐伯修議員。 

              〔14番 佐伯修議員 登壇〕 

○１４番（佐伯 修議員） ９月６日の本会議において建設経済常任委員会に審査付託されました

請願第９号「太宰府市は、坪30万円で取得した公有地を業者に、坪16万円で払い下げを行い７

階建高層マンション建設を計画中であり、私たち住民の居住権保障のため払い下げ中止を求め

る請願」につきましては、９月９日、委員全員出席のもと委員会を開催し、現地調査の上、審

査いたしましたので、その主な内容と結果についてご報告いたします。 

 ９月６日に紹介議員から補足説明を受けておりますが、今回の請願理由を要約すると、２、

理由の第１から第７までは生活権侵害の問題、そして第８には随意契約にて土地を処分したと

いう契約方法の問題及び取得価格の半額以下にて処分したという財政的な問題が主な請願理由

と思われます。 

 審査に当たりましては、まず請願文書を事務局に朗読させ、執行部に取得時と処分時の土地

売買契約書の写し、それから不動産鑑定書の写しを資料として提出いただき、この土地の取得

から処分までの経緯について説明を求めました。 

 その内容は、平成５年から実施している地区道路整備事業の代替地として、平成６年３月

24日に924㎡を9,794万4,000円、１坪当たり約35万円の不動産鑑定評価格にて取得していた

－193－ 



が、この事業も平成17年度完成の目途がつき、またこの土地を代替地としての希望者もなく、

そのままの状態となっていたことから今回処分を行ったとのことです。 

 処分の理由としては、現在の不動産取引における買い手市場の中で、924㎡と広く、不整形

地であり、また地下が下落しているにもかかわらず、約１年前の平成15年10月の不動産鑑定評

価額、１坪当たり約16万円で売却が見込めたこと、また事業の完了に合わせ早期精算にて財源

を確保する必要があることから、地方自治法施行令第167条の２第５項により、有利な価格で

契約を締結する見込みであったため随意契約にて処分を行ったとの説明を受けました。 

 審査においては、随意契約の契約問題や適正な価格での取引であるか、またこの土地の処分

を決めた時期と詳細な理由、防災公園や児童公園の設置の考え、マンション建設に伴う生活環

境について各委員から質疑、意見が出されました。 

 まず、随意契約の問題ですが、地方自治法施行令第167の２第５項の時価に比して著しく有

利な価格で契約を締結することができる見込みがあるときの判断、一般競争入札ができなかっ

た理由についてさらに詳細な説明を求めたところ、著しく有利な価格の判断としては、時価ま

たは正当な基準価格に比べて高い価格で契約を締結することができるということであり、福岡

県不動産鑑定協会で編集された資料に基づくと、住宅地では地価が平成16年度で前年比マイナ

ス８ポイント、ここ３年間では23ポイント相当が下落しており、今後も一層の下落が見込まれ

ることから、昨年の不動産鑑定評価額にて契約できることが著しく有利な価格で契約が締結で

きると判断し、一般競争入札ではなく随意契約にて契約を締結したとのこと、またこの土地の

処分を決めた時期と詳細な理由については、議会の予算・決算特別委員会でも意見もあり、現

在の財政状況の中で、昨年ぐらいから不用地を早期処分し、事業費の回収、精算を行うよう方

針を固めたとのことです。 

 防災公園設立に対する執行部の考えは、この地域は大雨時に雨水があふれ、大変水はけの悪

いところだということは十分理解しており、抜本的な対策が必要なことから、福岡県で現在計

画されている県道観世音寺・二日市線の改良の際、水路断面を拡幅し、また今後全体的な雨水

の流れについても調査を行っていくとのことです。なお、当該用地については防災公園を希望

される意味はよく理解できるので、暫定的にでも水害対策を行っていきたいと考えているとの

ことです。 

 それから、児童公園については250ｍ程度に１か所と基準が示されており、当該用地の50ｍ

から100ｍ以内に２か所あるとのことでした。 

 マンション建設に伴う生活環境については、委員からの意見として、マンション建設は都市

計画法、建築基準法の守られる範囲で建設できるものである。請願理由を考えてみると、まず

理由第１の日照被害については、日陰図、日照図というものを記録して、この用途地域がどの

くらい日が当たるのかを確認し建築確認申請を行っている。第２の交通障害については、マン

ション建築業者との話し合いの中の問題ではないだろうか。第５のマンション建設に伴う騒

音、振動については、確かに工事中はコンクリートの流し込みやダンプカーの進入で騒音はす
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ると思うが、昔のように現場でくいを打ち込むような工事でもないため、工事が終わってしま

えば問題ないのではないかという意見がありました。 

 以上が審査における主な質疑、意見でした。 

 討論においては、３名の委員から請願を採択することに反対の討論がありました。３名の委

員の反対討論の内容として、まず８月18日に契約が締結されていること。不整形であり、南側

の土地から約２ｍ低い土地でありながら坪16万円という鑑定評価が算定されており、またその

鑑定価格にて処分できるという有利な条件での売買であったこと。また、建築基準法や都市計

画法に基づき、工事にかかわる業者の方に指導をしていただければ、ある程度問題は解決でき

るのではないかということ。 

 次に、市にも土地を売った責任も発生するわけであり、住民の方々が持っている不安を取り

除いていただくような説明と、業者にも例えば隣接部分の階数を下げるなどで誠意を見せてい

ただけるよう、住民の方々と協議していただくよう指導してもらいたいという要旨を含めた意

見。 

 次に、一般競争入札をすべきではなかったのかという思いはあるが、契約を既に締結してい

るためやむを得ないという意見でした。 

 討論を終わり、採決の結果、請願第９号につきましては、採択することに賛成する委員がい

なかったため、不採択すべきものと決定いたしました。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（村山弘行議員） 報告は終わりました。 

 質疑を行います。 

 ただいまの委員長の報告に対し質疑はありませんか。 

 19番武藤哲志議員。 

○１９番（武藤哲志議員） まず、この請願の坪30万円というのは、その後明らかになったのは約

35万円ということですが、まず委員会としてですね、こういうこの一番大きな問題は、普通の

請願とはちょっと違うんですよ、今回の場合はね、公有地の払い下げをしてるわけですから。

そこで、関係住民がその公有地を払い下げられたために、日照や防災公園やそのいろんな問題

が出てきて審議をしてほしいということになってるわけですが、委員会審議に当たって先ほど

委員長報告がありましたように、平成６年に取得したという当時の土地の鑑定書は幾らで購入

したのか。そして、その当時売買をしたというあの土地の所有権者から土地を取得した経過の

契約書、それから今回売買した契約書なんかが私のここにあるわけですね。だから、そういう

ものを全体に委員に執行部から配付させて、そしてやっぱり論議をすべきではなかったのかと

いうことですが、こういう今の状況の中で、もう契約をしてる、後はマンション業者と話し合

いなさいと、防災対策は認めるが、まあ調査をして検討をしようとか、こういう今委員長報告

がありましたが、なぜこの鑑定書だとか、平成６年の鑑定書、平成15年、１年前の鑑定書に基

づいて売買がされたのかどうか。 
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 それから、隣接の土地の売買ははっきり言って坪18万円。取得者が文化財の調査をする、登

記費用をするという形で、その隣の土地は坪18万円で売買されてる。その隣接地の公有地が早

う言えば、そこが市が払い下げられてマンションが建つという問題と、いろんな部分でこうい

う経過を含めて、しかも40％、取得価格の40％で払い下げられた。 

 なぜ、現地調査もしていただいてますが、宅地化しなかったのか。造成をして、もうその取

得した時点で宅地化されてるのに、何で10年も放置してきたのか。 

 こういうものが委員会で審議がされず、請願を事務局に朗読をさせたということですが、そ

ういう状況の中で請願で一番大きな問題としては、関係者の意見を聞いていただきたいと、じ

ゃあ休憩してでも協議会開いてでも、傍聴者来ておりまして切実な願いを持っておりました

が、なぜ協議会を開いてでも傍聴者の、また関係者の意見を聞いて審議をしなかったのか、こ

の辺も含めて報告をまず第一にしてください。 

○議長（村山弘行議員） 建設経済常任委員長 佐伯修議員。 

○１４番（佐伯 修議員） ただいま武藤議員からの質問ですが、先ほども説明しましたように、

審議において執行部に取得時のと処分時の土地売買契約書の写しと、それから不動産鑑定書の

写しは資料として提出させております。 

 それと、隣の土地の金額についての審議はありませんでした。 

 それから、なぜその土地を宅地化しなかったかということについても審議はあっておりませ

ん。 

 それと、最後の関係者の意見を聞いてほしいということでしたけど、そのことについては、

請願は請願者の願意を請願文書によって示されるものであり、また紹介議員の説明が十分であ

ったと判断したため、請願者の意見は伺わないということにいたしました。 

 以上です。 

○議長（村山弘行議員） 19番武藤哲志議員。 

○１９番（武藤哲志議員） まず、ここにおられる議員というのは、当然市民の財産、それから税

金だとかいろんな部分を監督する責任があるわけですね。行政が行うことに対して厳しく監督

する権限が議員に与えられてるわけですが、当然ある一定公募や入札に付したが、どうしても

いなかったので随契にしたという経過の責任を追及する権限はここにあるわけですが、直接行

政が私ども議会にも関係者にもわからないで随契にしてると。その理由として、委員会で委員

長から執行部に説明を求めたら先ほどの経過報告がありましたが、本来入札にして、入札に付

したがいなかったので随契したと、行政側の言うのを認めたら私はだめだと思うんですね。そ

の辺は地方自治法でいう、基本は入札、それを一方的に行政が随契にしたことについて批判を

しなかったのかどうか。 

 それから、払い下げを行うときにはどこでもそうなんですが、関係者ですね、その被害を受

ける人、利害関係者もおります。そういう払い下げを受けるときには必ず同意が必要なんです

が、何でもそうですね、土地の払い下げを受ける同意、これが関係者にも示されずに行政が同
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意書をだれがどういうふうな形で提出をして払い下げをされたのかという、そういう審議はさ

れなかったんですか。もうだれでもかれでも処分していいということにはならないと思うんで

すが、そういう区の同意が必要なのか、そういう隣接者の同意が必要なのか、そういう同意が

ない限りは、はっきり言って払い下げできないわけですが、こういう問題が一番基本になりま

すが、そこの問題は論議されなかったんでしょうか。 

○議長（村山弘行議員） 建設経済常任委員長 佐伯修議員。 

○１４番（佐伯 修議員） まず１点目の批判ですが、随意契約の批判ですが、先ほども説明いた

しましたように、住宅地では地価が要するに平成16年度でマイナス８ポイント、ここ３年で

23ポイント地下下落が起きている中での随意契約ということでありまして、委員の方から追及

質疑は余りありませんでした。 

 それと、払い下げの同意についてでございますが、行政としてもやっぱり公の土地ですの

で、近隣の方々と話し合いも何度もしているということでしたので、そういう行政執行部の意

見でございました。 

（19番武藤哲志議員「再々質問の許可お願いします」と呼ぶ） 

○議長（村山弘行議員） ３度目ね。 

 19番武藤哲志議員。 

○１９番（武藤哲志議員） 議会の質問については特別に３回までしかできませんが、今委員長、

大変委員会では努力されたことはわかりますが、本当に払い下げの同意だとか契約書とか鑑定

とかというのは、やはり真剣に。今説明を受けたことについては執行部とのちょっとギャップ

があるように感じますがね。今は全部執行部の説明に基づいて委員長報告をなされたというこ

とで受けとめていいでしょうか。早く言えば同意について説明をしたと今委員長はされたんで

すが、一番大事な問題なんですね。払い下げに対して、早く言えば再三、事業者か区が説明し

たかよくわかりません。委員長の方の今の答弁はそこの問題になってきますが。だから、随契

とすることと払い下げについて、行政は説明をだれかがしたんだからというふうに受けとめた

んですが、そこだけもう一遍、再三質問で申しわけございませんが、整理をして報告してくだ

さい。これ一番大きな問題になりますから。 

○議長（村山弘行議員） 建設経済常任委員長 佐伯修議員。 

○１４番（佐伯 修議員） 要するに、付近、近隣の方々の同意というか説明と思いますが、その

件に関しては執行部が何度も行って説明をしているということでございます。 

 以上です。 

○議長（村山弘行議員） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 １番片井智鶴枝議員。 

○１番（片井智鶴枝議員） 本請願に対し賛成の立場から討論いたします。 
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 本請願の理由第８に「市の土地売買の乱用」との記載があります。今回の市有地の払い下げ

に関しましては、私も一般質問にも取り上げましたが、市から納得ある回答は得られませんで

した。 

 平成６年、坪35万円で取得した土地が、今回平成16年８月の払い下げでは取得価格の半額以

下の坪16万円と、結果として市の損失は総額5,317万612円となっています。土地の価格は、そ

の時々の経済状況に大きく左右され変動するものであるとはいえ、当該土地の価格設定の基準

また取得処分の経緯について市民へも明確な市の説明はなされませんでした。中でも土地の売

買価格設定に至っては、その基準となる不動産鑑定価格は実際払い下げがなされた今年度のも

のではなく、平成15年度の鑑定価格であったこと。さらに、「時価に比して著しく有利な価格

で契約を締結することができる見込みがあるとき」との地方自治法施行令第167条の２第１項

第５号により随意契約を行ったという市側の説明は納得いくものではありません。著しく有利

とは、明らかにはっきりと目立っているということであり、坪16万円という価格は売買価格な

どの基準となる不動産鑑定価格と同額であり、いわゆる適正価格の範囲でしかなく、著しく有

利な取引として随意契約を行うだけの根拠として法を解釈、運用していくには明らかな欠陥が

あると考えます。 

 請願そのものは、執行権に対する法的な拘束力は有しませんが、本請願で指摘された市有地

の取得、処分の一連の行政行為に対して十分な説明がなされないままマンションの建設が進む

ことは、住民感情として到底納得できるものではないと思慮をします。 

 本請願は、市への行政行為に対する市民の利益の侵害に対する不服として、また救済の手段

として、市は重く受けとめるべきとの指摘をし、請願の趣旨を酌み取り、賛成討論といたしま

す。 

○議長（村山弘行議員） ８番渡美穂議員。 

○８番（渡美穂議員） 私も本請願につきまして賛成の立場から討論させていただきます。 

 この請願は大きく２つの内容がありまして、１つ目の住民の居住環境について一般質問での

執行部の回答は、建築基準法に準じ居住環境改善のために努力するというものでありました。

しかしながら、計画に反対されている住民は、該当地域の成人だけを対象に署名活動を行わ

れ、771名という成人人口に対し370名以上の反対の署名を集められました。いかに法律にのっ

とったものであっても、業者へ販売を行う前に、なぜ計画について住民の声をもっと真摯に受

けとめようとしなかったのかということについては、行政の姿勢に対して疑問を感じます。 

 さらに、２つ目の土地の売買契約について、所管の建設経済委員会の審査後行われた武藤議

員、片井議員、山路議員の一般質問における執行部の回答には大きな疑問が残ります。 

 まず、土地の形状及びその面積を理由に、宅地化して販売する努力を怠りながら、売れない

と憶測していたこと。また、１億円近い値段で取得した市の財産を用途変更もせず、土地の鑑

定額が年々下がっていることを理由に、その土地の田としての不動産鑑定価格及び近隣の宅地

の不動産鑑定価格をもとに推定し、今回の条件が有利であると独自で判断し、地方自治法をも
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とに随意契約したという説明は、市民の財産を預かる行政として怠慢であると言えます。 

 なぜなら、近隣の土地の不動産鑑定価格であっても、道路に面しているかなどの微妙な立地

条件によって鑑定額が変わってくるのは自明の理であり、また積極的に販売する努力をするこ

とで販売価格が上がる可能性もあります。今となっては、問題の土地の宅地としての販売価格

が本当に妥当な額であったのか確認することが非常に困難になっています。 

 その上、９月18日に開かれた業者側の説明会において、業者側は随意契約に至るまでの経過

について次のように説明しています。「市に対して初めて土地の売買を申し込みに行った際、

業者があわせて購入しようとしている個人の私有地の契約を先に済ませることを条件に行政側

はすぐに了承しました」というものです。この業者の説明は具体的な話に及んでおり、信憑性

が高いものと思われます。そうすると、なぜそのような条件を出す必要があったのか、また随

意契約を決めるまでの検討を行う時間は必要なかったのかなどの疑問が残ります。 

 以上のようなことから、私は契約締結までの経過に関する行政側の説明と実際の経過に違い

がなかったのかなどの疑問を払拭できずにいます。私が感じたのと同様に、この一連の不透明

さが市民の反発により一層拍車をかけたことは言うまでもありません。 

 さらに、9,794万4,000円という価格は市の土地台帳に記載された正規の財産額です。８月

18日に4,477万3,388円で売買契約を締結したということは、市に対して5,317万612円もの損失

を与えたことになります。地方自治法に定められていないとしても、それを議会に対して報告

されなかったということは、議会と行政の信頼関係にも大きな溝を生む結果にもなりかねませ

ん。 

 以上の理由から、特に今回の土地売買に関する市の姿勢に対して、請願の趣旨に賛同すると

いうことを申し上げ、賛成討論といたします。 

○議長（村山弘行議員） 19番武藤哲志議員。 

○１９番（武藤哲志議員） 片井、渡両議員から今討論がありまして、この請願を採択すべきだ

という、また内容も大変大きな問題であります。太宰府市始まって以来です。 

 私は、この関係住民が払い下げの同意をしていない、執行部がどのように説明したか知りま

せんが、私もぜひ払い下げをしないでいただきたい、契約をしないでいただきたいという申し

出に立ち会わせていただきました。その後、８月18日に契約をしたということです。その間、

払い下げに対する関係者は一切同意をしていません。ただ話を聞いた、陳情が出てきた、こう

いう状況で説明をしたというのは理由になりませんし、あくまでも公有財産として公募をす

る、入札をする、その上で応募者がいない場合、入札者がいない場合には、やはり随契にすべ

きであって、法律上、地方自治法の全く手続ミスでありまして、この用地売買契約については

白紙に戻していただきたい。この請願の趣旨をぜひご理解いただいて、ぜひ請願の趣旨を採択

いただくように討論といたします。 

 以上です。 

○議長（村山弘行議員） 15番安部陽議員。 
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○１５番（安部 陽議員） 私は、払い下げ中止を求める請願第９号について反対討論をいたしま

す。 

 本市の財政は一般的に言って厳しい状況にあります。行政といたしましては財政健全化に向

けて種々検討されたことと思います。したがいまして、今回払い下げ中止が求められている土

地につきましては、地区道路整備事業を推進するため移転される方々の代替地として取得され

たもので、この事業が収束のめどがついたので払い下げが行われたものであります。 

 まず、この土地を防災公園にとの要望がありますが、先ほど委員長報告にもありますよう

に、今後防災対策といたしましては、調査をし、環境整備が行われるものと思います。したが

いまして、この行政区には他の地区と同じように既に300坪からの平野公園がありますし、ま

た公民館をはじめ必要な施設もそろっておるようであります。 

 以上の観点から払い下げになったと思います。 

 次に、土地価格のことでありますが、朱雀六丁目13番16が標準地となっておりますので参考

までに見てみますと、前年に比し、平成14年度が4.5％、平成15年が5.3％、平成16年が6.3％

と、いずれも毎年毎年土地評価は下がっております。行政は、常に土地の売買については不動

産鑑定により取得したり、払い下げが行われておりますので、今回の価格が著しく不公平な価

格とは思われません。今回の処置は前年度の鑑定評価により払い下げており、かえって正しい

判断だと思っております。 

 また、経済政策の一環として、その一つに人口増が上げられます。今回の払い下げによりマ

ンションが計画されておりますが、本市もこのマンションが建つことにより人口増による固定

資産税、市民税等の収入があり、また購買力も増え、本市の財政を潤すものと思われます。以

上の観点から、払い下げ中止を求める請願には賛成できません。 

 以上です。 

○議長（村山弘行議員） ほかに討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山弘行議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 請願第９号に対する委員長の報告は不採択です。 

 したがって、本請願について採決をいたします。 

 請願第９号を採択することに賛成の方は起立願います。 

（起立少数） 

○議長（村山弘行議員） 起立少数です。 

 したがって、請願第９号は不採択されました。 

              〈不採択 賛成４名、反対15名 午後０時15分〉 

○議長（村山弘行議員） ここで13時まで休憩いたします。 

              休憩 午後０時15分 
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            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午後１時00分 

○議長（村山弘行議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第２１ 請願第１０号 義務教育費国庫負担制度の堅持を求める請願書 

○議長（村山弘行議員） 日程第21、請願第10号「義務教育費国庫負担制度の堅持を求める請願

書」を議題とします。 

 本案は総務文教常任委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

 総務文教常任委員長 武藤哲志議員。 

              〔19番 武藤哲志議員 登壇〕 

○１９番（武藤哲志議員） ９月６日の本会議において総務文教常任委員会に審査付託されました

請願第10号「義務教育費国庫負担制度の堅持を求める請願書」については、９月８日に委員全

員出席のもと委員会を開き、審査しましたので、その審査内容と結果を報告します。 

 委員から、「国では三位一体の改革を進めており、大変な財政の中、国も地方も痛み分けを

分かち合いながら、地方の創意工夫によって乗り切ることが必要とのことで、採択には賛成で

きない」との意見もありました。 

 また、紹介議員である渡委員から、「本来、教育水準の全国標準化は国が保障すべきもの

で、政府が進めている三位一体の改革の中で義務教育費国庫負担制度を廃止すべきでない」と

の意見もありました。 

 討論では、「教育は国の柱というのは重々わかっているが、地方で教育を直接的に行ってい

けるチャンスと思っている。まず、こういう苦しい中で創意工夫をしていくことが大事であ

る。との理由で採択には反対である」との反対討論がありました。 

 これに対して、「教育は国を支える大きな柱である。また、国の三位一体改革による財源移

譲では地方財政を維持していくのは困難で、自治体教育の格差がますます広がっていくので、

この請願の趣旨に賛成である」と賛成討論がありました。 

 討論を終え、採決の結果、請願第10号は大多数をもって採択すべきものと決定いたしまし

た。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（村山弘行議員） 報告は終わりました。 

 質疑を行います。 

 ただいまの委員長の報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山弘行議員） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 
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 11番山路一惠議員。 

○１１番（山路一惠議員） 本請願の紹介議員の一人として賛成の立場から討論をいたします。 

 義務教育費国庫負担制度については、地方交付税制度の見直し、国庫補助負担金の廃止・縮

小、国から地方への財源移譲の三位一体の改革の中で論議され、既に改悪に次ぐ改悪が行われ

てきました。昨年の12月には、総務、財務、文部科学の３大臣の間で2006年度末までに国庫負

担金全額の一般財源化について所要の検討を行うことなどもあわせて合意されており、今後制

度廃止・縮小、一般財源化の動きが一層加速することは間違いありません。 

 しかし、請願にもありましたように、義務教育費国庫負担制度は、財政力のない市町村に住

んでいても全国と同じ条件で教育が受けられるように、教職員の給与など義務教育にかかわる

費用を国と県とが半分ずつ負担をするということにしたものです。憲法に明記された、国民が

義務教育を受ける権利を国が保障するための根幹をなす制度にほかならず、それを投げ捨てて

しまうことは到底認められません。 

 今求められているのは、国庫負担金制度を堅持、充実し、国の責任で少人数学級など行き届

いた教育を実現することです。すべての子どもたちが等しく公教育を受ける権利を保障されな

ければなりません。よって、義務教育費国庫負担制度の堅持を求める請願につきましては、ぜ

ひ採択をくださいますようお願いをいたしまして、賛成討論を終わります。 

○議長（村山弘行議員） ほかに討論はありませんか。 

 13番清水章一議員。 

○１３番（清水章一議員） 三位一体の改革の中で、一連のこの意見書が今から出てくるわけです

が、私どもとして、党としても、この三位一体改革については一応前向きな形ではおるんです

が、この義務教育費の問題に関しましては、党内ではなかなかまだ賛否の結論があってまとま

ってないような状況でございます。よって、私と福議員の判断で、今回のこの義務教育費の

国庫負担の補助金につきましては、過去賛成してきた経緯がありますので、賛成をさせていた

だきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（村山弘行議員） ほかに討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山弘行議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 請願第10号に対する委員長の報告は採択です。委員長報告のとおり採択することに賛成の方

は起立願います。 

（大多数起立） 

○議長（村山弘行議員） 大多数起立です。 

 したがって、請願第10号は採択することに決定しました。 

              〈採択 賛成15名、反対４名 午後１時06分〉 
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            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第２２ 意見書第５号 地方財政の充実・強化を求める意見書 

○議長（村山弘行議員） 日程第22、意見書第５号「地方財政の充実・強化を求める意見書」を議

題とします。 

 本案は総務文教常任委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

 総務文教常任委員長 武藤哲志議員。 

              〔19番 武藤哲志議員 登壇〕 

○１９番（武藤哲志議員） ９月６日の本会議において総務文教常任委員会に審査付託されました

意見書第５号「地方財政の充実・強化を求める意見書」については、９月８日に委員全員出席

のもと委員会を開催し、審査しましので、その内容と結果を報告いたします。 

 意見書第５号については、本会議２日目に提出者の力丸義行議員より趣旨説明を受けており

ましたことから、委員からの本件に対する意見、討論もなく、採決の結果、意見書第５号につ

いては、委員全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（村山弘行議員） 報告は終わりました。 

 質疑を行います。 

 ただいまの委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山弘行議員） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山弘行議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 意見書第５号に対する委員長の報告は原案可決です。委員長報告のとおり原案可決すること

に賛成の方は起立願います。 

（大多数起立） 

○議長（村山弘行議員） 大多数起立です。 

 したがって、意見書第５号は原案のとおり可決することに決定しました。 

              〈原案可決 賛成17名、反対２名 午後１時08分〉 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第２３ 意見書第６号 義務教育諸学校教職員給与費の義務教育費国庫負担制度堅持を求 

               める意見書 

○議長（村山弘行議員） 日程第23、意見書第６号「義務教育諸学校教職員給与費の義務教育費国

庫負担制度堅持を求める意見書」を議題とします。 
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 提出者の説明を求めます。 

 12番小道枝議員。 

              〔12番 小道枝議員 登壇〕 

○１２番（小道枝議員） 意見書第６号「義務教育諸学校教職員給与費の義務教育費国庫負担制

度堅持を求める意見書」を提案いたします。 

 提出者は、私小道枝、賛成者は、武藤哲志議員、渡美穂議員、橋本健議員、片井智鶴枝

議員です。 

 案文の朗読をもって趣旨説明にかえさせていただきます。 

 義務教育費国庫負担制度は、教育基本法の理念に基づいた制度であり、「義務教育無償の原

則に則り、国民のすべてに対しその妥当な規模と内容とを保障するため、国が必要な経費を負

担することにより、教育の機会均等とその水準の維持向上とを図ること」を目的としていま

す。そのため、この制度は財政面から義務教育を支え、今日まで多大な役割を果たしてきてい

ると言えます。 

 しかしながら、政府は財政再建を理由に1985年度以降、義務教育費国庫負担金の見直しを進

め、旅費、教材費、恩給費、共済費などが、また2004年度予算では、退職手当と児童手当が

次々と国庫負担制度から適用除外とされ、一般財源化が図られてきました。これにより、ただ

でさえ厳しい地方財政は一層厳しさを増し、各市町村間では財政措置の格差が生じることとな

りました。 

 現在、小泉内閣はいわゆる「三位一体の改革」に係って、国庫負担・補助金の３兆円の削減

を含む「改革の全体像」について今秋にも明らかにするとしています。そして、その中で義務

教育費国庫負担金の廃止・縮減が打ち出される状況にあります。さらに、縮減となった場合で

も、中学校教職員、学校事務職員、加配教員などの給与費を国庫負担制度から適用除外し、一

般財源化するという考え方が俎上に上げられることは確実だと言われています。 

 もし、このことが実施されるならば、学校内の協力体制を損ない、学校運営にも大きな影響

を与えるだけでなく、地方財政が受ける影響は極めて大きく、地方自治体の財政力により教育

水準に格差が生じるなど、教育の機会均等を損なうことにもつながりかねません。 

 したがって、政府は国の責務である教育水準の最低保障を守り、地方に財政負担の転嫁をし

ないこと。全国的な教育水準を維持し、義務教育費国庫負担制度を堅持することを強く要求し

ます。 

 なお、送付先は、内閣総理大臣、文部科学大臣、財務大臣、総務大臣です。 

 以上、皆様方のご賛同を求めまして、説明を終わらせていただきます。 

○議長（村山弘行議員） 説明は終わりました。 

 お諮りします。 

 本案は委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（村山弘行議員） 異議なしと認めます。 

 したがって、委員会付託を省略します。 

 質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山弘行議員） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山弘行議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 意見書第６号を原案可決することに賛成の方は起立願います。 

（大多数起立） 

○議長（村山弘行議員） 大多数起立です。 

 したがって、意見書第６号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成13名、反対６名 午後１時13分〉 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第２４ 意見書第７号 地方分権推進のための「国庫補助負担金改革案」の実現を求める 

               意見書 

○議長（村山弘行議員） 日程第24、意見書第７号「地方分権推進のための「国庫補助負担金改革

案」の実現を求める意見書」を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 ７番不老光幸議員。 

              〔７番 不老光幸議員 登壇〕 

○７番（不老光幸議員） 意見書第７号、地方六団体は８月24日に小泉総理大臣に対し、国庫補助

負担金等に関する改革案を提出し、また同日開催されました経済財政諮問会議に対しまして

も、同改革案の実現について強く要請しております。したがいまして、本市議会におきまして

も、地方分権推進のための国庫補助負担金改革案の実現を求める意見書を提案いたします。 

 趣旨説明につきましては、この意見書の朗読をもってかえさせていただきます。 

 提出者は、不老光幸でございます。賛成者は、岡部茂夫議員、大田勝義議員、中林宗樹議

員、佐伯修議員、安部陽議員、安部啓治議員、小道枝議員、門田直樹議員、後藤晴議員、

田川武茂議員、力丸義行議員、橋本健議員でございます。 

 それでは、意見書を朗読させていただきます。 

 地方分権推進のための「国庫補助負担金改革案」の実現を求める意見書。 

 平成16年度における国の予算編成は、「三位一体の改革」の名の下に、本来あるべき国・地
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方を通ずる構造改革とは異なり、国の財政健全化方策に特化されたものと受け取らざるを得

ず、著しく地方の信頼関係を損ねる結果となった。 

 こうした中、政府においては、去る６月４日に「経済財政運営と構造改革に関する基本方針

2004」が閣議決定され、「三位一体の改革」に関連して、概ね３兆円規模の税源移譲を前提と

して、地方公共団体からの具体的な国庫補助負担金改革を取りまとめることが要請されたとこ

ろである。 

 地方六団体は、この要請に対し、去る８月24日に、国と地方公共団体の信頼関係を確保する

ための一定条件を下に、地方分権の理念に基づく行財政改革を進めるため、税源移譲や地方交

付税のあり方、国による関与・規制の見直しに関する具体例を含む「国庫補助負担金等に関す

る改革案」を政府に提出したところである。 

 よって、国においては、三位一体の改革の全体像を早期に明示するとともに、地方六団体が

取りまとめた今回の改革案と我々地方公共団体の思いを真摯に受け止められ、以下の前提条件

を十分踏まえ、その早期実現を強く求めるものである。 

 記。１、国と地方の協議機関の設置。地方の意見が確実に反映することを担保とするため、

国と地方六団体との協議機関を設置することをこの改革の前提条件とする。 

 ２、税源移譲との一体的実施。今回の国庫補助負担金改革のみを優先させることなく、これ

に伴う税源移譲、地方交付税措置を一体的、同時に実施すること。 

 ３、確実な税源移譲。今回の国庫補助負担金改革は、確実に税源移譲が担保される改革とす

ること。 

 ４、地方交付税による確実な財政措置。税源移譲額が国庫補助負担金廃止に伴い、財政措置

すべき額に満たない地方公共団体については、地方交付税により確実な財源措置を行うこと。

また、地方交付税の財源調整、財源保障の両機能を強化するとともに、地方財政全体及び個々

の地方公共団体に係る地方交付税の所要額を必ず確保すること。 

 ５、施設整備事業に対する財政措置。廃棄物処理施設、社会福祉施設等は、臨時的かつ巨額

の財政負担となる事業であることから、各地方公共団体の財政規模も考慮しつつ、地方債と地

方交付税措置の組合せにより万全の財政措置を講じること。 

 ６、負担転嫁の排除。税源移譲を伴わない国庫補助負担金の廃止、生活保護費負担金等の補

助負担率の切下げ、単なる地方交付税の削減等、地方への一方的な負担転嫁は絶対に認められ

ないこと。 

 ７、新たな類似補助金の創設禁止。国庫補助負担金改革の意義を損ねる類似の目的・内容を

有する新たな国庫補助負担金等の創設は認められないものであること。 

 ８、地方財政計画作成に当たっての地方公共団体の意見の反映。地方財政対策、地方財政計

画の作成に当たっては、的確かつ迅速に必要な情報提供を行うとともに、地方公共団体の意見

を反映させる場を設けること。 

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。 
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 提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、金融・経済財政政策担

当大臣、総務大臣、財務大臣、経済産業大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、

国土交通大臣、経済財政諮問会議議員４名の方です。 

 以上でございます。このような内容で提案いたしますので、議員皆様方のご理解とご賛同よ

ろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（村山弘行議員） 説明は終わりました。 

 お諮りします。 

 本案は委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山弘行議員） 異議なしと認めます。 

 したがって、委員会付託を省略します。 

 質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 19番武藤哲志議員。 

○１９番（武藤哲志議員） まず、この意見書に対して、提出者にお聞きしますが、全国の町村、

市は別として、全国町村議長会は、この意見書を上げないという緊急通達が出されたというの

はご存じでしょうか。 

 それから、今提案されました経済財政諮問会議のこの４名の方々が、一番大きな問題とし

て、国の財政も厳しいから義務的経費と自主的経費と分けて、義務的経費は国庫補助の部分に

対象とするが、自主的経費、もう独自で自治体でやってるものについてはもう補助金の交付を

しないということで改革案を提案されてきてですね、全国、東京都知事をはじめ13の知事がこ

の改革案に対して反対を表明をされてるわけですが、そのこともご存じでしょうか。 

○議長（村山弘行議員） ７番不老光幸議員。 

○７番（不老光幸議員） 一番最初のご質問ちょっと聞き取れなかったんです。申しわけないで

す。 

○議長（村山弘行議員） 19番武藤哲志議員。 

○１９番（武藤哲志議員） 全国の、この六団体と今提案されましたね。六団体の中で、町村、町

と村の議会は全国この意見書を上げないという緊急通達が出されたということをご存じですか

ということでした。 

○７番（不老光幸議員） いや、知りません。 

○議長（村山弘行議員） いま一つ質問したのを……。 

 ７番不老光幸議員。 

○７番（不老光幸議員） それからもう一つは、経済財政諮問会議の中で、それも知りません。 

○議長（村山弘行議員） 19番武藤哲志議員。 
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○１９番（武藤哲志議員） やはり提出をする場合にはですね、いろんな部分を報道もされておっ

て、やはり議員から質問されれば、知らないと言えばもうそれで終わりになるようなことのな

いように、提出者としてはぜひひとつ今後、提案をする以上は、やはり何聞かれても答えられ

るようにしてください。 

 以上です。 

○７番（不老光幸議員） 今後注意します。 

○議長（村山弘行議員） これで、質疑を終わります。 

 本案に対しては、11番山路一惠議員外３人から、お手元に配りました修正の動議が提出され

ております。 

 ここで訂正でございますが、この修正案の中に「意見書第６号」と記載されておりますが、

これは「意見書第７号」の間違いでありますので、修正方をお願いをいたします。これを本案

にあわせて議題とし、提出者の説明を求めます。 

 11番山路一惠議員。 

              〔11番 山路一惠議員 登壇〕 

○１１番（山路一惠議員） お手元にお配りをしていただいております文書をご覧ください。修正

を求める項目２点ございます。 

 まず、１点目は、表題の修正です。修正案は「地方分権推進のための地方財源確保に関する

意見書」とすること。 

 そして、２点目に、前文の下から３段目「よって」以下を次のように修正をするということ

です。内容については、お手元の文書をご覧ください。 

 修正は、以上２点です。 

 なお、「記」より下の８項目については原文賛成です。 

 修正の理由といたしましては、地方六団体がまとめた「国庫補助負担金改革案」の中に、福

祉・教育等国庫補助事業として堅持するべき事業が含まれており、国の地方財政削減が昨年と

今年に続いて今後一層強まることが懸念されることから、このことを容認しないためにも、改

革案という部分を外すべきであるというのが修正の理由です。 

 以上で修正案の説明を終わります。 

○議長（村山弘行議員） 説明は終わりました。 

 質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山弘行議員） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 19番武藤哲志議員。 
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○１９番（武藤哲志議員） まず、この地方分権の国庫補助負担金改革案の中で、先ほど提出者が

説明しました１項目から８項目については、私どもは賛成であります。大変、地方自治体にと

ってこういう重要なものについては、ぜひ三位一体と言いながら、私どもの地方自治体に対す

る負担の押しつけ、そして義務的経費については国としては見るが、自主的経費は見ない、こ

ういう形で取り組まれておれば、３億円近くもまた平成17年度の補助金のカットがされるとい

うことは大変地方自治体にとって大きな問題であります。ところが、この改革案というのは、

ある一定国も大変だから地方自治体もある一定我慢しましょう、教育については国が補助金を

カットすることについても従いましょうということでやられておりまして、また福祉の問題に

ついても少子・高齢化の問題については、民間の私立の保育所の補助金も早く言えば、はっき

り言って補助金、負担金の改革、一般財源化にしてしまうというか、交付税の中に入れられて

しまうとか、もう様々な形で改革が通っております。そのために、改革ではなく、私ども意見

書にしていただきたい、こういう状況で教育や福祉をやはり今までどおりやるべきだという立

場で修正案を出しました。なお、原案の８項目については、提出者、賛成者は賛成という形で

あります。 

 以上です。 

○議長（村山弘行議員） ほかに討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山弘行議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 まず、本案に対する山路一惠議員外３人から提出されました修正案について採決します。 

 本修正案に賛成の方は起立願います。 

（起立少数） 

○議長（村山弘行議員） 起立少数です。 

 修正案は否決されました。 

              〈修正案否決 賛成４名、反対15名 午後１時30分〉 

○議長（村山弘行議員） 次に、原案について採決します。 

 原案可決することに賛成の方は起立願います。 

（起立多数） 

○議長（村山弘行議員） 起立多数です。 

 したがって、意見書第７号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成15名、反対４名 午後１時30分〉 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第２５ 議員の派遣について 

○議長（村山弘行議員） 日程第25、「議員の派遣について」を議題とします。 

 地方自治法第100条及び太宰府市議会会議規則第161条に基づき、別紙のとおり議員の派遣が
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生じましたので、これを承認することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山弘行議員） 異議なしと認めます。 

 したがって、本件は承認されました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第２６ 閉会中の継続調査申し出について 

○議長（村山弘行議員） 日程第26、「閉会中の継続調査申し出について」を議題とします。 

 別紙のとおり、議会運営委員会、各常任委員会、各特別委員会から申し出があっておりま

す。別紙のとおり承認することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山弘行議員） 異議なしと認めます。 

 したがって、本件は承認されました。 

 お諮りします。 

 本定例会において議決されました案件について、各条項、字句、その他の整理を要するもの

につきましては、会議規則第42条の規定によって、その整理を議長に委任願いたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山弘行議員） 異議なしと認めます。 

 したがって、本定例会において議決されました案件整理について、これを議長に委任するこ

とに決定しました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（村山弘行議員） 以上で本定例会に付議されました案件の審議はすべて終了しました。 

 これをもちまして平成16年太宰府市議会第３回定例会を閉会したいと思いますが、これにご

異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山弘行議員） 異議なしと認めます。 

 したがって、平成16年太宰府市議会第３回定例会を閉会します。 

              閉会 午後１時32分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 
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